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はじめに

｢市民による『時のアセス』」にこめた想い

「市民による『時のアセス』｣の作成は，私たちが最初ではなく，諫早干拓緊急救済東京事務所・

諫早干拓緊急救済本部･WWFジャパンが2001年4月に出した「市民による諫早干拓『時のアセ

ス』」が最初である． しかしながら， 「時のアセス」の誕生は，北海道大雪山の士幌高原道路に対

する北海道の自然保護運動が直接の契機となったことから，運動主体自らが「時のアセス」の作

成に至ったことは自然の流れといえる．北海道は，その後， 「時のアセス｣を発展させた公共事業

見直し制度「政策アセス」を確立させ， 日高横断道路に対しても再評価が行なわれることとなっ

た．その結果，日高横断道路は「事業継続」が決定された．しかし， この行政による再評価は，

重要な視点の欠落，明らかな不合理，そして不適正が認められ， とうてい納得のいくものではな

かった．

本書は，上記における問題点を明らかにするとともに， 日高山脈の自然がいかに重要であり，

その心臓部に道路を建設することがいかに無意味であるかを広く世に訴えたい，そう願って作成

されている．

本書｢市民による『時のアセス』」は，以下の目的を持っている．第一に，北海道開発局による

｢道路事業再評価」と北海道による「政策アセスメント」に対して，市民サイドから「時代の変化

の検証」を加えて評価｡判断すること，第二に， 日高横断道路の計画に際して， 1979年に事業者

によって行なわれた「環境影響評価書等」の一連の環境アセスメントの問題を指摘するとともに，

実際の工事の進展によって環境にどのような影響が生じているか， または予測されるかを検証す

ること，第三に，情報公開や市民参画が不十分な現状を打破すべく，市民の具備する政策策定能

力を具体的な意思表示として示すこと，第四に，環境問題を「自然。社会・文化の分断・破壊」

と捉え，従来のアセスメント項目に加えて，従来考慮されてこなかった項目（文化，観光，法律

など）を設け，評価あるいは提案を行なうことである．

本書は，行政の硬直化した「お手盛りアセス」を，多面的で総合的な視点から事業を再評価で

きる「アセス」へと変えていくための有効な手段として発案したものである．その意味では，本

書は，今後の市民による公共事業の再評価にとって有効なヒントとなるものと思われる．行政に

よる公共事業の再評価が十分に機能しない今，私たち市民団体がイニシアティブをとり，事業再

考の議論をリードすることが必要と考える．その際私たち「市民による『時のアセス』」が示す

問題提起や将来計画は，市民運動の新たな転換を促進するものと確信する．

｢止めよう日高横断道路」全国連絡会調査部小島 望

※本書は, 2002年12月5日編集・発表したものに，弱干の加筆をして再編集した．

－1－
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日高横断道路と日高山脈襟裳国定公園の位置図
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年 表

日高横断道路と運動の歴史

小山健二（北海道自然保護連合事務局長）

環境庁発足後,全国各地の自然保護活動は高揚し,北海道においても1973年に大雪山縦貫道路の建設が中止

となった． しかし，わが国の経済の高度成長時代の突入で，自然保護活動は一般市民へ定着する前に減速する

こととなったのである．そして， 1979年に大蔵省が日高中央横断道路予算を計上するに至り，自然保護団体の

危機意識は現実的なものとなった． このころの北海道の自然保護活動は「自然保護冬の時代」とも言われ，調

査予算の計上イコール着工を意味したのである．

その後，高度経済成長ゆえの公害の蔓延と，貴重な自然を損なう公共事業の開発行為とあいまって国債の大

量発行による財政危機を招いたのである．北海道の自然保護運動は息を吹き返し，知床国立公園内国有林伐採

を中止に追い込み，室蘭岳スキー場，夕張岳スキー場美瑛岳スキー場などの計画は中止となった． 1992年の

ブラジルのリオ。デ。ジャネイロの地球サミットにおける「生物多様性に関する国際条約」の採択により地球

規模の自然保護運動も定着した． 1999年3月，大雪山国立公園内士幌高原道路を中止に追い込んだ自然保護団

体は， この決着する1年ほど前から次は日高横断道路， と北海道の守るべき貴重な自然環境保全への意欲を現

していたのである．

[1970年］ 北海道開発局が調査を開始．

[1974年］ 自然環境基礎調査を開始．

[1978年12月28日］

北海道は開発道路の新規採択に同意する．

[1979年］ 日高中央横断路道路調査費を大蔵省が新規予算計上500万円．

[1979年3月11日］

北海道自然保護団体連合は道路建設反対を決議．

[1979年6月30～7月2日］

北海道自然保護団体連合は道路建設予定地（十勝側と日高側）の現地調査を行なう．

[1979年9月2日］

日高山脈を守る連絡協議会を結成．

[1980年6月3日］

シンポジウム「日高山脈中央横断道路を考える」を東京で開催．坂本直行氏，八木健三氏の講

演．

[1980年6月14］ ′

日道連合は北海道開発局と交渉を行う．

[1980年9月20日］

日高中央横断道路建設反対全道総決起集会を帯広で開催．

[1980年10月21～27日］

旭川大雪画廊にて日高山脈写真展を行う．以後，東京・道内各地で写真展を開催する．

－3－



[1980年10月23日］

旭川市内において日高を考える市民の会を開催．

[1980年10月28日］

道議会は道道認定案を可決する．

[1980年11月26日］

日高山脈を考える超党派自然保護議員連盟結成． 日高ド

大石武一・藤波孝生＝自民

岩垂寿喜男・五十嵐広三・小林恒人＝社会

小平芳平・竹内勝彦＝公明

和田耕作・中村精鋭一・木下敬之助＝民社

立木洋＝共産

柿沢弘治＝新自クラブ

江田五月＝社民連

美濃部亮吉＝無所属

[1980年～1981年］

道路建設計画反対の決議と要望書提出団体（全国組織）

側日本自然保護協会

財国立公園協会

側日本野鳥の会

財世界野生生物基金日本委員会

財観光資源保護財団

側日本鳥類保護連盟

制日本山岳会

日本勤労者山岳連盟

全国自然保護連合

[1981年2月28日］

日高問題報告会を開催．

札幌市内において日高中央横断道路建設反対決起集会を開催．

[1981年10月1日］

日高山脈襟裳国定公園指定．

[1984年7月27日］

第1回日高セミナーを開催．

[1984年7月27～30日］

2回目の道路建設予定地調査隊． コイボクシュシベチャリ川ン

[1984年9月4日］

札幌市内において建設反対全道集会を開催．

[1984年10月15日］

日高中央横断道路工事着工．

[1985年4月10日］

朝日新聞に「日高中央横断道路建設反対」の意見広告を一面

コイボクシュシベチャリ川か

の意見広告を一面全

ら札内川へ縦走．

面に掲載する．
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[1991年11月7日］

第8回日高セミナー開催後，道央地区勤労者山岳連盟は，道へ「工事中止を求める要望書」を

提出．

[1999年3月］北海道開発局は，事業採択から10年経過継続中の道路事業の日高道路に対して， 「再評価」事

業審議委員会の答申を受けて道路事業の継続を決定した．北海道も「政策アセス」で事業の継

続を決定した．

[2000年2月3日］

㈲北海道自然保護協会は道と北海道開発局へ「日高横断道路事業の抜本的な再評価を求める要

望書」を提出．

[2000年4月13日］

十勝自然保護協会は道と北海道開発局へ「日高横断道路事業の抜本的見直しを求める要望書」

を提出．

[2000年6月2日］

北海道勤労者山岳連盟は「日高横断道路建設中止の方向で再検討を求める要望書」を提出．

[2000年9月9～10日］

第12回日高セミナーを開催.十勝側トンネル予定地にて風穴地帯とナキウサギの生息を確認す

る．

[2001年3月3日］

シンポジウム「はるかなる日高山脈･原始の自然を未来へ」を札幌市内で開催． 200名の会場に

300の椅子を用意するが，入場者620名．札幌市内の参加者164名．

[2001年10月15日］

森と自然を守る全国集会の現地（静内側）視察に56名が参加．

[2002年3月2日］

第2回日高山脈シンポジウムを札幌市内で開催し、 日高横断道路建設反対の全国組織結成を決

める．

[2002年3月28日］

日本生態学会で日高横断道路の工事中止を求める要望書が決議される．

[2002年5月11日］

「止めよう日高横断道路」全国連絡会を代表委員56名が出席して結成する．筆頭代表に北海道

自然保護協会会長の俵浩三氏，副代表に北海道自然保護連合代表の寺島一男氏，常任委員長に

北海道勤労者山岳連盟の今野平支郎氏を選出．決議文を北海道知事と国土交通省大臣に提出す

る．

[2002年6月27日］

堀達也北海道知事は，道議会において「これからの進め方について検討するとともに，国や地

方自治体などと相談したい」と表明する．

[2002年7月］北海道知事・国土交通省・財務省・北海道開発局へ「道路建設予算の凍結と次年度予算計上を

しない事」の申し入れを行う．

[2002年9月20日］

北海道政策評価委員会の基本評価等専門委員会が検討を開始する．委員会において，総工費

1520億円（道管理区間880億円，開発道路区間640億円）であることと，今後の事業期間が
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35～40年程度であることが報告された．

[2002年10月10～11日］

「公共事業チェック議員の会｣の国会議員である，中村敦夫会長(無所属)，佐藤謙一郎(民主)，

山内恵子（社民)，岩佐恵美（共産)，紙智子（共産）の5名が日高横断道路を現地視察．

[2002年11月14日］

北海道弁護士連合会と札幌弁護士会が， 日高横断道路に関する共同声明を発表．

[2002年11月19日］

ナキウサギふあんくらぷ

道知事と開発局長へ提出．

らぷと十勝自然保護協会が， 日高横断道路建設中止を求める要望書を北海

※｢市民アセス」発表時(2002年12月2日）のもの．
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一一一

道路計團としての雷蕾点
I

日高横断道路の目的・必要性・効果を検証する

－時代の変化を踏まえて－

俵 浩三

(北海道自然保護協会会長）

ないが，完成までに多額の事業費と長い期間を要す

る」として正式な見直しを表明した．なお日高横断

道路の総工費は1500億円以上(当初予定では約300

億円） とされ，いままでに約500億円を投入，今後

さらに1000億円以上の経費と, 35～40年の歳月を

要する見込みという．

知事は開発局(国土交通省）と連携をとりながら，

日高横断道路を北海道政策評価条例の「特定政策評

価｣に位置づけ, 2002年9月， 「評価の客観的かつ厳

格な実施」を図るため北海道政策評価委員会に諮問

した．

北海道自然保護協会としては,「日高横断道路の建

設の意義は変わらない」という知事の見解とはまっ

たく異なり， 日本最大で最後の原始境である日高山

脈の心臓部を貫通させる日高横断道路の建設は，貴

重な自然環境を損なうばかりでなく，そもそも道路

の必要性がなく，公共事業のあり方として不適正な

ので， 「直ちに建設を中止すべきである」との見解で

ある．

はじめに－日高横断道路の概要一

日高横断道路（道道静内中札内線）は，日高支庁

管内静内町から日高山脈を横断し十勝支庁管内中札

内村に至る101kmの道道で，山脈を横断する部分

の25kmは道道でも国（北海道開発局）が直轄で施

工する「開発道路」である．

日高横断道路が計画された1970年代,これは日高

山脈の原始的自然を破壊するばかりでなく，必要性

のない道路だと，自然保護団体から激しい反対運動

が起こった．しかしその声は無視され， 1980年に道

道認定， 81年に開発道路指定， 84年に着工された．

当初の工期は15年～20年と予定されていたが，急

峻な地形と崩れやすい地質に阻まれ工事が難航，

2002年現在の進捗率は50%に達していない．

1998～99年,北海道による政策アセスと開発局に

よる事業再評価が行なわれ， ともに事業継続が決定

された．そのことを知った北海道自然保護協会が再

評価の中身を検証したところ，不合理，不適切で，

しかも肝心な部分が欠落した再評価なので，知事と

8回におよぶ文書による質疑応答(8回目は未回答）

を繰り返したが， 「二重帳簿方式による公共事業｣で

｢限りなく法令違反に近い実態｣など，調べれば調べ

るほど重大な疑問点力§出てきた.そのため2000年2

月， 01年2月, 02年1月の3回にわたり，知事と開

発局長（国土交通大臣）に「抜本的な再評価のやり

直し」を求めたが，いずれも拒否された．

そうした中, 2002年6月，堀達也知事は「日高横

断道路は立ち止まって考える」と推進姿勢を転換し，

北海道議会で「日高横断道路の建設の意義は変わら

本文の要点

第1に，「時の流れという，過去から現在の検証を

通じて，新しい未来を創造する」という「時のアセ

ス」は，大雪山・士幌高原道路の反対運動を契機と

して生まれたこと，すなわち「時のアセス」は北海

道が元祖で， 「時代の変化の検証｣が重要課題である

こと．

第2に，行政により行なわれた日高横断道路の再

評価は， 「時のアセス｣を継承，発展させた見直しシ
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ステムであるにもかかわらず，不合理，不適切で，

｢時代の変化の検証｣が完全に欠落していること， し

たがって「市民による時のアセス」が必要なこと．

第3に， 「市民による時のアセス」として，時代の

変化を踏まえて日高横断道路を検証した結果， これ

を食品に例えると， 「広域幹線｣というラベルを剥が

したら，その下に， とっくに賞味期限の切れた「資

源開発」というラベルを張ってあることが，消費者

の指摘で露呈したようなもので,日高横断道路は｢二

重帳簿方式」で執行される「限りなく法令違反に近

い」公共事業， という実態が明らかになったこと．

第4に， 日高横断道路の目的・必要性・効果を検

証すると，事業に妥当性・必要性・優先性がなく，

｢直ちに建設を中止すべき公共事業」であるという，

北海道政策評価委員会に提出した，北海道自然保護

協会の「意見書」を巻末に添付したこと．

雪山国立公園内で大雪縦貫道路(道道新得天人峡線）

が問題となり，全国的な自然保護世論の高まりの中

で， 1973年に計画中止に追い込まれたこともあっ

て，士幌高原道路も73年, 2.6kmを残して工事が

中断された．

大雪縦貫道路の中止に伴い， 1973年，当時の環境

庁自然環境保全審議会は，観光道路による自然破壊

に歯止めをかけるガイドラインとして「林談話」を

公表した．林談話に従えば士幌高原道路の工事再開

はできないことになる．

ところが1987年,折からのリゾート法施行に合わ

せるように，北海道知事は士幌高原道路の工事再開

を表明した． 自然環境アセスメントを行い，一部に

トンネルも採用したのでナキウサギの生息に影響し

ない「自然にやさしい道づくり」だという． また環

境庁は，士幌高原道路は認可済みだから「林談話」

を適用しないと国会答弁した． さらに北海道知事は

1989年に「北海道自然環境保全指針」を策定し，そ

れによれば士幌高原道路予定地一帯は｢厳正に保全」

し「徒歩利用に限定」としたにもかかわらず，士幌

高原道路は工事を再開するという矛盾した姿勢を

とった．

すなわち士幌高原道路は,社会経済情勢の変化や，

自然環境に対する新しい発見や価値観の変化があっ

たにもかかわらず， 30年前に認可されたので｢行政

の継続性｣が第一と， 「時代の変化を踏まえる」こと

なく，建設を進めようとしたのである．

そのため自然保護団体の反対運動がいっそう高

まった． 30年の時の推移により既存道路の改良が進

み，然別湖へ行くには士幌高原道路がなくても不便

がなく，短縮連絡のメリットが小さくなった．それ

に「自然にやさしい道づくり」の環境アセスメント

は，次々と調査不足や矛盾が露呈した． とくにナキ

ウサギ生息地は，累積した岩石の地下から冷気が吹

き出す「風穴地帯」であることが， 自然保護団体の

調査によって明らかにされた．

窮地に陥った北海道は1994年， 「全線トンネル」

に計画変更し,環境庁の自然環境保全審議会も1995

年，士幌高原道路の工事再開を認める答申をした．

全線トンネルは「自然とのふれあい」がなく国立公

「時のアセス」とは何か

それは大雪山・士幌高原道路の

反対運動から生まれた

ナキウサギ生息地をおびやかす士幌高原道路

大雪山国立公園の東南端に美しい然別湖がある．

現在，札幌や帯広方面から然別湖に向かうには国道

274号沿線の鹿追町を経由，道道鹿追糠平線を北上

するルートを使う．それに対して，然別湖の東南方

向の士幌町から然別湖に直結させようとしたのが士

幌高原道路（道道士幌然別湖線）である． 1960年代

に計画，着工され，国立公園にかかる部分について

は当時の厚生省から国立公園道路事業の認可を得

た．そのころ東ヌプカウシ山では山火事がしばしば

起こったので，山火事防止が道路建設の主要な目的

だった． しかし当時はまだ環境アセスメントという

考え方がなかったので，道路予定地の自然環境調査

は何も行なわれなかった．

ところが工事が始まると，東ヌプカウシ山の山肌

が醜く削られ， また道路予定地には大規模なナキウ

サギ生息地帯のあることが自然保護団体の調査によ

り判明した．そのため1970年代前半，自然保護団体

から激しい反対の声があがった．そのころは同じ大
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のアセスメント』を実施してまいります」「多様な

ニーズの中から， より重要性，緊急性の高い新たな

施策を展開するため，時の流れという，過去から現

在の検証を通じて，新しい未来を創造していく多面

的な政策として…?．．，進めてまいります」と方針を

述べ，時のアセスの意義を説いた．

具体的には，①長期間停滞している施策，②時の

経過による情勢変化で,価値や効果が低下した施策，

③反対運動など推進に課題をかかえ，施策が長期間

停滞する施策， を対象とする．そして評価の視点と

して，①時代の変化で必要性や意義は変わっていな

いか，②計画が時代に即しているか，妥当性がある

か，③緊急に実施する必要性が高いか，道民のニー

ズが高いか，④実施の効果が高いか，社会的好感度

が高いか，⑤住民意識は変化していないか，⑥代替

方法の可能性はないか，の観点から評価を加える．

1997年に対象とされた事業は,①士幌高原道路，

②松倉ダム，③白老ダム，④｢道民の森｣民活事業な

ど6件（後に3件追加で計9件）で，いずれも中止

または凍結となった．なお北海道最大の大型公共事

業で治水効果が高いとされながら，反対運動が激し

い千歳川放水路計画は，北海道開発局が主体の事業

で，時のアセスの直接対象ではなかったが，士幌高

原道路と同時平行的に，北海道と開発局の共同（第

三者機関で審議）による再評価が行なわれ， 1999年

に中止が決定された．いま放水路に代わる総合治水

対策が検討されている．

園事業として無意味であるし，当初の目的である山

火事防止にも役立たない．それにトンネルでも風穴

地帯に影響を与える．矛盾がいっそう拡大した． し

かし行政がいったん決めたことは， どのように情勢

が変化しても｢行政の継続性｣が絶対であり,｢始まっ

たら止まることを知らぬ公共事業」だった．

このままでは士幌高原道路が再開されてしまうと

憂えた自然保護団体有志は,1996年,「ナキウサギ裁

判」を提訴した．裁判は自然保護団体側の主張の方

が合理的で，有利に展開した．初代の環境庁長官，

大石武一氏も士幌高原道路問題に理解を示し，原告

側の意見陳述を行い「士幌高原道路は無駄な公共事

業」と批判した．

折から北海道では， 「官官摂待」や「から出張」問

題が道民世論の厳しい指弾を受けていたので，道政

改革が焦眉の急となっていた． 1997年，北海道知事

は道政改革の一環として「時のアセスメント （時代

の変化を踏まえた施策の再評価)｣を公表し，士幌高

原道路の見直しを最大の目玉とした．その結果，士

幌高原道路は1999年に中止された(士幌高原道路問

題については，北海道新聞社編『検証・士幌高原道

路と時のアセス』北海道新聞社2000年発行，を参照

していただきたい)．

時のアセスは「時間の物差し」を使う評価

時のアセスメント （以下，時のアセス）は「時代

の変化を踏まえた施策の再評価｣といい， 「時間の物

差し」を使って施策を評価する制度である．役所は

絶対に間違ったことをしないし， してはならないと

いう常識がある.いったん決まったことを覆すのは，

自分の仕事あるいは先輩の決定を否定することにつ

ながりかねない．そのため役所がいったん決めたこ

とは，行政の継続性，前例踏襲が規範となり，硬直

化してしまう． しかしこれでは社会情勢の変化に柔

軟に対応できない．

そこで発案されたのが時のアセスメントである．

北海道の堀達也知事は,1997年の北海道議会で,「さ

まざまな事情から停滞したり，時間がかかり過ぎて

いる施策に， 『時』という客観的な物差しをあて，時

代の変化を踏まえて再評価するシステムとして,『時

時のアセスは全国に波及した

時のアセスが公表されると，当時は長良川河口堰

や諫早湾干拓など，全国各地で大型公共事業の是非

が社会問題となっていたので,おおいに注目された．

北海道には全国の官庁や自治体から，時のアセス制

度の照会が相ついだ．新聞やテレビも時のアセスの

紹介を積極的に行なった．例えば読売新聞は「公共

事業の見直し･北海道が『時のアセス』」という解説

記事を掲げ(1997年7月22日)，朝日新聞は｢『時の

アセス』を全国に」と社説で論じた（1997年7月21

日)．

そうした反響は国政にも響いた．橋本龍太郎首相
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(当時)は1997年12月，建設，農林水産，運輸各省

の公共事業にも，時のアセスを導入することを指示

した．その結果，例えば建設省（当時）は， 1998年

4月から「建設省所管公共事業の再評価実施要領」

を施行し，①事業採択後一定期間（5年間）が過ぎ

ても未着工の事業,②事業採択後に長期間(10年間）

が過ぎた事業，③準備・計画段階で一定期間（5年

間）が過ぎた事業を再評価することとした． 『朝日

キーワード・1998』は，国の公共事業再評価システ

ムについて， 「北海道が実施している『時のアセスメ

ント』の全国版」と解説している．

また「時のアセスメント」はネーミングが良いの

で， 1997年の「流行語大賞」を受賞した． このよう

に時のアセスは1990年代に北海道が発信した,最大

のヒット政策となった．思えばその震源地は，大雪

山・士幌高原道路の反対運動だったのである．なお

時のアセス発祥の北海道では， これを継承し， 1998

年から政策アセスメントに発展させた．

ただし時のアセスや政策アセスも，国の事業再評

価も，行政が自ら見直すシステムであり，必ずしも

客観性，公平性，透明性が確保されているわけでは

なく，市民参加の道も保障されていない．計画段階

であれ実施途中であれ，行政が自ら施策を見直すの

は，スポーツに例えれば，いままでプレーに熱中し

ていた選手が，あるとき突然， レフリーに変身する

ようなものである．圧倒的に有利に戦っていたプ

レーで，あわや逆転負けを喫するかもしれないダき

わどいプレーを裁くのだから，公平な目を保つのが

きわめて難しい.客観的な第三者の目が必要である．

現に日高横断道路に対しても， 1998～99年，北海

道による政策アセス，北海道開発局による道路事業

再評価が行なわれたが,その結果は次に見るように，

まったく不合理，不適切なもので，客観性を欠いて

いた．だから「市民による時のアセス」が必要なの

である．

｢市民による時のアセス」はなぜ必要か
行政による再評価は不合理で

肝心な部分が欠落

｢点｣だけの政策アセスで日高横断道路の継続を決定

北海道は1998年の政策アセスにより，日高横断道

路の事業継続を決定した．ただしその内容を検証す

ると， 「木を見て山を見ず」の典型に陥っている．

すなわち北海道は， 日高横断道路を一本の道路と

して把握する観点を欠落させている．政策アセスで

対象としたのは， 日高横断道路のうち，北海道管理

部分の「道路改築」「災害防除」 （落石防護網など)，

｢防雪｣(スノーシエッド設置2箇所)の4箇所の｢点」

の，その年度に該当する事業再評価を行なっただけ

で， 「線」全体の継続を決定したのである．

したがって日高横断道路という一本の道路の必要

性,妥当性,優先性などには目をつぶったまま，ノー

チェックである．たまたま日高横断道路は延長101

kmのうち，中央部の25kmが北海道開発局担当の

開発道路で，事業主体が別れており，一本の道路と

認識しにくいということは理解できる．それにして

も101kmは全線が｢道道｣なのだから，北海道が責

任をもつべき道路である．それを割り引いて，北海

道管理部分だけでも約75kmある．その75kmの

｢線」を4箇所の「点」だけで評価するのは不合理で

ある．

それだけでなく，政策アセスは「時代の変化を踏

まえた施策の再評価」を継承したものであるにもか

かわらず， 「時の流れという，過去から現在の検証」

を完全に欠落させてしまっている．

それでいて北海道は，政策の質の向上と合理的な

政策選択のため，すべての施策に政策アセスを導入

したので，事業は適正に実施されていると胸を張っ

ている．次に述べる北海道開発局による事業再評価

の不合理も含め，すでに行なわれた再評価は不合理

なので，改めて抜本的な再評価が必要と北海道自然

保護協会が指摘し，要望したことに対し，知事は｢道

が平成10年度の政策評価で,また,開発局も平成10

年度に事業再評価により，いずれの事業も継続との

結論を得ているところであり，引き続き，道と開発

-10-



そして③,静内駅前の活性化のために,数十kmも

離れた日高山脈の山奥にトンネルを貫通させる必要

があるというのだから，何の説得力も迫力もない理

由である．

これが学識経験者も交えて客観的に審議した結果

だというのだから，学識経験者はいったい何を審議

したのか，首を傾げざるを得ない．

局が連携を図りながら，整備を進めていくこととし

ています」 (2001年5月30日，知事回答)と回答し，

日高横断道路事業を継続することを宣言している．

次に述べる開発局の不合理な再評価を合わせれ

ば， こんな再評価で事業が継続されることは，絶対

に納得できない．

開発局は非常識な再評価で日高横断道路の継続を決定

北海道開発局は1999年,日高横断道路の事業再評

価を行い，継続を決定した．開発局は客観性を確保

するため，学識経験者による「事業審議委員会」に

諮問して審議した．

その継続理由は，①対象区間に交通不能区間が存

在,②隣接市町村の役場間の所用時間が30分を超え

る，③静内駅前周辺まちづくり事業を支援，の3点

である（意見書説明資料26を参照)． これらの妥当

性を点検してみよう．

まず①， 日高横断道路は日高山脈の道路のない地

域に計画されたものである.道路がないのだから｢交

通不能区間」が存在するのは当然すぎるほど当然で

ある．そこにこの評価尺度を適用すれば，交通不能

区間が解消するまで，すなわち「全通」するまで，

絶対に中止することはあり得ない．建設省（当時）

の｢再評価実施要領｣では， 「事業の継続が適当と認

められない場合には事業を休止または中止すること

とする」と定められている．それにもかかわらず，

休止，中止の選択肢が欠落した再評価は｢お手盛り」

である．

次に②， これは建設省の「客観的評価指標」の準

用であるが， 「2次生活圏」に適用し「道路整備によ

り30分以内に短縮することを確認する」ことになっ

ている． 2次生活圏とは高度な買物ができる隣町の

商店，専門医のいる病院，地元中学生が進学する隣

町の高校などがある町村の関係である．中札内の中

学生は静内の高校に進学するわけではなく，静内町

と中札内村は2次生活圏を形成していない．そのう

え静内と中札内は100kmも距離が離れている．そ

こで｢30分以内｣をクリアしようとすれば，時速200

km以上で走行しなければならない． まったく現実

ぱなれした非常識な尺度による再評価である．

｢費用便益分析」が間違っている

開発局の再評価資料によれば， 「事業の目的｣とし

て「静内中札内線は，延長101kmの主要道道であ

り， 日高管内の中心都市の一つである静内町と中札

内村及び帯広市を結ぶ広域幹線道路です． この内，

昭和56年2月， 日高山脈中央部(24.5km)が開発

道路に指定されています．本路線は両圏域の地域間

交流や物流効率化の促進を図るとともに，地域プロ

ジェクトを支援し，地域の活性化に寄与します」と

記載されている．

しかし，肝心の「開発道路」の目的が記載されて

いない．開発道路とは後に説明するように「資源開

発」を主目的とする特別な制度である．開発局は日

高横断道路から得られる便益の計算を行なっている

が， この道路の主目的は「資源開発」だから，当然

のこととして資源開発効果が検証されなくてはなら

ない． ところが開発局の再評価では資源開発を目的

から削除し，その効果の検証も怠っている． 日高横

断道路という公共事業の「原点」が無視されている

のだ．

そこで開発局は「費用便益分析」の計算を， もっ

ぱら「広域幹線道路」の観点から行なっている．費

用便益分析は，その公共事業の投資効果があるか否

かをチェックするもので，費用便益(B/C)が1.5

以上であることを確認しなければならない．その結

果,1．7が得られたとしている.公表された資料によ

れば，その基礎数値は次のとおりである．

〈便益〉 走行時間短縮便益 856億円

走行経費減少便益 57億円

走行事故減少便益 4億円

B合計 916億円

<費用〉 事業費 523億円
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維持管理費 13億円

C合計 536億円

〈結果> B/C=1.7

ここでの問題点は，便益は101km全線から得ら

れる「走行時間短縮便益」など916億円を計上しな

がら，費用は開発局担当の536億円だけで計算し

｢1.7」の結果を出したことである（意見書の2－(1)，

同資料15参照)． しかし，事業費には全線の費用，

すなわち北海道担当部分の数百億円を加えなければ

ならない．そうすれば便益の916億円以上となって

｢1.5」はもちろん， 「1.0」を下回り，公共事業とし

ての投資効果がないことになる(なお,916億円の算

出根拠を示すよう開発局に求めたが公開にも応じな

い)．

さらに開発局の事業再評価は，北海道の政策アセ

スと同じように「時の流れという，過去から現在の

検証」が完全に欠落している．

このように不合理，不適切な再評価であるにもか

かわらず，知事は北海道自然保護協会からの指摘に

対し， 「北海道開発局が行なった再評価については，

要領等に基づき，事業の進捗状況，事業の目的，事

業をめぐる社会状況，費用便益分析，地元の要望な

どを総合的に勘案し，学識経験者で構成される第三

者委員会の意見も伺い，事業継続との判断をしたも

の」 (2000年10月11日，知事回答)と回答し，開発

局の再評価は適切だと強弁している． しかしそれ以

上につっこんだ質問をすると知事は答えない．そし

て前記したように,｢道が平成10年度の政策評価で，

また，開発局も平成10年度に事業再評価により，い

ずれの事業も継続との結論を得ているところであ

り，引き続き，道と開発局が連携を図りながら，整

備を進めていくこととしています」 (2001年5月30

日，知事回答） と日高横断道路の継続を宣言したの

である．

このような行政による政策評価や事業再評価の不

合理，不適切さの実態を踏まえれば，やはり 「市民

による時のアセス」が必要だ， ということが理解で

きるだろう．

日高横断道路の目的・必要性・効果の
検証で判明した重要事項

賞味期限が切れラベルを張り替えた
「二重帳簿方式」

北海道も開発局も開発道路の選定理由を知らずに継続

いままでで見たように行政による再評価は，北海

道の政策アセスも開発局の道路事業再評価も，不合

理，不適切で，時のアセスを継承したものでありな

がら， 「時の流れという，過去から現在の検証を通じ

て，新しい未来を創造していく」という根本的な，

｢時代の変化の検証」が欠如したものだった．

そうであれば「市民による時のアセス」で， 日高

横断道路の「時代の変化」など問題点の検証を行な

わなければならない．そこで北海道自然保護協会の

有志は， 1999年10月に日高横断道路の工事現場を

訪れ，現地調査を行なうとともに，独自に関連資料

を収集し, 2000年2月以降，北海道知事と開発局長

(国土交通大臣)に日高横断道路の抜本的な再評価の

やり直しを求める要望を重ねる一方，知事と8回に

およぶ文書での質疑応答（8回目は未回答）を重ね

つつ， 日高横断道路の問題点を顕在化してきた．行

政が「過去から現在の検証」を怠っている象徴的な

できごとを紹介しよう．

日高横断道路が日高山脈を横断する部分は，地形

が急峻な難工事で「開発道路」として執行されてい

る． したがってまず「開発道路の選定理由」を検証

しなければならない.そこで北海道自然保護協会は，

日高横断道路が開発道路に選定された理由を知事に

質問した． ところが北海道の担当者はその理由を知

らず，開発局に聞かなければ分からないという． 日

高横断道路は「道道」であり，北海道は開発道路の

事業費の20%を負担しており， しかも｢道は平成10

年度の政策評価で継続との結論を得ている｣(知事回

答）事業であるにもかかわらず，事業の原点が何だ

か知らず，調べもせず，ただ継続だけ決めたのであ

る．

一方の開発局の担当者は，やはり開発道路の選定

理由を知らず,｢古いことなので退職者に聞かなけれ

ば分からない」とのことである．それでいて「また

開発局も平成10年に事業再評価により,継続との結
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内中札内線（仮称）環境影響評価書』に記載された

｢事業の目的｣によれば， 日高山脈周辺は道路密度が

低いので,道路網の面積を小さくする，すなわち「幹

線道路の密度を高める」ことが日高横断道路の目的

だった（意見書説明資料18参照)．

また最近の北海道と開発局の文書も，日高横断道

路は「静内（道央） と中札内（道東）を結ぶ広域幹

線道路」と説明している（意見書説明資料1参照)．

さらに北海道が2002年9月20日，特定政策評価の

審議に際して委員に配布した｢審議資料」にも， 「日

高・十勝の両圏域を結ぶ広域幹線道路」と記載され

ている．

これらに一貫して共通しているのは，日高横断道

路は｢広域幹線」ということで， 「資源開発のため必

要な道路｣とはひとことも触れていないことである．

ところが調べてみると，開発道路制度は道路法第

88条により北海道の特例として,｢地勢,気象等の自

然的条件がきわめて悪く，且つ，資源の開発が充分

に行なわれていない地域内の道路」が開発道路とな

り得ると規定し,具体的には建設省が1954年に定め

た「開発道路の選定基準」により「資源開発のため

必要な道路」が選定されるのである（意見書説明資

料6参照)．

日高横断道路は，たしかに「地勢，気象等の自然

的条件」はきびしいが，資源開発を目的としていな

い． したがって北海道自然保護協会は，日高横断道

路は開発道路として失格ではないかとの疑念を抱

き，前記のような「開発道路の選定理由」を知事に

質問･したのである．しかし北海道も開発局も，それ

は「分からない」ということだった．

でも「分からない」ままでは済まされない．再三

の回答督促をした結果， 日高横断道路は「資源開発

のため必要な道路」(2000年12月28B,知事回答）

との回答があった(意見書説明資料2参照)．しかし

これでは何の資源を開発するのか漠然としているの

で，さらに資源の具体的な内容を明らかにするよう

質問を重ねた．すると日高横断道路が1981年,建設

大臣（当時）によって開発道路に指定された理由は，

｢沿線の農業,畜産業,林業など第一次産業の資源開

発のため」だったことを初めて明らかにしたのであ

論を得ている」 （知事回答)として事業を継続する無

責任ぶりである．

その辺のところは北海道新聞(2000年10月28

日）が， 「日高横断道路『開発道路』選定／道，開発

局，資料不明のため理由説明できず／道自然保護協

会『無責任な事業継続』」という見出しで報道してい

る（図)．

行政は20年間も公式な開発道路指定理由を隠してきた

1979年に北海道と開発局が公表した『一般道道静
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10月28日）より図．北海道新聞（2000年
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る(2001年5月30B,知事回答，意見書説明資料2

参照)．

これは日高横断道路という公共事業の根拠となる

もっとも基本的な原点， 「公式な開発道路指定理由」

である． ところが北海道と開発局は, 20年間も，国

民・道民にまったく説明することなく，隠してきた

のである．すなわち日高横断道路は，国民・道民に

はもっぱら「広域幹線」と説明し，役所内部では秘

かに「資源開発｣の理由づけをした， 「二重帳簿方式

の公共事業」だったことが露呈したのである．

北海道は90年代の後半に道政改革の一環として

情報公開制度を充実し，行政の透明性を高めつつあ

る． この公式な開発道路指定理由を明らかにした回

答は，行政にとって不利な情報である．数年前だっ

たら「道民に知らせる必要がない」と回答を拒否さ

れたかもしれない．それを公表したことは是とした

い．

それにしても不思議なのは,｢客観的かつ厳格な評

価の実施を図るため」諮問した北海道政策評価委員

会への配布資料（9月20日）は，先に記したように

｢日高･十勝の両圏域を結ぶ広域幹線道路」とするだ

けで「資源開発」に言及せず，いまだに隠しつづけ

ていることである．なぜだろうか．

物流・交流などの流れを良くする「パイプ」の役割

を果たす道路ができればよいことになる． もちろん

静内と中札内の間の沿線で， さまざまな開発が行な

われてもよいが，行なわれなくてもよい．

しかし開発道路は一般的な道路と異なり,｢資源開

発のため必要」という特殊な目的をもっている． し

たがって日高横断道路が静内と中札内を結ぶ「資源

開発道路」であれば，静内と中札内の間の沿線で，

その道路ができることにより何かの資源が新しく開

発（新しく生み出す）されなくてはならない． 日高

横断道路の公式な開発道路指定理由は先に見たよう

に， 「沿線の農業，畜産業,林業など第一次産業の資

源開発のため」だったから，静内と中札内の間の沿

線で，新しく農地や牧場が出現したり，沿線の森林

から木材とするための伐採や，植林が行なわれなけ

ればならない．

すなわち「広域幹線」を含む一般的な道路であれ

ば，物流，交流，観光，商用，沿線開発などさまざ

まなメニューの中から，何を選んでもよいが,「資源

開発道路」は沿線での資源開発が必須要件となって

いる．学校の教科単位に例えれば，一般的な道路は

すべて選択科目ばかりで，何を選択しても一定の単

位数を充たせば卒業できる．それに対して資源開発

道路は「資源開発」が必修科目であり，その単位を

修得しなければ，他にいくら多くの選択科目を履修

しても，卒業できないようなものである．

それでは日高横断道路は，資源開発という必修科

目の単位を修得できるか，検証してみよう．

｢広域幹線道路」と「資源開発道路」はどう違うか

1本の道路ができればそれはさまざまな役割を果

たす．例えば人の移動として通勤，通学，ビジネス，

商用，観光，家族や友人の交流など，物の流れとし

て資材，製品，商品，郵便，宅配など，沿線の開発

として住宅地や商工業の団地造成，沿道での建築物

増加，農耕地や山林の造成，鉱山の開発など， また

災害や救急の場合にも道路はライフラインとなる．

したがって一般的な道路整備には，特定の限られた

目的がなくてもよい．

そうした一般的な道路の中でも「広域幹線道路」

は，例えば函館（道南）から札幌（道央)，札幌（道

央）から帯広･釧路(道東)，札幌（道央）から旭川・

稚内（道北）など広域な地域を結ぶための幹線の役

割が強い．だから日高横断道路が道央と道東を結ぶ

｢広域幹線道路｣であれば,静内町と中札内村の間は，

日高横断道路は資源開発に役立たない

日高横断道路は「沿線の農業，畜産業，林業の資

源開発」に役立つのだろうか． ここでいう「沿線」

とは,静内と中札内を結ぶ101kmの沿線ではない．

日高横断道路が計画された当時は，静内町奥高見か

ら中札内村上札内までの75kmがその範囲だった

から，源開発効果の検証も75kmの範囲内で行なう

べきである．

まず農業,畜産業を考えてみよう． 『一般道道静内

中札内線(仮称）環境影響調査書』 （1979）では，沿

線の土地利用を調査し「北海道土地利用基本計画」
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からデータをとった「土地利用基本計画図」を掲げ

ている(意見書説明資料3参照)．それによれば日高

横断道路沿線では中札内側のピョウタンの滝付近よ

り下流を除き,｢農業地域｣に該当するところがない．

すなわち北海道も開発局も， 自らの環境アセスメン

トで， 日高横断道路沿線では農業，畜産業ができな

いことを自認しているのだ．

実際にこの沿線は，地域住民が住んでいない国有

林地帯なので，土地所有条件からも，地形的・気象

的自然条件からも，農業や畜産業（牧場）が可能と

なる可能性がない．すなわち日高横断道路は沿線の

農業，畜産業の「資源開発」には役立たないのであ

る．

次に林業（木材資源）はどうだろうか． 日高横断

道路75kmの沿線は，ほとんど全域が国有林地帯と

みてよい．国有林では森林を経営目的にそって，①

水土保全林(水源酒養など国土保全を主目的)，②森

林と人との共生林（自然保護や野外レクリエーショ

ン利用を主目的)，③資源の循環利用林(自然と調和

しながら木材を繰り返し生産）の3種類に類型区分

している．

そこで「日高森林計画区」と「十勝森林計画区」

の「国有林野施業実施計画図」から， 日高横断道路

沿線の機能類型区分を調べてみると，沿線の大部分

は木材生産を主目的としない水土保全林と森林と人

との共生林ばかりで，資源の循環利用林は高見ダム

と東の沢ダムの間の南方にわずかに存在するだけで

ある(意見書説明資料4参照)． し．かもその資源の循

環利用林は植林地ではなく， 「天然林択伐生産群｣な

ので，皆伐のような強度の伐採は行なわれない．す

なわち日高横断道路は木材資源の開発にも役立たな

いのである．

このように日高横断道路は，開発道路の公式な指

定理由である「沿線の農業，畜産業，林業の資源開

発」にはまったく役立たない．それにもかかわらず

日高横断道路の建設を進めることは，予算の目的外

使用に当たり，限りなく法令違反（道路法と開発道

路の選定基準違反）に近い公共事業である．

そのことを北海道自然保護協会が指摘し，批判し

ながら知事に質問したら， 「(日高横断道路沿線の農

林資源開発という） この指定理由は，現時点におい

ても，基本的に変わらないものと考えております」

(02年5月10日，知事回答）との回答がきた．そこ

で「農業地域に該当しない地域で農業，畜産業の資

源開発が可能となる理由，木材生産を主目的としな

い国有林で木材資源開発が可能となる理由につい

て,具体的な根拠を示して説明すること」(02年6月

5日）を再質問したが(意見書説明資料5参照), 02

年11月上旬現在，回答がない．知事は説明不能に

陥ったのである．

このことが引き金となったかどうかは不明である

が，再質問の8日後， 「日高横断道／知事,建設中止

も視野／推進姿勢を転換｣(北海道新聞,2002年6月

13日） というビックニュースが流れたのである．

〈この原稿を書き終わった後の11月13日づけで，

知事からの回答がきた．質問は資源開発が可能とな

る「具体的な根拠を示せ」というものだったが，知

事からの回答は｢この地域の幹線道路として，農業，

畜産業，林業などの資源開発，関連産業の発展にも

寄与する道路であると考えております」というだけ

である． 「具体的な根拠｣は何ひとつ示すことができ

ないのに，ただ資源開発に「寄与する」と強弁する

虚しい回答である． しかしこの回答は， 日高横断道

路の沿線が，農林資源開発に役立つ客観的条件を具

備していないことを，知事が認めざるを得なかった

ことを物語っている.＞

賞味期限切れでラベルが張り替えられた

「時代の変化の検証｣は，事業の基本となる制度そ

のものの検証に及ぶ必要がある．そこで開発道路制

度の成立事情を調べてみた．すると驚くべきことが

明らかになった．第二次大戦で海外植民地を失った

日本が，戦後の国民経済の復興をとげるためには，

海外からの引揚者や復員軍人の入植も含め，北海道

の農林水産，石炭などの未開発資源を開発すること

が，国家的に強く要請された．そこで北海道だけの

特例として，地方道であっても資源開発に役立つ道

路は国の直轄で執行する「開発道路制度」が創設さ

れたのである（意見書説明資料7参照)．

そのことを踏まえると,｢開発道路の選定基準｣(意
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見書説明資料6）に， 「⑤開拓団地に達する開拓幹線

道路」などという，時代ばなれした古い表現のある

ことが理解できる． したがって戦後の国民経済が復

興し， 「もはや戦後ではない」といわれた1960年代

の高度経済成長時代を迎えると，開発道路制度は役

割を終え「賞味期限切れ」となった．

そのことは事業主体である北海道開発局がよく自

覚していた．だから開発局は1966年に｢なお暫らく

は現行制度を存続させたいと願う」として，新しい

別のラベルに張り替えることを考えた.すなわち｢現

行の（開発道路の）採択基準は北海道の資源開発を

第一義」としているが，時代が変化したので（すな

わち賞味期限が切れたので)，新しいラベルとして

｢資源開発と共に地域開発,地域連絡の幹線を新たに

設定いたしたい」としたのである（意見書説明資料

8参照)．

そして具体的に北海道開発局は「開発道路選定基

準(案)」を策定し，従来からの①未開発資源開発幹

線の他に，新たに②地域開発幹線と③連絡幹線を開

発道路として選定できるようにした（意見書説明資

料9参照)． この地域開発幹線と連絡幹線が｢広域幹

線」に相当する．

開発道路の指定は建設大臣が行なうものであり

(意見書説明資料6参照)，北海道開発局が行なうも

のではない．だからこの新しい選定基準はあくまで

｢案」である． しかし開発局は「案」を実際に運用し

た.そのことは『北海道道路史行政･計画編』(1990）

に，開発道路の選定は， 「昭和40年代中ごろからは

事実上，第2項の開発必要地よりも地域開発計画が

決定された地区の大規模道路を選定する方向にあ

る」と記録されていることから明白である（意見書

説明資料10参照)． ここでいう「開発必要地」とは

開発道路が必要な町村で,｢財政能力は低いが未開発

資源が豊富な町村」を意味する．

日高横断道路もこの「案」によって開発道路に選

定された．だから日高横断道路は資源開発とは無関

係に「広域幹線」としての開発道路になったのであ

る． しかし開発局の選定基準「案」は非公式な運用

である．公式には現在でも，道路法第88条と建設省

が1954年に定めた「開発道路の選定基準｣が，改正

されることなく存在しつづけている．だから開発道

路の公式な指定理由は， 「資源開発のため必要｣とい

う理由づけをしなければ開発道路としての大義名分

が保てない．

これが国民・道民には「広域幹線」と説明し，役

所内部では「資源開発」に理由づけ，二重帳簿方式

の公共事業として，公式の開発道路指定理由を隠し

つづけた実態だったのである．

限りなく法令違反に近い公共事業

2002年には,北海道に縁の深い雪印食品をはじめ

多くの食品会社が，狂牛病に関連し，外国産の牛肉

に国産品のラベルを張り替えた問題が発覚し，大き

な社会問題となった．当然のこととしてこの行為は

世論のきびしい批判にさらされ，雪印食品は会社そ

のものが存続の危機に陥り，解散に追い込まれた．

戦後日本の経済復興のため，資源開発を目的に創

設された開発道路という制度は，高度経済成長時代

に役割を終え，賞味期限切れとなった． しかし行政

はその「生き残り作戦」として「資源開発」という

ラベルを，国民･道民に知らせないまま「広域幹線」

というラベルに張り替えた． 日高横断道路もラベル

の張り替えが露呈してしまった．

いうまでもなく 「資源開発」というラベルが法令

にもとづく公式のものであり， 「広域幹線｣というラ

ベルは法令に根拠をもたない非公式なものである．

だから日高横断道路が資源開発に役立たないまま建

設されることは，予算の目的外使用であり，限りな

く法令違反に近い実態である．

考えてみれば戦後の国民経済の復興のために設け

られた制度と法令が，現在も改正されることなく存

続していること自体が不思議であるが，そうかと

いって「資源開発」のラベルを勝手に「広域幹線」

に張り替えて運用するのは，行政の裁量の範囲を逸

脱した行為である．道路建設推進の立場に立てば，

この程度の運用は裁量の範囲内だと主張するかもし

れない． しかし裁量の範囲内なら，なぜ二重帳簿に

する必要があるのだろう．公式の開発道路指定理由

を堂々と「広域幹線」とすればよい．それができな

いということは，裁量の範囲を逸脱しているからに
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しかしそれも，すべてが「右肩上がり」だった時

代だから許されたことである． 「なお暫らくは｣と開

発局が願った期間は過ぎ去り， 「右肩上がり」の時代

は終わった．

21世紀の日高山脈の自然はいかにあるべきか，と

いう多くの国民・道民が関心をいだく重要なテーマ

の論議がなされないまま，すでに賞味期限切れと

なった開発道路制度によって,日高横断道路が21世

紀に延々と継続されることは，許されるべきではな

い．

日高横断道路は，実はラベルが張り替えられた公

共事業だったことを国民・道民が知れば，どのよう

なきびしい批判が寄せられるだろうか.｢市民による

時のアセス」によって明らかにされた， この重大な

一事だけをもってしても，日高横断道路の建設は直

ちに中止すべきである．

なお日高横断道路は開発道路として執行されてい

ることに問題があるなら，開発道路制度によらず，

例えば国道236号の天馬街道がそうであったよう

に，開発道路から国道に昇格させて建設すればよい

のではないか,という促進意見がでるかもしれない．

しかし日高横断道路の問題は，開発道路だからいけ

ない， というわけではない．

そもそも日高山脈は， 日本に残された最大で最後

の原始境である（意見書説明資料12参照)．知事も

日高山脈の自然の価値を認め，世界遺産も視野に入

れ北海道遺産として残したいとの意思表示をしてい

る（意見書説明資料27参照)．その日高山脈の心臓

部を貫通する道路は建設すべきではなく，また，そ

もそも道路の必要性がないのである．

また日高横断道路は， 「観光｣に役立つから建設す

べきであるという意見もある．知事の公式見解でも

｢観光｣が挙げられている． しかし日高山脈襟裳国定

公園の「公園計画」には日高横断道路が取入られて

いないのは厳然たる事実である．すなわち国定公園

としては原始的自然環境を守るため，日高横断道路

を活用した「公園利用」を必要としないのである．

日高横断道路が観光に役立つとすれば，国定公園区

域外の観光振興である．国定公園区域外の観光振興

のため，国定公園の心臓部を傷つける道路を建設す

他ならない．

ちなみに北海道弁護士会連合会と札幌弁護士会で

公表した「道道静内中札内線（日高横断道路）に関

する声明」 （巻末資料に添付)では，開発道路として

の日高横断道路について「法律的に見て開発道路の

指定自体に違法性の疑いがある」と指摘している．

これは法律の専門家集団からの指摘として，重く受

けとめなければならない．

■
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日高の自然について説明する俵会長と佐藤教授

原点に立ち返って21世紀の日高山脈を考えよう

日高横断道路という公共事業を'｢時代の変化を踏

まえて検証」すれば，以上のような実態が浮かび上

がってくる．本来であれば， このようなことは行政

が自らの政策アセスや事業再評価で検証しなければ

ならないことである． しかし行政は自ら不利となる

ような検証は行なわず，目をつぶったままだ．

1960年代に開発局ｶﾖ｢なお暫らくは現行制度を存

続させたいと願う」と記したことは， もう開発道路

の役目が終わった， という意見が当時でさえ支配的

だったことを物語っている．そこでラベルを張り替

えたことは，開発局による現行制度の「生き残り作

戦」だったことは間違いないが，同時に「北海道の

ため」だったという弁護も成り立つ． 60～70年代以

降も，開発道路が生き残ったために，全道各地に新

規の開発道路が採択され，地方道なのに国費直轄で

整備された．地方にとっては甘い飴である．北海道

民が恩恵を受けたことは間違いない． 日高横断道路

もその一つである．
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るのは，観光政策として「愚策」としかいいようが

ない．

その辺のことは，北海道自然保護協会が北海道政

策評価委員会に提出した意見書(巻末資料として添

付）に詳しいので，参照していただきたい．

なお現在,道内では日高横断道路を含めて18路線

が開発道路として建設中だという．おそらくラベル

の張り替えは， 日高横断道路に限らず，他の開発道

路も，同じような矛盾を抱え込んでいるのではない

かと思われる.あらためてチェックが必要であろう．
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土木・道路計画から見た日高横断道路

武田 泉

(北海道教育大学岩見沢校助教授）

最も多く，次いで帯広・釧路圏と苫小牧・室蘭圏の

結び付きが続いているが，その他についてはきわめ

て少数である． さらに日高圏との結び付きでは，札

幌圏と苫小牧・室蘭圏との結び付きでほとんどを占

めている一方，帯広圏を含めたその他の圏域との結

び付きはかなり少数に留まっている．

さらには， 日高横断道路を経由して時間短縮効果

の出る基点終点(OD)の組み合わせが極端に少ない

と言う点も指摘される．具体的には，同道路の開通

によって距離の短縮となるODの組み合わせとして

は， 目的地が直接の山麓の町である静内や中札内の

近隣に限られる．これは,近年開通した天馬街道(国

道236号線；浦河～広尾を結節）が機能面で類似し

ており，競合するからである．その他には，釧路方

面から苫小牧方面の一部のOD組み合わせが考えら

れる．すなわち，釧路から38号線を豊頃まで進み，

そこで道道62号線他を経由して中札内から同道路

を経由，静内から235号線を進み，苫小牧方面へと

抜けるルートである（また釧路から苫小牧の場合，

この日高横断道経由のルートと， 日勝峠経由，天馬

街道経由との距離差は10km以下と僅差である)．

但しこのような進路は，言わば「抜け道ルート」で

あり，価格競争面で不利な中小運送事業者や， コス

トパフォーマンスに敏感な一般ドライバーのみに利

用が留まる， とも予想される． このように，同道路

の開通によるルート短縮という地域的な整備効果

は，天馬街道との競合もあってかなり局限されると

言わざるを得ない．

物流上の効果としても，時間短縮効果の出る基点

終点(OD)の組み合わせが少ないため，道東でも北

見方面や釧路・根室地方の大部分の地域では同道路

を経由することによるメリットはほとんど見出せな

い．同道路開通によってメリットの出る工場や産地

としても十勝中部～南部の一部や釧路．根室地方の

日高横断道路計画は，建設当局の説明としては，

日高山脈を隔てた日高と十勝という圏域間交流と新

たな峠越えルートによる安全性確保，従来開発の進

んでいなかった地域での道路網密度(ネットワーク）

向上，物流・観光の促進，等を主たる目的としてい

る． またこの道路は，開発道路指定の道道による担

保，国定公園指定直前の判断による計画という制度

的特色も有するものである．

ここでは， 日高横断道を主として，土木・道路計

画上の観点，土木行政の性格等からを検証する．

日高横断道開通で期待される当局が指摘する効果の検討

建設当局の説明する同道路開通による効果として

は， まず道央一道東間の連絡強化が挙げられる． こ

れまで公表されたデータによると日高山脈を断面と

する交通量は該当する国道38（狩勝峠)， 274（日勝

峠), 236 （天馬街道)， 336 （黄金道路）号線を合わ

せて18,600台/日で，そのうちのおよそ5～6割が

274号線,2～3割程度を38号線,それに次いで336

号線(2000台弱/日程度), 236号線(1000台弱/日程

度） となっている（平成6.11年道路交通センサス，

24時間交通量他による)． これらの交通量現況から

割り出された四段階推計法（起点終点間で動く交通

量を，その2地点の将来人口を推計した結果から，

発生集中交通量，分布交通量，分担交通量，配分交

通量の順に，各経路別にモデル計算によってその交

通量を推計していく，今日最も一般的な手法）に基

づく将来交通量予測における交通量配分結果では，

日高横断道経由と予想される将来配分交通量も

1000台/日弱と天馬街道並みの結果であり，天馬街

道ルートと直接競合しそうである．

また交通需要面から検討した場合， この日高山脈

断面（スクリーン）における交通のOD(起点･終点）

の組み合わせでは，帯広・釧路圏と札幌圏の移動が
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数十施設(六花亭中札内工場，十勝中札内牛乳工場

他）に限られ，それも道東道の開通でメリットが喪

失してしまう程度のものでしかない．

こうした交通需要面の状況を考慮すると，今後の

道路整備の優先順位としては， まず札幌圏と帯広・

釧路圏を短縮する幹線ルートである国道274号線日

勝峠を直接代替しうるルートをまず整備すべきであ

ることは明白である．仮に，現時点でこの日高横断

道を整備するとなると， このような交通需要面から

も道路整備における優先順位に著しい歪みが生じる

と考えられる．

次に， 日高と十勝との圏域間での交流拡大につい

ては，帯広から静内等の交通需要はもともと「少数

だった」と考えられる．そもそもこの両地域間では

従来ほとんど交流はなく，開通したとしても天馬街

道で見られたのと同様の効果，すなわちドライブ

コースとしての通過交通（道の駅スタンプラリー；

国道等の各所に設置された地域振興目的の交流拠点

の「道の駅」を巡ることで景品が貰えるラリー等）

を目当てとした観光施設（例えば優駿ビレッジ「ア

エル」等）での娯楽的利用を主体とする利用者の若

干の増加や，一過性の自治体交流イベントの開催，

等にとどまる可能性が極めて高い．

そして，新ルートによる峠越えの安全性確保につ

いて検討する．確かに同道路の静中トンネル付近は

標高700mで日勝峠の1,022mよりは低いが,天馬

街道の野塚峠は585mで今後建設予定の道東自動

車道も同様の標高でトンネルを建設する予定であ

る．日高横断道における標高面での峠越えの優位性

が大きいとも言いがたい．また，同道路の未開通区

間は，北海道を東西に分ける変成岩帯で地質がきわ

めて悪く，最新の技術開発を持って臨んだとしても

難工事によって今後35～40年の工期を要し,またこ

れまでに開通した区間についても抜本的なルート変

更や橋梁やトンネルが連続するため，工費の大幅増

大となるのは必至の状況と言える．開通後の道路維

持， さらには運用後の交通事故時の救急車手配にお

いても，十分な安全性の確保は困難で至難の技とな

ろう．

蕊霧

灘謬

蕊

道路開削によって崖崩れが頻繁に起こるようになった（佐藤

謙氏提供）

例えば近年，新ルート開通による抜本的短絡が実

現した事例としては，開発道道135号線富芦道路の

開通が挙げられる．この道路によって,札幌圏東部・

北部や岩見沢方面から富良野・道東方面への短絡効

果が格段に現れ，ルート上の三笠市内にも一定の経

済効果をもたらしたが， このような道路であれば道

路整備の意義は十分に説明できるものである．しか

しながら，今後道内で建設予定の国道・主要道道の

未開通区間でこのような整備効果を期待できる道路

はもはやほとんど存在しない． このことを道路当局

は肝に銘じるべきである．

以上のような各種の現状を考慮すると， この日高

横断道の整備による効果は，従来からの建設当局の

指摘からはかなり下方修正される可能性が高い．今

後要する莫大な建設費を想定すると，費用対効果は

きわめて効率の低いものとしかならないであろう．

日高横断道計画で欠落した部分

従来の公共事業， とりわけ道路（網）計画では，

短期計画・中長期計画を含め精織な四段階推計法を

基にした将来交通量の予測と交通量配分という，戦

後急速に拡大した土木工学的手法（統計的数値計算

による社会現象の把握，高度成長を前提とした過大

な需要予測）が制度化され，率先されて実施されて

きた． これは土木工学という専門知識を優先させ，

さらには圧倒的予算規模を有する道路特定財源制度

に支えられた旧建設省の所管する道路土木分野の

｢聖域化」を背景とした技官と配下の調査機関（コン

サルタント会社）が一方的に構想・計画したもので
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た河川については， 自然保護運動や公共事業見直し

の世論の高揚に伴い，行政側が一定の方針転換を行

うべく本省が動き，河川法が改正させざるを得なく

なった． この結果，手続き上だけであっても河川計

画に住民参加や合意形成というしくみがとられるこ

ととなり，役所の印象も変わらざるを得なくなって

きた． しかしながら道路計画においては，そのよう

な方針転換は余りにも進んでいない．

そもそも道路計画は，縦割りで行われるべきもの

ではなく，鉄道や船舶，自転車や歩行者をも含めた

総合的な交通体系として議論されるべきである．に

も関わらず，いまだに道路特定財源の存在を振りか

ざして， 自動車中心の道路だけを取り上げた縦割り

の議論に終始している姿は，国土交通省に統合する

以前の建設省（内務省；道路行政） と運輸省（鉄道

省；鉄道行政）のいわば「百年戦争」の枠組みから

いまだに脱却できていない証拠である．

このように，道路建設当局は時代の変化に応じた

価値付けがきわめて不十分で，社会情勢を考慮する

謙虚さに乏しく言わざるを得ない．

ある． また計画過程は秘密にして都合の良い結果だ

けを公表してきたため,地域にとっては一見して｢バ

ラ色｣に見える計画となった．地方の側から見れば，

陳情を繰り返すことによって国が公共事業によって

道路等をただ（地元の直接的な負担なし）で「プレ

ゼント」してくれると考えてきたのであろう．ただ

地元とはいっても，建設促進の期成同盟会のメン

バーは，一般市民というよりは首長や役場幹部（理

事者クラス)，議会議員，商工関係者というケースが

多く，一般住民には詳細が知らされない場合も少な

くない． こうして，そのような諸計画が全国にぱら

撒かれてきたのである．そこには，当局に都合の良

いもの以外は計画への市民参加を指一本させないと

言う当局の姿勢が見え隠れしており，合意形成や計

画手続きはいまだ極端に軽視されたままの状況にあ

る．

また，天馬街道や今後建設が予定されている道東

道等との競合関係には敢えて触れようとはせず， さ

らには今後の予想される難工事や，維持管理の困難

さを著しく過小評価している．その上，同道路の計

画交通量（千台余り） と少ない．にもかかわらずに

自らに都合の良い制度を設立し，道路網整備計画を

全面実施しようとする等，建設を強行しようとする

姿勢の背景には，潤沢な道路財源が念頭に置かれて

いるからである．道庁や開発局，期成同盟会等は，

敢えて大元となる生データを公表しようとせず，都

合の良い結果だけをことさらに強調している嫌いが

ある．予算には，政官業の「鉄の三角形」が生じ，

また国・都道府県・市町村・公団他の道路行政各当

局間では，蜜月（あうん）の関係が存在あるため，

推進以外の選択肢は存在していない．

同道路の開発道路指定が国定公園指定半年前と，

建設促進のため意図的に手続きを進めた印象もぬぐ

えない． このような点からも建設当局には自らの目

的遂行のため行政手続を進めるのみで， 自然環境保

全への配慮についても取り違いもしくは過小評価さ

れていると言わざるを得ない．

道内でも千歳川放水路建設問題等が自然保護との

兼ね合いから脚光を浴び，結果的には工事計画が見

直されることになった．土木・建設分野でもこうし

今後の道路整備論議に必要な検討項目

従来「聖域」であった道路網整備計画も，今日に

おいては行政改革や歳出削減(予算制約の増大)，小

泉改革に伴う道路公団民営化問題に見られるような

｢道路｣という公共財への建設合理性や採算性，等の

論議が巻き起こっている.道路網整備計画も今後は，

実効的な情報公開による市民参加や合意形成という

手続きが必須となって来よう．

また，今後の道路網整備計画ではその必要性や優

先順位を厳格に評価していく必要がある． というこ

とは日高横断道路の整備の有無は，次に示す道央か

ら道東への道路整備全体の中で検討され優先順位を

確定した上で行われるべきである．すなわち， 1）

道東自動車道のどの区間をいつまでにどのような順

番で開通させ，事業主体はどこにするのか， 2）道

道新得夕張線の峠部の整備をどうするのか， 3）日

勝峠の改築をどのように行うのか，を総合的に判断

の上優先順位を付け，その議論と連動させて行うべ

きである．なお，今日ではネットワーク化のための
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道路新設の余地は小さく，その結果総花的な「あれ

もこれも」の整備は不可能となろう． 日勝峠他の峠

越え区間の安全性を解消させると言うなら，その解

決策としては，即効性のある部分的な解決をまず図

るべきである．そのためにも， この日高横断道と直

接競合する天馬街道や道東道の関係性を早急に解明

すべきである．

その他に，既に開通後30年を経過しているJR石

勝線を有効活用した｢カートレイン」 （英仏海峡トン

ネルで実用化されている鉄道コンテナに自動車を載

せて走る列車）構想についても,今一度検討すべき

である．

さらには，従来の土木技術者の価値観の変革のた

めにも，全国の土木工学科のカリキュラムに「自然

保護論」や「市民参加・合意形成論」についての講

義（及び現場実習）を必修とし，公務員試験で必須
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自壼の室然
一

－’

前書きに代えて

日高横断道路問題一過去から現在へ－

佐藤 謙

(北海学園大学工学部教授）

点が重用区間8.6kmを除いた地点に変更された上

で, 100.8kmと説明されている．その内訳は，静内

側道管理区間42.3km,当初の開発道路区間25.3

km(道に引継済4.0km+開発道路指定区間21.3

km),中札内側道管理区間26.4km,ならびに中札

内側重用区間6.8kmからなっている． しかしなが

ら，静内側における道道認定以前の道道区間12.1

kmは広規格の直線的な車道に代えられ約9kmに

短縮され，静内町道あるいは林道区間でもわずかな

短縮が認められるにも関わらず， これらの合計が以

前の36.6kmから42.3kmに増えている点が理解

できない．また，認定当時に24.5kmと説明された

開発道路区間，同様に26.0kmとされた中札内側の

林道と村道を合わせた区間でも，若干の食い違いが

認められる．

以上の事業者による説明には，上記の食い違い以

上に，さらに大きな問題がある． まず，現在説明さ

れている総延長100.8kmのうち，静内側の1980年

以前からの道道区間（約9km),中札内側の既存村

道区間の大半ならびに重用区間(6.8km)は，以前

から車道として存在していた．かつての中札内村道

20.5kmは，国有林林道が村道そして道道へと移管

され，その後札内ダムの代替道路とされた区間（代

替道路として7.9km)を含むので，農業地帯を通る

既存村道が約12kmあったと計算できる．現時点で

も， ピョウタンの滝から上札内までのほぼ農業地帯

に約14kmの道のりがある．従って，現在でも，実

質的に工事を進めようとする区間は70余kmと計

算される．従って，事業者が近年になって静内側の

日高横断道路の現状

日高横断道路（一般道道静内中札内線，以下では

単に横断道路と呼ぶ）は, 1980(昭和55)年に道道

として認定され， 1984（昭和59）年に工事が着工さ

れてから20年近い年月を経ている．しかし，当初

15～20年と予定された完成時期にほぼ達した現在

でも，事業の進捗率は非常に低いままにある．

その状況を述べる前提として，横断道路の区間と

総延長について確認したい．それは，横断道路の総

延長に関する事業者の説明が, 1980年の道道認定時

と現在では大きく異なり，偽りがあるからである．

これらの道路状況は，今年11月20日に開かれた基

本評価等専門委員会配布資料によると，以下の通り

である．

道道認定当初,横断道路の総延長は75kmと説明

されてきた(北海道， 1979，北海道， 1984)．しかし，

今回の説明によると，当時の総延長は102.7kmで

あり，他の路線との重用区間15.6km(静内側8.6

km+中札内側7．0km),以前から道道であった区間

12.1km(静内側：静内ダムより下流域),静内町道

16.0km(静内ダムから上流，高見ダム付近まで),

中札内村道20.5km(札内ダムより下流域),林道

14.0km(静内側：高見ダムより上流8.5km+中札

内側：札内ダムより上流5.5km),ならびに道路が

なかった区間24.5kmからなっていたという．従っ

て, 75kmは，上記から他路線との重用区間と以前

からの道道区間，すなわち既存の広規格車道を除い

た区間に当たる．

他方，現時点での総延長は，静内側の横断道路起
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重用区間を除外したにも関わらず，中札内側のそれ

を残したことが最も理解しにくい．また, 1980年の

道道認定当時,事業者による説明は75kmであった

ので，最近になって過去の総延長が102.7kmであ

り，今は約101kmであると説明する理由も分から

ない． これらの変化には，事業者の道路進捗率を高

めようとする意図しか窺われない．

他方で, 1980年に「道路がなかった区間」とされ

た現在の「開発道路区間」については，事業者の説

明に大きな偽りがある．現在，静内ダムから小規模

なトンネル（千石トンネル）工事を始めている最奥

の工事現場まで約40kmの道のりがあるが，これか

ら高見ダムまでの旧町道16.0kmを除くと，開発道

路の奥地部分は実質的な道のりとして約24kmと

なる．実は，この最奥地点までの区間は, 1970年代

後半にすでに林道が設けられていたので，実質的に

道路がなかったとは決して言えない.そして20年近

い年月を経ても，今なお，当時の林道終点付近で工

事をしているのが真実である．

以上の道路状況に関する事業者の説明とそこにあ

る根本的な虚偽を踏まえた上で，横断道路の進捗状

況について述べよう．

まず， 日高。静内側における進捗状況について述

べると，以下の通りである． 1980年当時すでに，静

内川上流。双川ダムから始まるコイポクシピチャリ

川沿いには現在の千石トンネルエ事現場まで，道の

り60kmを超える林道規模の車道が設けられてい

た．そのうち，静内ダムより下流部は以前からの道

道，静内ダムから高見ダム付近までは町道，その上

流のペテガリ岳（ペテガリ沢）分岐までの林道が合

わせて北海道担当区間とされた． この北海道担当区

間では，以前からの道道区間が拡幅・直線化された

けれども，とくに静内ダム･高見ダムのダム湖に沿っ

て設けられていた，曲がりくねった長い林道規模の

旧町道区間は未だに直線化できず，幅員も以前の規

模のままにある．そのため，大型車のすれ違いは，

過去から所々に設けられていた待避所を使う以外に

方法がなく，大型車両通行は時速10～20km程度し

か出せないほどである． この北海道担当区間は，完

成にはほど遠い段階にあると言える．しかし，以上

の進捗状況でも，北海道は最近まで完成した道道と

述べてきたのである．他方，ペテガリ岳分岐から上

流部では，道のり24kmに及ぶ林道があったが，そ

れを無車道地域における「開発道路」として北海道

開発局が担当してきた．現在， この区間では，約4

kmが架橋と拡幅の工事を終了して北海道に移管さ

れているが，残りの部分は河床を撹乱しながら，今

なお工事の過程にある．そして, 1980年の道道認定

当時の林道終点付近において，小規模なトンネル掘

削が開始されたばかりである．従って， 日高側の横

断道路は,約20年を経過しても，決して先に延びた

と言えない段階にある．

日高側における極めて低い進捗状況は， 日高山脈

に特徴的な急峻な地形と脆い地質によって，道道認

定以前から繰り返された斜面崩壊が認定後も頻繁に

生じたため，林道規模の道路を維持するだけで莫大

な経費を費やしてきたからと言える．北海道は，斜

面崩壊防止に対する工事費として， この数年間で年

平均10億円を費やしている.この頻繁な斜面崩壊は

また，長期間の通行止めに結果し，奥地における開

発道路の工事も進捗させなかった．以上が， 日高側

における工事の，真の実態である．

一面コンクリートの壁(後藤言行氏提供）

他方，十勝。中札内側の進捗状況は以下の通りで

ある． 1980年当時の村道と林道は，札内川沿いに七
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本的な見直し」が必要な「自然を破壊する大規模で

無駄な公共事業｣の典型例と言える（俵, 2000)．北

海道開発局と北海道は, 2000年，ともにこの計画を

見直し， 「継続する｣結論を公表したが，その方法や

根拠はまったく説得力を持っていない（俵， 2000)．

しかも，事業者からは国民や道民を編す虚偽の説明

が続けられているのである．

ノ沢出会い付近まで設けられていた．道道認定後，

札内川本流の札内ダム建設に際して，水没する林道

規模の道道代替道路として，橋とトンネルが連続す

る立派な車道が設けられた． これは，北海道による

工事進捗ではなく，別会計（ダム費220億円十道費

54億円＝274億円)の車道建設である． これ以外は，

この20年間,十勝側の工事は実にのんびりした進捗

であったと言える．ところが，1999年から道路建設

中止を求める声が大きくなると，北海道開発局はセ

ノ沢出会いから同二股まで，日高山脈主稜線のトン

ネル予定地まで迫るように，工事を急ピッチで進め

るように変化を見せている． この2， 3年，セノ沢

における工事は,河床や河畔をひどく撹乱しながら，

急展開している．

過去を振り返る

横断道路は，計画当初から「必要論｣， 「自然への

影響｣などを論点として長い論争が続けられていた．

しかし，その決着がつけられないまま工事着工が先

行した． このことに問題の根源があり，それ故に当

初から抱えた問題点が現在まで「継続」したと考え

ている．そのため，過去の経緯について理解を共有

する必要ｶﾖある．

北海道は, 1980(昭和55)年， 「日高山脈襟裳国定

公園指定」を環境庁に申請することと「道道の認定」

をほぼ同時に決めている．当時の北海道新聞(1980

年6月19日)は，社説で原生的自然の保護のために

横断道路を断念すべきと主張しながら，上記につい

て「共に道行政に属する問題でありながら，同一地

域内で，一方では自然保護の手を打とうとし，他方

では，自然破壊に通じる道路開削を強行しようとし

ている.明らかに矛盾した姿勢といわねばならない」

と批判している．当時まで，横断道路推進側と自然

保護側による論争が続いていたが，北海道の「同時

期に同じ日高山脈に対して相反する二つの目的を求

めた」対応は，道路開削と国定公園指定のいずれの

根拠についても論点を非常に暖昧な形にしたと判断

する．そのようにして， 日高山脈の自然保護を求め

る全国的な世論の中で，事業者は横断道路を優先さ

せたのである（北海道自然保護連合， 1979．本多，

1980．本多， 1984)．

北海道が「国定公園指定」と「道道の認定」を同

時に進めたことは，環境影響評価（環境アセスメン

ト）についても非常に暖昧な形にした． 1979年，当

時の堂垣内知事は日高横断道路には「道の環境影響

評価条例による義務づけはないが，環境影響評価は

行う」と議会で答弁している（八木， 1995)．続く横
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本来の川を埋めて，流れを人工的に変えている（小島望氏提

供）

この十勝側における工事だけを観ると，高い進捗

率と思われるかもしれない．しかし，横断道路の進

捗率は日高側と併せて考える必要力§ある．地元を含

む推進側は,現在,完成まであと7kmだけを残すと

のキャンペーンを展開している．しかし，これは，

道路建設の実態を無視した，明らかな偽りである．

現在，完成までさらに35～40年の長い年月と約

1,000億円の経費を要すると予測されているが，険

しい地形や予算の膨大化などによって，いつ完成す

るのか，予測できない状況にあると言うのが真実で

あろう．

横断道路は，日高山脈中心部における大自然を破

壊している． これと上記の進捗状況を考え合わせる

と， この道路は，近年，国内で重視されている「抜
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路知事は，選挙戦において「厳格な環境アセスメン

トの実施を条件とする．現在，再調査を行っている

ので環境影響評価条例の対象事業として， より厳正

なものとする」と公約したが，当選後は前知事の考

えに変更し,着工までスムーズに進めてしまった(本

多， 1984)．そこには｢国定公園の実際の指定」（1981

年)前に「道道認定」 （1980年)が行われるから北海

道環境影響評価条例に基づかなくても良いとする，

横断道路を推進する側の理由しかなかった． した

がって，横断道路に反対する自然保護世論は完全に

無視され，環境影響評価すら正式に行われなかった

のである．

ちなみに， 日高山脈は， 1971 （昭和46）年，環境

庁によって国定公園候補地に指定されていたが，全

国各地の候補地が次々と国定公園に指定されていく

中で取り残されていた．その理由として，北海道な

らびに北海道開発局が，横断道路開削を目的とし，

国定公園指定に伴って全国に先駆けて作成されてい

た北海道環境影響評価条例が効果的に働くことを避

けようとしたことしか考えられない．

い日高山脈は，アプローチが容易ではなく，それ故

に多くの岳人やナチュラリストを魅了し,今なお｢自

然の奥深さと原始性」を感じさせる場である． この

日本最大の国定公園は，単に広大でアプローチが困

難なだけだろうか，その自然にどのような特徴があ

るのだろうか．それらの疑問を含んで， 日高山脈全

域の特徴について再認識する必要がある．

ところで， 「自然の奥深さと原始性を感じさせる

場」となる日高山脈の中心部に，長大な横断道路が

一本通されると，その自然はいったいどうなるのだ

ろうか．植物の項(後述）で指摘されているように，

守るべき自然（保護目標）を少なく設定し，それら

に対する影響を評価するだけでは，一本の道路が自

然に与える影響を全体的には評価できない．対象地

域の守るべき自然に対する直接的な影響だけではな

く，横断道路から離れた周囲の広大な自然に対する

間接的影響も十分に考慮しなければならない．

鮫島（1984）は，すでに， この横断道路建設の影

響について「一枚の吸い取り紙にインキで一本の線

を引くようなもの」と比嶬し， また横断道路が日高

山脈の大自然を分断することに対して「一カラット

のダイヤモンドを二分の一カラット二個に， また四

分の一カラット四個にする価値を下げる愚策」と比

職して，横断道路はいらないと結論づけている．本

来は， このように山脈全体に対する影響について論

議されなければならない．

例えば，北海道の希少植物は，開発行為による生

育地破壊や盗堀などの直接的影響だけではなく，踏

み付けや山菜採取などの人々の立ち入りによる間接

的な影響にもさらされ，悲惨な現状にある。 また，

自然の「原始性」は人々の立ち入りを制限するとこ

ろに価値がある．一本の長大な道路は，上記すべて

に対する影響を新たに生み出し，山地帯の植物だけ

ではなく，亜高山帯・高山帯の植物まで様々な影響

を及ぼしてしまい， 日高山脈の植物学的特徴を失わ

せる危険性が高いと予測できる．

自然公園における保護と利用の，二つの目的のう

ち，現在は「利用」を重視する傾向が強いので，横

断道路一本によって，上記の種々の影響・危険性は

いっそう増幅されてしまうにちがいない．原田

現在の問題として

このようにして，北海道環境影響評価条例に基づ

かないで(準じて！ ）作成された，非常に暖昧な『環

境影響評価書』などの報告書類がある（北海道，

1979)．これらの報告書類は,20年も前に作成された

ものであるが，今なお，事業者が日高山脈の大自然

をどう捉え，横断道路の影響をどのように評価・予

測したのか判断できる唯一の根拠となっている． し

たがって，現時点でも，それらの再吟味・再認識が

必要である．

他方,「日高山脈の価値を知るには，日高山脈が持

つ自然を理解することからはじまる」(鮫島, 1984)．

1981 （昭和56）年に指定された「日高山脈襟裳国定

公園」は， 54ある国定公園の中では突出した面積，

10万3,000ヘクタール余りを有し,28の国立公園を

加えても「国内8番目，道内2番目の規模を持つ自

然公園」として特記される（国立公園協会・日本自

然保護協会編『日本の自然公園』， 1989)． また，現

在でも数ヶ所の山岳にしか登山道が設けられていな
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(1989)は， 日高山脈襟裳国定公園について，原始性

豊かな自然が残されていることと海岸部を除き一般

的な探勝地が少ないことを指摘している． ここに指

摘された二つの内容を自然公園における保護と利用

と勝手に読み替えると，それらの両立はなかなか難

しい． 日本における自然保護行政の現状から考える

と，日高山脈は，保護と利用の二つの目的を持つ｢自

然公園」であるより原始的自然の保護に重きを置い

た「原生自然環境保全地域」である方が良い，ある

いは原生的自然の保護に重点を置いた，国際的に通

用する「国立公園」になりうる，そういう大自然だ

と筆者は判断している．

このような大自然の核心部を破壊しながら，横断

道路が造られようとしている． 自然破壊の問題は，

｢必要論｣， 「自然への影響｣などに関して多くの人々

の知恵が結集され，多面的に考察・検証される必要

がある．本章では， 自然に関する横断道路の問題点

を明らかにするため， 「地形･地質｣， 「エゾヒグマ｣，

｢エゾナキウサギ｣， 「昆虫類｣，「猛禽類｣ならびに｢植

物｣に焦点を当てた専門家によるまとめを掲載する．

なお， これらのうち，筆者による本項と後述する植

物の項は，佐藤（2001）を加筆・修正したものであ

るが，残る5篇は，今回，オリジナルとして執筆し

て頂いたものである．なお， 日本生態学会による工

事中止を求める要望書（日本生態学会, 2002)は，

山脈の自然の特徴とそれに対する道路の影響につい

て簡潔に書かれているが，本書の巻末に資料として

添付されている．
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奇跡の日高山脈

－残すべき自然のよって来るところ－

平川一臣
h

(北海道大学大学院地球環境科学研究科）

地球上のすべての自然は，いまなぜそこにあるの

かと問えば，それは、奇跡〃のなせるところだとし

か言いようがない． 日高山脈だけが奇跡ではない．

しかし日高山脈には日高山脈にしかない奇跡もあ

る．その奇跡のもたらした日高山脈の自然は， 日高

横断道の建設にはどう見てもなじまない． ここでは

日高山脈の自然との関係において日高山脈， 日高横

断道路を考えるときに想いを深くしていただきたい

重要な視点を，いくつか示しておきたい．

ブスの農業，牧畜，交通……などほとんど考えるこ

とはできないのである．

翻って，標高2000mを越える峰は幌尻岳ひとつ

にすぎない低い日高山脈では，氷河時代にも氷河は

主稜線の周辺と源流部の谷の中にごく狭い範囲にし

か広がらず，スイスアルプスのような大規模な氷河

地形をつくらなかった．だから， 日高の谷は狭く深

く，到底農業，牧畜に利用することなど考えられな

い． このような地形条件は， 日高山脈にとってはた

いへんに幸運なことだった． さらに幸運なことに，

本来アイヌ民族の島である北海道では， 日高山脈の

森林を伐採したり，道路を通したりする必要が全く

なかった． このような状況がわずか100年ほど前ま

で続いていた． これは人類の文明史における，ほと

んど、奇跡〃といってもよいのではあるまいか！

日高山脈の執幸運〃

俗に、日高には泳げないと登れない〃と言われる．

これは100%冗談ではなく，本当に経験することで

もある．要するに登山道はごく限られたところにし

かないから，沢を行くしかないのである．たとえば，

対照的にスイスアルプスを思い浮かべてみよう．ア

ルプスでは，ほとんどどこでも谷のどんづまりまで

道路が通じ，隣の谷とは峠で結ばれている．山の斜

面はアルプの放牧地や草地で，条件のよいところは

スキー場になっている.おもな谷の底は広く，ジェッ

ト機が発着できる飛行場さえある． 自然の森林植生

はほとんど皆無であるといってもよいし，そもそも

森が全くないところも広いのである．現存する氷河

は観光の目玉である．スイスを中心とするヨーロッ

パアルプスは人の手に躁鯛された，ある意味で,、悲

劇〃の山である．ローマ時代にはもちろん広範に人

が住んでいたし， ローマがアルプスを越えて北まで

侵攻できたのはアルプスの広い谷とそれらを結ぶ低

い峠の地形によっている． このように古くから人間

活動，土地利用を可能にしたのは，繰り返し訪れた

氷河作用のよって広い氷食谷や緩い斜面がつくられ

たことに最大の原因があるだろう．氷河が作った地

形や残していった堆積物（地質）なくしては，アル

森の山脈・日高

1999年の8月以降，幌尻岳，戸蔦別岳の山頂付近

で，気温の連続観測をおこなってきた． 日高山脈で

は，国定公園であるにもかかわらず，山脈の主稜線

の気温のデータさえまったくなかった． これでは，

日高の気象，気候だけでなく植物や土壌， さらには

岩盤凍結など自然環境を検討する基礎資料が欠落し

ていると言わざるをえない．

観測データによれば，年平均気温はマイナス3℃

前後，冬の平均気温はマイナス15℃くらいだが，夏

の平均気温（6月中旬～8月）はプラス15･C前後，

日最高気温は25･Cを越えることがしばしばある．日

高山脈が稜線まで森林に覆われるのは，植物の生育

に必要な､夏は熱帯"の日本の気候のおかげである．

ほとんど夏の気温条件が同じ大雪山の山頂部に森林

がないのは，地形が平坦一緩やかで強風の影響を強

く受けることが大きな要素である． 日高山脈の鋭い
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ないが，累々と重なる岩石がまさに氷河のような地

形をつくりながらゆっくりと動く．スイスアルプス

やアラスカ山脈には至る所にみられる． じつは， 日

高山脈には,現在深い森に覆われてしまっているが，

この氷河時代の岩石氷河が化石となって，随所に

残っている． これこそが，ナキウサギが生き延びて

きた重要な条件である． 日高山脈では幌満など海岸

からあまり遠くないところでもナキウサギの生存が

認められている．現在の深い森林下におけるナキウ

サギ棲息は，氷河期に森林のない永久凍土環境で岩

石氷河などによって岩礫が累々と重なったことに

よっている．ナキウサギの、家を建設〃したのは，

氷河期の日高山脈なのである．

要するに， 日高山脈は氷河期には森林に覆われな

い氷雪・岩礫と高山植物の世界であり，間氷期には

森の山脈になるという劇的な環境変化を経験・記録

してきたということである．このことは，、もし日高

山脈が今より1500-2000m高かったら"， と空想，

想像することでもある．標高3000mあたりで森林

は完全になくなり，アルブスのように氷河と岩礫の

山脈が出現するのである．氷河から融け出す白濁し

た低温の流れは，十勝平野の農業をかなり困難なも

のにしただろう．しかし現実には日高山脈は2000m

を越えるのはわずかに幌尻岳一座にすぎない． この

高さと，気候と氷河期の氷河のことを考えれば，現

在の日高山脈の地形や森林，人間の生活などが，た

とえば4000m以上の山々が連なるスイスアルプス

とどのように違うのか，なぜ違うのか理解できる．

上に述べた，今の高さの日高山脈の氷期と現在，そ

して， もし日高山脈が4000mあったら現在はどん

なことになっているのだろうか，氷期にはどんなこ

とになっていたのだろうかと考えてみよう． このよ

うなことを考えるために，図を用意してみた．ぜひ

考えていただければ， と思う．

稜線と急な斜面の山の地形は，夏の気温とともに，

日高山脈が森の山脈であることに貢献している．

夏の気温の重要性は，たとえばアイスランドを考

えてみればよくわかる．アイスランドでは，冬の気

温は仙台程度なのに，夏は10℃をわずかしか越えな

い.かろうじて森林が成立していたが,移住した人々

は森林を伐採して放牧地に変えた．寒い夏は，森林

の再生をきわめて困難なものにしている．いまや森

林というものがほとんどない，アイスランドの、悲

劇〃である．

年平均気温マイナス3｡Cは，現在日高山脈の山頂

付近には永久凍土が存在する可能性を示唆するが，

現実にはどうであろうか？幌尻岳一戸蔦別岳の周

辺で，冬期の積雪下の地表面温度を測った．その結

果は，限られた地点では永久凍土が存在しているら

しいことを示した．

次にもし夏(7， 8， 9月)の気温が，およそ10｡C

低かったら日高山脈の自然景観はどのように変わる

だろうか？ これは氷河期の日高山脈を想像する時

の重要な視点である．その際，決定的に重要なこと

は，夏の平均気温10℃は大ざっぱにみて樹木の生育

する限界で，それより寒冷ならば，高山草原と岩と

雪氷の世界になるということである．現在の夏の平

均気温はおよそ15･Cだから，日高山脈の大半は氷河

時代には高山植物と岩礫の世界になっていたという

ことである．急な山の斜面や谷底には岩礫が累々と

堆積した．実際にそのような岩礫は現在の森林下で

随所に見られる．

さらに，年平均気温もおよそ10℃低かったら十勝

平野や日高沿岸地方から日高山脈はどんな自然景観

になるだろうか？現在の帯広の年平均気温は6°C

くらいだから，マイナス4℃程度になる， この年気

温は十勝平野も永久凍土の世界になることを示して

いる．実際に，十勝平野では，氷河時代には大地が

現在よりもはるかに強力に凍結した痕跡がいたると

ころに残っている．十勝平野からそびえ立つ日高山

脈が完全に永久凍土の環境になったことは疑いの余

地がない． まさに，現在のアラスカの山々のような

状態である． このような氷河時代の永久凍土環境を

示す地形に，岩石氷河がある．岩石氷河とは耳慣れ

氷河時代の日高山脈：日高の氷河の魅力

氷河時代の日高山脈には,氷河がキラキラと輝き，

十勝や日高に住んで旧石器を手に持った人々の目に

は，現在の私たちよりもはるかに強く日高のやまな

みが焼きついていたのではなかろうか．
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図．氷河期と現在の日高山脈の自然景観そしてもし日高山脈が4000mあったら

日高山脈の氷河作用の痕跡についての研究は半世

紀ほど続けられてきたが，最近になって，確実に氷

河が形成した堆積物のなかに支笏やクッタラカルデ

ラ， さらに恵庭火山が大爆発した時の火山灰が混入

していることがようやくわかってきた．そして氷河

時代の日高山脈の氷河はエサオマントッタベツ川で

も， トッタベツ川でも標高850mあたりまで長さ4

kmほどの谷氷河となって流れ下っていたことが

はっきりしてきた． とりわけはじめて発見・観察さ

れ，現在もっとも注目されている現象がある．それ

は，流れていた氷河の下では，なにが起こり， どの

ような物質が生成されていたかについての情報を与

えてくれる氷河堆積物がトッタベツ川の流域でみつ

かったことである．私たちは氷河時代の氷河の下に

潜り込んで，軋みの音を響かせながら目では認めら

れない速さで流動する氷河を感じながら日高の調査

を楽しむところまできた． このことは，逆に日高山

脈の氷河作用の研究が世界の研究に一石を投じ，貢

献できることを意味している．

さらに， 日高の氷河ならではの現象がある．それ
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は，恵庭火山が最近の氷河期のなかでも最も寒冷で

あったおよそ1．8万年前に爆発し， 日高山脈ではそ

の火山灰が少なくとも50cmくらいの厚さで積

もったにちがいない，それに関連して， 日高の氷河

はどんな振る舞いをしただろうか， ということであ

る．ある日突然，真っ白な氷河が，火山灰に覆われ

て真っ黒な氷河に変わる．黒くなった氷河は以後何

年にもわたって急激に融け出すにちがいない．そう

いうことを想像させる火山灰混じりの膨大な量の砂

礫がセツ沼のカールの底に認められるのである．支

笏湖ができた約4万年前にも同じようなことが生じ

たに違いない． 日高山脈の氷河は，支笏湖や洞爺湖

のカルデラや火山とも深く関わり合った現象なので

ある．その時には， 日高から流れ出す川は荒れに荒

れたが，荒れた河が運び出した土砂が現在の十勝平

野を作っている．十勝や日高の平野は日高の山々と

氷河と川の、贈り物〃なのだということを知ってい

たい．

このようにいくつかの奇跡に彩られて残ってきた

日高山脈を，私たちはもっと大切にしなければなら

ない． このような希有の山脈を破壊することなく後

世に伝えていくことこそが，いま私たちに課せられ

た重要な任務だと思うのである．
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日高山脈の植物的自然から見た日高横断道路問題

佐藤 謙

(北海学園大学工学部教授）

林，エゾマツ・ダケカンバ林，ダケカンバ・アカエ

ゾマツ林およびダケカンバ・ トドマツ林）および⑤

上部広葉樹林（ダケカンバ林，ダケカンバ・ミヤマ

ハンノキ林， ミヤマハンノキ林，ダケカンバ・アオ

ダモ林，ダケカンバ・ミズキ林，ダケカンバ・ベニ

イタヤ林，ダケカンバ・ミズナラ林およびダケカン

バ・シナノキ林）である．

上記の森林が成立する標高範囲について，植生資

料（帯状区資料）が得られた標高を具体的に述べる

と以下の通りである．①下部広葉樹林と②下部針広

混交林に含まれた森林は,合計35個の帯状区資料す

べてが720m以下の標高範囲から得られている．他

方，③針葉樹林，④上部針広混交林および⑤上部広

葉樹林とされた森林は,合計50個の帯状区のうち7

帯状区を除いて，それぞれ730～1640m,940～1430

mおよび720～1595mの標高範囲から得られてい

る．残る7帯状区は，③針葉樹林のトドマツ・エゾ

マツ林(1帯状区)が標高520m,④上部針広混交林

のダケカンバ･トドマツ林(1帯状区)が標高630m,

⑤上部広葉樹林のダケカンバ・アオダモ林，ダケカ

ンバ・ミズキ林，ダケカンバ・ベニイタヤ林，ダケ

カンバ・ミズナラ林およびダケカンバ・シナノキ林

（5帯状区）が標高420～750mから得られ，すべて

が標高750m以下の標高範囲から得られている．

上記の標高範囲に基づいて， 日高山脈の垂直分布

帯を(1)山地帯(標高720～750m以下), (11)亜

高山帯(標高720～750m以上，森林限界以下)およ

tf(111)高山帯（森林限界以上）に区分することが

できる．すでに，舘脇（1955～1957, 1958）は，黒

松内低地帯以北の北海道胴体部における森林植生の

特徴として，少なくとも標高500m以下の低地（北

海道全体における確実な山地帯）において，①ブナ

を欠く冷温帯性落葉広葉樹林と②冷温帯性落葉広葉

樹と亜寒帯性針葉樹が混生した針広混交林が発達

本文の趣旨

日高山脈の植物的自然について，森林植生，高山

植生，維管束植物相に分けてそれぞれの大きな特

徴．価値をまとめた．その上で，北海道や北海道開

発局による環境影響評価書等が重大な欠陥を多数持

つことを改めて明らかにした． また，貴重な植物の

評価に関する全体的考察の中で，上記評価書等の問

題点をより明らかに指摘し，道路予定地の植物的自

然が高く評価されることを明らかにした． さらに，

道路の影響は日高山脈の植物的自然の全体におよぶ

ことから， 日高山脈の大自然を守るためには道路は

いらないと結論づけた．なお， この一文は,同じ題

名の佐藤(2001)に加筆・修正したものである。

日高山脈の植物的自然

（1）森林植生

日高山脈の森林植生は，横断道路を含むほぼ全域

から具体的資料を示した鮫島ほか(1979a)によって

良く明らかにされている． この研究では，優占する

樹種に基づいて捉えられた個々の森林（植物群落）

が，垂直分布帯（成立する標高範囲） と相観（植物

群落の外形）に基づいた以下の①～⑤の大区分に組

み入れられている．すなわち，①下部広葉樹林（ド

ロノキ林，オオバヤナギ林，ヤチダモ林，カツラ林，

ハルニレ林，オヒョウ林，アサダ林，シウリザクラ

林，シナノキ林， ミズナラ林など)，②下部針広混交

林（ドロノキ・トドマツ林，ヤチダモ・トドマツ林，

ヤマモミジ・ トドマツ林，アサダ・ トドマツ林，オ

ヒョウ・エゾマツ林，シナノキ・トドマツ林， ミズ

ナラ・ トドマツ林， ウダイカンバ・ トドマツ林，エ

ゾマツ・ヤチダモ林およびエゾマツ・シナノキ林)，

③針葉樹林（エゾマツ・ トドマツ林，エゾマツ・キ

タゴヨウ林，アカエゾマツ林およびトドマツ・エゾ

マツ林)，④上部針広混交林（ダケカンバ･エゾマツ
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し，それらとモザイクを形成しながら③亜寒帯性樹

種からなる針葉樹林も成立することを明らかにして

いる． このことは， 日高山脈の山地帯において①下

部広葉樹林と②下部針広混交林が広く成立し，部分

的に③針葉樹林のトドマツ･エゾマツ林（1帯状区）

が見られることと全く一致している． このように，

日高山脈の森林植生は，北海道胴体部に共通した特

徴を示している．

他方， 日高山脈の森林植生は，独自の特徴も持っ

ている．⑤上部広葉樹林の例外的な5帯状区，ダケ

カンバ・アオダモ林，ダケカンバ・ミズキ林，ダケ

カンバ・ベニイタヤ林，ダケカンバ・ミズナラ林お

よびダケカンバ・シナノキ林は，優占種にはならな

いが多種類の冷温帯性落葉広葉樹を混生し，すべて

山地帯に成立している． これらの森林を鮫島ほか

(1979a)はダケカンバの優占を重視して⑤上部広葉

樹林に組み入れているが，山地帯の①下部広葉樹林

にダケカンバが加わったものと捉える方が妥当と考

えている．すでに舘脇が指摘した特徴，亜寒帯性常

緑針葉樹（とくにトドマツ）が山地帯まで出現する

ことに加えて， 日高山脈では亜寒帯性落葉広葉樹ダ

ケカンバが山地帯まで多量に下降し，冷温帯性落葉

広葉樹と混生した森林を形成すると捉えるのであ

る． このように考えると，④上部針広混交林とされ

たダケカンバ・ トドマツ林（1帯状区）の山地帯に

おける成立も理解できる．

日高山脈の森林植生における大きな特徴として，

亜高山帯におけるダケカンバ林の卓越が指摘されて

きた．鮫島ほか(1979a)による③亜高山帯針葉樹林

の帯状区資料はほとんど尾根筋から得られ， とくに

十勝側の急峻な山腹斜面からはまったく得られてい

ない． また，山脈の針葉樹林は，比較的緩やかな地

形となる北部から中部の日高側に発達している（鮫

島ほか, 1979b)．さらに，一般に観察が容易な日勝

峠周辺では， 日高側の緩やかな傾斜を呈する沙流川

源流部に国の天然記念物に指定された針葉樹林が発

達しているが，峠の十勝側になると一変し，ダケカ

ンバ林が卓越して針葉樹は尾根筋に散在するだけに

なっている．

これらの例は，ダケカンバの卓越と針葉樹の劣勢

が相互に関連していることを示しており,｢全般的に

急峻な地形， とりわけ十勝側のように冬季季節風の

風下側となる斜面では，雪崩が頻繁に多発すること

によって針葉樹の生育が阻害され（針葉樹は雪崩に

弱い),補完的に雪崩に強いダケカンバが優勢になっ

た」と考えられている(渡邊, 1967, 1971a, 1979;

大沢ほか， 1973)． この現象は，道内において多雪な

日本海側山地や急峻な地形を示す石狩山地にも若干

認められるが， 日高山脈では非常に顕著なのである

(佐藤， 1988, 1989)．

山稜付近に成立するダケカンバ低木林にも日高山

脈の特徴が認められる（鮫島ほか, 1979a;佐藤，

1979)．ダケカンバ低木林では,林床でチシマザサあ

るいはクマイザサを欠く代わりにタカネノガリヤス

あるいはイワノガリヤスが優占するタイプがしばし

ば認められる．このタイプは,傾斜角40～50度に及

ぶほど急峻な地形で土壌層が浅い岩角地に成立し，

北海道を広く見渡しても例外的である． これに似た

タイプは，国内では南アルプスに知られており， 日

高山脈と同様に急峻な地形の岩角地に成立してい

る．

以上のように，日高山脈の森林植生は,全体的に，

急峻な地形と密接に関連した特徴， とくにダケカン

バが卓越する特徴がある．

（2）高山植生

森林限界を超えた範囲を高山帯とし，そこに成立

する植物群落を高山植生とする． しかしながら， 日

高山脈における森林限界の標高は，山脈北部から中

部・南部にかけて減少する山頂・山稜の標高に伴っ

てダ平行的な減少を示している．山頂の標高は，北

部では約1,750～2,050m,中部では約1,600~

1,840m,そして南部では約1,350～1,630mと南に

行くほど低くなっており，森林限界の標高は，北部

では約1,400～1,600m,中部では約1,200～1,600

rn9南部では約1,000～1,400mと減少している(佐

藤,1998)．山頂では,同じ標高の山腹とは異なって，

風当たりの強さ，積雪の少なさ，乾燥など真の高山

帯と似た環境が形成され，そのために森林が成立し

なくなる現象,「山頂効果」が生じる．山頂効果は，

道内では標高が約1,000mを超える山岳に明らか
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高山植生にも認められる． まず，①ハイマツ低木林

(ハイマツーコケモモ群集)の分布標高が地域間で

異なる．筆者による方形区資料は，北部で1,660～

1,985m,中部では1,420～1,690m,そして南部で

は1,320～1,610mの範囲から得られている． また，

十分な標高があり圏谷地形（カール）が発達した北

部と，標高が低く，圏谷地形がほとんど残されてい

ない中部・南部では，高山植物群落の組み合わせが

異なる(佐藤， 1985；1988)．北部では，⑧高山風衝

地倭低木群落のコメバツガザクラーミネズオウ群

集，⑩高山岩礫地荒原群落（ユキバヒゴタイ群集，

コマクサータカネスミレ群集，サマニヨモギー

イワブクロ群落，キバナノコマノツメ群落，ケエゾ

キスミレ群落など),そして④～⑦の高山雪田諸群落

が多様に発達する．他方，中部と南部では，⑧高山

風衝地倭低木群落のウラシマツツジーマキバエイ

ランタイ群集とチングルマーイワウメ群落，⑨高

山風衝地草原群落（ハクサンイチゲ群落）および⑩

高山岩礫地荒原群落（オオイワツメクサーイワプ

クロ群集，エゾツツジーイワブクロ群落，ケエゾ

キスミレ群落）の組み合わせが特徴的である．北部

の圏谷地形では，上端の風衝地，圏谷壁（カールバ

ンド)，圏谷底（カールボーデン）および終堆石（モ

レーン） と急激に変化する地形に応じて雪と風の状

態が変化し，それらに応じた群落配列が明瞭に認め

られる(野崎， 1979)． この点で，圏谷地形は高山帯

における群落配列の模式地として重要である(佐藤，

1988)．他方，中部･南部では，高山植生が狭い山稜

と雪崩斜面に限られる傾向が強いので，狭い山稜に

設けられた登山道やキャンプサイトはそれだけで大

きな人為の影響となっている．

第三に， 日高山脈では，高山植生あるいは多数の

高山植物が渓流沿いに下降する特徴が挙げられる

(図1)．⑩高山岩礫地荒原群落のオオイワツメクサ

ーイワブクロ群集は，とくに中部･南部では高山帯

よりも亜高山帯以下の渓流沿い崩壊地や河床岩礫地

に成立している． また，⑪亜高山渓流湿岩草原（ア

ポイタヌキラン群落）は，山脈の亜高山帯および山

地帯に成立して厳密には高山植生に含まれないが，

山脈に固有なアポイタヌキランとエゾトウウチソウ

であるが， 日高山脈はそれが教科書的に分かる模式

的な場となっている．

日高山脈の高山植生に関する筆者の群落区分（佐

藤， 1979）を以下に列記する．ただし，種組成（種

類の組み合わせ）に基づいた群落名（群集の同定）

は当時のままに掲載し，立地（植物群落が成立する

環境） と相観を組み合わせた①～⑪の大区分の名称

は修正する．すなわち，①高山嫌雪低木林（ハイマ

ツーコケモモ群集．ハイマツーコガネイチゴ群

集を含む)，②高山一亜高山好雪低木林(ミヤマハ

ンノキ群落，ダケカンバ群落，エゾノレイジンソウ

ーウコンウツギ群集,ミネヤナギ群落),③高山一

亜高山広葉草原（高茎草原,雪潤草原．ナガバキタ

アザミーリシリスゲ群集，チシマアザミーオニ

シモツケ群落)，④高山雪田倭低木群落(マルバヤナ

ギーアオノツガザクラ群集（仮))，⑤高山雪田短

茎草原（タカネトウウチソウーミヤマイ群落， ミ

ネハリイータカネクロスゲ群集),⑥高山雪田荒原

群落(ミヤマタネツケバナ群集)，⑦高山雪田崖地群

落(ミヤマダイコンソウ群落)，⑧高山風衝地倭低木

群落（コメバツガザクラーミネズオウ群集， ウラ

シマツツジーマキバエイランタイ群集，チングル

マーイワウメ群落)，⑨高山風衝地草原群落(ハク

サンイチゲ群落．ヒダカゲンゲ群集を含む)，⑩高山

岩礫地荒原群落(ユキバヒゴタイ群集，コマクサー

タカネスミレ群集，オオイワツメクサーイワブク

ロ群集，サマニヨモギーイワブクロ群落，エゾツ

ツジーイワプクロ群落,キバナノコマノツメ群落，

ケエゾキスミレ群落など)，⑪亜高山渓流湿岩草原

(アポイタヌキラン群落）である．

日高山脈の高山植生の特徴として，第一に，雪崩

地およびその周辺の群落，すなわち②高山一亜高

山好雪低木林と③高山一亜高山広葉草原の全域的

な発達が挙げられる． これらは，北部では圏谷壁

(カールバンド）を中心に，中部･南部では谷頭から

亜高山帯以下まで雪崩道を作る雪崩斜面にそれぞれ

発達する． このことは，大雪山や知床半島など北海

道他地域と比較して明らかになる， 日高山脈高山植

生の大きな特徴である．

第二に，山頂効果に現れた日高山脈の地域差は，
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以上のように，亜高山帯以下の渓流沿いにおいて

河床岩礫地や崖地周辺に高山植物が生育すること

は， 日高山脈の大きな特徴となる．それは， 日高山

脈では急峻な山稜，山腹や谷頭で発生した雪崩が低

標高の河床面に大量のデプリ （雪崩の崩落堆積物）

として堆積したり， 日当たりが悪いゴルジ（函状地

形）に雪が遅くまで残るため，それら河床面や崖地

周辺では夏季でも冷涼湿潤となり， さらに岩礫地の

不安定性があいまって，高山帯（とくに雪田や雪崩

地） と似た環境になるからと考えられる．

（3）維管束植物相

（3-1）日高山脈の固有植物

北海道における植物研究の初期， 日高山脈におい

ても宮部金吾，工藤祐舜，舘脇操，中井猛之進，原

寛らにより分類学的な新記載が進められた．そのう

ち南端部のアポイ岳がいち早く注目され，多くの研

究者が訪れている． しかしながら，その後に続く初

期の分類学的研究は，南端部における原，北部にお

ける舘脇の研究を除くと，ほとんど登山家・探検家

の採集標本に基づいている.とりわけ初期の日高山

脈は研究者を寄せつけず，多くの人々の協同によっ

て植物が新発見されてきたのである．1950年代以降

とともに，多くの高山植物（とりわけ雪崩地と雪田

の植物）の出現が特徴となっている．

高山帯 雪
崩
道
↓

森林限界

崩
壊
地

’
’
０
１
０
６
０
０
６
１
１
０
０
０
０

亜高山帯 崖

地I

山地帯

河床岩礫地

図1 ．雪崩道の発達と，高山植物の低地における生育地

さらに，森林限界以下の河床面や崖地周辺には，

以下の高山植物が亜高山帯以下の植物と混生する

(表1)．表1に示した他に， ミヤマヤナギ，ハクサ

ンイチゲ， ミヤマキンポウゲ， ヒダカトリカブト，

ヒダカキンバイソウ，ハクセンナズナ， ミヤマダイ

コンソウ， タカネトウウチソウ，チシマゲンゲ，ホ

ソパノコガネサイコ，シラネニンジン，ハクサンボ

ウフウ， ミヤマアズマギク，エゾウサギギク，ナガ

バキタアザミ，コミヤマヌカボ，エゾヤマコウポウ，

ナンプソモソモ， ミヤマクロスゲ，タカネスズメノ

ヒエ，チシマアマナ， ミヤマモジズリなどである．

表l .低地まで出現する主な高山植物

高山、低地 河床・崩壊地 渓谷湿岩＊ 崖地 風穴地.率

雪崩地

・雪田

モミジカラマツ

ウメバチソウ

ナガバツガザクラ

ェゾツツジ

オオパショリマ

モミジカラマツ

カラマツソウ

ヤマガラシ

アラシグサ

ヒダカオトギリ

ヨツパシオガマ

リシリスゲ

キンチャクスゲ

オオイワツメクサ

イワプクロ

ナンプソモソモ

オオパショリマ

モミジカラマツ

アラシグサ

ミヤマアカバナ

ヒダカオトギリ

チシマフウロ

エゾホソイ

イトキンスゲ

ハクサンチドリ

アカモノ

ツマトリソウ

荒原 リシリシノプ

イワプクロ

ミヤマハタザオ

風衝地

その他

ホソバイワベンケイ

チシマゼキショウ

チャボカラマツ

エゾノイワハタザオ

トカチトウキ

ホザキイチヨウラン

ガンコウラン

ェゾノマルパシモッヶ

タカネナナカマド

ミヤマハイピヤクシン

オオタカネイバラ

エゾムラサキツツジ

コケモモ

イソツツジ

エゾノイワハタザオ

マルパシモツケ

チシマザクラ

トカチトウキ

ミヤマホツツジ

ウコンウツギ

．高山植物ではない， 日高山脈固有種エゾトウウチソウとアポイタヌキランが代表種となる．
.*セノ沢二股の風穴地では，エゾナキウサギの生息が特記される．
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になると,登山と研究の両者を兼ね備えた渡邊定元，

豊国秀雄，鮫島惇一郎，高橋誼（高橋， 1981） らが

山脈を訪れるようになった． とくに渡邊は実際に山

脈を踏破し新知見を発表した最初の研究者として特

記される．本稿では，多数の採集者・研究者名は省

略して,以下に日高山脈に固有な植物を列記する(表

2)．

アポイ岳の固有植物として現在でも認められてい

るものは以下の通りである．すなわち，固有種とし

てアポイカンバ， ヒダカソウ，サマニオトギリ，エ

ゾコウゾリナ，アポイアザミ，固有変種としてアポ

イツメクサ，アポイヤマプキショウマ，アポイキン

バイ， ヒメシラネニンジン，エゾノハクサンポウフ

ウ，アポイマンテマ，固有品種としてサマニユキワ

リ，アポイクワガタ，アポイミセバヤ， ヒダカトウ

ヒレンが挙げられる． また，アポイ岳固有植物とし

て新記載されたが，その後の研究により産地が拡大

したものがある．現在， ヒダカイワザクラとホソバ

ノコガネサイコはそれぞれ日高山脈の固有種と固有

変種，エゾタカネニガナとエゾイヌノヒゲは北海道

固有種，エゾキスミレ，アポイタチツポスミレ，ア

ポイアズマギク， ヒメエゾネギは北海道固有変種と

なっている．逆に，夕張岳で記載されたホソバトウ

キは,日高･夕張山系の固有変種であることが分かっ

てきた．

アポイ岳は，決して高山帯に達していないが，超

塩基性岩（カンラン岩） と結びついた固有植物（超

塩基性岩植物） と多数の高山植物によって特徴づけ

られ， 1952年に国の特別天然記念物(1929年，国の

天然記念物）に指定されている．アポイ岳で新記載

され，後に北海道の他地域に分布することが分かっ

た植物も，その多くが超塩基性岩（カンラン岩，蛇

紋岩） と結びついている．

アポイ岳を除く山脈に固有な高山植物は，山脈固

有種のヒダカミネヤナギ，カムイビランジ， ヒダカ

キンバイソウ（ピパイロキンバイソウを含む)， ヒダ

カゲンゲ， ヒダカミヤマノエンドウ，山脈固有変種

のエゾタカネセンブリ，カムイコザクラ， ヒダカト

リカブト， ヒダカオトギリ，ケエゾキスミレ(渡邊，

1961), トカチトウキが挙げられる．当初，山脈固有

変種とされたオオイワツメクサとキレハヤマプキ

ショウマは，現在，それぞれ日高・夕張山系と北海

道の固有変種であることが分かっている．他方，亜

高山帯以下の山脈固有植物には，固有種としてヒダ

表2． 日高山脈の固有植物

日高山脈 超塩基性岩地率アポイ岳

固有種 ヒダカミネヤナギ噸噸

カムイピランジ

ヒダカキンパイソウ

ヒダカミセパヤ

エゾトウウチソウ

ヒダカゲンケ*＊

ヒダカミヤマノエンドウ摩＊

ヒダカミツパツツジ

アポイタヌキラン

ヒダカトリカプト

ェゾノジャニンジン

ケエゾキスミレ

ヒダカオトギリ

トカチトウキ

ホソパノコガネサイコ

カムイコザクラ

ヒダカイワザクラアポイカンパ

ヒダカソウ

サマニオトギリ

エゾコウゾリナ

アポイアザミ

エゾタカネセンブリ固有変種 アポイツメクサ

アポイヤマプキショウマ

アポイキンパイ

ヒメシラネニンジン

エゾノハクサンポウフウ

アポイマンテマ

固有品種 サマニユキワリ

アポイクワガタ

アポイミセバヤ

ヒダカトウヒレン

、アポイ岳を含む山脈の超塩基性岩（かんらん岩）地．

*､研究者によっては北方要素の固有変種とする考えもある．
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多様性を持つと言える．

山脈の高山植物相に関する植物地理学的特徴は，

渡邊(1957,1971b)により最初に指摘されているが，

それを補強した筆者のまとめは以下の通りである

(佐藤， 1996)．北海道主要4山系の高山植物相につ

いて清水（1982, 1983）による分布型の組み合わせ

(分布型組成)を分析したところ，日高山脈ではアジ

ア要素と純日本固有要素が最も高い割合，そして周

極要素と太平洋要素が最も低い割合を示した．最も

高い割合を示すアジア要素の細分された分布型の中

では，東北アジア要素が最も高い割合を示した． こ

の特徴は，日高山脈ではユーラシア大陸や北米大陸

の寒地に広く分布する高山植物よりも近隣の極東地

域に分布する植物が多いことを示しており， まった

く逆の特徴を示す大雪山系の高山植物相と対照的で

ある．したがって， 日高山脈の高山植物相は，第二

に，北海道において大雪山と一対のものとして高く

評価される．

日高山脈の高山植物相は，第三に，すでに述べた

固有植物によって特徴づけられ，さらに隔離分布種

が多い特徴が挙げられる．隔離分布する植物を表3

に示す．

（3-3）低標高地の植物相

日高山脈付近を分布限界として隔離分布を示す温

帯性植物もまた，山脈の植物相を特徴づける． とく

に渡邊・大木（1960）が名づけた「クリ型」と「ア

カシデ型」は， ともに太平洋岸を東進する温帯性植

物の分布型を意味し，それぞれ日高山脈で東限とな

るものと日高山脈を超えて十勝・釧路地方で東限と

なるものを示している． これらの分布型について現

時点で判断すると，表3 （南方植物）に示す通りで

ある．

日高山脈の低地，山地帯に出現する温帯性植物を

見ると，クリ型のコマガタケスグリのように山地帯

に比較的広く出現するものと， より低い標高で垂直

的な上限に達するものが認められる．例えば，鮫島

ほか(1979a)の帯状区資料では，クリ型のサンショ

ウ， ミツデカエデおよびコゴメウツギ，アカシデ型

のモミジガサが標高約340mにのみ見られ，鮫島・

佐藤（1979）に挙げられたアカシデは北部山岳の登

カミセバヤ，エゾトウウチソウ，アポイタヌキラン，

ヒダカミツバツツジ，固有種変種としてエゾノジャ

ニンジン,固有雑種としてポロシリトウウチソウ(渡

邊， 1972）が挙げられる．

日高・夕張山系に固有なオオイワツメクサ（佐藤謙氏提供）

日高山脈に固有な高山植物， ヒダカミネヤナギ（佐藤謙氏提
供）

（3-2）高山植物相の植物地理学的特徴

山脈の維管束植物相について最も広い範囲を対象

にし，当時までの多数の研究成果に新たな調査結果

を加えた鮫島･佐藤（1979）の報告には，合計94科

346属684種47変種20品種がリストアップされて

いる．この種と変種の合計731分類群のうち,322分

類群が森林限界を超えた範囲（高山帯）に出現して

いる(佐藤， 1998)． これらは，高山帯に限らず量的

には亜高山帯以下に多い場合，例外的に森林限界を

超える場合も含んでいることから， 「広義の高山植

物」となる． このようにして捉えた高山植物相は，

大雪山系で365分類群，夕張山系で326分類群，知

床山系で277分類群を数えている． したがって， 日

高山脈の高山植物相は，第一に，北海道を代表する
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表3． 日高山脈の隔離分布種

北海道 日高・夕張山系 超塩基性岩地。

北海道固有種 タカネグンパイ ミヤマハンモドキ エゾタカネニガナ

ウスユキトウヒレン ソラチコザクラ ユキパヒゴタイ

エゾミヤマソモソモ

ェゾイヌノヒケ

キレハヤマプキショウマ アポイアズマギク エゾキスミレ

ヒダカオトギリ オオイワツメクサ アポイタチツボスミレ

ヒメエゾネギ ホソパトウキ

オヤマソバ カトウハコベ

ツクモグサ ナンプイヌナズナ

ミヤマシオガマ

コケスギラン， リシリシノプ，オクヤマワラピ， ヒメイワタデ，コパノツメクサ，
エゾタカネツメクサ，カンチヤチハコベ，クモマユキノシタ，チョウノスケソウ，
チシマゲンゲ，オクヤマスミレ，タカネスミレ，アシポソアカパナ， ミヤマアケポ

ノソウ，エゾルリソウ，ムシトリスミレ，フタマタタンポポ，タカネヤハズハハコ，
ヌイオスゲ，オノエスゲ， ヒメアゼスゲ，エゾノミクリゼキショウなど

同固有変種

日本固有種

北方植物

南方植物

クリ型 キタゴヨウ， クリ， ヒロハヘピノボラズ， コマガタケスグリ，コゴメウツギ，サン

ショウ， ミツデカエデ，サクラソウ，ムラサキシキプ，クサギ，ガマズミ，スズタ
ケなど

ヤシャゼンマイ， ミヤマイタチシダ，イワイタチシダ，イワオモダカ，アカシデ，
コナラ，ヤマツツジ，ナツハゼ，ハクウンボク，モミジガサなど

アカシデ型

＊山脈南端部のアポイ岳，あるいは北部の超塩基性岩岩地．

山口付近（標高約350m)で一度だけ確認されてい

る．ただし，これらの調査は，林道奥地から始まり，

低地の調査は十分ではない．他方，高橋（1967）に

よると，山地帯の落葉広葉樹林であるミズナラ・エ

ゾイタヤ林には，アカシデ， コマガタケスグリ， コ

ゴメウツギ， ミツデカエデ，サンショウ，サクラソ

ウ，ムラサキシキプ，ジャコウソウ，モミジガサ，

スズタケなど多数の温帯性植物の出現が明らかであ

る． したがって， これらの温帯性植物は，山脈にお

いて垂直的な上限がどこにあるか学問的に興味深

く，また希少植物の保護の観点，とくに隔離された，

あるいは分布限界にある地域個体群の保護の観点か

ら重要である．

亜高山帯以下には， さらにヒダカヤエガワ， トガ

スグリ， トカチスグリ， クロピイタヤ， ヒメマイヅ

ルソウ，カモメランなど，北方系の隔離分布種も見

られる． したがって，高山植物あるいは希少植物と

してすでに社会的に評価されている植物だけではな

く，今後，地域の植物相全体の特徴を見渡した，新

たな種の評価が必要である．それらの評価がなけれ

ば， 日高山脈の植物相に見られる特徴は次第に失わ

れていくものと予想される．

北海道環境影響評価条例に基づかない

環境影響評価書と動植物等現況調査報告書

（1）環境影響評価書（北海道， 1979．北海道開発

局， 1979）の問題点

横断道路に関して，条例に基づいた正式な環境影

響評価は行われず，それに準じた調査と評価書の作

成が行われている．そのような背景を持った現地調

査が1974～1978年に行われ，①『一般道道静内中札

内線(仮称)環境影響評価書』 （北海道， 1979）と②

『一般道道静内中札内線(仮称)環境影響評価書』 （北

海道開発局， 1979）の二つの評価書にまとめられて

いる．二つ作成された理由は，静内町奥高見から中

札内村上札内まで総延長75kmにわたる横断道路

のうち，中心部の25.5kmを「開発道路」として北

海道開発局が担当し，残る両側の合計50.5kmを北
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(本州に分布，おそらくエゾヤマゼンゴ)，アケポノ

ソウ(おそらくミヤマアケポノソウ)， ヒメセンプリ

(本州に分布,おそらくチシマセンプリかタカネセン

ブリ)， リシリリンドウ（道内では利尻岳，夕張岳，

大雪山に分布,おそらくミヤマリンドウ)，クモイリ

ンドウ（大雪山に分布,？)，オヤマリンドウ（本州

に分布，おそらくエゾオヤマリンドウ)，エゾハナシ

ノプ（ヒダカハナシノブ)， ヒメトラノオ（本州以南

に分布，おそらくエゾルリトラノオかヤマルリトラ

ノオ)，オオヒョウタンポク(本州に分布，おそらく

エゾヒョウタンポク)，エゾオオヨモギ(利尻岳，大

雪山などに分布,？)，ナンプアザミ （本州に分

布,？)， ミヤマタンポポ(本州に分布,？）など，多

数の間違いや疑問種が認められる．

もしも， これらが間違いでないとするならば， こ

れだけ多くの北海道新産種や日高新産種を記録した

評価書は， 日高山脈の植物的自然を非常に高く評価

しなければならなかったはずであり，道路建設に

ゴーサインを出すことはできなかったはずである．

よって， 「貴重植物」 （環境庁， 1976） としてイソツ

ツジ，エゾノレイジンソウ， リシリリンドウ(誤り)，

エゾスグリ，アカミノルイヨウショウマの5種だけ

を挙げている評価も，当然，大きな間違いとなる．

第三に，高蓄積林分を形成している針葉樹林と針

広混交林だけが「原生的林分」として高く評価され

ている．二つの評価書では,標高700～800m以下に

針広混交林が発達し，その上部が狭小な針葉樹林と

広大なダケカンバ林によって特徴づけられるとい

う， 日高山脈における森林分布の特徴をほぼ正確に

記述しているにもかかわらず， 「原生｣の評価は，針

葉樹の大木を重視する「林業的価値」から判断して

いる．そのようにして，針葉樹が多い｢原生的林分」

は「注目すべき植生」とされ，評価対象地に貴重な

植物的自然が少ないことを強調しているのである．

そこでは，針葉樹の少なさを伐採などの人為の影響

によるのか， 自然要因によるのかをいっさい証明し

ていないので， また，広面積を占める，針葉樹が少

ない針広混交林や広葉樹林にも「原生的林分」が認

められるので，それらを低くみなした評価は明らか

な誤りである．

海道が担当したからである． しかしながら，二つの

評価書は，第一章（地域の概要および事業の目的)，

第二章（環境影響要因と予測･評価の対象項目)，そ

して第三章（現状調査） までの記述がほとんど同じ

であり，第四章（環境への影響予測・対策） と第五

章(評価）の記述だけが異なっている．したがって，

二つの評価書は以下に述べる重大な欠陥を共有して

いる．

第一に，環境影響評価の対象区間は，北海道開発

局と北海道それぞれに14.5km(仮測点18.5～33.0

km) と14.3km(仮測点33.0～47.3km),合計で

も28.8kmと総延長の4割未満しかない．それは，

事業者側が，当時の大きな自然保護世論に対して，

国定公園の予定区域だけは環境影響評価が必要と判

断したからと推測する． しかし， 自然あふれた広大

な地域における大規模な開発計画は，現在であれば

当然，計画路線全域の環境影響評価が必要である.

このことは，進捗率が低い現状では，強く認識され

るべきである．

第二に，上記環境影響評価対象区間(28.8km)と

近隣の高標高地， コイカクシュサツナイ岳・西川岳

を含む範囲からまとめられた植物目録（約350種の

維管束植物を含む）は，種の同定（どの分類群にあ

たるか決めること）に間違いが多く， まったく信頼

性に欠けている．いったん報告された種の存在を科

学的に否定することは容易ではないが，少なくとも

以下に列記する植物は，それぞれ（ ）内に記した

分布地と植物名が正しいと考える．すなわち， イノ

デ(本州以南に分布，おそらくホソイノデ)， ミヤマ

シシガシラ(本州に分布，シシガシラ)，イワスゲ(本

州に分布，その変種ダイセツイワスゲ)，エゾマメヤ

ナギ(大雪山固有種， ヒダカミネヤナギ)，ヤマオダ

マキ(本州以南に分布,その変種オオヤマオダマキ)，

キンバイソウ(おそらくヒダカキンバイソウ)，シモ

ツケ(おそらくエゾノシロバナシモツケ)，ゴヨウイ

チゴ(本州に分布， ヒメゴヨウイチゴ)， ウワミズザ

クラ(おそらくエゾノウワミズザクラ),エンジュ(栽

植,イヌエンジュ)，ミヤマツポスミレ(ツボスミレ)，

イプキポウフウ(おそらくカワラポウフウ)，シラネ

センキュウ（本州以南に分布,？)， ミヤマシシウド
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第四の欠陥は，道路の植物に対する影響調査とし

て，既設林道に沿って人工的な林縁部から林内に至

る種組成や種類数などの変化を調べた結果,｢道路端

を基点とした影響範囲は2～18mであり，直接的な

人為の影響部分を除くと林内側2～4mに止まっ

ている」との結論を導いていることである． しかし

ながら，大規模で， しかも安全性が求められる横断

道路による植生への影響について，小規模でのり面

にあまり手を加えない工法を採る林道の状態から直

接判断することは大きな間違いである．現在，横断

道路区間において既存林道を改修している場所で

は，安全性確保のために幅100mに及ぶような大規

模なのり面工事が行われている． また，横断道路の

既設部分では，広い幅員が常に森林を分断し，林内

車道として上空から見分けることができない場合も

ある林道とはその影響の度合いが明らかに異なって

いる．

第五の欠陥は，多くの環境影響評価書に共通した

ものである．評価できる自然を限定して保全目標を

少なくした上で，沢沿いの林縁部を通ることなどか

ら植物に対する影響を最小化，あるいは回避できる

との結論がある． この評価書にお定まりの論議の進

め方は決して科学的であると言えないので，道路建

設が現在進行形の今， どのように影響しているか，

現地調査による精査，検証が必要である．

以上の評価書の重大な欠陥は当時から問題視さ

れ， 1980年，北海道は北海道環境影響評価審議会の

中に「評価害検討会議」を設けている．検討の結果，

評価書の現状調査結果について「生物の種名と亜種

名が混乱しているなど，記述に間違いが多い，動植

物の調査時期が適当でない，地形・地質は概査程度

で， より詳しい調査が必要｣， また将来予測･対策に

ついては「山地に手を入れることによって生じる地

勢や生物，水への影響と，土石流などの危険性への

配慮が不足，車の排ガスなどの影響予測がない，工

法上の自然破壊防止への配慮が不十分」などの問題

点が強く指摘され，余りにも杜撰な「欠陥評価書」

の烙印が押されている．

しかし，北海道と北海道開発局は， 「全面再評価」

のために調査しなおすと，国定公園指定後になって

横断道路建設が不利になると判断し,あくまでも｢道

道認定」の手続きを進めた上で「着工行為」の中で

調査を行うことにした． この北海道の対応には，調

査や評価がどうあろうとも道路着工を優先するとい

う，道理のない，なりふりかまわない姿勢が明らか

であった．すなわち， この後に続く調査と環境影響

評価は,事前ではないので,現在でも指摘される｢ア

リバイづくり」や「アワセメント」にすら至ってい

ない． したがって，本項において植物に関して指摘

したこと，そして上記の評価書検討会議によって指

摘された内容は，現在でも大きな問題として継続し

ている．

（2）動植物等現況調査報告書（北海道， 1984）の

問題点

このようにして，道道認定後から工事着工までの

期間，1981年から1983年まで(植物に関しては最初

の2年間),北海道ならびに北海道開発局は,1980年

度実施の環境影響評価区間約29キロメートルを対

象にした動植物等調査を実施し，その結果を『一般

道道静内中札内線道路事業調査計画路線沿い動植物

等現況調査報告書』（北海道,1984)にまとめている．

この報告書では，前項で述べた『評価書』とは異なっ

て種類の同定ミスだけはかなり訂正されているが，

以下に列記するように，根本的な「欠陥」は継続さ

れている．それは， この報告書が本質的に着工行為

における調査結果,｢事後のアリバイづくり」にあり，

｢『評価書』における調査結果とほぼ同様のことが確

認された」と述べるに止まっている． したがって，

工事着工まで，横断道路に関する環境影響評価は，

形式的にも実質的にも行われてこなかったと言え

る．

第一に，植物調査は，総延長75kmのうち，静内

側の低標高地と中央トンネル部分を除いた合計23

kmだけを対象としており，評価書と同じ欠陥が踏

襲されている．具体的にはコイポクシビチャリ川上

流ではナリノ沢合流地点（標高約560m,測点18.5

km)から二股(640m,測点24.5km)までの6km

と，札内川上流ではセノ沢二股(標高約700m,測点

28km)からコイカクシュサツナイ川合流点下流1

km地点(標高440m,測点39km)までの17kmで
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群落)，④針葉樹林（エゾマツーチシマザサ群集，

エゾマツートドマツ群落)， 「自然植生，山地帯」

⑤針広混交林(エゾイタヤートドマツ群落)，⑥ク

マイザサ群落，⑦高茎草原（エゾアザミーアキタ

プキ群落)，⑧渓畔林(ホザキナナカマドーオノエ

ヤナギ群落， ドロノキ･オオバヤナギ群落)，⑨懸崖

部植生（フキユキノシタ群集)， 「代償植生」⑩崩壊

地植物群落(ヒメアカバナーヤマハハコ群落)，⑪

林縁植生(フッキソウーヤマプドウ群落)，⑫のり

面植生(オオヨモギーエゾイチゴ群落)，⑬路傍植

生（オオバコ群落)， 「その他」⑭トドマツ植林地，

⑮自然裸地，⑯河原である．

他方，横断道路沿いに限った『報告書』における

群落区分は， 『評価書』をほぼ踏襲しているので群落

番号を対応させると，以下の通りである．すなわち，

｢自然植生，亜高山帯｣④針葉樹林(エゾマツート

ドマツ群落)， 「自然植生，山地帯｣⑤針過混交林(エ

ゾイタヤートドマツ群落I),広過混交高木林〔同

II)及び広過混交低木林(同III),⑥クマイザサ群落，

⑦高茎草本群落（エゾアザミーアキタプキ群落)，

⑧渓畔高木林（ホザキナナカマドーオノエヤナギ

群落I)と渓畔低木林（同II),⑨懸崖部植生（フキ

ユキノシタ群集)， 「代償植生」⑪林縁植生（フッキ

ソウーヤマブドウ群落） と路傍雑草群落及び⑫の

り面植生（オオヨモギーエゾイチゴ群落)， 「その

他」⑭トドマツ植林地，⑮自然裸地。⑯河原，⑰人

工裸地・道路，⑱開放水面である．

これらの群落区分における欠陥を指摘すると，第

一に，④針葉樹林のうち，エゾマツートドマツ群

落はほとんど標高約750m以下から得られ，冷温帯

落葉広葉樹を混生するので,すでに述べた理由から，

山地帯のものと訂正すべきである．

他方， これらの群落区分は，鮫島ほか(1979a)で

は取り上げられていない非森林植生，すなわち⑥ク

マイザサ群落，渓畔の⑦エゾアザミーアキタプキ

群落や⑨フキユキノシタ群集，⑩崩壊地のヒメアカ

バナーヤマハハコ群落，⑪林縁植生と路傍雑草群

落及び⑫のり面植生などを詳細に区分した点では評

価できる． しかし， 『評価害』における代償植生の⑩

崩壊地植物群落(ヒメアカバナーヤマハハコ群落）

ある．

第二に，種類の同定ミスはかなり訂正されている

が，維管束植物に関する評価は問題がある．貴重植

物（環境庁, 1976) としてリシリスゲ，エゾノホソ

バトリカブト(厳密にはヒダカトリカブト)，アカミ

ノルイヨウショウマ，エゾスグリ， イソツツジ，エ

ゾムラサキツツジ，オオサクラソウ，エゾノハナシ

ノブ（厳密にはヒダカハナシノブ）およびミヤマキ

ヌタソウの九種，そして日高山脈固有植物としてア

ポイタヌキラン，オオイワツメクサ，エゾトウウチ

ソウ， ヒダカオトギリ，ホソバノコガネサイコおよ

びホソバトウキ（厳密にはその変種トカチトウキ）

の六つを特記しながら， これらは日高山脈に広く分

布することを強調している． このように注目すべき

植物を特記した上で「調査地域において比較的広く

分布している」から問題ないという主旨には，貴重

植物や固有植物を守る姿勢がまったく認められな

い．

第三に， 『評価書』と同様に，その「原生的林分」

を言い換えて，相観的に優れた(樹高20m以上，直

径40m以上の林木が均一に混生，かつ樹冠が大き

い）針葉樹林や針広混交林を「優良な林分」として

取り上げ，それらが小規模かつ局所的にしか認めら

れないことを強調し，他の広面積を占める各種の森

林を低く評価していることが問題となる．

（3） さらに指摘できる環境影響評価書と動植物等

現況調査報告書の共通した欠陥

本項では，すでに述べた山脈全域の植物学的特徴

を踏まえて，評価書・報告書の欠陥をさらに指摘し

よう．

二つの『評価書』と『報告書』における植生調査

結果，群落区分は以下の通りである． まず，近隣の

コイカクシュサツナイ岳など高標高地を含んで調査

した『評価書』における群落区分は， 「自然植生，高

山帯」①高山性植物群落（ハイマツーコガネイチ

ゴ群集,ヒダカゲンゲ群集,コメバツガザクラーミ

ネズオウ群集)， 「自然植生，亜高山帯」②亜高山性

高茎草原低木群落（ナガバキタアザミートウゲブ

キ群落，エゾノレイジンソウーウコンウツギ群

集)，③ダケカンバ林(マイヅルソウーダケカンバ
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とその他の⑮自然裸地および⑯河原について， また

『報告書』におけるその他の⑮自然裸地．⑯河原につ

いて，十分に，あるいはまったく植生資料が得られ

ていないことは大きな欠陥となる．それは，すでに

指摘した日高山脈の特徴,｢高山植物の低標高地への

下降」が植物相の調査結果から読み取ることができ

るのに，方形区や帯状区の植生資料に多くが示され

ていないからである．

『報告書』の418種からなる維管束植物目録は，す

べて標高約700m以下の山地帯から得られている

にもかかわらず，およそ一割,約40種に及ぶ高山植

物を含んでいる．すなわち， コスギラン， コケスギ

ラン，オオイワツメクサ，チャボカラマツ， カラマ

ツソウ，モミジカラマツ，エゾノホソバトリカブト

(厳密には変種ヒダカトリカブト)，ヤマガラシ，マ

ルバシモツケ，エゾノマルバシモツケ，オオタカネ

イバラ，チシマザクラ，タカネナナカマド，ガンコ

ウラン， イワオトギリ， ヒダカオトギリ，ホソバア

カバナ， ミヤマアカバナ，ホソバノコガネサイコ，

オオカサモチ，シラネニンジン，ホソバトウキ（厳

密にはトカチトウキ)，ミヤマホツツジ,イソツツジ，

エゾムラサキツツジ，エゾツツジ， イワブクロ，エ

ゾシオガマ， ヨツバシオガマ，エゾキヌタソウ， ミ

ヤマヌカポ， コミヤマヌカポ， ウシノケグサ，オオ

ウシノケグサ，キンチャクスゲ， ミヤマクロスゲ，

リシリスゲ，イトキンスゲ，エゾホソイ，チャポゼ

キショウ，ハクサンチドリ，ホザキイチヨウランな

どである．

ところが，実際に植生資料に認められる高山植物

ははるかに少数である．渓畔，河床，崩壊地など渓

流沿いの群落では，⑦エゾアザミーアキタプキ群

落のイワオトギリとカラマツソウ，⑧ホザキナナカ

マドーオノエヤナギ群落Iのマルバシモツケ，⑨

フキユキノシタ群集のヒダカオトギリ， イトキンス

ゲおよびモミジカラマツなどの高山植物を指摘で

き，帯状区資料にも沢筋の⑤針広混交林や⑧渓畔林

を中心に高山植物が出現しているが,上記の約40種

を数える高山植物がどのような生育地に出現する

か，ほとんど理解できない．

筆者の日高山脈における調査によると，低標高地

に下降する高山植物の自然な生育地として，植被が

ほとんどないとして植生調査が行われていない「⑮

自然裸地｡⑯河原｣，そして⑪ヒメアカバナーヤマ

ハハコ群落が成立する「崩壊地」が挙げられる． こ

れら渓流沿いの群落立地は，植物が疎生する特徴に

よって肉眼的に遠くからは捉えにくいが， ヒメアカ

バナなどを共通種としながら下降した高山植物を多

数含む「裸地，河原そして崩壊地」の1群落として

捉えることができる．評価書・報告書に認められる

植物相と植生の調査結果における高山植物数の大き

な食い違いは， これらの植生調査が改めて必要なこ

とを示している．

まとめ

（1）貴重な植物の評価

最近発表された「維管束植物のレッドデータプッ

ク」 （環境庁, 2000)によると， 日高山脈の植物とし

て100余種が挙げられる中,横断道路沿いには， 「絶

滅危倶植物」として絶滅危慎IA類(CR)のオオイ

ワツメクサ，エゾトウウチソウ，カムイコザクラ(筆

者による)，絶滅危倶IB類(En)のトカチスグリ(筆

者による)，エゾシモツケ，エゾヒョウタンポク，コ

モチミミコウモリ，ナンプソモソモ，絶滅危倶II類

(Vu)のチャボカラマツ，エゾノジャニンジン，ホソ

バトウキ（トカチトウキを含む)，エゾムラサキツツ

ジ， ソラチコザクラ，エゾキヌタソウ， ミヤマハナ

シノプ(厳密にはヒダカハナシノブ)，アポイタムキ

ランの，合計16種が認められることになる．これら

は，環境庁(1976)の貴重植物や1989年公表の植物

レッドデータブックとは異なるので，横断道路周辺

では，それらを失わないための調査が必要である．

しかしながら，上記のようにすでに指定された種

の評価だけでは植物相の特徴を守ることができない

と考える．上記の絶滅危倶植物は，全国レベルで判

断され，すでに述べた温帯性植物の地域個体群のよ

うに，北海道レベルで判断されたものではない．最

近，北海道では「北海道RDB」が公表され， 「希少

野生動植物保護条例｣が制定されたばかりである(北

海道,2001)．これによると，日高山脈に100余種を

挙げながら，横断道路沿いの植物では，絶滅危急種
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の低標高地が環境影響評価の対象区間から外され，

未調査であることは， このような温帯性植物の評価

から忘れてはいけないことである．

したがって，北海道並びに北海道開発局による調

査区間が路線全体， とくに静内側の低標高地に及ん

でいないことを考え合わせると，横断道路の直接的

影響を云々する前に， まず現状調査が必要であると

言える．現時点では，工事がなされていない区間を

含む路線全体の基礎調査，そして工事が進められた

区間では道路建設の影響調査， これら両方の現状調

査が必要である．ただし， これらの調査は，予め工

事を続けるために「アリバイ的」に行うのではなく，

植物相の特徴を守るために科学的かつ網羅的に行う

ことが肝要である．

（2） 山脈全体に与える影響の大きさ

「自然の奥深さと原始性を感じさせる場｣となる日

高山脈の中心部に，長大な横断道路が一本通される

と，その自然はいったいどうなるのだろうか．前項

で指摘したように，守るべき自然（保護目標）を少

なく設定し，それらに対する影響を評価するだけで

は，一本の道路が自然に与える影響を全体的には評

価できない．対象地域の守るべき自然に対する直接

的な影響だけではなく，横断道路から離れた周囲の

広大な自然に対する間接的影響も十分に考慮しなけ

ればならないからである．

鮫島･(1984）は，すでに， この横断道路建設の影

響について「一枚の吸い取り紙にインキで一本の線

を引くようなもの」と比喰し， また横断道路が日高

山脈の大自然を分断することに対して「一カラット

のダイヤモンドを二分の一カラット二個に， また四

分の一カラット四個にする価値を下げる愚策」と比

職して，横断道路はいらないと結論づけている．本

来は， このように山脈全体に対する影響について論

議されなければならないと思う．

北海道の希少植物は，開発行為による生育地破壊

や盗堀などの直接的影響だけではなく，踏み付けや

山菜採取などの人々の立ち入りによる間接的な影響

にもさらされ，悲惨な現状にある．また，自然の｢原

始性」は人々の立ち入りを制限するところに価値が

ある．一本の長大な道路は，上記すべてに対する影

<Vu)のミヤマビャクシン，シラネアオイ，カムコザ

クラ， ソラチコザクラ，希少種(R)のコケスギラ

ン，オオイワツメクサ， ヒダカトリカブト，エゾト

ウウチソウ，オオサクラソウ， ミヤマハナシノプな

どが挙げられている． これらは， 日高山脈の固有植

物が主体となるが， さらに低標高地に出現した高山

植物，分布限界に達する，あるいは隔離分布する温

帯性植物の地域個体群なども北海道レベルで高く評

価されなければならないと考えている．

前項に挙げた『報告書』の維管束植物目録418種

のうち，エゾノマルバシモツケ，ガンコウラン， イ

ソツツジ，エゾムラサキツツジは，セノ沢二股付近

の風穴植生， 「高山性ヒース群落」に出現し， 「注目

すべき植生」の中で特記されている． しかし， 日本

を見渡しても非常に希少なコケスギランとホソバア

カバナを含む,残る30種以上の高山植物はまったく

評価されていない．道道認定から着工までの事業者

や推進者による主張には,｢決して高山帯に至らない

地域であるから，貴重植物や高山植物はない」との

説明が散見されるが，実際には，事業者みずから多

数の評価すべき高山植物を報告していたのである．

さらに, 2000年秋，横断道路に当たる札内川セノ沢

において概況調査をしたところ， 『報告書』に挙げら

れた他に,高山植物のリシリシノブ,ミヤマハイピャ

クシン，アカモノ，ツマトリソウを新たに確認した．

このうち， リシリシノプは国内でも極めて希少な高

山植物であり，それが今後の工事進行によって失わ

れてしまうのである．

他方，森林植生の資料には， コマガタケスグリ，

ミヤマイタチシダ，エゾノジャニンジン（日高山脈

固有変種),ジャコウソウなどの温帯性植物が認めら

れる． とくにジャコウソウは，道内では渡島から留

萌まで日本海側を北上するドクウツギ型の分布を示

すが，一方で胆振・日高まで東進しており， クリ型

にも似た分布を示している． このジャコウソウは，

道内において北限や東限に近づくほど，点々と隔離

分布するので，横断道路付近に認められたものは，

保護すべき地域個体群として非常に重要である． し

かし，評価書・報告書ではこれらの温帯性植物も評

価されていない．横断道路周辺では， とくに日高側
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響を新たに生み出し，山地帯の植物だけではなく，

亜高山帯・高山帯の植物まで様々な影響を及ぼして

しまい， 日高山脈の植物学的特徴を失わせる危険性

が高いと予測できる．

自然公園における保護と利用の二つの目的のう

ち，現在は「利用」を重視する傾向が強いので，横

断道路一本によって，上記の種々の影響．危険性は

いっそう増幅されてしまうにちがいない．原田

(1989)は， 日高山脈襟裳国定公園について，原始性

豊かな自然が残されていることと海岸部を除き一段

的な探勝地が少ないことを指摘している． ここに指

摘された二つの内容を自然公園における保護と利用

と勝手に読み替えると，それらの両立はなかなか難

しい． 日本における自然保護行政の現状から考える

と，日高山脈は,保護と利用の二つの目的を持つ｢自

然公園」であるより原始的自然の保護に重きを置い

た「原生自然環境保全地域」である方が良い，ある

いは原生的自然の保護に重点を置いた，国際的に通

用する「国立公園」になりうる，そういう大自然だ

と筆者は判断している．

（3） ソモソモの誤りから抜け出すこと

事業者による『評価書』・『報告書』と，筆者も参

加した『日高山系自然生態系総合調査報告書(総説・

植物篇)』 （北海道， 1979）は，本来はまったく無関

係なものである．前者は，横断道路の環境影響評価

を目的として（計画推進の根拠として）横断道路周

辺を調査対象にしており，後者は国定公園指定のた

めに山脈全域を対象にして横断道路予定地について

は一部だけしか調査していない． これらは， 目的も

調査対象地も異なり，それぞれまったく個別にまと

められている． しかし，両者は北海道（担当部局が

異なる）によってほぼ同じ時期に調査された結果で

あるため，後者の結果が事業者側に悪用された部分

がある．それは，後者において山脈全域の高標高地

を中心に判断した「保護すべき地域」が記述されて

いるが，事業者側は，横断道路予定地がそれらから

外れているから「保護しなくても良い」と読みとっ

たのである．筆者は， この事業者側による屍理屈．

姑息なこじつけ･筋違いの曲解を聞いた際， 20年も

前のことであるが，唖然とした覚えがある．

そもそも，横断道路推進の力が北海道環境影響評

価条例にあったにもかかわらず正式な環境影響評価

をさせなかった．国定公園指定前の道道認定である

から， また工事区間を開発道路などに短く細分して

短区間であるから，環境アセスメントの対象になら

ないとした．その上で，条例に準じたという調査と

影響評価がなされたが,昔の不備が多い基準のまま，

しかも事業者に都合の良い場当たり的な方法が採ら

れ，重大な欠陥が明らかな，事業者による『環境影

響評価書』が作成された．本稿で指摘してきた「評

価書の欠陥」については，正式なものでないからと

最初から回避する逃げ道を用意していた．以上の事

業者の姿勢には， 日高山脈の自然を守る姿勢はまっ

たくない．

それに対して， 日高山脈および横断道路予定地の

植物的自然が高く評価され,横断道路だけではなく，

山脈全体の自然への影響が強く危倶される．以上の

ことから，当初から指摘されているように， 「横断道

路はいらない」と結論する． ここまで，筆者が分析

できる植物に焦点を当てて「重箱の隅をつつく」よ

うな論議を進めてきたが，そのすべてについて，皆

さんの深い理解を願っている．事業者によるソモソ

モの誤りから抜け出し， 日高山脈の大自然を守るた

めには， さらに詳細な調査研究が必要である．
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日高山系の昆虫と保全

一日高横断道路（道道静内一中札内線）への疑問－

岩佐光啓

（帯広畜産大学畜産学部教授）

日高山系の昆虫相

これまでに北海道日高山系の昆虫類に関する比較

的まとまった報告しては，明治大学理科部連合会

(1967, 1968）による南部･中部日高における調査報

告,永盛・永盛（1974） と北大昆虫研究会（1975）

による日高山系南部のアポイ岳における蝶類に関す

る報告，伊藤（1976）による日高幌尻岳の蝶相，帯

広畜産大学自然探査会（1978）による戸蔦別川流域

の蝶相についての報告，平井（1979）による北部地

域の蝶相に関する報告，西島・小野（1984）による

札内川ダム付近の陸生昆虫に関する調査報告などが

ある． しかしこれらの報告は，いずれも山系の一部

の地域の一部のグループについての断片的な報告に

すぎず， 日高山系の昆虫相についてはまだ多くの未

知の部分が残されている．

これまでに記録されている昆虫類に関する知見を

概観すると， 日高山系の昆虫類は， 日本の他の山で

はみられない大きな特徴をもっているといえる． ま

ず，チョウ類のダイセツタカネヒカゲとカラフトル

リシジミは， 日本では主に国立公園の大雪山と日高

山脈の高山部にのみに生息する北海道特産の高山

チョウで，天然記念物にも指定されている． またヒ

メチャマダラセセリは， 日本では日高山脈南部（ア

ポイ岳）の中・低山帯の一部地域（お花畑）にのみ

生息環境が局限している北海道特産のチョウで， こ

れも天然記念物に指定されている. このように日高

山脈は，大雪山系に共通した北海道特産の高山チョ

ウの生息環境を有する一方で， 日高山系の特産種を

も有するという独自の特徴をもっている．

また，甲虫目のヒダカチビゴミムシ， ヒダカメク

ラチビゴミムシ，ナカヒダカメクラチピゴミムシ，

ペテガリメクラチビゴミムシ， ラッコメクラチビゴ

ミムシ， ワタナベメクラチビゴミムシなどのゴミム

シ類は，世界的にみても日高山系の高山帯の石の下

や雪渓の周辺，森林限界近くの沢の源頭などのみに

生息する極めて特異な環境に適応した貴重な新種と

して発表され(Ueno, 1960a, 1960b, 1961, 1971),

これらは日高山系の固有種と考えられている． また

同じ甲虫類のヒダカキンオサムシやヒダカマルガタ

ゴミムシなども日高山系に固有の亜種として知られ

(木元・保田， 1995)， さらに大陸の極東地域やサハ

リンから記録のあるカミキリムシ科のオクエゾトラ

カミキリも日本では日高山系からのみ記録されてい
←、

る（西島･小野， 1984)． これらのほとんどは，最近

北海道(2001)によって出版された「北海道のレッ

ドデータプック2001」において「希少種」にも選定

されている．

さらに，直翅目のヒダカヒラタクチキウマも世界

で初めて日高山系から新種として記載され(Ishik-

awa, 1993),日高固有種である可能性が高く，その

他トンボ類，ハチ類，双翅類など，環境庁（1991）

による「絶滅のおそれのある野生生物」や「北海道

のレッドデータブック」 （前出)に選定されている希

少な種が数多く生息している．

以上のように， 日高山系の低山帯から高山帯にい

たるまでの多様な環境は，温帯性昆虫から寒帯・高

山性昆虫まで多様な昆虫類が生息する貴重な環境と

いえ， これらは食物連鎖という相互依存社会の中で

その基幹動物として重要な役割を担っている．そし

て，現在においても日高山系からの昆虫に関わる新

知見が毎年のように報告されている．特に日高固有

種・日高特産種･北海道特産種等は，世界的な見地，

大陸における分布との関連性,大雪山系との共通性，

さらには夕張山系との関連性の観点など，生物地理

や系統進化上においても極めて重要といえる．
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れまでに述べてきたように学術的にも生態系の基幹

動物として働きや生物多様性の観点からもその価値

は極めて高い． しかし，その日高山系の自然も近年

の樹木の伐採，林道の建設，砂防ダム等の工作物の

建設，車両の通行，人の侵入等によって様々な影響

を受けており，昆虫類についても特に環境の変化に

弱い昆虫の減少，人為的撹乱に強い種の増加や帰化

種の山域への侵入・増加など人為的影響が起きつつ

ある．

それでもこれまでに日高山系のその原生境ともい

える自然が他の地域に比べて守られてきたのは，山

塊の険しさ，アプローチの長さ，深さなどの存在が

大きい． しかし， 日高山系の中枢部を貫く日高横断

道路のような道路がこのまま建設された場合，建設

工事による直接的な影響はもとより，開通後の恒久

的な車両の通過と人の侵入によって日高山系の原生

的自然ととそこにすむ昆虫類の存在基盤も脅かされ

るのは明白である．

長い歴史，変化に富んだ地形そして豊かな植物的

自然の上に成り立つ日高山系の昆虫類は，いまだに

その全貌は未解明で，今後さらにそれらの解明を進

める必要がある．それと同時に， この山域において

基幹動物として重要な働きを担う小さな昆虫類の多

様性とそれらがすむ生態系を守ることが重要であ

る．それは，ひいては私たちの生活基盤を守ること

につながるであろう．

日高山系の自然は， 「昆虫｣の視点からも人類の遺

産として恒久的に保護され，引き継がれなければな

らないものである.着工から18年以上も経てまだ完

成のめどもたたず，天馬街道などの完成によってそ

の意義や社会的必要性は薄れ，投資効果も極めて悪

い上に貴重な原生的自然に影響を及ぼす日高横断道

路は，即時に工事を中止することが， 「環境の世紀」

にふさわしい英断といえよう．

日高横断道路の「環境影響評価書」への疑問

日高横断道路の環境影響評価において，昆虫類の

影響評価に関しては，北海道（1984）による「一般

道道静内中札内線道路事業調査計画路線沿い動植物

等現況調査報告書｣においてまとめられ,合計1,854

種の昆虫が報告されている． しかしこれらの調査に

おける調査年数，調査時期・回数，調査方法などは

限られており，このような調査で確認された種数は，

実際に調査地域周辺に生息する種数のごく一部にす

ぎない． しかもこれら採集・確認された昆虫類のほ

とんどは種名が羅列されているだけで，特定の一部

の種類についての断片的な記述があるにすぎない．

そこには，昆虫類の生態系における働き・相互関係

や開発周辺地域の昆虫類の多様性やその意義を総括

的に評価する姿勢が全く欠落している． このような

状態で，報告書の最後に「保全目標は維持される」

などという結論が出されている点については到底認

められるべきものではない．また，工事による崩壊，
P←

土石流などによる陸生昆虫類，水生昆虫類などへの

影響評価がなされていない点も大きな問題である．

さらに，道路建設においては，建設後の恒久的な車

両の通行による排ガスによる影響，車両と昆虫との

衝突や踏みつぶしなどの昆虫の交通事故による影

響，道路照明灯による昆虫類への誘因・撹乱の影響

などの評価が当然必要となってくるが， それらが全

くなされていない．その上，車両の通行によって多

くの人が入ることによる蝶類などの貴重な種の乱獲

などの二次的影響についても全く触れられていな

い．

道路建設においては，建設による影響とともに建

設後の長期にわたる影響の評価も極めて重要なもの

である． このように， 日高横断道路の環境影響評価

書は，極めて多くの欠陥を抱えており，評価書と呼

ぶに値しない．

／

日高横断道路と日高山系の昆虫類の保全

日高山系は，大雪山とともに北海道の二大脊梁を

形成しており，その広範囲な広がりと急峻な地形を

有する山塊は，今なお日本で最後に残された原始的

自然の姿を保っており，そこに生息する昆虫相はこ
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ヒグマの保護について

青井俊樹

(岩手大学農学部教授）

科学研究センター， 1996)．その結果,現在道内では

大きく4つの地域個体群に分けられると考えられて

いる．それらは1．道東・宗谷地域（天塩・増毛地

区も含む)， 2． 日高･夕張地域， 3．積丹･恵庭地

域， 4．渡島半島地域の4地域である． このうち3

の積丹・恵庭地域は環境庁によって，絶滅のおそれ

があることから（生息数100頭前後と推測されてい

る） 「特に保護に留意すべき地域個体群｣に指定され

ている(環境庁編， 1991)．上述のように， ヒグマは

世界各地で稀少動物になってしまった現在， ヒグマ

が生息している諸国では既存の個体群の安定的維持

は国際的な責務であり，先進諸国に比べて生息数が

多いとされる我が国に寄せられる期待は大きいとい

える．

世界的な位置づけおよび主な分布

エゾヒグマ酌szfs""crosyesog7zsjSL.は，世界的

にその分布をせばめているヒグマの一亜種で，我が

国では現在は北海道および南千島の諸島のみに生息

する，我が国最大の陸上野生動物である．

ヒグマは北半球の大半の諸国で保護獣に指定され

ており，特にヨーロッパでは，かつては全域に生息

していたが，開発および狩猟の進捗にともないほと

んどの国で絶滅してしまい，現在ではスカンジナビ

ア半島，東ヨーロッパおよびピレネー山地にほぼ孤

立した地域個体群が残されているに過ぎない．北ア

メリカ（グリズリー）については，アメリカ合衆国
J

本土ではかつてはカリフォルニア近辺まで広く分布

していたが， ヨーロッパ諸国と同じような経過を急

速にたどり，現在ではイエローストーンおよびグレ

イシャーの2つの国立公園にわずかに残っているに

過ぎず，厳重な保護管理下におかれている．それら

の国立公園では，常に人気動物のトップクラスに位

置づけられているが，それらの公園でもヒグマは滅

多に見られないため，市民ははるばるアラスカまで

ベアウオッチイングの旅に出かけるほどである．な

おアラスカ，カナダにはまだ安定した個体群が存在

する．

このように， ヒグマは世界的に見ても，貴重かつ

稀少な大型野生動物として位置づけられ，多くの諸

国で生息数の安定的維持あるいは回復が課題となっ

ている．

／

ヒグマの保護は私たちの責務だ（稗田一俊氏提供）

日高地域のヒグマの地域個体群の状況

現在進んでいる日高横断道路建設の予定地に含ま

れるのは，日高・夕張地域に分類される地域個体群

であり，個体数の大きな減少傾向は報告されていな

い．すなわちまだ比較的安定的な個体群が維持され

ていると考えられ，上述のようにヒグマが世界的に

希少種になっている状況にあっては， こういった地

我が国のヒグマの地域個体群の状況

エゾヒグマのおおまかな分布は上述の通りである

が,生息数はおよそ2000頭前後と推測される．しか

し，南千島を除く生息分布域は次第に狭くなってお

り，その傾向はとりわけ1980年代以降も着実に進ん

でいるとともに，分断化が進んでいる（北海道環境

●
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口域個体群を将来にわたって安定的に維持管理してい

くことは，我が国の義務でもある． また本地域個体

群は,近年の調査により，レッドデータリストに載っ

た隣接個体群である，積丹・恵庭個体群との個体の

交流が確認された． このことはすなわち，本地域個

体群は隣接個体群への個体および遺伝子資源のス

トック源とも考えられ， より一層その安定的な維持

が望まれる．

に加わり， ミズナラ， コナラのドングリや， ミヤマ

マタタビ，サルナシ，ヤマプドウなどの漿果類，一

部地域ではエゾシカや， カラフトマスなどの動物質

も含めて集中的に採食して脂肪を蓄積し，12月前後

に冬眠穴に入る． もし秋に十分の食物を取ることが

できたならば，妊娠メスは，冬眠中の1月から2月

にかけて2頭前後の子グマを出産する．不作，生息

地の条件の悪化などで，秋に十分食物を採れなかっ

たメスは，たとえ妊娠していてもその冬には出産せ

ず，受精卵を吸収してしまう． これは飲まず食わず

で冬中子グマを哺乳することによる母体の衰弱の危

険性を下げる適応的対応と考えられる．

ヒグマの生物学的特徴

ヒグマは食肉目に分類される大型哺乳類である

が，その食性は雑食であり， とりわけ植物質にかた

よっている(Aoi l985,Odachi･Aoi l983他).

とりわけ， この傾向は第二次大戦後になって河口で

の増殖事業により，多くの河川でサケマスの遡上が

見られなくなって以降顕著になったと考えられる．

一方でごく最近になって，エゾシカの急増による莞

死死体などをヒグマが利用する割合が急増している

という報告もある（北海道環境科学研究センター，

2000).

ヒグマの食物は季節を追って変化する． 4月から

5月にかけて，冬眠穴から出るが，出た直後はほと

んど採食しないか， しても沢筋にわずかに芽生えた

緑色草本の新芽をかじる程度である．穴から出てし

ばらくすると，除除に採食を始め，前年度に落下し

たドングリ，冬の間に死亡した動物の死体（最近で

はエゾシカ)，沢筋や湿地に芽生えた緑色草本(ザゼ

ンソウ，エゾイラクサ，オオプキ，セリ科草本など）

を食べる．初夏から夏にかけては，やはり沢筋や湿

地，山地の雪崩跡の草地などで成長の盛んな高茎草

本（オオブキ，オオハナウド，エゾニュウ， ソゾノ

ヨロイグサ， ミズバショウ，ザゼンソウなどの柔ら

かい茎や葉を集中的に食べる.その他動物質として，

アリ類，ハチ類（ミツバチ，スズメバチ）を巣ごと，

また地域によってはザリガニなども食べる． また，

交尾はこの季節におこなわれる．夏の終わり頃にな

ると，草本類は固くなり栄養価も落ちてくるので，

比較的早くから結実する漿果類，特にヤマグワ，シ

ウリザクラ，エゾヤマザクラ，キイチゴ類などを好

んで食べる．秋の進行とともに各種堅果類がこれら

日高横断道路開通がヒグマにおよぼすと

考えられる問題点

もっとも可能性が高いと考えられることは，道路

建設作業および完成後の法面などからの土砂流出に

よる，沢筋，湿地の植物生育条件の悪化である．上

述のように， ヒグマにとっては春から夏にかけて， 、

こういった場所に群落を形成する各種高茎草本群落

がもっとも重要な採食場所となる．そのためそのよ

うな場所が道路開設により，つぶされたり土砂に

よって汚染されたりすることは採食地の消滅につな

がる．特にメスグマのように，行動範囲がせまく，

かつ他のメスとあまり生息域が重ならないものに

とっては， 自分の生息域内の採食場の条件悪化は，

個体の存続に大きな影響を与えかねない．

次に道路開設による奥山へのアクセスの改善は，

多くの人間の入り込みを呼び， ヒグマとの接触の機

会が急増すること，時にはそれが人身事故の発生に

もつながり，結果として駆除される個体が増加する

可能性が高い． またハンターにとっても奥山での狩

猟がおこないやすくなり，狩猟圧の高揚を招くこと

になる.また交通事故の発生も危倶される．こういっ

たことは，将来的に日高・夕張地域個体群の衰退に

つながることになり，ひいては隣接する積丹・恵庭

地域個体群のさらなる衰退につながる一方，世界的

に稀少動物となったヒグマの保全という国際的な責

務を果たせなくなる可能性がある．

、
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道路によってヒグマの生活はどのように変わってしまうの

だろうか（坂下康裕提供）
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日高山系のナキウサギについて

小島 望

(北海道教育大学岩見沢校非常勤講師）

ナキウサギの生態

ナキウサギの生態は，岩塊地の存在抜きでは語れ

ない．岩の隙間は捕食者(猛禽類や，エゾオコジョ，

イイズナ，エゾクロテン，キタキツネなど）の視線

に身をさらすことなく食物に接近でき，危険を感じ

るとすぐに避難できる．北海道の岩塊地では，風穴

が発達した場所が多く見られ，高温や直射日光に弱

いとされるナキウサギに冷涼な環境を提供している

(芳賀， 1958；小野山， 1997)さらにナキウサギは保

護色によって，岩の上でじっとしていると見つかり

にくいうえに，逆に捕食者を発見しやすいというメ

リットもある．ユニークな習性である「貯食」にも，

岩場の存在が一役買っている． 「貯食｣は，冬眠しな

いナキウサギが，冬場の食料を確保するために晩夏

から初冬にかけて大量の植物を集めて岩の隙間に貯

蔵する行動をいう(Kawamichi, 1971)．岩の隙間は

涼しく，貯蔵した植物は低温化で乾燥されるうえ，

集めた植物が風で飛んでいってしまったり，雨や雪

が直接当たってカビが生えたりするなどを防ぐ役目

をしていると考えられている(小野山｡牟田， 1991)．

このように，岩塊地は，ナキウサギに安全で冷涼

な空間を提供する重要な役割を果たしている． した

がって，開発行為によってナキウサギの生息する岩

塊地を破壊した場合（環境悪化による実質的な破壊

も含めて),ナキウサギが絶滅へと近づくことは容易

に予想がつく．

日本のナキウサギ

日本に生息しているエゾナキウサギOc加如"α

伽e7'607℃αyesog"siSは,サハリンや大陸のシベリア

に広く分布するキタナキウサギOc"0#0"α 血)妙9？名

加形αのl亜種であり，北海道に限られて分布する．

エゾナキウサギは，氷期に大陸から陸続きであった

北海道に渡り，後氷期，北海道が大陸と離れた際に

北海道に取り残された「氷期遺棄種（氷期遣存種)」

と考えられている(川道,1996)．エゾナキウサギ(以

下では単にナキウサギという）の分布は，北海道の

中央部に限られ，北見・大雪山系， 日高山系および

夕張･芦別山系の3つの分布域に大別されている(小

野山， 1993；1997；川道，1997；環境省, 2002).標

高範囲は，幌満川の50mから白雲岳頂上の2230m

までわたるが，特に1500～1900m多い（川辺，

1990；小野山・宮崎， 1991)．

哺乳類学会のレッドデータブック（川道， 1997）

によると，ナキウサギは，存続基盤が脆弱であり，

生息条件の変化によって容易に上位のランクに移行

するような要素（脆弱性）をもつとされ， 「希少種」

としてランクされている．なかでも，夕張・芦別山

系の地域個体群は,｢絶滅のおそれのある地域個体群

(LP)」として絶滅率の高い位置にランクされている

(環境省, 2002).

日高山系のナキウサギ

北海道のナキウサギに関する研究は，おもに大雪

山系において進められ，夕張・芦別山系と日高山系

では少ない． 日高山系では芳賀ほか（1979)，枡田

(1987)，小野山・宮崎（1991）および川辺（1989；

1990）などの研究が挙げられるが， これらはおもに

山脈の稜線を中心にして行なわれてきたので，道道
葉っぱをくわえるナキウサギ（小島望氏提供）
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静内中札内線（通称：日高横断道路）建設予定地を

含む比較的低標高地でのナキウサギの分布，生態な

どに関する情報が十分には得られていない．した

がって，日高山脈の稜線意外に生息するナキウサギ

は，分布や生態が詳細に研究される必要があるだろ

う．

例えば，道路建設予定地周辺の一部である，セノ

沢を含む札内川上流域において，低い標高地に点々

と隔離されたナキウサギ個体群が認められる（北海

道， 1984；北海道開発局，1979)．しかし，セノ沢二

股（標高約660m)は上方に位置するセノ沢カール

(標高1350～1450m) と，八ノ沢の生息地は八ノ沢

カールと，本流沿いの生息地は九ノ沢または十ノ沢

のカール群と，それぞれのナキウサギ生息地との間

で個体群が本当に隔離されているのか，あるいはそ

れぞれにおいて移動があるのか， さらに，高標高の

カール個体群と低標高地の間に移動の中継点となる

生息地がさらにあるのかは全くといっていいほどわ

かっていない．それ故に，ナキウサギに対する道路

建設の影響についてはとりわけ十分な調査が求めら

れるのである．

調査は, 2000年9月から2002年9月まで5回に及

ぶ予備的調査を繰り返した後,本調査として2002年

10月14日と15日の2日間,合計12時間行なった．

調査方法は，ナキウサギ生息の重要な証拠となる痕

跡,すなわち，「食痕」（高橋,1980；小島, 1999a, ;

小島2001),｢糞｣(川道,1994),｢貯食｣(Kawamichi,

1971；小野山･橋本， 1991)と， 「鳴き声」 (Kawami-

chi, 1981;1996;小島, 1999b)の有無を調べ,GPS

受信機を利用して,それらの詳細な位置を25,000分

の1の地形図上に記録した．分布図の作成は，おも

にパソコンを使用した．

その結果，以下のことが示された．

●ナキウサギ生息地は，一般に，露岩地（ガレ場)，

その上に成立するアカエゾマツとトドマツなどから

構成される針葉樹林やハイマツ，イソツツジ，ガン

コウランなどの高山植物から構成される低木群落

(低地では風穴植生)にある． しかし，本調査地にお

けるナキウサギ生息地は，上記のような生息地の他

に，チシマザサ群落に被われ，一見するとナキウサ

ギが生息しないように見える場所にまで及んでい

た． このチシマザサ群落は，外観からは確認できな

いが，内部に入ると，地表面にナキウサギが出入り

できる間隙を持った，小規模な岩塊堆積地が点在す

ることが分かった．本調査地のように，広範囲にわ

たってササ群落の中にナキウサギが生息する事例

は，今回初めて確認された． このケースは，過去の

研究において報告されていないので，本生息地の環

境は極めて特殊であるといえる．

●静中トンネルの建設予定地坑口（中札内側）周辺

における開発局によるナキウサギ調査は，以下の点

で大きな間違いがある(北海道開発局, 2000, 2001,

2002;図参照)．すなわち, 1)本調査において確認

された生息範囲（生息地B)は，北海道開発局の調

査結果と比較すると， 2倍以上の面積に及ぶこと，

2）横断道路（ルートおよびトンネル坑口）は，生

息地と約30mの距離に近接していること, 3)これ

まで報告されていた生息地C(北海道, 1984)は本

調査において追認されたが，それを記載せず， トン

ネルルートによる生息地Bとの分断化を現す図示を

避けていること， 4）ナキウサギの生態を無視した

’
詞

●

瞑想中のナキウサギ（小島望氏提供）

日高横断道路がナキウサギに及ぼす影響

筆者は， 日高横断道路がナキウサギに与える影響

について予測するため，北緯約｡42'36,東経約

｡142'49，十勝川支流札内川上流のセノ沢二股（標高

約660m)の南西側にある北東向き斜面の下部(標高

660～900m,面積約200,000m2)の，静中トンネル

(日高横断道路が十勝側から日高山脈の主稜線を貫

くトンネル）の建設予定地周辺で調査を行なった．
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限にするために道路自体もトンネルに変更したた

め，ナキウサギへの影響はより少ないとしていた．

しかし， これと近接する既存の道道鹿追糠平線の然

別湖湖畔トンネルにおいて，1994年のトンネル建設

の後，そこに長年生息していたナキウサギ個体群が

消失してしまった(小島1999a)． また，同道路の

拡張によって，白樺峠近くの千畳崩れの露岩地に生

息していたナキウサギは，かつて道路端まで及んで

いた生息範囲を十数m後退したと報告されている

(小野山， 1997)． このようなトンネル工事や交通量

の増加の他，ダム建設によるナキウサギ個体群の絶

根拠のない記載が多いことである． ､開発局による調

査は，ナキウサギ生息範囲，そしてそれと道路間の

距離の把握に関して,調査の精度が極めて低いうえ，

ナキウサギの生態を十分に理解できていないと断言

できる．また，その調査結果は，相当に悪意的にま

とめられていると判断できる．

開発行為がナキウサギの生息地を消失させた事例

大雪山系における一般道道士幌然別湖線（通称：

士幌高原道路)で示された建設計画の概要(北海道，

1994）では，車の排気ガス，騒音，振動などを最小

。
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図．静中トンネル建設ルートと周辺のナキウサギ生息地(濃線：本調査結果,薄線：開発局

による調査結果，網線：道路およびトンネル建設ルート)．各プロットは，痕跡確認地点を
表示．
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日高横断道に関わるシマフクロウおよび希少鳥類について

竹中 健

(シマフクロウ環境研究会代表）

め消滅し，繁殖の機会を失ったシマフクロウも消失

した．

シマフクロウの保護事業は現在環境省が中心に取

り組んでおり，主に人工巣箱の設置や人工給餌など

の繁殖支援を実施している．現在生息するつがいの

多くがこれら人為的な支援を受けているが，保護の

手厚い道東の一部地域では生息数が増加傾向にあ

る．しかしながら，生息地が不足し， また各生息地

が分断されているため，親子や兄妹の近親交配事例

が増えてきている．

シマフクロウ保全の重要性は単にその希少性のみ

ではない．魚食性で大木の樹洞を繁殖に必要とする

シマフクロウは，河川や森林生態系の頂点に位置す

る動物であり地域の生態系の健全度や安定性をはか

る良い指標になり， またさらに高度な自然を広い範

囲で要求するシマフクロウの住む環境には，同時に

他の多くの生物の生息を保障することにもなる（い

わゆるアンブレラ種).すなわちシマフクロウを保全

することは生態系の多様性を保全することにもつな

がる点で重要なのである．

シマフクロウは希少生物であるため，現在得られ

ている生息地の具体的情報は保全上の理由でここで

はほとんど詳述できないことをご理解いただきた

い.また,内容はほとんどが未発表のオリジナルデー

タに基づくものである．

シマフクロウについて

シマフクロウは国のレッドデータブック絶滅危愼

1A類（ごく近い将来において絶滅の危険性が極め

て高い種）にランクされている希少鳥類で，絶滅の

危機に瀕している．かつては北海道全域に多数分布

していたことがわかっているが，現在道内での生息

数は130羽程度と推定されており，生息地のほとん

どは知床半島など道東部に集中する．

シマフクロウは主に河川や湖沼沿いの広葉樹林か

ら針広混交林に生息する． また河口部から山地まで

幅広い標高帯に生息する．定着性が強く，行動圏は

おおむね河川沿いに10km以上になる．繁殖には胸

高直径1m程度のミズナラ，ハルニレ，シナノキな

ど大木の樹洞を利用する．毎年繁殖を行うが自然下

での繁殖成功率は低い．主要な餌は魚類であるが，

両生類，小型の哺乳類や鳥類なども捕食する．寿命

は自然下で20年程度はあると見られ，長寿命であ

る．

シマフクロウの生息数が激減したのは生息環境の

悪化によるものに他ならない．河川へのダムや落差

工の設置，河口部でのウライ設置によるサケマスの

捕獲により，秋季のシロザケ，カラフトマスのみな

らず，北海道の主要な河川魚類であるアメマス，サ

クラマスなどサケ科魚類の遡上が阻害された．加え

て河川改修や水質悪化などによる河川環境の悪化に

より，多くの河川で魚類資源量が激減し，シマフク

ロウの餌資源も枯渇した．いつぽう，シマフクロウ

が営巣に必要とする巨木は森林伐採や農地開発のた
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日高山系のシマフクロウの現状

シマフクロウはかつて日高山系にも多数生息して

いたことがわかっている． ところが戦後生息数が減

少し始め,日勝峠以南の日高山系で1980年代後半か

ら1990年代初めにかけては最低8地点での生息地

が確認されていたが, 1990年代に入ってから次々と

生息地が消滅し，先の8地点のうち現在でも生息が

継続しているのはわずかにl地点のみである．通常

シマフクロウが死亡して生息地が空白になった場

合，生息密度が高ければすぐに新規個体により空白

が埋められることが明らかになっているが， 日高山

系の生息地ではそのような充填が10年間行われて

おらず，すなわち現在では予備個体も極めて少ない

と考えられる．単独個体と思われる目撃情報は各地

で断続的に得られているが，新たな定着つがいの確

認はされていない．すなわち，未確認の個体が生息

する可能性はあるものの， 日高山系のシマフクロウ

は地域個体群レベルで絶滅に極めて近い状態になっ

ている．

日高山系のシマフクロウの減少は，いずれの地域

も森林伐採やダム建設などの環境の改変が起こった

ため，餌となる魚類と営巣木が消滅したことが直接

的な原因である．いつぽう， 日高山系は環境省のシ

マフクロウ保護事業が他の地域に比べてかなり出遅

れており，情報蓄積や巣箱設置など保護事業も最近

になってようやく手がつけられ始めた． しかしなが

ら生息環境の悪化は依然として進行しているため，

今後状況はきわめて危機的である．

現在北海道に分布するシマフクロウは，おおむね

知床，根室，十勝北部のグループに血統が分かれて

いる．シマフクロウの遺伝解析や地域の遺伝的固有

性についての研究は進んでいないが，今後絶滅に瀕

する種を回復させていくためには少しでも遺伝的多

様性を確保していく必要があるため， 日高の個体群

の維持は重要である．

事業対象地域では,昭和54年度の一般道道静内中

札内線環境影響評価報告書（北海道開発局）に現地

調査の結果としてシマフクロウの生息が記載されて

いる．また，民間情報で1998年ごろに札内ダムで1

羽の目視がされているため，札内川上流部にいまだ

に生息している個体がいる可能性が高い． また環境

的に静内川上流部にも生息している可能性がある．

日高横断道の工事および開通により懸念される事柄

シマフクロウは魚食性であるため，高密度に魚類

が生息することが重要である．静内川と札内川流域

では長期間にわたってダム建設が続いたため，ダム

下流の環境はきわめて大きく変わり， また下流から

の回遊魚も遮断されたため，ダム上流に現在分布す

る魚類は過去と比べて大きく変化していると考えら

れる．いつぽう， 日高横断道工事は河川沿いに工事

が進んでいるため，現状でも工事地点下流は土砂の

流入による濁度の上昇や河床の頻繁な変動により魚

類の生息環境は極めて悪く，同時にシマフクロウの

採餌条件も悪いと考えられる．今後静内川および札

内川の上流域で長期にわたり工事が行われると，シ

マフクロウの生息には餌環境面から極めて大きな悪

影響を与えると考えられる．

また，近年シマフクロウの死亡原因として交通事

故による死亡が増えてきている．シマフクロウは河

川沿いに行動するために，生息地では頻繁に道路わ

きの木やガードロープ，除雪ポール，橋の欄干に止

まる姿が目撃される． 日高横断道の路線のほとんど

は河川沿いであるため，事故の起こる可能性は極め

て高い．

さらに道路の開通は人間のアプローチを容易にす

るため，それまでほとんど人間の影響を受けなかっ

た生息地に対して大きなプレッシャーを与え，繁殖

の低下などの悪影響を与えることも考えられる．

調査の必要性

以上述べたように， 日高山系のシマフクロウは十

分な調査や保護の手がないまま地域的絶滅に瀕して

おり，今後の保護や保全の重要性は極めて高いと判

断される．いつぽう， 日高横断道に関しては事業調

査でシマフクロウの確認が行われているにもかかわ

らず，影響評価は十分に行われていない．昭和54年

度報告書以降20年以上の時間が経ち,シマフクロウ

の生息状況も大きく変化し，同時に評価に資する知

見も当時とは比較にならないほど蓄積が進んでいる
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ため，現時点でのシマフクロウの生息調査実施を実

施することの重要性，緊急性は極めて高い．

現在北海道の各地でシマフクロウの生息が確認，

また生息の可能性がある地点において何らかの事業

が実施計画される場合は，近年のアセスメント法の

施行や環境を重視した各種法改正の観点から，ほと

んどの事業で十分な調査を行い，事業の影響評価，

事業実施の判断，実施の場合の工法について詳細な

検討を行っている． 日高横断道事業は極めて大規模

な事業であり，その影響は極めて広範囲，長期間に

及ぶため，判断の基礎材料とするためにも十分な調

査が必要とされるのは，現在の社会状況下では避け

て通れない．

シ(RDB－絶滅危倶IB類）は， 日高山系での目撃

があり生息の可能性が高い． ワシミミズク(RDB-

絶滅危慎IA類）は過去に環境庁の調査で日高山系

で出現しているため， これも生息の可能性がある．

また，キンメフクロウ(RDB-絶滅危倶IB類）も

環境的に生息する可能性がある．

筆者はシマフクロウ以外の希少猛禽類についてそ

の知見が十分でないためここではその詳細に触れな

いが， 日高横断道路建設に関してこれら希少鳥類に

ついて評価検討はシマフクロウと同様まったく行わ

れていない．そのためこれら希少鳥類についても生

息調査を行い，検討のための材料とすることが重要

である．

参考文献

早矢仕有子（1999）北海道におけるシマフクロウの

分布の変遷一主に標本資料からの考察一．山階

鳥研報， 31：45-61．

竹中健（1999）シマフクロウ． 「知床の鳥類」 （斜里

町立知床博物館編),pp.78-125,北海道新聞社，

230p,札幌．

竹中健(2002)シマフクロウ． 「日本の絶滅のおそれ

のある野生生物一レッドデータブックー｣(環境

省編),pp.74-75,自然環境研究センター,278p,

東京．

その他希少鳥類について

日高横断道対象地域は，今まで十分な生物調査が

行われてこなかったため，シマフクロウ以外にも猛

禽類を中心とする注目すべき希少鳥類が生息する可

能性が極めて高い．

レッドデータプックに記載されている鳥類の中か

ら絶滅危倶I類以上のものを挙げれば，例えばクマ

タカ(RDB－絶滅危倶IB類）はすでに予定地近傍

で生息事例があり，環境的にも生息，繁殖すること

を前提に考えなければならない． また，近年になっ

て北海道で繁殖していることが確実になったイヌワ
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＝然と人との震わり－文化・露光。産業
｜
I

日高における農業・畜産・林業

川合 清

(静内町議会議員）

はじめに

日高山脈の南西側・日高地方は積雪寒冷の北海道

にあって，江戸時代に和人が漁業などに使役した馬

を放置して冬期間に引き揚げたが，その馬が厳しい

冬を生き抜いていけたほど比較的温暖で雪の少ない

地方である．その馬が野生化したのが、ドサンコ〃

と言われる種である．

日高支庁管内9町は，多少はそれぞれの独自性を

もっているが，共通しているのは，林業が衰退し，

競走馬が中心の農業と，有名な日高コンブ，サケな

どを中心とした漁業が基幹産業となる，人口8万人

余の典型的な過疎地域である．

すでに整備され改良がつづけられている黄金道

路，樹海ロード，天馬街道の利用状況から見ても，

日高横断道路によって直接「恩恵？を受ける」日高

側は静内町と新冠町の2町に限られると言っても過

言ではない．新たな道路をつくり，貴重な自然を破

壊し，日高，十勝，道東を結んで大量輸送すべき物

資もない日高横断道路をつくる必要は何もない．そ

の証拠に, 2002年6月の堀知事の「見直し」発言を

受けて，静内町はこの道路の完成後の活用法を検討

するプロジェクトを急遥立ち上げたほどだ．

ここでは，日高の産業，地域振興のために日高横

断道路がほんとうに必要なのかを検証するため， 日

高側の農業，林業，観光などの状況を静内町中心に

述べることにする．

ここに至るまでの静内町の発展を極めて乱暴に言

うと，明治4年，時の政府により徳島藩洲本城代家

老稲田邦植に静内，新冠両郡の開拓を命じられ，旧

主従が「開拓の鍬」を下ろし，農耕馬，軍馬への馬

匹改良に取り組み，第一次世界大戦後には日高山脈

の広葉樹が世界的な高品質ということで木材業を発

展させてきた．

また，戦後の電力需要の増大にともない胆振・日

高の電源開発事業が大々的におこなわれ，新冠，静

内，春別，高見などのダム｡発電所の建設が続いた．

陳
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要
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よ
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に
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静内町のあらまし（しずない豆知識を中心に）

右は1965年当時の日高横断道路の着工を求める

陳情書の要旨部分である．
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林業

静内町の801.5平方kmのうち86%が山林で占

められているように，管内の大部分は山林である．

そのほとんどは国有林，道有林であって，かつては

林業が盛んで地域産業の主柱であった．開拓時は薪

炭として利用され，第一次世界大戦では， 日高山脈

のナラ，タモなどの広葉樹の品質が認められ， ヨー

ロッパヘ向けての輸出がおこなわれた．太平洋戦争

での統制物質，第二次世界大戦後の戦略物質として

の位置づけもあり，林業・林産業がそれぞれの町を

大きく発展させた原動力になったと言っても過言で

ないほどであった．

それが現在，乱伐と外国産材の輸入急増政策によ

り壊滅状態となっている．静内町には最盛期に6つ

の製材工場があったが今は一カ所もなくなってし

まった．管内各町には必ず製材工場が並んでいたも

のが，現在は賃引きと言われる臨時的に操業する工

場も含めて6～7カ所であり，木材・木製品の出荷

額はチップ・外国産材に付加価値を高めた木製品が

ほとんどを占めているのが現状である．

一方，膨大な山林は生育力を無視した過伐・乱伐

に加え， 「自然に再生させる方法｣と称する伐採跡地

の放置や，林道・作業道の放置で，山林は荒れ果て

て保水力も落ちている． さらに，河川の流量は「昔

の半分， 3分の1」と言われるほどになっていて，

大雨時には泥水が流れ，ダムもあるために，いつも

濁って昔の清流の面影はないとお年よりは嘆いてい

る．

なお， 日高横断道路沿線の国有林の経営は，ほと

んどが「水土保全林」と「森林と人との共生林」に

組み込まれているので， この道路が木材資源の開発

に役立つことはない．

木材の運搬も流送からトラック輸送に切り替えら

れ，林道が奥へ奥へとのばされていき， これらの公

共的事業に日高コンブ，アキアジを中心とした漁業

もあり， 日高管内の中心地・静内は全道でも指折り

の商圏を抱えるようになって， 日高横断道路着工当

時には人口26,000人を超えるほどになっていた．

現在の町勢は,2002年4月版の｢しずない豆知識」

によると人口22,827人（3月末)，就業者数11,425

人,農業粗生産額86億3千万円，漁獲高8億1千万

円，商業販売額534億9千万円，工業出荷額501億

7千万円となっている．

農業と畜産

管内の農業と畜産は,静内町の農業粗生産額86億

3千2百万円のうち， コメ2億1千万円，牛乳4億

8千万円，野菜8億5千万円で,残る69億5千万円

が競走馬の生産額である．総生産額の70～80%を競

走馬の生産によっていることは, 1960年代後半から

の農業構造改善事業やコメの減反政策の押し付けに

よって,競走馬への移行がすすめられた結果である．

コメの減反率は全道的な傾斜配分もあり，道内最高

の50%を大きく超えている．

サラブレッドを中心とした正式に農業として位置

づけられていない競走馬の生産も過剰生産と外国産

馬の急増につづき，長引く不況で地方財政に寄与す

るという「財政競馬」のゆがみもあって，ホッカイ

ドウ競馬の存廃議論はじめ，中津川，新潟，益田と

地方競馬の廃止，生産の大資本への集中により危機

的状況を迎えている．

一部では，雪少なく温暖と言う地域の特性を生か

し， トマト・ミニトマト， ピーマンなどのハウス野

菜，肉牛，花卉などへの転換を模索しているが， 21

世紀の地球規模での食糎難の時代の到来を見すえた

北海道農業の政策確立を待たねばならない状況にあ

る．

なお， 日高横断道路沿線のうち，静内ダムより上

流部には住民が居住せず，地形的にも気象的にも農

業，畜産業の不適地である． したがって， この道路

が農業，畜産業の資源開発に役立つことはない．

建設業

農地から切り離された農民，林業労働者が手っ取

り早く生計を維持するために行く先は建設作業員と

して働くことである．漁業の衰退もあり，それらの

多くの人たちは電源開発で次々と作られていくダム

建設や山奥の木材の搬出を目的とした林道建設に従

事していった． もちろんそれらの工事が貴重な自然
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が駆けまわる」をメインに，乗馬施設，温泉，宿泊

施設・キャンプ場などの整備が各町の連携にはさほ

ど気配りされずに行なわれている．

ここ何年にもわたって道路を拡げれば災害が起

き，災害復旧のため通行止めがつづき，静内町民憲

章の｢秀峰ペテカリ」がまさに｢遙かなる山」になっ

ていたなかで，静内町が主催者となって静内山岳会

の協力で3日の「ペテカリ登山大会」が行なわれて

いる． 8隊(初回目)， 5隊（2， 3回目）が頂上を

目指すため,サポートにあたる山岳会員によっては，

たいへん負担となる登山大会となっている．特別大

きな宣伝をしていないにもかかわらず，申し込み受

付の9時から町役場の電話は鳴りっぱなしになり，

｢役場への電話がつながらない｣という苦情の電話も

つながらないという事態になり，受付開始から2時

間ほどで全ての隊が定員をオーバーした．登山ブー

ムのはしりの時ですらこのありさまである．山岳愛

好家の垂誕の的， 日高山脈の豊かな自然をこれ以上

傷つけることなく後世に残したいものだと痛切に思

う．

一方で，北海道全体に共通している「生活密着型

の公共事業｣は遅れ，静内町の公営住宅は， 「風呂も

つけられない」「古く，狭い｣耐用年数を大きく超え

た住宅にもかかわらず，入居申し込みを受け付ける

と7～8倍にもなり， 「入りたくても入れない｣事態

がつづいている．公共事業を見直し，優先順位を地

域住民の意思で決めていく地方政治を実現すること

が強く求められている．

を破壊してつづけられているということも知らず

に．

静内町の就労人口のうち1,300人, 12%以上が季

節雇用の建設労働者で占められている（通年で本州

への出稼ぎ者も含まれているが)．これらの人たちが

劣悪な労働条件の下で，零細な建設業者を支えてい

る． したがって，ゆがめられた農業， まさにあとは

｢野となれ山となれ｣とすすめられ破壊された林業の

結果，地域には「ムダであろうが，なかろうが」大

型公共工事に頼っての町づくりしか見えなくされて

いる．

その証拠に，着工間もないとき， 「反対,反対と言

うな.大きな橋をかけたり， トンネルは掘れないが，

あれだけ山が（切り）立っているのだからちょっと

雨が降れば崩れる．それを除去するのが地元の仕事

につながるのだから」と後の町議会副議長，自民党

支部長は言ったものだったし,｢関係地域住民から反

対あれば，開発道路の指定をしないことを原則とす

る」という開発道路指定の条件を守るため，反対す

る人たちへ圧力をかける役割を地元建設業者が担っ

てきた．

参考文献

静内町史編纂委員会（編） （1996） 「静内町史増補改

訂版・上巻｣，静内町企画課, 984p,静内．

静内町史編纂委員会（編） （1996） 「静内町史増補改

訂版。下巻｣，静内町企画課, 979p,静内．

静内町企画課(2002) 「しずない豆知識｣，静内町企

画課, 14p,静内．

日高・夕張山系に固有なオオイワツメクサ（佐藤謙氏提供）

あとがき

日高管内各町はそれぞれ観光事業に力を入れてい

る．いわく， 「自然豊かで，広い牧場にサラブレッド
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カムイ・イルシュカ

ー日高横断道路の許し難い自然破壊一

野上ふさ子

(地球生物会議代表）

日高横断道路に対して，時のアセスの観点から見

直しの議論が高まっている． 1980年頃静内町に住ん

でいた私は， この道路の問題をアイヌ文化の観点か

ら考え，建設反対の意志を表明していた．当時私が

出していたミニコミ誌『ウレシパモシリ』 （アイヌ語

でくすべての生き物が互いに互いを育みあう世界＞

から一部を引用しつつ，改めてこの問題をとらえ直

してみたい．

日高横断道路は，静内川の源流をたどる険しい渓

谷に沿って建設される山岳道路である．私は当時，

静内川に大きなダメージを与えるダムとこの山岳道

路について，地元のアイヌのお年寄りたちに意見を

聞いたことがある．アイヌ語を語りアイヌ文化を

守って生きてきたお年寄りたちはみな， 日本語でい

うこの「自然破壊」に強い憤りと危倶の念をいだい

ていた．カムイ・イルシュカ（自然の怒り） という

言葉を何度も聞いた． この静内川には地元アイヌの

人々の歴史と文化が刻まれている．それが，ダムや

道路建設によって地形までもが失われ，記憶や思い

出をたどる術もなくなってしまうのは，本当に残念

でならない．

本稿では，お年寄りから聞いた話によって静内川

沿いの道をアイヌ語の地名でたどりながらさかの

ぼってみたい．

静内川は， 日高山脈中央部の山々を水源として太

平洋に注ぐ大きな川である．静内川はアイヌ語でシ

ベチャリと言うが,これは本流が広がるという意味．

この本流の静内川をさかのぼっていくと，川の西側

にトープツ（沼のロー静内川に堤防が作られる前に

は沼があった，現地名は田原)，東側にルベシベ(雪

解けで道が水浸しになる所，現地名は豊畑）の村が

あり，平地の集落はノヤサル(農屋＝よもぎの草原）

で終わる．文字や地図のないアイヌ語の世界では，

意味不明の地名というのはほとんどない．地名はま

さにその地形や形状をそのまま現している．残念な

がら，静内でもアイヌ語の地名は，平地では「田」

とか「畑」という農耕地化を意味する地名に置き換

えられてしまった．その土地に生まれ育ったお年寄

りが生きているうちに，アイヌ語地名を聞き取り，

歴史的遺産として残しておくことが急務である．

このように平地の開墾された土地はほとんど和名

に置き換えられてしまったが，開拓できなかった山

や川にはアイヌの語の地名がまだ多く残っている．

農屋の集落から先の地点で，静内川の本流は大き

く二つに別れる(双川)．西に向かう川をシュンペツ

といい，東に向かう川をメナシペツという．

・シュム・ペッ （西の川）

・メナシ・ペッ （東の川）

ちなみに,静内川の西に住む人々をシュムンクル，

東に住む人々をメナシウンクルといい，方言や風習

にも違いがある．

双川

この分岐点の双川はアイヌ語でペテコウピ（川が

互いに離れるところ） といい，そこに小さな山（タ

プコプ）がある． ここはカムイノミウシ（カムイノ

ミする場所)でもあった．かつてアイヌの狩人達は，

山に狩りに行く前には必ずカムイノミ （神様に祈り

を捧げる儀式）をし， カムイウタリ（山の生き物た

ち）を「出迎え」に行った． （アイヌの考えでは，動

物を狩りに行って殺すのではなく，動物が人間世界

に訪れて来るのを出迎えに行く）．

またかつて， 日高と十勝のアイヌの人々の間でイ

オル（猟場）をめぐって紛争が起こったとき，双方

の調停者ハゥトルンクル（話の間に立つ人）は， こ

う説いて和解したという－｢同じ一人の母親(日高山
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静内ダム

それから300年も経た今もなお，静内川は利益を

むさぼろうとする人々にねらわれ続けている．現代

の静内川は巨額の富を産出する．それは，ダム開発

であり，電力であり，道路工事であり，木材資源で

ある．

大昔， 日高の山並みは退きゆく氷河によって削ら

れ，険阻な山系から流れる急流が大きな河川となっ

て平地をうるおしてきた． しかし日高山系の三大河

川一沙流川，新冠川，そして静内川は，上流でみな

ダムによってせき止められてしまった． ここから得

られる電力は工業地帯や大都市に運ばれる.「日本最

大にして最後の大工業地帯」 として計画された苫小

牧東部開発を見込んで，静内川と沙流川にダムが建

設された．

脈）の二つの乳房から流れるカムイ・ トペヘ（神の

乳＝日高側と十側に流れる双方の川の水）を飲んで

育つわれらであればこそ，われらは同じきょうだい

である．争うのは止めよう」と．

かつては，静内川の河口からは，鮭(カムイチェッ

プ）の大群が川にあふれるほどさかのぼってきた．

また水源の山の方からはシカの群がたくさん降りて

きた． このあたりの地名は，

・チェプ・ウシ・ナイ （魚が。多く ・いる沢）

・アプカ・サンペ（雄シカが。山から出てくるとこ

ろ）

と名付けられており （5万分の1の地図にも載って

いる),狩猟採集のアイヌの人々にとって豊かな恵み

の地だったことがうかがえる．

アプカサンペと砂金掘り

このアプカサンペは砂金が取れる場所でもあっ

た． 1669年に起こったシベチャリ （静内）アイヌの

リーダー，シャクシャインの戦いは，和人がこの川

で砂金を堀り，川を汚したことが発端となった．伝

承はこう語っている．「昔，シプチャリ川の清例な流

れこそ，下流コタンの人々をうるおす生命の水で

あった．毎年秋になるとアキアジがまるではんらん

するようにさかのぼるので，何不自由なくみんなが

豊かに平和に日を送っていた． ところがある年， こ

の川が急に濁りだし，唯一の糧である鮭がとれない

ばかりか，果ては飲料水に事欠く状態となって， コ

タンの人々の生活は極度におびやかされていった．

それは， この山奥から砂金が発見されて，いつの間

にか海岸のシンヌッからシプチャリ川の上流シュン

ペッの川上，アプカサンペまで， 70年もかかって開

かれた道路が嶺を伝って延々と続き，そうして和人

がたくさん入り，さかんに金を掘ったためであった．

このために川が濁ることを知った古老たちはみんな

集まって相談した結果，ついに金の所在を和人には

もちろん，同族の子供たちにも一切口外しないこと

を固く誓った．それで今では誰も知らないのだ」（静

内町史)．

高見ダム

静内ダムのさらに上流，静内の市街から静内川を

遡って約40キロメートルの山中に奥高見という地

名の集落があったが,1980年代はじめに着工された

高見ダムによって湖底に沈み，跡形もなくなってし

まった．

この奥高見は明治32年に制定された｢北海道旧土

人保護法」に基づいてアイヌの人々に給与された土

地である．明治の初めに静内一新冠間のアイヌの集

落地に「御料牧場」が作られ，土地を奪われたコタ

ンの人々に代替地として「給与」されたのが，山奥

にごくわずかに平らけた土地であった．ちなみに旧

土人保護法とは，アイヌ民族を農民化させ，開拓に

従事させる目的で定められたもので， この法律に

よって与えられた「給与地」は， 15年以内に開墾・

農地化しないと再び没収されることになっていた．

奥高見給与地は，急峻な谷間の土地で， 日照時間も

短く農地には適していない． もとより狩猟採集で生

きてきた人々にとっては，なぜこの原生林で覆われ

た自然を切り開く必要があるのか理解できなかった

にちがいない． この給与地に強制移住させられたア

イヌの人々は，一方では鮭猟も狩猟も禁じられ，非

常に苦しい生活を強いられることになった．車もな

い時代， この細い山道を奥高見から静内の町まで丸
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一日がかりで歩いて通わなければならなかった人々

の苦しみは察するに余りある．結局のところ，開墾

はほとんど行われず，その結果，土地の大半は再び

｢没収」されてしまった．

そして，戦後になって，満州から引き上げてきた

開拓移民団に再給与された．私がアイヌの人々から

聞いたところでは，引き上げの人々が入植するまで

は， うっそうとした原始林のままであったとのこと

である．

9000万円,町有林地水没補償費6億2000万円，その

他電源三法による5年間の交付金が2億4000万円，

完成後は固定資産税が4億円．静内町長は「静内川

はカネを生む川，ありがたい川」と述べている．

このダム現場で働く 1000人以上の土木作業員の

大半はいくつもの下請け，孫請け会社に雇用されて

いる．ダムエ事の収益の大部分は札幌や東京に本社

をおく大企業に吸い上げられていく． しかも地元の

土木作業員が汗して自然を破壊して得たわずかの賃

金の多くは，当時静内町に300軒もあるといわれた

飲み屋などでの遊興費に費やされていた．

労働一自然破壊一遊興というサイクルの中で，人

にも自然にもかけがえのない貴重なものが失われて

いくように思える.｢人は生きるためには働かなけれ

ばならない」という．静内町長は当時も今も「雇用

促進，地元の活性化」のためにダムは必要，道路は

重要と主張し続けている． しかし，労働の中身が違

うのではないか，活性化の内容が異なるのではない

か， もっと別の労働，別の活性化のあり方があるは

ずだ．大規模公共事業に依存して日銭をかせぐやり

方は，地元の自然の豊かな恵みを忘れさせ， 自分た

ち自身で本当の豊かさを作り出していく努力を失わ

せるばかりではないかと，思えてならない．

ダム建設の現場

ダムが建設され奥高見が水没するという話を聞い

て,私は1976年にここを訪れた．すでに土地の補償

交渉がすみ，耕作が放棄された平地には一面に草が

生い茂っていた．引揚者がたてたと思われる「先祖

代々萬霊無縁乃塔・我等与衆生皆共成仏道」と書か

れた真新しい木柱があるのみだった．

それから4年後の1980年にまた奥高見を訪れた．

その時は4年前の面影はいっさいなく，あたりには

ダンプカーが絶えず往来して，重機の音が谷間に響

き渡っていた．山肌は削られ,堀崩され,コンクリー

トが打ち込まれていく．

谷間には，かつて輝くように繁茂していた木々や

草の姿は消え失せ，ただ砂と砂利と岩石が広がるば

かりだった．一つの山を掘り崩し，谷間に埋め立て

るロックフィルダムというのは，かくも自然を壊す

ものかと，ただ息をのむぱかりであった．あたりに

は工事労働者の飯場が何十となく立ち並び，自販機

のある売店や郵便局まであった．むき出しの岩肌に

は， 「北海道・北海道電力／鹿島・青木･地崎（共同

企業体)｣の文字があった． このダムは1978年着工，

その当時の予算で総工費570億円，出力20万キロ

ワット，貯水壁2億2900万トン，全道一の規模で

あった．

ペテカリ岳へ

高見ダムからさらにメナシペツを遡って行くと，

再び川が大きく分岐する． この2つの分岐した川は

アイヌ語で，

・コィポク・クシ・シプチャリ （西方を通る静内川）

・コィカ・クシ・シプチャリ （東方を通る静内川）

という． コィカ・クシをさかのぼっていくと， また

川は2つに分かれる．

・ペテカリ沢（大きく迂回する沢）

・ペッピリカイ沢（川の美しいところ）

ここからペテカリ岳登山道が開かれている.一方，

コィポクシの本流をどこまでもさかのぼっていく

と， 日高山脈の中央の背骨ともいうべきカムイエク

ウチカウシ岳とコイカクシサツナイ岳を結ぶ険しい

稜線に突き当たる．人が上ることの困難なこの急峻

な峰の向こう側には，遠くサツナイ （札内） となる

ダムの利益と損失

このダム建設に伴う補償金は， 1978年に以下の内

容で合意された．静内町に上下水道施設改良費・協

力謝礼金3億円，町土地改良区に灌概施設改良費4

億1000万円，静内漁協に漁業振興費として3億
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残る山奥から切り出されていることを思うと，胸が

締め付けられる思いがした．道内の森林の大半は国

有林だが，いったいこの森林の伐採について，かつ

て国が国民に意見を聞いたことがあっただろうか．

昔も今も，国は山の奥へ奥へと林道をのばし，周辺

の森林を片端から皆伐していく． 日高横断道路は拡

幅8メートルの舗装道路とされる． これを基幹道路

として周辺の林道からさらに伐採の手が伸びていく

のではないか．

製紙工場に売却された地域では，チップ材とされ

るため，若木も雑木も一本残さず切り払われハゲ山

にされてしまう．植林すればすむという問題ではな

い． トドマツならトドマツばかり単一品種を区画ご

とに植え木の畑にしてしまう拡大造林は，生物の多

様性を失わせ，森に住む野生動物にとってはまるで

砂漠か牢獄のような環境に変化させてしまう．

「開道以前,すなわち明治以前,本道至る所山林な

らざるはなし」 （開拓使事業報告書)と記録は語って

いる． 「静内土人はすべてシブチャリ川沿岸に住み，

鮭の乾魚，及び鹿肉を干したるもののみを常食する

を以て，毫も耕作を為すものあらず，海岸一帯より

原野を望めば，樹木うっそうとして古来より斧鍼の

入りたることあらず，万目の光景今日よりしてこれ

を見れば,誰か当時の情況を想像し得る者あらんや」

(静内開拓移民の回想録)．

「えりもの冬は何もない｣と歌われているが，開拓

以前の日高海岸はえりもまでうっそうとした大森林

で覆われていた． しかし，森林は開墾の敵である．

当時の開拓民はひたすら伐採を続けた.「これをただ

ちに切り拓いては山と積んで，昼夜を分かたず，天

をこがして焼き払った」 （静内町史)．

開拓当初の無制限・無秩序な森林伐採は，たちま

ち河川の氾濫と水害を引き起こし，作物に対する干

ばつや冷害，病害虫の大発生をもたらした．

平地の森林が消滅させられたあとには，山林の伐

採が続いた．これに軍需産業が加わった． 「静内町の

場合，榊目はほとんど広葉樹種をもって占められ，

中でもナラ，カツラ， カバ，ヤチダモの多い地帯に

あり，軍需用材の供給には最も重要な立場におかれ

ていた．……しかも戦時中における統計的数字は機

川の源流がある．

このコイポクシに沿った林道が， 日高一十勝横断

道路である． 日高山脈の背骨の部分をいくつもの長

いトンネルでぶち抜き，サツナイ川沿いの道路に結

びつけようというのである．

コイポク林道

このコイポクシ林道は，当時から「道内の林道の

うち，自然破壊の最たるもの」と言われていた． コ

イポクーコイカクシの分岐点付近では，山を深くえ

ぐり取り，崩れた土砂が樹木を押し倒して荒涼とし

た光景になっている.道は10トントラックを横行さ

せるために，山側を深くえぐり取り，その岩石を谷

間に投げ落としては道を拡幅していく．美しい渓谷

をえぐり取るこの作業は，あたかも巨大な寄生虫が

進みゆく先の緑を食い尽くして岩石を排泄物のよう

に残していくかのように見える．

日高山脈の急峻な稜線は氷河によって削られてで

きたと言われる．自然状態でも崩落が激しく， まし

て道路建設後は作っては崩れ，作っては崩れを繰り

返してもいる．万一「完成」したとしても，その補

修のためにほとんど限りない労力と出費を強いられ

ることになるだろう．

コイポクシの渓谷は深い原生林に覆われている．

原生林の特徴は,たち枯れている老大木にみられる．

樹齢数百年を数える老木は,台風などで倒される｢事

故」がなければ，やがて「寿命」を迎えて老い，枯

れて,倒れていく．樹林もまた社会を形成しており，

幼樹もいれば老樹もある．ふつう，めったに老樹を

みることはできない．なぜなら，老いて枯れる前に

人が用材として切ってしまうからだ．

日本列島ではもはや原生自然地域はほとんど残さ

れていない．数百年の風雪を耐えてきたこれらの森

はかけがえのない国民の共有財産として未来に残す

べきではないか．

森林伐採

私が静内に住んでいた当時，山奥から伐採された

巨木を満載した大型トラックが，ひっきりなしに静

内川沿いの道路を走るのを目にした． まだ原生林の
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密に属する事項としてやかましい時代であってその

牛産量や生産額についてはまったく詳らかにするこ

とはできない．ただその間における無計画な乱伐に

よって,山林一体はハゲ山と化し,河川の氾濫となっ

てまことに憂慮すべき事態を出現している｣(静内町

史)．

横断道路の建設は，最後に残された原生的森林を

消滅させることにつながりかねない．

大きな生命体の血流ともいうべき生命の循環装置で

あると見なすことができる． しかしその血流はいま

至る所で動脈硬化や血栓症状を呈している． このま

までは,やはりアイヌのお年寄りが語ったように｢カ

ムイイルシュカ」 （自然の怒り）を引き起こすのは時

間の問題だと思える．唯一の救いは，人体と同様に

自然界には「自然治癒力」があるということだ．今

ならまだ大きな厄災が起こる前に，自然の自己治癒

力によって未然にふせげるかもしれない．いたずら

に税金を浪費し自然を破壊するばかりの横断道路建

設は直ちに計画を断念すべきと考える．

横断道路は建設断念を

アイヌの世界観では，アイヌモシリ （人間世界）

は，川を中心にして，山と海の世界へと広がってい

る．人々は，海から川をさかのぼってくる鮭を出迎

え，山から川沿いに降りてくるシカを出迎える．川

沿いの開けた土地に穀物を作り，里山に出かけて植

物の根や果実を採集した．民話の中ではペットゥラ

シ（川沿いにさかのぼる） とペテソロ（川沿いにさ

がる） という言葉が対のキーワードとなっている．

静内川のそばに生まれ育ったアイヌのおばあさん

(1893年生まれ)によると，子供の頃の静内川は｢鮭

の産卵の季節になると，遡上してくる鮭の勢いに押

されて，川の流れに立てた棒が倒れなかった」とい

う．

最近， ようやく魚のあふれる豊かな海は，豊かな

森がもたらしていることが理解されるようになって

きた．えりも町では禿げ山と化した山に木を植え，

海の魚を呼び寄せようとしている．かつて石狩湾に

郡来していたニシンの激減は，石狩川の蛇行を直線

化して3分の1にも縮めてしまった河川改修の結果

だとも言われる．川を遡行する鮭は，海の養分を陸

地に循環させる役目を果たしていることも学問的に

明らかにされつつある． こうしてみれば，河川を海

から山へ登っていく一つの生き物として見ていたア

イヌの世界観，その土地に数百年，数先年も生きて

きた先住民の叡知を， もう一度見直すべきであるの

は言うまでもない．

今，静内川の河口は護岸工事で固められ，鮭の遡

上は阻止されている.水源地はダムでせき止められ，

山岳道路の建設によって清流には土砂が崩落し，ダ

ムを埋もれさせていく．河川は，いわば地球という

代わりに何が必要か

日高山脈を貫く約25キロの開発道路は,開発局と

北海道分を合わせると，今までに約500億円を費や

し， まだ4キロしか完成していないが， この4キロ

のために200億円が投じられたという(着工17年間

で420億円を消費)．今後さらに1000億円以上の工

費と35～40年の歳月を要する見込みだという．

国も自治体も巨額の財政赤字を抱える中で，完成

のめどもたたず，万一完成しても冬季は閉鎖，年中

補修作業を要する限りない金食い道路のために， も

はやこのような税金の無駄使いは許されない． 日高

支庁は京都府や福岡県とほぼ同じ面積で人口9万人

足らずの地域である． これだけの公費を投入するの

であれば， もっと地元の人々の生活の真の豊かさに

つながる別の形の産業や雇用に転換することは十分

可能である．

北海道観光の魅力の一つは， 「自然｣である． とは

言いながら，観光ルートだけは森があるかのように

見せかけ，裏に回ると山は丸裸といった光景がめず

らしくない． このようなみせかけの「自然」ではな

く，道内で唯一まとまった原生的自然地域を持つ日

高山脈は，別の魅力で人々を引きつけるものとなる

だろう．それは自然を知るための環境教育や，エコ

ロジー観光のようなものであってもよい.公共事業

中毒から脱して， 日高でなければ得られない豊かな

森や川の魅力を発信することである．

原生的自然は今や地球上で最も希少価値のある地

域となりつつある． この自然の中に生きてきたアイ
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ヌ民族の叡知を呼び覚ましつつ，新たな自然観や価

値観を作り出していくことがいまこそ必要なのでは

ないだろうか．

※地名，伝承等は，地元のアイヌのお年寄りからの

参考文献
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聞き取りによった
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釣り人から見た日高横断道路

西井堅二

(ノースアングラーズ副編集長）

前身となる林道を利用し， この川へ釣行していた訳

だ． しかし今，皮肉にも，進みつつある日高横断道

路の工事によって， この川の環境が危機に立たされ

ている．

私たち釣り人の目から見ると，現在の静内川，特

に高見ダムから下流の本流域は， 、死の川"とでも言

いたくなるほどに，惨階たる有様である．残念なこ

とに， こうした河川環境の悪化を具体的な数値デー

タとしてまとめた資料は見当たらず，その変貌を科

学的に立証するのは難しい． しかしながら， 日頃か

ら川を歩き，川がどう変わり，魚の個体数がどう変

化してきたかを見続けてきた地元の釣り人たちの声

は， この川の変貌を知る手掛かりになると思う．そ

こで今回は，古くからこの川で釣りを楽しんできた

地元の釣り人たちの声をもとに，静内川の現状をレ

ポートさせていただきたい．

すでに始まっている河川荒廃

日高山脈の渓流群は，古くから職大イワナの棲む

秘境〃として全国の釣り人から注目されてきた．今

から10数年前,全国の渓流釣りファンがこぞって源

流域をめざしていた頃には，遠く本州からも大勢の

渓流釣りファンが訪れていたほどだ．なかでも，特

に有名だったのが静内川水系である．

濡
噸

L

静内川の現状

ご存じのとおり，静内川本流には，上流側から，

高見，静内，双川の3つのダムがある． このほか，

支流域にも，東の沢ダム，春別ダムなどがあり，古

くからダム開発がさかんに行なわれてきた.そして，

高見ダムの堤体付近に設けられたゲートから先が立

ち入り禁止になることが多い近年では，最下流に位

置する双川ダムから下流域が，釣り人たちのメイン

フィールドになっている． しかし近年， このエリア

は魚が釣れない水域になりつつある．

かつての静内川には，上流部と海を行き来してい

たであろう降海型のアメマスやサクラマス(ヤマメ）

が豊富に生息していた． しかし，ダムによってその

生息域は寸断され，上流の産卵場と海とを行き来す

ることはできなくなってしまった． こうしたダム開

発が，静内川の河川環境に多大な影響を与えてきた

ことは紛れもない事実である．それでも, 10～20年

、

砧
1

日高山脈の渓流に生息する代表魚種である河

川残留型アメマス(俗称：エゾイワナ)．かつ

ては海と川を自由に行き来していたが，近年

では陸封された個体が大半を占める．近年，

個体数は減少しつつある（西井堅二氏提供）

この川が人気を集めたのは，容易に人を寄せ付け

ない秘境の雰囲気，水質の素晴らしさ，イワナの個

体数の多さなど，渓流釣りファンを魅了する要素を

存分に持ち合わせていたことが最大の要因だろう．

しかしながら，良くも悪くも， この川では古くから

林道の開発が進み，上流部へのアプローチが比較的

容易だったという点も見逃せない要素である．釣り

人たちは，現在，工事が進んでいる日高横断道路の
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ほど前までは，河口から最初のダムまでの短い区間

でも，アメマスなどが自然産卵を繰り返し，適度な

生息数を維持していた．実際， 10年ほど前までは，

全道各地の釣り人が訪れる人気釣り場だった． しか

し，地元の釣り人たちによれば,過去10年くらいの

間で，魚の個体数は減少の一途をたどっているとい

う．特に， ここ5年ほどの減少が顕著で， 1尾も釣

れないことは珍しいことではなく，地元の釣り人た

ちでさえ足が遠のきつつある．近年，渓流に生息す

る鮭鱒類の減少は静内川に限ったことではなく，全

道的な傾向であることは確かである． しかし，静内

川における減少ぶりは，明らかに全道的なレベルを

上回っている．

こうした現象が顕著になった原因として，地元の

釣り人たちは，川の濁りと川底に堆積した泥を挙げ

る． ウエーダー（釣り用の胴長）を履いて静内川の

下流域を歩くと，驚くほどの砂（シルト）が舞い上

がる．その粒子は細かく，攪枠された濁りはなかな

かとれない． こうした現象は，かつてから見られは

したが，流れの緩い場所などに限られていた． しか

し数年前から， どこもかしこもそんな状態なのであ

る．

現在の静内川下流部は，川底の石が細かな砂に覆

われて白っぽい．それらの石を拾い上げてみても，

カゲロウやカワゲラ， トピケラなど，水生昆虫の姿

はほとんど確認できない．かつて，エサ釣りをする

人は，川底にいる水生昆虫をエサにしていたが,最

近ではほとんど捕れなくなってしまった．川虫のい

ない川に，それらをエサにする渓流魚が豊富なはず

もない．それを物語るように，近年では，アメマス

やヤマメはもちろん，比較的環境の変化に強いとさ

れるウグイ （アカハラ）でさえ姿を消しつつある．

かつて， この水域には，カジカやカニなども生息し

ていたが，それらもほとんど見られなくなってし

まった． さらに， こうした環境の悪化は§河川内だ

けに止まらない．近年，周辺の海域にも影響を及ぼ

しているようなのである．

かつて，静内川河口周辺の海岸は，カジカやアプ

ラコ （アイナメ）など，岩礁帯に生息する根魚類の

好釣り場だった． しかし，地元の釣り人たちによれ

ば， ここ数年， こうした魚種の釣果も激減している

という．近年では， 「釣れるのはチカくらい｣と言わ

れ，周辺の海域を訪れる釣り人は少なくなってし

まった．

このような状態になってしまったのは，静内川か

ら流下するシルトが，河口周辺の岩場にも影響を及

ぼしているためだと考えられる．大雨が降るたびに

静内川は濁り，その濁りは河口周辺の海域にも及ぶ．

全国各地で問題になっている磯焼けのような現象

が,この海域でも顕著になっているのかもしれない．

また，かつての河口周辺には，玉砂利の美しい浜が

広がっていたという． しかし，海岸の浸食が進んで

いる昨今では，そんな光景も見当たらなくなってし

まった．

濁りの取れないダム

前述のとおり,静内川の下流部と河口周辺の海は，

年々，生物の生息に適さない不健全な状態になりつ

つある． この原因は，上流部にあるダムの湖水が濁

り，その濁水が少しずつ吐き出されるためである．

時期にもよるが，ダム湖の湖水の透明度は極めて低

く，青白っぽい独特の色をしている．かつては，そ

れほど濁ることは少なかったが，近年では， 1ヶ月

以上濁りがとれないことも珍しくない．下流部で釣

りをする人たちは， この濁りがとれるのを待って川

へ出掛けるのだが， ここ数年，そのチャンスは減る

一方で，濁りが日常化してしまっている．

流域にダムが存在する河川では，多かれ少なかれ

こうした現象が見られるものではある． しかし，道

内のほかのダム湖をながめてみても，高見ダムや静

内ダムほど濁りやすく，濁りが取れにくいダム湖も

珍しい（カラーページ写真参考)． これについては，

日高山脈の地質によるところが大きいとも考えられ

る． しかし近年，上流域で進む日高横断道路の建設

工事が，ダム湖の濁りに拍車を掛けているようなの

である．

日高横断道路の建設現場を訪れると，いたるとこ

ろに崩落の跡が目に付く． こうした場所から，濁水

がダム湖へ流れ込んでいるのは明らかである．かつ

て，高見ダムより上流域へ入ったことのある地元の
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目の当たりにすると，立ち止まって考える必要性を

感じざるを得ない．

日高横断道路計画は，河川をひとつのつながりと

みる、流域〃としての視点が欠けていたのではない

だろうか．近年では，海の漁業者が山に植林をして

いる時代である．同じ日高管内では，えりも町の漁

業者による植林事業が国内の先進事例として知られ

ている．そして，この試みは，『森と川と海はひとつ』

をキャッチフレーズに，漁協婦人部の活動として，

全道各地に広がりをみせている．森と川，海のつな

がりの大切さが見直されつつある今，静内川で起

こっている事態には疑問を感じずにはいられない．

釣り人によれば，ダムの上流に大きな崩落現場があ

り，高見ダム湖の流れ込み付近には大量の土砂が堆

積しているという．現在の静内川は， 『河川の上流域

で行なわれる開発行為は，流域全体に多大な影響を

与える』という事実を証明する好例となってしまっ

た．

森と川と海はひとつ

山岳道路が建設される際には，稜線に近いエリア

の自然破壊が問題視されることが多い．高山植物の

群落や希少な動植物は，守られるべき存在であるこ

とは間違いない． しかし，現在の静内川下流部をな

がめてみると，私たち釣り人としては，下流全域に

及ぼす影響の大きさも，併せて主張したいところで

ある． こうした現象は，全道各地でみられるのも事

実だが，静内川における現状は，ほかの河川と比較

しても目に余るものがある．

静内川下流部の変貌は， まさに， 日高横断道路の

建設工事の進行と比例して進んできたといえる．今

から20年ほども前,日高横断道路の建設が始まる以

前に源流部へ釣行していた釣り人たちによれば，当

時の林道は今よりも安定していて，山肌の崩落もそ

れほど目立たなかったそうだ．下流部の流れも，近

年ほど濁ることはなく，魚の個体数も豊富だった．

しかし， 日高横断道路の建設が始まり，道路の拡幅

が進むにつれ，山肌の崩壊が各所で起こり，ダム湖

の湖水が濁るようになった． さらに，高見ダムでは

揚水発電が行なわれており，濁った水が攪枠され，

下流部の濁りを助長するという悪循環の図式が生ま

れてしまった．その結果，前述したとおりの河川環

境の悪化を引き起こしてしまったのである．

公共事業が行なわれる際には，環境影響調査が実

施される． しかしそれらは，現場周辺の一部に限ら

れているのが実情である．正直なところ，私たち釣

り人も， 日高横断道路の工事によって，今ほどの悪

影響があるとは予想していなかった．数多くのダム

が存在する時点で，河川環境の悪化はある程度やむ

をえないと諦めていたフシがある． この点について

は，私たち釣り人にとっても反省材料である． しか

し今，予想を上回るペースで進む河川環境の悪化を

イワナの遺伝子を守るために

前述のとおり， 日高横断道路のルート上を流れる

静内川水系は，すでに多大なダメージを受け，その

荒廃は今も刻々と進んでいる． さらに，静内川以外

の河川に目を向けてみても， 日高側では新冠川や沙

流川，十勝側では札内川や戸蔦別川など，釣り人に

なじみ深い河川の多くで，河川環境の悪化が顕在化

している． こうした河川ではいずれも，渓流魚の姿

が年々減少している．

日高山脈エリアにおいて， これほどまでに開発の

手が伸びてしまったことは，そうした動きに対して

疑問の声を上げてこなかったという点で，私たち釣

り人にとって大きな反省材料である． しかし今，そ

れをあえて棚に上げさせていただき，ダム群より上

流域に生息する魚類資源を保護していく必要性を強

調したい．

現在，道内のイワナ資源は，本州の現状と比べれ

ば，比較的良好な状態ではある． しかし，それぞれ

の水系の個体群という視点に立てば，決して安心し

ていられる状態ではない．

近年，私たち釣り人にとって気掛かりな調査デー

タが明らかになった．それによると，ダムや砂防堰

堤などによって生息域が分断された水域に棲むイワ

ナは，遺伝的多様性が低下し，絶滅に至るリスクが

高まるという． これを考慮すると，無数のダムが存

在する日高山脈の渓流群は，すでに健全な状態では

なくなっている．そんな状況下で最源流部にまで開
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発の手が伸びれば，各河川固有の個体群の存続が危

ぶまれる．

イワナという魚は，地域間の個体差が大きい魚と

して知られ，国内では，アメマス型，ニッコウイワ

ナ型，ヤマトイワナ型，ゴギ型の4つの型があると

されている． このうち，北海道内に生息するのは基

本的にはアメマス型だが，比較的緯度が低い日高山

脈には，ニッコウイワナ型に近いタイプも生息して

いるという説がある． こうした事実は，学術的な価

値も秘めていそうだが，今のところ，詳しい調査は

行なわれていない．そんな点でも，水系ごとの個体

群の保護が求められている．

海と川を行き来する遡河性の魚類が多い北海道で

は，本来なら，河川はひとつのつながりとして存在

し，魚たちは河川の源流域と海を自由に行き来でき

るのが理想である.しかし,もはやそれが難しくなっ

てしまった今，最源流部の環境と，そこに棲む魚類

を保護していくことは，遺伝子の保全という点でも

重要な意味を持つ．

将来，河川環境を見直す機運が高まり，下流部の

河川環境を復元することができたとする． このよう

な場合，ほかの河川から魚を移植するのではなく，

その水系にいた個体群で資源を殖やすのが理想であ

る；そうした可能性を残しておくためにも，源流域

の自然と，そこに棲む魚類資源は，今ある姿のまま

残しておくことが重要である．

今，あらためて釣り人の視点で北海道地図を眺め

てみると，秘境と呼べる源流域を持つ河川は意外に

少ないことに気づく．ほとんどの河川には上流域ま

で道路が伸び，手つかずの流れが残されている水域

は少ない．手厚く保護されているはずの知床半島で

さえ，無数の砂防ダムが築かれている．そんななか，

本来の渓流の姿が残る日高山脈の源流部は，極めて

貴重な存在である．その自然をいかに保護していく

かを考える時，私たち釣り人としては，静内川の現

状を反省材料とし，河川を取り巻く自然をひとつの

つながりとみる， 、流域の保全"という視点を取り入

れていただきたいと思う．
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い1 ． ノースアングラーズ18号，つり人社．

「ダム建造でイワナ危機｣,北海道新聞2002年2月
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登山者から見た日高

反橋一夫

(日本山岳会北海道支部自然保護委員長）

日高への憧れ

1965年3月，札内川十の沢の沢田パーティの遭

難．中学校を卒業したばかりの私にも山の恐ろしさ

を知らしめた雪崩事故だった．中学の担任が前年，

その沢田義一さんと知床の厳冬季初縦走という快挙

を成し遂げたのだが，そんな方が身近にいても興味

は持てなかったし， まして自分が山登りを始めるな

んて想像すらしなかった． しかし，授業中に先生に

教えられた山の唄だけは今でもしっかり憶えてい

る．衝撃的なあの事故の後，高校に入学し美術部に

入ったのであったが，同じクラスの山岳部の友人に

キャンプに連れていかれ，感激し即入部した．いら

い山にのめり込んでいくようになった．しかし日高

には近づけなかった．周りに日高に登る人がいな

かったせいもあるが，潜在的な恐れがあった．大雪

や他の山はよく登ったのにそれらの山並みにくら

べ，日高は人を寄せ付けないような尖ったピークと

奥深さにつつまれ遥かな山として蹄曙した．大学時

代はワンゲルで本州の山をすこし登り，日高は益々

遠く離れていった．日高に向き合うことなく社会人

になり，いつしか山と離れる生活になっていった．

ながい中断の後，再び山に登りだしてから暫く

たって坂本直行さんの復刻版｢開墾の記」を読んだ．

学生時代，直行さんの個展で見た日高山脈の絵の，

あの山並みがふっと私の脳裏を駆け巡ったのだっ

た．戦前の開拓地の壮絶な暮らしのなかで，直行さ

んが毎日ながめた日高の山並み．そしてやっと私も

日高の山に通うようになった．なかなか踏みきれな

かった憧れと恐れが入り混じった日高の山．だれか

に連れていかれて自然と登るようになった日高では

なく，あくまでも想いが先にあって登りはじめた日

高．遅い日高への目覚めではあったが，今は年間の

山行日数のほとんどを費やすようになっている．

』
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冬のピIノカヌプIノ （反橋一夫氏提供）

日高の魅力

北大の平川教授のお話によると， 日高山脈は

2000mという絶妙の高さ（あまり高くなく森林に覆

われている）ゆえ， また，北海道がアイヌ民族（自

然を収奪しない）の島であったがゆえに日高が日高

たりえた．平川剃受はこれを「日高の奇跡」と名づ

けている．日高の山は，一部のポピュラーな山をの

ぞいてまだまだ登山者は少なく，沢を利用して登る

コースや，薮漕ぎ等も多く，山域自体，熊の聖域で

熊の掘り返しのなかを登ることもしょっちゅうで，

これらが日高の魅力になっている.日高に通う前は，

この日高の魅力こそがあこがれてはいても遥かなる

日高山脈として他の山とは別物という想いが，私の

心のなかで静かに醸成されていった．

アイヌ語でキムンカムイといわれる寵単独行が

多い私は日高の山に入ることは熊のテリトリーに侵

入することだと思っている．あくまでも侵入するの

は人間のほうだ．山に行くと熊出没注意の看板があ

るが，熊はもともとそこに棲んでいるのであり，街

からやって来て出没するのは人間の方である．いつ

もそう思って,お邪魔しますと心に念じて山に入る．

いまではこの緊張感が，日高へむかう動機のひとつ

にもなっている． これぞ日高の原始の自然にふれる
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喜びである．だから熊よけ鈴は持たず，気配を感じ

たときはひたすら声をあげて自分の存在を知られ

る．日高の山ではこのほかエゾ鹿等には毎度出くわ

す．葉陰からこちらを見つめる目の美しさに感動す

る．だからこその静かな単独行を求めるのである．

今年の七の沢は，道路工事のため沢筋が付け替えら

れ樹木が伐採され，瀕死の状態だ． 日高の核心部深

くに重大な損傷をあたえながら進む道路工事．比較

的に工事が容易な十勝側でさえ， このような状態な

のである.国内に最後に残された原生自然を破壊し，

工事をやることのみが目的化した不必要な公共工

事．アイヌ民族が自然と共生してきた日高山脈を人

間の都合だけで作り変えていく蛮行．人間も自然の

一部であり，神々に感謝し， ともに自然の恵みを頂

いてつつましく生きることこそ，今，求められるの

ではないだろうか．日高の圧倒的な山の深さに包ま

れるとき，登山者個人の小ささを思い知らされる．

そして現代人の思いあがりを反省させられるのであ

る．

難工事が続く日高側.切り立った岩壁を切り崩し，

岩盤にアンカーを打ち込み，醜いコンクリートの枠

内緑化工が天まで届くような細い道（拡幅が必要な

現林道部分).ネットで崩落した岩石はネットの下に

溜まり，それを重機で谷底に落とし沢を埋め，川を

殺し山を痛めつけながら工事は進む．自然は微妙な

バランスで成り立っている．そのバランスを不用不

急な工事で破壊する日高横断道路．十勝側・日高側

両方を見てきた者としてこの工事を告発せざるを得

ない． 日高の自然を愛する一登山者として， 日高山

脈こそが日本に残された数少ない原生自然であると

確信する者として，私は日高横断道路の反対運動に

かかわってきた．山岳地域のなかには大雪山の旭岳

や黒岳のようなところも必要かも知れない.しかし，

美しい山岳環境を一部の登山者で独占すること力§で

きないことも承知のうえで，あえて言いたいのだ．

日高山脈はこれ以上手をつけるべきではない．

強

日高ではクマは身近な存在だ（稗田一俊氏提供）

日高の登山方法としての沢登り．美しい沢と快い

響きのアイヌ語の地名，山名，沢名，番号のついた

沢名,高さが山名になった山等，みな日高の魅力だ．

沢筋をつめたあとのハイ松との格闘も日高の醍醐味

である．困難であるが故に取りつかれたように通う

岳人達．ひとたび天候が悪化すれば人間の挑戦を擬

ねつけてしまう日高の沢．沢筋には雪崩道が幾筋も

出来，デブリが夏でも冷涼な環境をつくり高山植物

の育つ場所を提供する．(だからこそ日高横断道路が

標高700mと，そんなに高くないところを通過して

も環境に重大な影響が出る．登山者のなかには， 日

高側の土砂崩壊に対しては批判的でも高さの面では

環境負荷が少ないと考えている方も多い.)だから日

高の固有種も低山帯にも充分見られる．時には危険

な目にあいながらも私の日高通いは続く．

日高の現状

日高のなかにも百名山ブームで訪れる人の多い幌

尻岳のような山もある． 日高の山を愛する人の集ま

り 「日高山脈ファンクラブ」では今年も幌尻山荘の

トイレの汲み取り，登山道周辺のゴミの回収を行

なった． 日高山脈をこれ以上汚したくないという気

持ちの発露としての行動である．好きで遊ばせても

らっている山への感謝とお詫びの気持ちをこめて行

日高横断道路への取組み

一昨年，札内川七の沢の静中トンネル予定地点に

行ってみた．付近には風穴があり，ナキウサギの食

痕が見られた． また沢の両側は雪崩道が見られ， こ

こに道路を作っても冬期間雪崩に襲われ，その復旧

工事に夏中かかり，開通したと思ったらまた不通に

なる．この繰り返しが永遠に続くように感じられた．
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ないと思っている．今ある登山道を利用したポピュ

ラーな山と，沢を利用して登るそれ以上の山と，そ

れにも飽き足らない人は積雪を利用しての登山をす

れば良い． 日高の山にはわずかな踏み跡があればい

いのである(異論は承知のうえで)．そして， 日高山

脈が日高山脈としての魅力と価値を持ち続けるため

にも，日高中枢部を貫くという日高横断道路の意義

を考え直すべきだろう.北は国道274号線(日勝峠)，

南は236号線（天馬街道）の中間の横断道は，なる

ほど地図のうえからみれば一見妥当なもののように

見える． しかし， 日高山脈の貴重さを考えない過去

の日本列島改造論的な考え方． このわずかな利便性

のために他の全てを犠牲にし，今や工事そのものが

目的となってしまっている日高横断道路は必要ない

時代になってきているのだ．山脈本体に穴をあける

静中トンネルが着工される前の今こそこの工事を中

止させなければと思っている.わずか百数十年の間

に原生自然がほとんど無くなった北海道のなかで，

大雪山・知床半島とともにわずかに残っている日高

山脈． しかも最も大きなかたまりとして存在するそ

の事がすばらしいのだ． 日高山脈襟裳国定公園は総

面積103.447haであるが,核心部となる特別保護区

(19.496ha) と第1種特別地域(51.413ha)は公園

面積の68.5％を占め，この占有率は国立公園を含め

全国一である．原生流域面積は大雪山国立公園の

2.8倍もある．本州から来られる登山者の方々が感

嘆される北海道の自然の良さは手つかずの自然だと

思う． これこそが北海道の財産である． 日高山脈を

分断し破壊する日高横断道路．いまこそ一登山者と

して， 日高横断道路の中止を声を大にして叫びたい

のだ．

なっている． また「山のトイレを考える会」も全道

での展開の一環として日高山脈への取組みも始めて

いる． これからの登山者は自然の恵みを享受するだ

けでなく，非常に傲慢で口幅ったい言い方ではある

が，人為的なインパクトからの保護・再生を図って

いかなければならない状況にあるのではないだろう

か．太古から守られてきた日高山脈の自然をたった

百数十年で破壊し続けてきた者達として……．

日高山脈におけるパイオニアワークの時代には許

された行為も， これからの環境重視へ転換していか

なければならない時代背景においては許されなく

なってきている．七つ沼カールや神威岳山頂には焚

き火の跡があった． これを登山者のロマンと片付け

てよいものだろうか，幌尻山荘付近の地面には昔の

ゴミが埋まっている．少しずつ掘り起こして下に降

ろしていく． これからも私達は地道な活動をつづけ

ていかなければならない．最低限，今以上の状態で

次世代の登山者へ引き継いでいきたいと思っている

からだ．

これからも日高に憧れていたい

学生時代の山岳部活動のなかでは大雪山や知床半

島へは出かけて行ったのに，なぜか日高へは遠回り

してきた私である．その憧れと恐れのゆえに……．

今ごろになって若者のようにのめり込んで日高へ

通っている．今年の夏，ポンヤオロマップ岳からペ

テカリ岳～1839峰をへてコイカクシュサツナイ岳

へと縦走した． 日高山脈にドップリ漬かって幸せ

だった．寵にも出会った．脛にあたるハイ松の枝の

痛みこそ奥深い日高の山の象徴だと思っている．だ

からこそ日高の山にこれからも登山道の開削は必要
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日高山脈のエコツーリズムによる地域振興を

小野有五

(北海道大学大学院地球環境科学研究科教授）

2002年は国連の決めた「国際山岳年」であり，同

時に「国際エコツーリズム年」でもある． これを記

念して，今年7月に，私たちは，旭川市と上川町で，

｢山岳エコツーリズム・フェスティバルin

Hokkaido2002」を4日間にわたって開催し，全国

から800名以上の参加者があった． ここでは，大雪

山をモデルとした山岳エコツーリズムを検討した

が，大雪山よりさらに原生的な自然が残されている

日高山脈では， さらに魅力的な山岳エコツーリズム

が可能であることを， ここでは述べたい．

エコツーリズムとは， 「持続的な観光｣のことであ

る．一般には， 自然をたずねるツアーや，アウトド

ア活動がエコツーリズムだと思っている人も多い

が， これはまちがっている．エコツーリズムは，あ

くまでも，持続的でなければならない．大勢でおし

かけて，自然を壊してしまうような観光はエコ（ロ

ジカル)ではないからである．4WDの車で山奥まで

入り込み，音楽をガンガン鳴らしてキャンプをし，

好き放題に釣りをし，ゴミをちらかして帰ってくる

ような「アウトドア」はエコツーリズムからはもっ

ともかけ離れたものといえる．そんなことをするく

らいなら，町なかで散歩でもしているほうがずっと

エコツーリズムに近いのである．自分の足で歩き，

ゆっくりとまわりの自然を楽しむ， これがエコツー

リズムの基本であるからだ．

日本でもっとも原始的な自然が残されている山岳

は，大雪でも知床でもなく， 日高である．その自然

はきわめて手ごわいもので，かんたんに近づくこと

はできない．最近の百名山ブームで，ポロシリ岳に

は大勢の登山者が押しかけるようになったが， 日高

山脈の多くの山岳は， まだ，訪れる人も少ない． ま

ず登山道がほとんどなく，大部分は危険な沢登りを

ともなうため，ある程度の技術や体力をもった人で

ないと，容易には近づけないからである． しかし，

誰か，案内して安全に登れるなら，ぜひ日高に行っ

てみたいという人は多いはずである．

氷河に覆われたヨーロッパアルプスでは，ごく一

部の熟達した登山家を除けば，たいがいの登山はガ

イドによる案内をともなった登山である． また

4000mの標高をもつマレーシア,サバ州のキナバル

山や台湾の最高峰，玉山などでも，現地でガイドを

雇っての登山が義務付けられている．海外からの観

光客を含めて， これらの山岳地域では，ガイドを養

成し，それによって生活をなりたたせているのであ

る．安全な登山のためには，当然，山ろくで宿泊し

なければならない．それによって地元では宿泊施設

の経営が可能となる．体力のない人にたいしては，

もっと簡単にいける周辺の自然のガイドが必要にな

る． 日高の魅力は高山だけではなく，深い渓谷や，

豊かな山菜のある山ろくにもあるはずだ．それらを

案内できるのは地元に長く住んだ年配の人たちであ

ろう． これから高齢化していく状況を考えると， ま

さにそういう人たちの働く場として， このようなガ

イドが重要になるはずである．反対に中高生などの

修学旅行も，重要な観光対象であろう．すでに大雪

周辺では，本州からも多くの修学旅行生を受け入れ

ている． 日高でもできないはずはない．十勝側の中

札内， 日高側の静内や振内， 日高町などは， これら

のエコツーリズムの拠点として発展する十分な可能

性をもっているのである．

さらに日高の大きな強みとしてあげられるのは，

平取を中心とするアイヌ民族の存在だ．エコツーリ

ズムの基本である「持続的」な考え方は，先住民族

の生き方にもっともよく現れている．人間がとりた

いだけサケをとっていたら，キツネが神様に文句を

つけ，それ以後，人間（アイヌ）は，キツネやクマ

が食べる分をちゃんと残してサケをとるようになっ

たという有名な「キツネのチャランケ」の伝承が象

－76－



ツアーが可能となる．

日高横断道路をつくるより，今のまま，道路の行

き止まりから登山やツアーが始められるほうが，

ずっといいのである．道路が通じてしまえば，人は

さっと移動してしまう．たとえば新千歳に降り立っ

た観光客がせっかくきても， 日高にはちょっと立ち

寄るだけで，泊まりは十勝川温泉， ということにな

りかねない．いや，現実に道路や高速道路ができた

ために，客に素通りされて困っている観光地の例は

日本全国，あとをたたない．地域の持続的な発展を

真剣に考えるなら，むしろ道路を山ろくで止め，そ

こに客をひきつけるエコツーリズムがもっとも効果

徴する生き方がまさに「持続的」なのである．すべ

ての自然を神として敬い，あらゆる植物や動物を無

駄にせず利用したアイヌ民族の知恵を，野外で楽し

く学ぶ体験は，自然を忘れた都会人にとって最高の

エコツアーになるはずである．自然の特徴をよくと

らえたアイヌ語地名を看板などに併記し，その意味

を解説することで， 日高の旅はさらに興味深いもの

になるはずである．振内がアイヌ語では「赤い水｣，

｢カムイエクウチカウシ」が， 「鹿を追い落とす急な

崖」に由来することを知っただけで，そこからアイ

ヌ民族の生きてきた豊かな暮らしや，当時の自然が

目の前に広がってくるだろう．アイヌの人たちも交

えたガイド・システムをつくることができれば， 日

高では， まさにここでしか体験できないすばらしい

的なのである．
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日高山脈と世界遺産

一自然を生かす，地域を生かす－

寺島一男

（大雪と石狩の自然を守る会代表）

危機に立たされている人類

イギリスの生態学者N・マイヤースの、野生生物

の種の絶滅速度〃に関する報告は，いささか衝撃的

である．1975年～2000年までの四半世紀に，この地

球上で少なくても100万種の野生生物が絶滅してい

るというのだ.実に年平均4万種, 1日あたり100種

である．それだけではない． 21世紀に入ってもおそ

らく数十年間は，年平均5万種，温暖化が進むこと

を考えるともっと多くの種が絶滅すると，他の多く

の専門家も推定している．

恐竜はいまから2億年ほど前に発生し， 1億数千

万年間も生き延びた生物だが，その時代生物種の絶

滅速度はわずか1000年に1種だったという.絶滅速

度は人類が現れてから加速化するが,それでも17世

紀～19世紀は4年に1種,20世紀に入っても前半は

1年に1種だった． ところが後半になると急カーブ

を描いて上昇する． 1974年には， この年だけで約

1000種が絶滅している．

一般に，生物の進化の過程でおきる種の絶滅は自

然のできごとで，ある種の絶滅によって新たな種を

生むなど生物の多様化を押し進めている． しかし，

近年の人類がもたらした種の絶滅は，新たな種を生

み出さないばかりか生態系を狂わし，生物多様化の

方向を逆行させている．

いうまでもなくヒトという哺乳動物である人間

は，地球の47億年の歴史が生んだ自然の産物であ

り，その生態系の一員である． どんなに科学を発達

させようとも， 自らを生み出した生態系を離れては

持続的に生きてはいけない．確かに，人間は他の野

生動物とは同じにできない特殊性を持っている． し

かし,いくら優れた知性を持ち合わせていようとも，

自然の豊かな恵みなしには生存することはできな

い．

最近，生物の多様性がクローズアップされている

が，それは健全な生態系の持続に欠かすことのでき

ない要因だからだ．大変な数の生物種が絶滅し生物

多様性が崩壊し始めると，当然のことながら人間に

もその影響は及んでくる．すでにその兆候が様々な

ところに現れているが，そのことに対する多くの

人々のアンテナはまだ低いと考えられる．

地域から地球まで生態系を保全・復元し生物多様

性を守ることを，単なるキャッチフレーズと考えて

いる人が多いが，現実は人間が人間らしい生活を営

むための，そして人類の生存をかけた最重要課題な

のだ．

大きな転換が必要な自然とのつき合い

21世紀は環境の世紀といわれているが，それはこ

れまでの世紀のように自然の中から蝋いいとこ取り〃

をし，そのツケだけを自然に回す利用の仕方は許さ

れないことを意味している．健全な自然環境を維持

しながら，その働きを上手に利用する新たな自然と

のつきあいを具体化することが，いまや地球から地

域まで社会から個人まであらゆるレベルで必要とさ

れている．

このように考えると前世紀型開発の典型とも言え

る日高横断道路開発は， まさに時代に逆行する開発

で，歴史の検証を受ければ開発を進めた人たちの不

明さが厳しく指摘されるにちがいない．当然，地域

振興の行方もこの工事の先には見えてこない．

21世紀の地域づくりは，住民が住民に問い，住民

の中で練られ，住民に共有される中で進んでいくも

のと思われる．その際，地域にどんな自然がありど

んな利用のされ方をしているか， また，地域の人た

ちがどんな意識でつき合っているか，そのことがな

によりも重要になる．住民が主体的にかかわりなが
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ら，地域が自立できるそのしくみを地域の中につく

ることが重要だ．地方分権も規制緩和も，そのため

にこそ役立たなくてはならない．

自然を損なわず持続的に利用することはことばで

は簡単だが，実際はそう単純なことでない．方向性

では大舵を切りながら，現状を変える作業は小さな

舵しか切れないからだ．だが当面する問題から決断

をし，できることからどんどん舵を切って行かない

と地域発展のプログラムは仕上がらない．

今回，世界遺産を取り上げたのは，現実の手法と

して自然を守り自然を生かす地域づくりに大いに参

考になると考えたからだ．優れた日高山脈の自然遺

産を継承しながら，地域住民の人たちの豊かな暮ら

しをつくれるヒントが， この世界遺産の中にはある

ように思うのである．

記載された遺産のうち，特に危険にさらされてい

るものは「危機にさらされている世界遺産リスト」

(緊急リストまたは危機遺産)に載せられ，緊急保護

の対象になる．現在,文化遺産15件,自然遺産18件

の合計33件が記載されている．

世界遺産を規定する世界遺産条約は,正式には｢世

界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」

(ConventionConcerningtheProtectionofthe

WorldCulturalandNaturalHeritage) という．

1972年11月16日の第17回ユネスコ （国際連合教

育科学文化機関)総会で批准され，翌73年アメリカ

が批准したのを皮切りに， 74年にはオーストラリ

ア，エジプトなど9カ国で批准され， 75年スイスの

批准で加盟国が規定の20カ国に達し,1975年12月

23日に正式発効した．

2002年7月現在,175カ国が条約を締結している．

日本は1992年6月30日に，世界第125番目の締約

国になった.日本の締約が条約の採択から20年も遅

れたのは，当時， 自国の遺産は国内の保護法によっ

て保全できると考えたことや，国際援助の基金負担

が重くなるなどの思惑があったためといわれてい

る．しかし， 1990年代に入ると，世界遺産の思想は

日本にとっても重要な意味を持つことが理解され，

締約国になると同時に積極的な役割を果たすように

なった．

世界遺産とは何か

そもそも世界遺産とは何であろうか．国際条約の

一つである世界遺産条約に基づいて，ユネスコの世

界遺産委員会が各国から推薦された物件の中から登

録を決定し,｢世界遺産リスト｣に載せたものを通常，

｢世界遺産｣といっている．世界遺産条約の第1条と

第2条には，どのようなものを文化遺産・自然遺産

というか詳しく定義しているが，本来この定義に該

当するすべてのものが世界遺産である．その意味で

世界遺産リストに登録されたものは，狭義の世界遺

産（登録遺産） と考えられる． このことは世界遺産

の理念を考えるとききわめて重要である．登録遺産

でなくても後世に残しておくべき価値のある遺産

は，すべて保護する責任が締約国には課せられてい

るからだ．

世界遺産は，全世界に存在する自然遺産や文化遺

産を戦争や貧困，自然破壊などから守り，国際的な

協力のもとに保全して，かけがえのない人類の宝物

として次世代に引き継ぐことをねらいにしている．

登録遺産（注：今後，断りのない限り世界遺産は登

録遺産を指すことにする)は， 自然遺産，文化遺産，

複合遺産の3つに分類され， 2002年7月現在，自然

遺産144件,文化遺産563件,複合遺産23件の総計

730件がリストに載っている．

世界遺産の特徴

世界遺産にはいくつかの特色がある．第1はその

物件を人類のかけがえのない宝物として共有し，人

類の遺産として後世に引き継いでいこうという考え

方だ． これまで文化財や自然は，国際的協力という

横のつながりもあったが，基本的にはそれぞれの地

域や民族，国家の枠の中でとらえられてきた．それ

らは一見個別的で地域的な存在に見えるが，長い歴

史でみると人類の発展に大きく貢献し影響を与えて

きている．世界遺産は，そういう人類の現在や将来

にとって大切な価値を持っているものは，民族や国

家の枠を超えて共有しようという立場に立ってい

る．同時に「遺産」として，いまを生きる人だけで

はなく，未来に生きる子どものために保護・保存し
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て，世代を通して引き継ぎ残すことを中心課題にし

ている．

第2は自然と文化を統一的にとらえる考え方だ．

世界遺産は自然と文明を二律背反的にとらえず， こ

の両者は人類にとって不可欠の要素ととらえてい

る．人類が自然と調和しながら持続的に文明を発展

させていくための，新しい価値観を創造していく資

源と認識しているのだ． このことはすでに「複合遺

産｣の考え方や，世界遺産委員会が1990年代に入っ

てから打ち出した｢文化的景観｣，すなわち人間の営

みが築いた自然も世界遺産に含める考え方に見られ

たが，現在はより積極的に考えられている．世界遺

産におけるオーセンティシティ （本物であること）

の見直しや，世界各地の｢生きている文化｣， 自然の

多様性を重視する考え方などはその表れである．

各国から推薦された世界遺産を審査し， リストに

載せる遺産を決定するため，世界遺産委員会が設け

られている．正確には，世界遺産条約に基づいてユ

ネスコに設置された政府間委員会のことだ．締約国

会議は2年ごとに開催されるユネスコ総会の通常会

期中に開かれるが,委員会はそこで選出された21カ

国によって構成されている．任期は6年， 2年ごと

に全体の3分の1ずつが入れ替わる．構成国の選出

にあたっては，世界の異なる地域および文化のバラ

ンスがとれるように配慮されている．他にも世界遺

産委員会は， リストに上げられた遺産を保護するた

め，技術的援助や財政的援助などの政策を立てる大

きな役割を持っている．

次のようになる．

文化遺産，①人間の創造的才能を示す傑作である

こと②世界のある文化圏において,建築物,技術，

記念芸術，都市計画，景観設計の発展における人間

的価値の交流を示していること③現存あるいは消

滅した文化的伝統や文明に関する，独特なあるいは

稀な証拠を示していること④人類の歴史の重要な

段階を物語る建築様式，建築的あるいは技術的な集

合体，景観の顕著な見本であること⑤ある文化を

特徴づけるような人類の伝統的集落や土地利用の見

本であり，また,特に抗しきれない歴史の流れによっ

てその存続が危うくなっているもの⑥顕著で普遍

的な重要性を持つ出来事，生きた伝統，思想,信仰，

芸術的作品，あるいは文学的作品と直接または実質

的関連があること．

自然遺産，①生命進化の記録，地形形成における

重要な進行しつつある地質学的過程，あるいは重要

な地形学的または自然地理学的要素を含む，地球の

歴史の主要な段階を代表する顕著な例であること

②陸上，淡水域，沿岸・海洋生態系，動・植物群集

の進化や発展において，重要な進行しつつある生態

学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること

③ひときわ優れた自然美および美的要素をもった至

上の自然現象，あるいは地域を含むこと④学術上

あるいは保全上，顕著で普遍的価値を持つ，絶滅の

恐れのある種を含む，野生状態における生物の多様

性の保全にとって最も重要な自然の生息地を含むこ

と．

登録の手続き

実際の登録はどのようなプロセスを経て行われる

のか．登録申請は，締約国が自国の国内審議を経て

国として行う． 日本の場合は，世界遺産条約関係省

庁会議を開いて政府推薦物件を決定し，外務省がユ

ネスコ世界遺産センターに提出することになる（7

月1日まで)．

センターでは提出された書類を登記し，書類に必

要事項がすべて記載されているか，必要な補足資料

が整っているかどうかチェックする．問題がある場

合は推薦国に差し戻し，問題がない場合は世界遺産

世界遺産の登録基準

世界遺産はどのような基準で選ばれるのか． クラ

イテリアと呼ばれる登録基準がある．文化遺産に6

つ， 自然遺産に4つの基準があり，各遺産はそれぞ

れの基準のどれか一つを満たせばよいことになって

いる． 自然遺産と文化遺産の両方の要素を持った複

合遺産は，それぞれの登録基準を一つずつ持つこと

が必要とされている．

登録基準は，条約施行指針の中に細かい定義がな

されているが，和訳されているその内容はきわめて

わかりづらい．不正確を承知の上で概略を述べると
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の助言機関へ送る（9月5日まで)．

助言機関は，文化遺産の場合ICOMOS(国際記念

物遺跡会議)かICCROM(文化財の保存及び修復の

ための国際センター)．自然遺産の場合はIUCN(国

際自然保護連合）だ． これらの機関では，登録基準

に従って申請された物件を調査検討し専門的評価を

行う．結果は①留保なく勧告する物件②登録を勧

告しない物件③登録への適格性が必ずしも明確と

は考えられない物件，の3段階に分けて世界遺産セ

ンターへ送る．センターは評価結果を確認し，世界

遺産委員会のビューロー会議に回す（翌年5月1日

まで)．

ビューローとは，世界遺産委員会21カ国のうち，

議長国1,副議長国5,書記国1の計7カ国で構成

される議長団のことだ．ビューロー会議は，評価結

果を参考に登録申請を審査し，次の4段階に分けて

世界遺産委員会に推薦する．①留保なく登録を推薦

する物件②登録を推薦しない物件③更なる情

報・資料を付加するよう締約国に差し戻す必要があ

る物件④より綿密な評価や研究が求められるため

審査は延期される物件．

世界遺産委員会は，ビューロー会議の推薦に基づ

いて登録申請を審査し，①登録を行う物件②登録

はしない物件③検討を延期する物件の決定を行う

(12月)．このうち①に区分された物件が世界遺産リ

ストに載せられ世界遺産となる． 2002年6月24日

～29日にハンガリーのブダペストで開かれた第26

回世界遺産委員会では，新規遺産として文化遺産が

9件，危機遺産2件が決定されたが，③に該当する

審議延期の物件が6件，手続きが不十分なため審議

が見送れた物件が6件あった．

いう国家主権が，世界遺産条約でも基本になってい

るからだ．

もう一つは，申請する遺産が所有する国の法律で

保護されていることが必要である．人類共有の宝物

とはいっても，その遺産を有する国が自国の責任に

おいて本気で保護しなければ，遺産は保護できない

からだ．物件が登録基準を満たしていても，すぐ世

界遺産として登録されるわけではない．遺産のある

ところに住む人々の保護意識の高さや，具体的な保

護策や実態が審査され，その適切さが認められたと

きに初めて登録されることになる．

3つ目は，登録申請をする国は，原則として世界

遺産センターに対し，あらかじめ予定候補の遺産を

暫定リストとして提出しておくことが必要だ．暫定

リストとは,締約国が今後5年ないし10年の間に登

録申請をしようとする，文化遺産や自然遺産のリス

トのことである．自然遺産は相対的に数が少ないた

めに，登録申請に際し暫定リストに載っていないも

のも審査の対象にされるが，文化遺産と複合遺産に

ついては暫定リストに挙がっていることが条件にな

る．

日本の登録状況は，文化遺産として①法隆寺の仏

教建築物(奈良県， 1993年)②姫路城(兵庫県， 1993

年)③古都京都の文化財(京都府･滋賀県， 1994年）

④白川郷･五箇山の合掌造り集落（岐阜県･富山県，

1995年)⑤広島平和記念碑〈原爆ドーム＞ （広島県，

1996年)⑥厳島神社(広島県， 1996年)⑦古都奈良

の文化財(奈良県， 1998年)⑧日光の社寺(栃木県，

1999年)⑨琉球王国のグスク及び関連遺産群(沖縄

県, 2000年）が，自然遺産として①屋久島（鹿児島

県， 1993年)②白神山地(青森県･秋田県， 1993年）

の合計11物件が世界遺産になっている．この他に現

在，彦根城など5物件が暫定リストに記載されてい

る．

世界遺産条約の締約国は，遺産の保護や援助のた

め世界遺産基金（ユネスコの信託基金）に対し，ユ

ネスコ分担金の1％を上限に分担金が義務づけられ

ている． 日本は約67万7834米ドル（1999年）を拠

出し，締約国中最大の拠出国になっている．その影

響力もあってか日本は締約した翌年の1993年から

登録の前提と日本の登録状況

各国からあげられた登録申請はこのような手続き

で決定されるが，実は登録申請にあたって大きな前

提がいくつかある．その一つは，登録の申請はその

遺産を抱える当事国しかできないことだ． どんなに

優れた遺産があって保護に緊急を要していても，第

三者や他国がすることはできない．自国内の財産に

関しては，その国がすべての権利と義務を擁すると
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条約の遵守に関し強制力を持たないことだ．世界遺

産条約は国家主権を前提にしており，人類共通の遺

産にしたとはいえ，その国家の意思を無視した決定

や行為はできないようになっている．義務と責任を

負わせることはできても，基本的にはその国の自覚

と自発性に待つスタイルをとっている．

いうなれば世界遺産の理念や枠組みを用いてどん

な保護対策をとるのか， どう活かすかはその国の裁

量に任されているのだ．前述したことと一見矛盾す

るようにも思えるが，極論で言えば強制力を持たな

い．ということは，その国の政治事情や経済事情によ

り世界遺産の精神が空洞化されたり，逆に新たな問

題の発生を招く恐れも残っているということにな

る．

二つめは，世界遺産の意義や役割がよく認識され

ず， また保護や利用の制度的枠組みがつくられ具体

的な保護対策がとられないと，遺産の破壊が逆に進

行する恐れがある．例えば，登録が単なる観光の宣

伝材料だけになってしまうと，大勢の観光客が押し

寄せる一方，有効な保護対策がないため遺産の損傷

や荒廃だけが進むことが考えられる．特に自然遺産

の場合，オーバーユース（過剰利用）を招く可能性

がある．

三つめは，世界遺産の登録が国（政府）の責任で

行われるため，登録に必要な書類や事務手続きが行

政にゆだねられる結果，性々にして住民（国民）不

在の登録になることがある．市民・団体・自治体・

中央省庁間の事前の十分な合意形成がないままに手

続きだけが先行すると，世界遺産の保護や活用をめ

ぐって事後に大きな軋礫を招く心配がある．すでに
その先例もあり，情報の公開をきちんと行い話し合

いや協議を重ねて十分な意思疎通を図ることが重要

だ6

2000年まで, 1997年を除いて毎年登録が続いた．

世界遺産にするメリット，デメリット

世界遺産にするとどんなメリットが考えられるの

か．第1は，対象物件を保護する基準が，国内基準

から国際基準に格上げされる．自国内だけの遺産で

あれば， 自国の都合によって取り扱いが左右される

可能性があるが，人類共有の遺産として世界の枠の

中で位置づけられると，そのことが難しくなる． 自

国の法律の盲点をついて開発を進めたり，法律の適

用をおろそかにして放置すると，国際社会の厳しい

批判を浴びることになる．

第2は，登録遺産についての人々の認識が進むこ

とや，登録遺産の管理がより確実に行われることが

考えられる．世界遺産条約は世界遺産をただていね

いにしまいこんで保存するのではなく，締約国の任

務として保護すると同時にその地域内の生活に役割

を与えることを謡っている．人々が遺産の価値を正

しく理解するように教育及び広報事業計画を立て，

あらゆる機会を通じて取り組むことを義務づけてい

る． また，登録遺産の保護・保存・整備・活用する

ために，立法上も行政上も，学術上も技術上も， ま

た財政上も適切な措置をとることを義務づけてい

る．

第3は，自然と文化を統一して捉える視点や，対

象の周辺を含める視点が基本になっており，遺産の

本質的な保護・保存ができやすいと考えられる． 自

然と文化は相互に影響しあっているケースが多く，

どちらかに切り分けた保護・保存では本質的な遺産

の保護が難しいケースもある．現在，文化遺産と自

然遺産を融合して世界遺産の一本化が検討されてい

るが，そうなるとより本質的な遺産の保全が期待で
． ;

きる．

また，世界遺産の登録範囲の指定に当たっては，

人為的影響が直接及ぶことを防ぐためのバッファ
･ ：

（緩衝地帯）を含めることが基本概念になっている．

文化遺産の場合には周辺の背景なども対象になる

し， 自然遺産では生態系の保存が基調になる．

では，デメリットしてはどんなことが考えられる

か．一つは，多くの国際条約がそうであるように，

世界通産と国内法

わが国には，文化財や自然環境にかかわる数多く

の法律が存在している．思いつくままに挙げても，

文化財保護法（天然記念物，伝統的建造物群保存制

度） ・自然公園法･自然環境保全法（原生自然環境保

全地域， 自然環境保全地域） ・鳥獣保護狩猟法･森林

I
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法・種の保存法など結構ある．法律以外にも森林生

態系保護地域のような行政官庁が独自に持つ保護制

度や，特定地域を対象にした特別措置法など保護の

枠組みもある．世界遺産などに登録しなくても， こ

れらの法律で十分でないかとの見方もできる．

確かに， これらの諸法・制度がそれぞれに機能し

て保全を維持している現状はある．だが，同時にい

くつもの欠点や隆路を抱え，不安定材料も多い．い

くつか列記してみると，①天然記念物主義的で,対

象物をしめ縄でくくってそのもののみを保護・保存

する傾向が強い．有名なもの，貴重なもの，珍しい

ものだけが周辺か‘ら切り取られて対象になりやすい

②一つの法の中に，保護と利用が二律背反的に組み

込まれていることが多く，暖昧性を多く含み保護や

保全がしっかりできない③周辺の環境を含めて丸

ごと保全したり，緩衝地帯（バッファゾーン）を設

けたりすることが少ない．そのため対象物・対象地

域の外側で景観破壊や乱開発が生じやすい④一部

の法律を除いて生態系保存の概念が乏しい．⑤各種

法律の所管が縦割り主義の強い中央省庁の手に委ね
‘ ，f

られていて，有機的な連携が取りにくいしくみに

なっている⑥過去の経緯からゾーニングが不適切

なため,仮に法が機能したとしても,対象物の保護of

保存ができないものが多い⑦法律の多くが事後対

策の性格を持つものが多く，問題を事前に回避した

り予見したり事前対策に有効なものが少ないなど

だ．つまり現在の法律を遵守したり適切に運用する

だけでは，解決できない多くの問題があることを示

している．

世界遺産は,OMAB(人間と生物圏事業計画)の

考え方を土台に，多重保護・保存，生態系保護の考

え方を基本にしている②縦割り行政の弊害を乗越

え，遺産の保護・保存・活用に有効な制度的枠組み

を持っている③世界遺産の性質から，様々な立場

や考えの人の共通の土俵がつくりやすく，遺産に関

する認識を深める可能性が高いなど，多くの有効性

が期待できる．

みを持つとはいっても完全ではない．多くの課題も

抱えている．その第1は世界遺産についての理解と

合意づくりが，事前に住民・自治体・関係諸団体・

行政機関等の間でどの程度できるかだ．その熟度が

ないと世界遺産の高い理念と枠組みを活かしきるこ

とができない．

また，世界遺産の持つ意義や役割，その遺産をど

のように保護し活用するかなどが事前に十分議論さ

れていないと，白神山地にみられるように登録後に

混乱や対立を招くことになる．世界遺産はステータ

スが高くなるだけ関係する人々の範囲が広くなり，

その分様々な価値観がぶつかることになる．現在，

その解決の手立てとして環境価値評価法など様々な

方法が考えられているが，そのような試みも含めて

事前の論議が大切だ．

第2は，登録後に観光客が急に増え，過剰利用に

よる自然環境への影響が十分予想される．その対策

を事前にどうとるかだ．白神山地や屋久島では，特

定の時期に特定の場所に利用が集中している．利用

の分散6利用の仕労･規制対策など事前の保護対策

が要になるも登録を急ぐあまり，負の遺産に対する
． ．.；

手立てが後手になるのが通例だ．世界遺産にしなけ

ればよかったということにならないように，織密な

保護対策が必要である．登録に当たって現状の問題

点を洗い出し，解決する取り組みが必要だ．

第3は；;登録に当たって登録地の線引き問題が出

てくる． コア，バツファゾーンをひとまとまりでど

れだけ広く取れるかが課題である． これからの自然

保護は生態系の保護と生物多様性保護が中心だ． 日

高山脈襟裳国定公園の場合，特異な動植物や地形地

質だけに注目するだけでなく，面積的にも広く多様

な生物の中心舞台になっている森林地帯やその中の

渓流もきわめて重要である． これまでの利用を考え

ると，森林帯における開発が圧倒的に進んでいる実

態がある．その意味でも森林帯をどこまで含めて

バッファゾーンをとるかなどは大きな鍵になる．

第4は,世界遺産登録を通して,現状の関係法律・

環境行政・環境管理形態などをどう変革していける

かだ.世界遺産という一つの新しい枠組みを使って，

現在抱える法律上の問題点，管理体制の問題点，自

世界遺産の課題

当然のことながら，世界遺産が優れた理念と枠組
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エコツアーを中心にした観光を産業の中心に据

え，専門家と手を組んでナチュラリストガイドを養

成するしくみ，地元産の安全で新鮮なフードを提供

するしくみ，ゴミの回収やリサイクルセンターを運

営するしくみなど，多様な仕組みや仕事を住民が主

体になって地域に作り出していることが注目され

る．環境保護対策なども地域の委員が何度も話し

合って決めるなど， 自治の仕組みがとてもしっかり

しているようだ．

エコツアーについても，自然の中を単に訪ね歩く

だけでなく生の自然を上手に利用して森を楽しめる

様々なプログラムが作られ工夫されているという．

巨木の間にロープをかけ，カノピーと呼ばれる簡単

な道具でターザンのように移動するスカイウォーク

など，興味そそられるソフトがたくさんつくられて

いる．少人数で質の高い自然との触れ合いができる

この国の自然利用のありかたは， 日高山脈の自然を

生かし地域を自立させるか， まさにいま抱えている

課題に大いに参考になると思われる．

然保護対策の問題点など様々な問題点を浮き彫りに

しながら，その変革を促すことが大切である．

自然公園法を現在の自然景観重視の方向から生態

系保護中心の方向に転換させたり，縦割り意識が強

く閉鎖的な自然保護行政や管理形態を，情報公開と

住民参加を主体にした開かれた自然保護行政・管理

形態にしていくことが重要である．世界遺産をモデ

ルケースに，関係する住民・専門家・団体・機関な

どが，様々な共同作業を通して話し合いをし，その

合意を新たな枠組み・形態として実現していくそん

な試みが大切になってくる．

コスタリカの試み

最近， 自然を生かした地域づくりでコスタリカが

注目を集めている．中米パナマの北に隣接する小さ

な共和国で，軍隊を持たない教育に熱心な国として

知られている．北海道の6割にも満たない狭い国土

(世界の国土の0←03％)に，世界の動物の5パーセン

トがいる野生動物の王国でもある． これほど野生動

物が多いのは，そのすみかとなる原生林が国土の4

割を占め，その4分の1が国の保護下におかれるな

ど，手厚い保護政策が行われているからといわれて

いる．

いまこの国で，森を伐り拓くよりは森を守ること

が客を呼ぶとして，エコツーリズムが盛んに行われ

ている．森林法を制定し，全国に112カ所ある活火

山の火口から半径2キロ以内を国立公園に指定し，

その国立公園内では教育施設をつくってレンジャー

が住民に対して環境教育を徹底して行っているとい

う．

普通なら国立公園を訪れる人のために教育が行わ

れるのが一般的だが， ここでは住民を重視している

ことが注目される．地元に住む人の意識が向上し，

自然を保護すると同時にそれを賢く利用する仕組み

や知恵が地元に生まれないと，期待する地域振興が

できないからだ． コスタリカでは, これまでの取り

組みを通して住民自身が国立公園はすべての住民の

ものという意識を高め，豊かな生態系を守ることが

自分たちの生活を支えることになると， 自覚するよ

うになっているとのことだ．

泉は足元に

ついひと月くらい前， えりも町の目黒地区に入っ

た．猿留川やその支流の登川周辺を歩いてみると，

いくつも驚くことがあった．その一つは川沿いの河

畔林の美しさだ．カツラ，シナ，オニグルミ，ヤチ

ダモなどが巧みに入り組み，思い思いに枝を天まで

伸ばしてゆるゆると繁っている．その森を称えるよ

うに清流が流れている．それは木々に語りかけ，歌

を聞かせ，踊りを見せているようであった．芽吹き

の春や葉が燃え尽きる秋などは，それは筆舌に尽く

しがたい華麗な世界になると思われた．

もう一つは野生鳥獣の豊かさだ．シマフクロウ，

クマタカ， クマゲラ，ナキウサギ，エゾクロテン，

キタクロオサムシ，オオルリオサムシなど，鳥類か

ら哺乳動物，昆虫まで貴重種が玉手箱のように詰

まっている．ケショウヤナギ，オオサクラソウ，エ

ゾハナシノプ，エゾキヌタソウなど植物のほうも負

けていない．

川底の石が透けて見える猿留川の本流では，サケ

が遡上し産卵の真っ最中だった．一匹のメスを取り
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囲み激しく争奪を繰り返しているオスの群れがある

かと思えば，伴侶と並んで尾びれで砂利を舞い上げ

産卵床をつくっているメスもいる．すでに産卵を終

え，流れに身を任せているサケもいる．壮大な生命

のドラマが淡々と行われていた．

この美しい川や河畔林，サケが跳ねシマフクロウ

やクマタカが飛翔する自然は， これからの地域振興

を考えるとき何にもまして頼りがいがある． 日高山

脈にはこのような自然が装いを変え多様な形で存在

している． この自然を世界遺産に登録し大いに活用

することが，明日の道を開くように思う． 自然を加

工しなければメシが食えない時代はすでに終わって

いる.生の自然こそがこれからのメシを作る時代だ．

21世紀は足し算の世紀ではなく引き算の世紀だ．自

然にはかりしれないインパクトを与え，無駄な公共

財を消費する巨大事業にしがみつくことを止め，足

元の泉を掘り本当に必要なものを浮き彫りにしなが

ら，新たな地域振興を探ることが大事である．その

際最も重要なことは，地域の人たちがいかにかかわ

り，地域の人たちを中心としていかに地域づくりを

するかにある．その意味でいま一番地域の人に求め

られるものは，決断なのかもしれない．
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法律から舅尼国富横断道路

公共事業をめぐる裁判の現状

一日高横断道路問題にふれて－

畠山武道

(北海道大学法学部教授）

はじめに

行政が法律に違反して自然に悪影響のある公共事

業を計画し，事業を開始した場合，それを是正する

方法がなければ，結局，違法な公共事業が野放しに

なり，法律の趣旨に反して，自然破壊や種の絶滅が

進行する．違法な公共事業を是正する方法はいくつ

かありうるが，最後のよりどころになるのが，中立

な第三者である司法府が判断をくだす裁判である．

しかし，裁判は特殊な手続であり，様々の制約があ

るのが現状である． ここでは， 日高横断道路問題を

視野にいれつつ，公共事業をめぐる裁判の現状を概

観する．

ところで，行政庁を被告とし，公共事業の中止を

目的として提起される訴訟には，民事訴訟と行政訴

訟とがある．そのうち，民事訴訟は，国・自治体を

被告として民事訴訟法による裁判を提起するもの

で，民事差止訴訟と損害賠償訴訟（国家賠償法にも

とづく訴えを含む）がある． また，行政訴訟には，

抗告訴訟，当事者訴訟，民衆訴訟機関訴訟がある．

さらに，地方自治体の違法な支出行為や違法な財産

管理を是正するための住民訴訟がある．

訴訟には厳しい制約が課されている．

民事差止訴訟において，具体的に差止請求を認め

るかどうかは,侵害された利益の種類や侵害の程度，

侵害行為の種類や性質，差止めを認めた場合に裁判

当事者がうける影響，同じく差止めの社会的影響な

どを比較衡量（比較検討）し，侵害行為が社会的に

許される限度（受忍限度）を超えた場合に， これを

認めるという考えがとられてきた． これを，受忍限

度論という．ただし，侵害発生の可能性は，単なる

見込みではたりず，高度の蓋然性（高い可能性）が

なければならない．

この考えによれば，一般に，生命・身体・健康な

どの人身被害を直接に脅かす可能性のある施設や，

財産への被害が生じると原状回復が困難な施設など

については，差止め請求が認められる．たとえば，

ごみ焼却場，し尿処理場の建設などについては， こ

れまでも建設や操業の差止めが認められてきた． ま

た，最近は，ずさんな管理が問題視されている安定

型産廃処分場，ダイオキシン汚染が懸念されている

ごみ焼却施設についても，建設や操業の差止めを認

める裁判例（ただし，仮処分が大部分）が増えてお

り，洪水発生のおそれを理由に，ゴルフ場建設工事

の差止めを命じる判決もみられる．

他方，使用禁止の影響が大きい空港，道路，新幹

線などについては，差止め力曾認められにくいが，神

戸地裁平成12． 1．31判決は，国道43号線沿道50

メートル以内に住む公害病認定患者の申し出によ

り，環境基準の1．5倍以上の浮遊粒子状物質(SMP)

の排出の差止めを命じ，注目をあびた．

民事差止訴訟

差止訴訟は，事前に開発行為の禁止や，進行中の

事業の中止を求めるもので，環境に有害な活動を防

止するうえで，最も効果的な訴訟である．しかし，

他方で，事業の禁止や中止を命じられた事業者にも

大きな損害が生じる可能性がある．そこで，出訴の

乱用を防止し，裁判所の判断を慎重にするために， ’
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身体・健康に被害が生じた場合や，魚類に有害な工

場廃液の垂れ流しを長年にわたり取り締まらなかっ

た場合には，周辺住民や漁民に損害賠償の認められ

る可能性がある．

また,国家賠償法2条1項は,公の営造物の設置・

管理の暇庇による損害責任を認め，「道路,河川その

他の公の営造物の設置又は管理に暇疵があったため

に他人に損害を生じたときは，国又は公共団体は，

これを賠償する責に任ずる」と定めている． この2

条による損害賠償請求は，道路，公共施設などに物

的欠陥があり，損害が発生した場合に，広く損害賠

償を認めるもので，たとえば，国・自治体の管理す

る道路，ダム，海岸，河川などの構造に欠陥があり，

田畑，私有地，漁場などが汚染されたような場合に

は，損害賠償の認められる可能性がある． しかし，

国家賠償法2条の損害賠償請求も，被害が生じた後

で金銭的賠償を求めるもので，事前に公共事業をス

トップさせるための法的手段としては，役割をほと

んど期待できない．

しかし，上記のような公害事例とは異なり， 自然

保護を目的とする訴訟の場合には，差止請求が認め

られる余地が非常に少ない． というのは，第1に，

差止めは個人の権利救済を図る制度であり，森林伐

採，河川改修，湿地開発，海岸埋立てなどによる環

境被害（あるいは生活妨害）のような一般公共の利

益侵害を主張するだけでは，当事者適格が認められ

ないからである．第2に，差止めは人身被害が生じ

る高度の蓋然性のある場合にのみ認められてきた

が，自然生態系のメカニズムは未知で不確実な部分

が多く， 自然改変による人身や生態系への被害発生

の可能性を，明確な証拠によって立証することは，

きわめて困難だからである．長良川河口堰訴訟，琵

琶湖総合開発計画差止訴訟などでも，被害発生のお

それが少ないとの理由で，請求が退けられてい､る．

日高横断道路の場合にも，道路の建設が，静内町

や中札内村の特定住民の権利を侵害するような被害

(人身被害，農漁業への被害，洪水被害，受忍限度を

こえる騒音の発生，顕著な環境の悪化など）が発生

する可能性が高いことを立証しなければならない

が，それを証明することは実際には容易ではない．

裁判所が,行政手続違反,環境アセスメントの不備，

客観的証拠に反するずさんな行政決定，被害が発生

しないという証明の不備などを理由に積極的に差止

めを認めない限り，公共事業における民事差止訴訟

は今後も機能しないものと思われる．

取消訴訟

①行事件訴訟法と取消訴訟

行政庁を被告とする訴訟について，民事訴訟法に

対する例外（特例）を定めたのが，行政事件訴訟法

である．行政事件訴訟法は，抗告訴訟，当事者訴訟，

民衆訴訟，および機関訴訟の4つの訴訟類型を定め

ているが，行政庁の公権力の行使に関する不服の訴

訟が抗告訴訟である． 「公権力の行使」については，

一般の民事訴訟で争うことはできず，行政事件訴訟

法の定める抗告訴訟によってのみ争うことができ

る．そして，抗告訴訟の中で最もよく利用されるの

が，取消訴訟（行訴法3条2項の処分の取消しの訴

え）である．以下，取消訴訟の仕組みを簡単に説明

する．

②取消訴訟の出訴要件

取消訴訟は，行政庁の処分その他公権力の行使に

当たる行為が法令等に違反していることを理由に，

その取消しを求める訴訟で，抗告訴訟のみならず，

行政事件訴訟の中で最も重要な訴訟である．しかし，

原告は，取消訴訟を提起するためには，つぎのよう

損害賠償訴訟

損害賠償訴訟は，民法709条や国家賠償法1条．

2条を根拠に，工事や施設の設置．管理から生じた

損害に対する金銭的賠償を求めるものである．公共

事業の実施や公共施設の設置．管理から被害が生じ

た場合には，民法ではなく，国家賠償法が適用にな

るので， ここでは国家賠償法のみを取り上げる．

まず,国家賠償法1条1項は，「国又は公共団体の

公権力の行使に当る公務員が，その職務を行うにつ

いて，故意又は過失によって違法に他人に損害を加

えたときは，国又は公共団体が， これを賠償する責

に任ずる」と規定している．たとえば，行政機関が

設置を許可した産廃処分場が原因で，住民の生命．
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なハードル（要件）を越えなければなければならな

い． もし，ひとつでも要件が欠けていれば，訴えは

却下（門前払い） となり，本案判決に到達する前に

裁判は終了する．

(a)管轄

取消訴訟は，一般に被告行政庁の所在地の地方裁

判所に出訴しなければならない．行政訴訟や住民訴

訟は，地方裁判所の支部では受理されないので，地

方裁判所の所在地まで出向く必要がある．北海道の

場合は，札幌，旭川，函館，釧路ということになる．

(b)訴えの対象

取消訴訟で争うことができるのは,｢行政庁の処分

その他公権力の行使に当たる行為」 （行訴法3条2

項）に限られる． これを「処分」「処分性」などとい

う．行訴法は， 「処分｣の内容について明確な定義を

おいておらず，最高裁は「行政庁の法令に基づく行

為のすべてを意味するものではなく，公権力の主体

たる国または公共団体が行う行為のうち，その行為

によって，直接国民の権利義務を形成しまたはその

範囲を確定することが法律上認められているものを

いう」 （最判昭和39.10.29民集18巻8号1809頁）

と定義している．

そこで，自然公園法，文化財保護法，河川法，森

林法，公有水面埋立法，廃棄物処理法などに基づく

各種の免許，許認可などが， 「処分｣に該当すること

は疑いがない． また，保安林の指定や指定解除も，

広く一般の人に向けられたものであるが， 「処分｣と

解されている． しかし，地域開発計画の決定，土地

区画整理事業計画の認可，用途地域指定などの都市

計画決定は，直接の法的効果を有しない青写真ない

し一般的抽象的処分であるという理由で，原則とし

て争うことが認められない．

道路建設の場合，道路の種類が様々であり， しか

も根拠法令や建設手続が異なるために，一概に説明

するのが困難であるが，たとえば，基本計画や整備

計画の決定，路線決定，国土交通大臣が日本道路公

団に対してする施行命令，同じく工事実施計画の認

可などは，計画段階の行為ないしは行政機関相互の

内部行為とされ，処分には該当しないものとされて

いる．一般国道，都道府県道，市町村道などの路線

の認定は，一般処分のようにも見えるが，周辺の住

民に騒音等の受忍義務，その他の不利益を課す行為

とはいえないので，処分には該当しないものと思わ

れる． さらに，道路建設工事自体は，法的な効果を

有しない単なる事実行為なので， これも処分には該

当せず， もし，公共事業工事そのものを争うとする

と，先に述べた民事差止訴訟以外に方法はない．

結局，道路建設手続の中で，処分性を備えた行為

とみられるのは,道路の区域決定と供用開始決定(の

公示） （道路法18条）などになるが，供用開始の段

階で道路建設事業を争っても手遅れであることはい

うまでもない(途中で，土地収用法が発動されると，

事業認定，収用裁決を争うことが可能になる)．

なお，周知のように， 日高横断道路の中央トンネ

ル部分は，1981年2月に開発道路区間に指定されて

いる．開発道路とは， 「資源の開発が充分に行われて

いない地域内の道路」 （道路法88条1項）あるいは

｢開発のために特に必要と認めて指定したもの」 （道

路法施行令33条)について，国が新設等の費用の最

高8割まで負担し， さらにそのうち「国の利害に特

に関係があるとき」 （道路法88条2項）は，道路管

理者の権限の全部または一部を代行し，新設・管理

等を行うことができるというものである． したがっ

て，開発道路区間の指定は，国の補助金の嵩上げや

国による事業の代行に必要な行為ではあるが，住民

の権利利益に直接的な影響をもたらす「処分」とは

いえず，行政機関相互の内部行為ということになら

ざるをえない．

(c)原告適格

公共事業を取消訴訟で争う場合，処分性以上に障

害となるのが,原告適格要件である．取消訴訟は｢当

該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利

益を有する者」 （行訴法9条)のみが提起できる． し

かし，最高裁は，原告適格の範囲について， 「当該処

分により自己の権利若しくは法律上保護された利益

を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者

をいう」 （最判平成元。2．17民集43巻2号56頁・

新潟空港訴訟） という厳格な枠組みを示しており，

大部分の公共事業訴訟は,ここではねられてしまう．

というのは，公共事業によって，森林，湿地，海

’
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て，一定範囲の住民の生命，身体の安全を考慮する

ことが許認可の要件とされており，一般住民の抽象

的法益とは区別して，地域住民の個別的利益が保護

されていると解することが可能である（大阪地判平

成6 ． 9．30判タ895号120頁参照)．

日高横断道路の場合，関係法令の中に処分性のあ

る行政庁の行為を探し出すのが困難であるが，たと

えば道路法上の道路区域の決定に処分性が認められ

たとしても，当該処分が周辺ないし下流の住民の生

命，身体の安全まで脅かすおそれがあることを立証

するのは難しいように思われる．

(d)訴えの利益の継続

訴えの提起後に事情が変化し，裁判を続ける意味

がなくなった場合，訴えは却下される．たとえば，

最高裁は，保安林指定解除が争われた長沼ナイキ基

地訴訟（最判昭和57．9．9民集36巻9号1679頁）

で，用水路や砂防ダムが完成し保安林存続の必要が

失われたとして，訴えの却下を支持している． した

がって，住民の生命・身体・財産に重大な影響のあ

る公共事業のある特定の処分の違法を争っているう

ちに，災害防止のための代替施設が完成すると，そ

の時点で裁判を打ち切られる可能性がある．

(e)被告適格

民事訴訟の被告となるのは，権利義務の帰属主体

である国・公共団体であるが，取消訴訟では，国・

公共団体の意思を決定・表示する機関である行政庁

が被告となる．具体的には行政機関の長である大臣

や知事である． 日高横断道路については，道の工事

部分を争うか，国の直轄工事部分を争うかで，被告

とすべき行政庁が異なってくる．

(f) 出訴期間

処分の取消訴訟の出訴期問は処分または裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して3カ月で

ある．ただし，いくら知らなかったといっても，処

分または裁決の日から1年を経過したときは，正当

な理由のないかぎり，出訴できなくなる（行訴法14

条)．

③訴えの提起と仮の救済

取消訴訟を提起しても,処分の効力,処分の執行・

手続の続行は妨げられない（行訴法25条1項)．す

岸の自然生態系，景観，動植物の生息・生育地など

が破壊されても，それが住民の「自己の権利」を侵

害したとまではいいにくいからである． また，最高

裁は「法律上保護された利益」の有無を「当該処分

を定めた行政法規が，不特定多数者の具体的利益を

もっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめ

ず，それが帰属する個々人の個別的利益としてもこ

れを保護すべきものとする趣旨を含むと解される」

(同判決）かどうかで決すべきであるとしているが，

道路法，道路整備特別措置法，高速自動車国道法な

どは，そもそも周辺住民の環境的な利益などには全

く配慮していない． また，自然公園法，自然環境保

全法，鳥獣保護法，種の保存法などの法律は，自然

環境の保全をうたっているが，それも一般的に公益

として自然環境を保護しているにとどまり，個々人

の個別的利益として良好な自然環境を保護している

と解するのは難しい．

こうして，保安林指定解除や原子炉設置許可を争

う場合などの例外を除き，ほとんどの自然保護関連

の訴訟が，原告適格がないとして却下されてきた．

しかし最近になって，住民の原告適格をやや緩和す

る判決がいくつか見られるようになった． 1つが，

ゴルフ場予定地内の土地の入会権者，立木所有者，

ゴルフ場予定地下流の農業従事者，井戸の使用者な

どに,森林法10条の1第1項に基づく林地開発許可

を争う適格を認めた名古屋高判平成8．5．15判タ

916号97頁である． また，最判平成9．1．28民集

51巻1号250頁も，開発許可基準を定めた都市計画

法33条は｢がけ崩れ等のおそれのない良好な都市環

境の保持・形成を図るとともに，がけ崩れ等による

被害が直接的に及ぶことが想定される開発区域内外

の一定範囲の地域の住民の生命，身体の安全等を，

個々人の個別的利益としても保護」していると判断

している．

そこで,たとえば,砂利採取法16条の砂利採取計

画の認可(認可基準は19条)，採石法33条の採石計

画の認可(認可基準は33条の4)， さらに河川法25

条の土石等の採取許可，地すべり防止法18条の許

可，急傾斜地崩壊災害防止法7条の許可砂防法2

条･4条の工事許可などについては,許認可にあたつ
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なわち，国・自治体は，住民が取消訴訟を提起して

も，そのまま計画や工事を継続できる．ただし，例

外として,｢回復困難な損害を避けるため緊急の必要

がある」場合には，直ちに工事等を中止するよう申

し立てることができる．これが執行停止制度である．

しかし，回復困難な損害とは，原状回復または金銭

賠償ができないような損害をいい，あるいは金銭賠

償が可能であっても金銭賠償だけでは填補されない

ような著しい損害をいうものと解されており，執行

停止は，公共事業を争う訴訟ばかりではなく，一般

の行政訴訟においても簡単には認められない（数少

ない肯定例として,福岡高決昭和48.10.19判時718

号0頁（臼杵風成訴訟)，松山地決昭和43.7.23行

集19巻7号1295頁（松山空港事件）がある)．

なお,｢行政の処分その他公権力の行使にあたる行

為」については，民事保全法による仮処分をするこ

とができないので（行訴法44条)，執行停止の申立

て以外に方法はない．

④本案審理と裁量問題

公共事業の是非を争う取消訴訟では，本案審理に

まで至ったものがあまり多くないが，たとえ運良く

本案審理にまで至っても，勝訴することは至難の業

である． というのは，多くの公共事業を定める法律

は，工事認可等の許可要件を一般的な表現によって

定めるだけで，実際の許可・認可にあたっては，行

政庁の自由な判断にまかされる部分が多いからであ

る．たとえば道路法7条1項1号は，都道府県道の

要件を「市または人口5千人以上の町とこれらと密

接な関係にある主要地等とを連絡する道路」 （第1

号） と定める． したがって，人口5千人以上の町と

接続しないような道路を都道府県道に認定できない

ことは明らかである． しかし，同じく道路法7条1

条6号は「前各号に掲げるものを除く他，地方開発

のために特に必要な道路」も，都道府県に認定でき

るものとしている． こうした場合，何が「地方開発

のために特に必要な道路」かは，法律上からは判断

できず，結局，都道府県知事がある程度自由に，裁

量によって判断できるということになる．そして知

事が裁量によってなした判断については,(万が一裁

判になり，本案審理に至った場合であっても）知事

がよほどおかしな認定をしないかぎり，知事の判断

が尊重され，裁判所は知事の判断を取り消すことが

できない．行政事件訴訟法は，その旨を「行政庁の

裁量処分については，裁量権の範囲をこえ又はその

濫用があった場合に限り，裁判所はその処分を取り

消すことができる」と明文をもって定めている． こ

れを裁量不審理原則という．

知事の裁量的な判断とされた事項について，議会

の場や住民運動を通してその誤りや不合理を指摘す

ることは勿論可能であるが，裁判を通してその是正

を求めることはできない．多くの公共事業は， こう

した大臣や知事の裁量的判断を媒介としてなされる

ため，裁判を起こしても裁量の枠を突破できず，勝

訴できないのである．

大臣や知事の裁量的判断を広く認めると，住民は

司法救済の機会を著しく狭められることになる． し

たがって，学説は，裁判所が行政庁のなした裁量的

判断を審理するための方法をいろいろと考えてきた

が，なかなか決め手がないのが現状である．裁量問

題は，行政活動の司法審査を議論する上で残された

最大の課題といえる．

しかし，裁判において，行政庁の裁量的な判断が

取り消された例がないわけではない．たとえば，有

名な日光太郎杉判決控訴審判決（東京高判昭和48.

7．13日判時710号23頁)では，文化的価値の高い

巨木群を伐採（土地収用）することが，土地収用法

20条3号の「土地の適正かつ合理的な利用」といえ

るかどうかが争われた．裁判所は，裁量権行使の適

否を裁判所が審査するにあたり,｢本来最も重視すべ

き諸要素，諸価値を不当，安易に軽視し，その結果

当然尽くすべき考慮を尽くさず， また本来考慮に容

れるべきでない事項を考慮に容れもしくは過大に評

価すべきれない事項を過大に評価し， これらのこと

により被告の判断が左右されたものと認められる場

合には， とりもなおさず裁量判断の方法ないしその

過程に誤りがあるものとして，違法となる」という

判断枠組みを示し，伐採（収用）のための事業認定

を裁量の範囲をこえた違法なものと論断した． また

二風谷ダム判決(札幌地判平成9．3．27日判時1598

号33頁） も， 日光太郎杉判決の判断枠組を踏襲し， ’

口
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⑤判決と控訴・上告

判決には，訴訟判決と本案判決がある．訴訟判決

は，訴え力訴訟要件を欠いていることを理由として

訴えを不適法として却下する判決であり，本案判決

は訴えに理由があるかどうかを判断する判決であ

る．本案判決には，請求の全部または一部について

原告の請求を認容する判決（認容判決） と，理由が

ないものとして棄却する判決(棄却判決)，および事

情判決がある．

事情判決とは，審理の結果，処分等の違法が判明

し，本来ならそれを取り消すべきであるが，処分を

取り消すことにより 「公の利益に著しい障害を生ず

る場合において，原告の受ける損害の程度，その損

害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情

を考慮したうえ，処分又は裁決を取り消すことが公

共の福祉に適合しないと認めるとき」に，裁判所が

請求を棄却するものである（行訴法31条1項)．選

挙区の定数格差の違法を争う選挙訴訟では事業判決

がよく用いられるが， 自然保護関連では，先に引用

したこ風谷ダム判決（札幌地判平成9．3．27）が，

ダム建設にかかる土地収用裁決を，アイヌ文化に対

し十分な配慮なくしてなされた事業認定の違法を承

継し違法であるとしつつも，ダムがすでに完成し湛

水している現状においては，ダムの撤去を命じるこ

とは公の利益に著しい障害を生じるとして事情判決

をし，注目をあびた．

なお，事情判決をするにあたって，裁判所は，判

決の主文において，処分が違法であることを宣言し

なければならない。

土地収用法上の事業認定および収用裁決が，アイヌ

民族の文化を不当に軽視ないし無視しているとし

て，収用裁決を違法とした．

また，都市計画事業である小田急線連続立体交差

事業の認可を取消した東京地判平成13．10．3日判

時1764号3頁)も，注目に値するものである．争点

となった小田急線高架事業の鉄道路線は昭和39年

に全長32.5キロメートルが都市計画決定されたも

のであるが，平成5年になって本件事業区間の構造

を，一部を除き高架式とする旨決定し，告示した(以

下，平成5年都市計画決定という)． これをうけて，

東京都が建設大臣に対し，都市計画事業である鉄道

事業等の認可をしたところ，建設大臣（当時）がこ

れを認可したものである.沿線住民である原告らは，

住民らの提案する地下式を理由もなく不採用とし，

原告らに甚大な被害をあたえる高架式で事業を実施

しようとする点で，同事業の前提となる都市計画決

定の事業方式の選定には違法がある等と主張し，建

設大臣を被告として，鉄道事業等の認可の取消しを

求め出訴した．

裁判所は，都市計画決定を， さまざまの利益を比

較衡考し， これらを総合して政策的，技術的な裁量

によって決定せざるを得ない行政庁の裁量事項であ

り，「都市計画決定の適否を審査する裁判所は,行政

庁が計画決定を行う際に考慮した事実及びそれを前

提とした判断の過程を確定した上，社会通念に照ら

し，それらに著しい過誤欠落があると認められる場

合にのみ，行政庁がその裁量権の範囲を逸脱したも

のということが許される」との判断枠組みを提示し

たうえで，平成5年の都市計画決定には，考慮要素

に著しい過誤欠落があった，判断内容に著しい過誤

欠落があったとして，その取り消しを命じたのであ

る．

この判決については，学説上， さまざまの議論が

あるが，都市計画という中枢的な意思決定過程に裁

判所が果敢に切り込み，その違法を認定したという

点で画期的な意義がある． しかし， こうした勇気あ

る裁判官はごく例外であり，多くの裁判官に同種の

判断を望むのは無理である．

住民訴訟

①住民訴訟の意義

住民訴訟とは，地方自治法242条の2により，地

方公共団体の財務会計上の違法な行為を争う訴訟で

ある（住民が起こす裁判を一般に指すのではない)．

自然を大きく改変する大規模公共事業には，自治体

が，許認可，財政支出などの形で関与していること

が多い． しかし，取消訴訟については，すでに見た

ように，原告適格その他の厳しい制約があり，本案

審理にはいる前に却下（門前払い）されるリスクを
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覚悟しなければならない．それに対して，住民訴訟

は，住民（行為能力のない者をのぞく）であれば，

だれでも訴えを提起できる．そこで，最近は，自然

保護訴訟として住民訴訟が利用されることが多い．

士幌高原道路建設の是非が争われた「ナキウサギ裁

判」も住民訴訟である．なお，住民訴訟は地方自治

法によって定められ，地方自治体の財務会計上の行

為を争うことを認めるものである．国の財務会計上

の行為については，法律に明文の規定がなく，住民

訴訟によって争うことはできない．

②必要要件としての住民監査請求

住民訴訟をおこすためには，その前に監査委員に

対し，必ず住民監査請求をしておく必要がある．監

査請求は，違法または不当な公金の支出，財産の取

得・管理・処分，契約の締結・履行などがあると認

めるときに,監査委員に監査を請求するものである．

当該都道府県・市町村内に住民票を有する成年（婚

姻した未成年者も可．選挙権者や納税者である必要

はない）であれば，だれでもすることができる．請

求は，対象事項をある程度特定することが必要であ

るが，請求について定まった書式はなく，新聞記事

のコピーを資料として添付してもよい．

監査の結果や勧告に不服のある場合には，監査の

結果等の通知があった日から30日以内に，訴え(住

民訴訟）を提起することができる．

③住民訴訟の種類

住民訴訟には, (a)当該行為の全部または一部の差

止めの請求（当該行為を差し止めることによって人

の生命または身体に対する重大な危害の発生の防止

その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあると

きは，することができない） （1号請求), (b)行政処

分たる当該行為の取消しまたは無効確認の請求（2

号請求), (c)当該怠る事実の違法確認の請求(3号請

求),(d)当該職員または当該行為もしくは怠る事実に

係る相手方に損害賠償請求または不当利得返還の請

求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関ま

たは職員に対して求める請求（4号請求）の4種類

がある．自然保護訴訟では，工事に着工する前に開

発行為のための財政支出を阻止することが中心にな

るので,おもに(a)の差止め請求が利用される．リゾー

ト企業に市有地を売却したり，第三セクターに補助

金を交付したような場合には，市長等が市に損害を

与えたことを理由に，市長等を被告として損害賠償

を求める訴訟（旧4号の定める代位請求）が利用さ

れてきたが，個人の損害賠償額が莫大になるなどの

理由から, 2002年の改正で大幅に改正(改悪)され，

現在のような姿になった．

④住民訴訟の要件

住民訴訟は， とくに原告適格に制限がなく，住民

であれば誰でも本案審理にたどり着くことができる

点で便利な訴訟であるが，最大の難関は，訴えの対

象が，公金の支出，財産の取得・管理・処分，契約

の締結・履行，債務その他の義務の負担などの「財

務会計行為」に限られていることである．つまり，

財務会計行為は，財政支出を伴う行為を広く指すの

ではなく,財務処理を直接の目的とする行為をいう．

そこで，保安林を違法に伐採して道路を建設した場

合，建設局長らの行為は，道路建設行政の見地から

する道路行政担当者としての行為であって，森林の

財産的価値の維持・保全を直接の目的とする財務会

計上の財産管理行為にあたらない(最判平成2．4．

12民集44巻3号431頁･京都市保安林伐採事件)な

どとされてしまう．

ただし， 「公金の支出｣については，支出行為に先

行し， もしくはその原因となる行為（それ自身は非

財務会計行為）の違法を理由に，それに続く 「公金

の支出」の違法を争えるかどうかが， しばしば問題

となる．最判平成4.12.15民集46巻9号2753頁。

一日校長事件）は，損害賠償請求は「たとえこれに

先行する原因行為に違法事由が存する場合であって

も，原因行為を前提としてなされた当該職員の（財

務会計）行為自体が財務会計法規上の義務に違反す

る違法なものであるときに限られる」とし，先行の

処分が「著しく合理性を欠き，そのためこれに予算

執行上の適正確保の見地から看過しえない暇疵（か

し）の存する場合でない限り，処分を尊重しその内

容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があ

り， これを拒むことは許されない｣と判示している．

つまり，公金支出が違法となるのは，先行行為に｢予

算執行上の適正確保の見地から看過しえない暇疵」
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違法であり，当該支出（2割負担）の差し止めを求

める」という内容になろう．

⑤住民訴訟の問題点

最後に，様々の障害を乗り越えて本案審理にたど

り着いたとしても，住民が勝訴する可能性は低い．

すなわち，すでに取消訴訟の個所で述べたように，

開発行為のための計画策定，許認可，財政支出など

には，自治体の長に大幅な裁量が認められ，それら

が著しく合理性を欠くような場合でない限り，公金

支出が違法と認定されることはないからである（

訴えが棄却された最近の代表的な住民訴訟として，

高松高判平成6．6．24日判例地方自治126号31

頁・織田が浜訴訟，福岡地判平成10．3･31日判時

1669号40頁･和白干潟訴訟などがある)．多くの判

決が，公共事業における環境アセスメントや住民参

加の不備を指摘しつつも，結局，住民の訴えを棄却

しており，住民訴訟は，裁判の形式をかりた住民や

専門家の意見表明の手段と化しているのが現状であ

る． こうした住民意見の表明の場は，裁判よりは事

前の手続の中で確保されるべきものであるが，各種

の住民参加手続が決定的に不十分な現状を考える

と，住民訴訟を公共的な議論を形成するために利用

する可能性を一概に否定することはできない．

があるにもかかわらず，あえて支出した場合に限ら

れることになる．

日高横断道路を例にとると，全長101キロメート

ルのうち，約75キロメートルを北海道が建設し’約

25キロメートルを国（国土交通省）が建設すること

になっている．そのうち，北海道が建設する部分の

費用支出については,住民訴訟で争うことができる．

ただし，最高裁の判決を敷術すると，道路建設にか

かる一連の行為のうち，公定力のある処分が「著し

く合理性を欠き，そのためこれに予算執行上の適正

確保の見地から看過しえない暇疵(かし）の存する」

ことを証明する必要がある． 日高横断道路の北海道

施工区間については，先行する（公定力のある）処

分を特定する必要があるが，事業が「著しく合理性

を欠く」ことの証明は必ずしも不可能ではないよう

に思われる．

つぎに，開発道路として国が建設する部分につい

ては，国費がつぎ込まれるので，住民訴訟によって

争うことはできない．ただし，建設費の2割を北海

道が負担しているので，その支出の差し止めを求め

ることは，論理的には可能である．その場合の主張

としては，国の道路建設に関する一連の行為のうち

の特定の行為が「著しく合理性を欠くために，その

事業遂行のために2割の負担部分を支出することは

「
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日高横断道路と住民訴訟の可能性について

菅野庄一

(東京弁謹士会）

佐藤光子

(札幌弁謹士会）

はじめに

日高山脈は，その景観の素晴らしさと，何よりも

原生自然の豊かさに感嘆させられる．見渡す限り続

く峰峰の中に人工物が全くない，登山道さえ控えめ

である．計画道路の上部に位置するカムイエクウシ

カウチ山のカール地形の壮大さと樹林限界上の高山

植物帯ののびやかさは本当に素晴らしく，ナキウサ

ギの声がいたるところに響き， ヒグマの親子に遭遇

することもある． カムイエクウシカウチだけでなく

日高の山々はどれも美しいカールをもち，それぞれ

がヒグマのなわばりになっているそうである．過去

はいざ知らず，今日の日本において，かかる壮大な

原生自然を伝える地域は他にない．間違いなく， 日

本を代表する自然であり，世界にも誇りうる遺産と

して，後の世代に引き継ぐ義務を我々は負っている

というべきである．

道道静内中札内線（日高横断道路）は， まさにこ

の日高山脈のど真ん中をぶちぬき，その壮大な原生

自然を真っ二つに分断する計画である．それによっ

て日高山脈の掛け替えのない価値が回復不可能なほ

どに損なわれてしまうことは，山上から一瞥しただ

けで明らかであった．

由に工事差止めを求めるケースなどがこれに該当す

る．現在， 「権利｣は財産権に限らず，判例によって

健康などの人格権にまで保護の射程が広がってい

る． しかし，現在のところそこまでであり，原生自

然の価値そのものを保護しようという自然享有権ま

たは自然権的なものを保護するまでには， まだ判例

は到達していない．

次に，住民訴訟がある． これは地方自治法に定め

られた裁判形式で，自治体の首長などが違法に公金

を支出しようとしているとき，その差止めを命じる

裁判を求める訴えである（事後的救済として損害賠

償制度もある)．まず住民監査請求を行い，これが却

下された後に提訴する． 日高横断道路の場合， この

手法を検討することが現実的である.上述のように，

民事差止請求が， 「権利｣の問題で苦慮するのに対し

て,住民訴訟は，原告が北海道民でありさえすれば，

道路計画の違法性が証明されると，差止めが可能に

なるからである．先年裁判の途中で計画中止に至っ

た士幌高原道路公金支出差止の裁判（ナキウサギ訴

訟）が， この手法を採用している．

ここで，ひとつ問題がある．訴えの対象が，公金

の支出命令，債務負担などの「財務会計行為」に限

られていることである （対象が地方自治体の財務会

計行為に限定されているため，国の行為を対象とす

ることができないという制度の限界の問題もある

が，本件は道の支出を止めるだけでも，事業を中止

に追い込むことが可能と考えるので， これ以上は立

ち入らない)．この問題について,最高裁判所は,「(損

害賠償請求は）たとえこれに先行する原因行為に違

法事由が存する場合であっても，原因行為を前提と

してなされた当該職員の（財務会計）行為自体が財

務会計法規上の義務に違反する違法なものであると

訴訟類型

それでは， このような地球に対する傷害罪とも言

える計画を，裁判によって止めさせることはできる

のか．一般に想定される裁判類型は，民事上の差止

め請求と表題の住民訴訟の二つであろう．

民事上の差止め請求とは，開発行為が個人の権利

を侵害する恐れがある場合，その権利を根拠に開発

行為の差止めを求める裁判である．横断道路が私有

地を抜ける場合などに，反対地主が所有権侵害を理
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部に，長大な横断道路が通されることになる．

道路によって直接破壊される部分にとどまらず，

生息地が道路という人工物により分断されることに

よる日高山脈の多様な生物に与える影響は計りしれ

ず，生態系の破壊,種の破壊,遺伝資源の破壊など，

生物多様性に対して脅威を及ぼすことは間違いな

い．

2002年3月28日，日本生態学会は，第49回大会

総会において， この道路が日高の特徴ある自然に計

り知れない悪影響を及ぼすとして工事中止を求める

決議をした． このように，専門家たちも日高横断道

路による悪影響を指摘している．

以上のように， 日高横断道路は， 日高山脈の自然

環境に重大な悪影響を与えるものであるから， この

道路建設は生物多様性条約に違反する違法な計画で

ある．

2．開発道路指定自体の違法性

日高横断道路が日高山脈を横断する急峻な地形の

部分は難工事が予想される．その部分は開発道路と

して国が建設を執行しているが，建設費の2割を道

が負担しており，住民訴訟の対象となりうる．そこ

で， この予算執行が妥当かが問題となる．

道路法88条1項は，開発道路について，「地勢，

気象等の自然的条件がきわめて悪く，且つ，資源の

開発が充分に行なわれていない地域内の道路で，政

令で指定するもの」との要件を定め， これを受け建

設省開発道路選定基準は， 「資源開発のために必要」

であること，を開発道路の選定基準としている．

そして日高横断道路は,1981年2月に,「本路線の

完成後は， （本路線の通過する)地域の基幹道路とし

て， （農業，畜産業，林業など第一次産業の)資源開

発，関連産業の発展に寄与する」ものとして，開発

道路に指定された．

しかし，日高横断道路の開発道路区間約25kmの

沿線には農業地域に該当するところはなく，農業，

酪農業が出来ないことは道も開発局も自認している

し，急峻な地形からして将来的にも存在し得る余地

はない．

また，林業をみても，沿線の森林のほとんどは開

発道路指定当時から森林施業を積極的に行なわない

きに限られる」とし，先行の処分が「著しく合理性

を欠き，そのためこれに予算執行上の適正確保の見

地から看過しえない暇疵（かし）の存する場合でな

い限り，処分を尊重しその内容に応じた財務会計上

の措置を採るべき義務があり， これを拒むことは許

されない」と判示している(最判平成4.12.15,民集

46巻9号2753頁)． これは，裏返せば，道路計画と

いう先行行為に「予算執行上の適正確保の見地から

看過しえない暇疵」があった場合は， この暇疵を見

逃して公金を支出する行為は，差止めの対象となる

ということである．

住民訴訟の可能性

そこで，本件住民訴訟の最大の争点は， 日高横断

道路に「予算執行上の適正確保の見地から看過しえ

ない暇疵」があるかどうか，に集約されることにな

る．以下に検討してみよう．

1．生物の多様性に関する条約（平成5年12月21

日条約9号）違反

生物多様性とは，すべての生物の間の変異種を言

うものとし，種内の多様性，種間の多様性及び生態

系の多様性を含むとされる(条約2条)．これは,種，

生態系，遺伝子において人為によらずに多様である

ことを必要とするものである． この生物多様性を保

全することは,すべての国家の義務であるとする(同

6条， 8条など)．

上述したように， 日高山脈は， 日本でも有数の原

生的自然が広範囲に手つかずのまま残っている地域

である．日高山脈襟裳国定公園には20カ所の原生流

域が総面積にして4万7820ha存在し，大雪山国立

公園の3倍，白神山地の4倍もの広さを誇り，実に

日本における原生流域の総面積の約4分の1の面積

となっている．

そのうえ， 日高山脈には数多くの高山性植物が自

生し，エゾナキウサギやエゾヒグマに代表されるよ

うに動物相も豊かで,貴重な生態系が広がっており，

それ故世界遺産登録を目指す候補地と言われてい

る．

日高横断道路は，南北に連なるこの山脈の中央部

を東西に貫通することになるから， この山脈の心臓
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水源酒養保安林である．特に近年は沿線の大部分は

森林保全をより明確にした｢水土保全林」「森林と人

の共生林」に指定された国有林地帯であり，木材資

源の開発に役立たず，林業開発の余地もない．

従って， 日高横断道路の開発道路区間が今後も資

源開発に寄与することはありえず，建設大臣によっ

てなされた当該指定は，法律の要件を充足していな

い違法な指定であった可能性が高い．

3．必要性への疑問

日高横断道路の工事着工後，山脈越えで日高と十

勝を結ぶ道路は， 1991年に樹海ロード， 1997年に天

馬街道が全線開通し， もはや山脈越えに日高横断道

路は必要不可欠というわけではない．北海道開発局

と北海道が共同で一般向けに配布しているパンフ

レットの中でも， 日高山脈の両側の帯広・静内間の

所要時間は天馬街道ルートが3時間30分,日高横断

道路ができても所要時間3時間と記載されており，

日高横断道路は地形的に完成するのは難しく，開

通したとしても崩落等の危険が多いとおもわれ，維

持費も大変である．費用対効果の面でも非常に疑問

が残るこの計画に， さらに多額な費用と時間をかけ

貴重な自然を破壊する必要性は全くない．

以上のように， 日高横断道路の建設は違法性が顕

著であり， 日高山脈という希有の原生自然を分断し

横穴をあける必要性は皆無であるから「百害あって

一理なし」の立証は十分に可能であると考える．

最後に付け加えると，裁判の決め手は， これも前

述のナキウサギ訴訟でそうしたように，何と言って

も現地検証である．それも，既設の工事現場を横か

ら眺めただけでは，失うものの価値は分からない．

裁判官には，何としても八ノ沢カールをつめて，エ

ゾナキウサギやエゾヒグマがエールを送る（？）カ

ムイエクウシカウチ山の山上から日高山脈の大自然

をじっくりと検証して頂きたいのである．

所要時間はたった30分短縮されるにすぎない．

ー
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●総 括

｢市民による『時のアセス』」評価結果

高畑 滋

(｢止めよう日高横断」全国連絡会常任副委員長）

時のアセスを法制化した政策評価条例は，道民の

期待を込めて施行された． しかし，諮問された日高

横断道路問題の検討は， 「適正な環境政策を推進す

る」という視点を持たず，道路交通ネットワーク問

題や地元要望などに倭小化されていることが大きな

問題である．アセスメントでは「どのような視点で

何を検証して評価するか」という方法の検討段階が

重要である． 日高山脈は原生的自然を特徴とする地

域であり，その中心部は国定公園として制度的に保

護が約束されている場所である． 自然公園の核心部

に新たな自動車道路は通さないという環境省の基本

姿勢と本道路がその公園計画に認められないことか

ら，本来はこのような自然破壊道路は有り得ないと

いう認識が生じる． この認識を持たない限り，的確

な評価はできない．

私たちは，時間的制約によって編集作業を急いだ

が，本書に可能な限り多面的な論考を集約した．本

書に示された論考をもとに総括し，総合的に評価し

た結果として，次の結論と理由を取りまとめた．

り，評価委員のみならず，知事を含むすべての関係

者が問題の出発点の検証から始める必要があること

を強調する．俵氏の論考では，客観的な理論と膨大

な資料によって，資源開発を目的する日高横断道路

の目的と必要性が破綻し，効果もないことが示され

た． また開発道路は，時代の変化により役割を終え

ているので，建設の意義がなく， 日高山脈のような

原生的自然環境には， 自動車道路とは別な新しい価

値観を導入する必要のあることが示された． した

がって， この地域は日本の環境行政上厳しく生態系

保全を図らなければならない地域であり，自動車道

路建設は重大な支障をもたらすものと判定した．

2． 日高山脈の地形・地質・野生生物・景観など自

然の保護が優先されるべきで，現場の状況に基づく

と横断道路建設の継続は大きな問題であること

本書では，自然環境要素を各論として，現状・保

全上の問題点・道路の影響などが論じられている．

これらの論考では， 日高山脈の自然はどの要素も，

特異な生態系を構成する重要な要素であることが示

された．そしてどの要素も保全上の大きな問題を抱

えており， 日高山脈のような原生的自然こそ将来に

残されなければならないことが結論づけられてい

る．環境アセスメントにおいて， 自然や自然に対す

る影響について検証しにくいものを含んでいる．そ

れは自然について科学者が把握している内容に限り

があるからである．しかし，アセスメントにおいて，

既に明らかにされている自然の特徴や影響について

は正当に評価されなければならない．他方，将来判

明するであろう自然の特徴や影響については，事後

調査による新たな対策力輔じられるべきである． し

かしながら， 日高横断道路に関する事業者による環

境影響評価は，上記二点についていずれも欠陥が明

検証結果

結論：日高横断道路（道道静内中札内線）の建設は

中止する

理由：

1． 日高山脈における原生的自然の保全に重大な支

障があること

建設中の日高横断道路の目的や必要性を検討する

場合，道道認定時の目的・必要性を検討しなければ

ならない． 「運動の経緯」と「開発道路としての問題

点」の項で示されたように，国定公園指定を遅らせ

虚偽の目的を示して強権的に建設が開始されたこと

が明らかである．立ち止まって再評価を行うに当た
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らかである．その一例として本書に取り上げられて

いるヒグマの問題を挙げよう．開発局による環境影

響評価書では， ヒグマは痕跡が発見されたが，評価

結果は道路が高山域をトンネルで越えるので保全上

の問題はないという結論を述べている．それに対し

て，青井氏の論考では，河畔などにおける生息環境

の破壊が問題視されており， また日高個体群は長距

離を移動して，絶滅が心配される積丹･恵庭個体群，

すなわち環境省保護留意個体群と接触していること

から，後者の遺伝子資源として重要な役割を果たし

ていることが明示されている． したがって，単に，

生息の痕跡はあったが道路の影響はないとしたアセ

スメントは見直されなければならない． このように

個々の生物種に関する事業者によるアセスメント

は，余りにも杜撰で不十分である．

3． 自然と人とのかかわり一文化・観光・産業の面

からみて， 日高横断道路建設は認められないこと

日高横断道路建設問題の政策評価では， 自然環境

だけではなく， 自然と人とのかかわりに関しても論

議されなければならない．ただし，その場合にも日

高山脈が原生的自然を保全すべき地域であることが

前提となることはいうまでもない．

この道路計画は,地元要望から始まったといわれ，

現在でも事業継続を求める有力な根拠とされてい

る．私たちはこの道路が本当に地元の利益になるの

か，その利益が国定公園特別保護地域を初めとする

日高山脈の大自然を分断するに値する大きさなのか

を検証することにした． この点について，広範な立

場の人々から「それぞれが考える日高山脈における

自動車道路」の論考を寄せていただいた．その内容

は，多岐にわたり総括の名でまとめられるものでは

ないが，期せずして， 日高の自然をそのままに保全

するならば，地元はもとより国民・道民の生活と文

化の面で豊かになるという提言になっている．

静内町在住の川合氏による論考では，地元産業の

現状が直視され，地方自治のあり方が提言されてい

る．そこでは，農林水産業が衰退方向に変容してお．

り， 日高横断道路などの公共事業に依存する体質が

強まっている現状が赤裸々に告白されている． しか

も日高横断道路が地域住民のためには決してなら

ず，住民にとって優先されるべき事業が別にあると

も主張されている． 日高横断道路に頼らざるを得な

いように，意識を誘導させられた地元住民もまた，

被害者であるといえるだろう．

私たちは，以上の理由を総合的に判断して，結論

を導いた． この市民アセスを参考にして適正な評価

が下されることを私たちは願って止まない．
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●あとがき

公共事業の破綻がもたらした地方政治の構造変化

山口二郎

(北海道大学大学院法学研究科教授）

小泉首相が構造改革を唱えて久しいが，現実の経

済，財政政策はほとんど変わっていない．その間に

草の根のレベルでは大きな政治構造の変化が続いて

いる．先日の長野県知事選挙において田中康夫氏が

大差で勝利したことも，その現れといえる．さらに，

熊本，新潟など地方の拠点都市においても，無党派

型の新人候補の勝利が続いていて， こうした現象は

決して一地域の特異な現象ではないことが明らかと

なっている． これらの選挙の結果を要約すれば，変

化を求める民意の発露ということになる． ここで言

う政治の変化とは， リーダーシップのあり方，地域

における政策の中身，人々の政治意識や行動という

三つの側面にわたっている幅広いものである．そし

て，そうした変化は従来地域政策の柱となっていた

公共事業の破綻と密接に結びついている．

まず， リーダーシップの変化について考えてみた

い．従来，良い地方首長のイメージといえば，中央

との太いパイプを持ち，国から金を引き出して地方

に巨大なモニュメントを作ったりイベントを行った

りすることに長けた辣腕政治家というものであっ

た．実際，長野県は前知事の長期政権のもとでオリ

ンピックを誘致し，巨大なハコモノや新幹線を作っ

た． しかし，他方で県財政は窮乏化し，交通インフ

ラの整備も必ずしも地域経済の活性化には役立って

いない． また，前知事の手腕はオリンピック誘致に

まつわる疑惑を隠蔽することにも発揮された印象が

ある．

これに対して，田中氏は公開と参加を旗印に，県

庁官僚の非常識な体質を切開するところにリーダー

シップを振るうことを公約し，支持を集めた．あま

つさえ,県議会はこうした田中知事の改革に反対し，

知事不信任という暴挙に出たが，知事失職後の選挙

で県民は田中氏に圧倒的な支持を与えた．つまり，

従来の利権配分政治を守りたい県議会に対して，県

民は拒否の姿勢を明らかにしたのである．

次に，政策内容の変化についてみてみよう．今ま

で日本の地方政治では，地方・農村は某購轄備が遅

れているから，開発こそ最大の課題だというのが，

政策を考える際の自明の前提であった．そして，道

路，空港，河川改修などの事業に巨額の国費を投入

し， 日本列島を鉄とコンクリートで固めてきた． し

かし，それはもはや飽和点に達している．

長野県の場合，新幹線はできたものの，並行在来

線の第三セクター化は県財政に大きな負担を強いる

ことになり，沿線住民の中にはかえって不便になっ

た者も多い．この財政難の時代に，住民は初めて｢あ

れかこれか」という政策のトレードオフを迫られた

のである． もはや政治家はすべてを丸く収める世話

焼きではなく，直面する厳しい政策課題をわかりや

すく絵解きして，住民に選択肢を示すという役割を

担わなければ地域経営は立ちゆかない．巨大開発に

よる幻の活性化ではなく，地域の伝統や技術を生か

した内発的な経済発展を志向した点に，田中氏の新

しさがあった．田中知事の唱える「脱ダム」は，単

なる公共事業の否定ではなく，地域の実情に見合っ

た，地域経済に心に役立つ公共投資への転換を意味

するものである．実は，ダムのような巨大公共事業

は大手ゼネコンを潤すだけで，地元の小規模な建設

会社には余り恩恵が及ばないのである．むしろ，森

林の再生に関連する小規模な公共事業を興すこと

で，地域に雇用を生み，環境保全にも役立つ，小規

模な地域内経済循環を生み出すことこそ,｢脱ダム宣

言」の真意である．

第三の政治意識の変化についてふれておきたい．
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最近の地方選挙では，県庁（市役所）マシーン，市

町村長や地方議員が一体となっての票の掘り起こし

が全く成功しなかったという例が増えている．経済

界や建設業界の中にさえ，面従腹背は常識である．

もはや，都市，農村を通じて自分が誰に投票するか

は自分で決めるという個人主義化の流れはとどめよ

うがないのである．上に述べたリーダーシップや政

策課題という要素に即して，住民自身が判断を下す

という選挙の形態は今後も広がるであろう．

長野県の場合，田中康夫という選択肢が県民の変

化を求める意識の受け皿となった．既成政党はこの

教訓を深刻に受け止め，国政，地方を通して選択肢

の開発に努力しなければ， ますます政党政治は空洞

化を続けるであろう．

こうした政治の流れは北海道にも及ぶはずであ

る．従来型の公共事業の限界は，北海道においても

明白である．堀達也知事は「時のアセスメント」の

導入によって，公共事業の見直しの先鞭をつけた点

で，高く評価されるべきであろう． しかし， この仕

組みを象徴的な事業の見直しのための打ち上げ花火

に終わらせないで，道の政策全体を再構築するため

の仕組みにすることは，今後の課題として残されて

いる． 2003年4月の知事選挙，議会選挙において，

こうした政策論争を深めることが必要である．その

際， この「市民による時のアセス」が役立つだろう．
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2．要望書

自然保護委員会専門委員会の要望書2件を決議した．

(I) 日高横断道路（道道静内中札内線）の工事中止を
求める要望書

日高横断道路は， 日高支庁静内町から日高山脈核心部
となるカムイエクウチカウシ山・コイカクシュサツナイ

岳間を経て十勝支庁中札内村に至る,総延長lOl.2kmの

道路計画である． この計画は, 1980年に一般道道の認定

を受け，翌1981年には建設省(現国土交通省）による開
発道路の指定を経て, 1984年にその一部が着工されてい
る．

日高山脈は，知床国立公園および大雪山国立公園とと

もに我が国を代表する原生自然地域である． 日高山脈は，
日高変成帯と呼ばれる特異な地質，急峻な地形，海岸線
から高山帯にまたがるユニークな生態系，極めて豊かな

動植物相の存在に特徴づけられる． 日高山脈と隣接地域

の維管束植物は,ゆうにlOOO種を超え,その中には我が

国北方域を特徴づけるヒダカゲンケ， ヒダカミネヤナギ，
ヒダカソウ,カムイコザクラなどを含む33の固有植物が

自生し，生物多様性の観点からも高く評価されている．

道路建設予定地は，標高7Mm以下であるが，急峻な

地形と関連して雪崩道や崩壊地・崖地が発達し，高山植

物や高山性動物が出現する．予定地には， ヒダカオトギ

リ，イワブクロなどを含む50種に及ぶ高山植物やエゾト

ウウチソウ， ソラチコザクラ，オオイワツメクサなどの

絶滅が危倶される植物が自生している． しかしながら，
北海道庁および北海道開発局による環境影響評価書

(1979年, 1984年）では， 「保全目標」をエゾナキウサ

ギ生息地やエゾマツ・ トドマツ林などの限定された小面

積に限っており，道路建設によりこれらの貴重な植物の

生育地は根底から破壊されることが懸念される．事実，
斜面崩壊は，評価書における当初の想定を遙かに上回る

規模で頻繁に生じており，工事による自然破壊は，河床
植生を含承すでに座視できないレベルに達している．

また，道路建設による動物の生息環境や移動経路の分

断が随所で引き起こされることが懸念され，事実，エゾ
ヒグマや多数の小型・中型哺乳類の行動は著しい影響を

受けている． 日高横断道路の建設は，上述したように，
道路建設コースの沿線環境はもとより， この地域の豊か

な自然景観をその根底から改変するものであり，我が国
におけるこの類い稀なる生物相が存在する地域の自然を

大規模に破壊することになる．

道路建設予定地の自然の過小評価，ずさんな環境影響

評価書に基づく工事計画，そして工事の環境に及ぼす影

響はないとする評価書の結論は， この地域の自然環境の

実態とは極めてかけ離れたものであり，すでに進行中の

工事によって地域の動植物相は極めて重大な影響を被り
つつある．現状より判断すると，本道路建設による自然

破壊は今後さらに甚大なレベルに到達することが危倶さ

れ， 日高山脈の貴重な自然に計り知れない大きな影響を

与え，我が国有数なこの地域の自然を喪失することが懸
念される．

ここに， 日本生態学会は， 日高横断道路計画がすゑや

かに中止されることを要望するものである．

以上決議する．

2002年3月28日

第49回日本生態学会大会総会
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道道静内中札内線（日高横断道路）に関する声明

平成14年11月14日

北海道弁護士会連合会理事長

札幌弁護士会 会長

田中 宏

渡辺英一

声 明

道道静内中札内線（以下、 「日高横断道路」という｡）道路事業は､法理的にみて

開発道路の指定自体に違法性の疑いがあるだけでなく、そもそも、かけがえのない

貴重な自然をもつ日高山脈地域において実施される工事でありながら、生態系が有

する価値への評価や環境に対する影響評価がまったく不十分であり、着工後、現に

事業が与えている影響の再評価すらも行なわれておらず、その上、投下した費用分

の効果を完成後に上げることができない、まったく経済的合理性を欠いた工事であ

る。

にもかかわらず、これらの諸問題に答えるべき立場にある北海道や国土交通省北

海道開発局は、あえて日高横断道路を完成させる理由について明確な説明を行って

こなかった。

そこで北海道弁護士会連合会及び札幌弁護士会は、事業者である国、道に対し、

ひとまず日高横断道路工事を中止したうえ、まず、 日高山脈が持つ大自然の価値へ

の評価、道路事業がその自然環境に与える影響、道路事業の必要性や事業の採算性

等について、国や道が道民の前に情報を全て開示して説明責任を果たし、その上で

徹底した情報公開と住民参加による議論を喚起して、日高横断道路事業を中止すべ
きか続行すべきかについて道民が多様な立場から総合的に検討する機会を持てる

ように努めるべく、強く要望するものである。

声明の理由

1本年6月道知事の見直し発言を受け、道は北海道政策評価条例第11条に基づ

き、道道静内中札内線（以下、 「日高横断道路」 という。 ）の道管理区間の今
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後の整備の進め方について特定政策評価を実施することにし、現在、特定政策

評価検討チーム等において評価検討が行なわれている。

いうまでもなく、 日高山脈は、 日本でも有数の原生的自然が手つかずのまま

残された地域である。第4回自然環境保全基礎調査によれば、 日高山脈襟裳国

定公園には20カ所の原生流域が総面積にして4万7820ha存在し、大雪

山国立公園の3倍、白神山地の4倍もの広さを誇り、実に日本における原生流

域の総面積の約4分の1の面積となっている（平成14年環境白書参照） 。そ

のうえ日高山脈には数多くの高山性植物が自生し、エゾナキウサギやエゾヒグ

マに代表されるように動物相も豊かで貴重な生態系が広がっており、その重要

性については自然保護諸団体がこれまでつとに指摘しているところである。

一方、この山脈を横断する日高横断道路は、 日高管内静内町と十勝管内中札

内村を日高山脈の中心部を横断して結ぶ道道として計画され、延長101km

のうち、 日高山脈中央部約25kmは開発道路に指定され国が工事を施工し、

開発道路をはさむ静内側約42kmと中札内側約33kmは道が施工するもの

として、 1984年10月着工され、道が工事を施工する道管理区間の総事業

費が880億円、国が工事を施工する開発道路区間の総事業費が640億円と

見込まれ、完成まで今後35年ないし40年の事業期間が必要とされる大規模

公共事業である。

このたびの道知事の見直し発言は、危機的水準にある道財政が今後一段と厳

しい状況に直面することや、公共事業の減縮傾向がこれからも続くと見込まれ

ることなど、厳しい財政事情によることや工事が長期にわたることがその理由

とされている。

しかし、 日高横断道路事業の継続問題を検討するには、財政事情からの見直
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しよりはるかに重大な根本問題が存在している。

2 まず第1に、 日高山脈の自然環境が持つ価値と、 日高横断道路事業がそれに与

える影響の問題である。

前述の通り、 日高山脈には手つかずの自然が残る貴重な生態系があり、 しかもそ

れが広範囲に残されていることは明らかである（ちなみに、道の「北の世界遺産構

想」の下に設置された「北の世界遺産推進方策検討チーム」による1999年報告

書においては、世界遺産登録を目指す候補地とされている） 。 ところがわれわれ道

民としてこのような自然の価値についてどう考えるかという見地から調査、研究、

議論がなされてきた形跡は全くない。

日高横断道路は日高山脈地域の中心部を横断し、生態系を人工物によって分断す

ることになるのだから、事業の経済効果についての議論以前に、このような道路を

造ること自体の是非が、すばらしい自然環境を居ながらにして享有しているわれわ

れ道民において、深く議論されなければならない。

道は、北海道環境影響評価条例（改正前）の施行に先立ち、 1974年以降現地

調査を実施し、 1979年に「一般道道静内中札内線（仮称）環境影響評価書」を

作成した。

しかしながら、この評価書で環境影響評価の対象区間とされたのは、同時期に作

成された開発局作成の評価書のそれを含めても28.8kmに過ぎず、当時の総延長

区間75kmの僅か4割程度でしかない。そのうえ植物目録中の植物種類の同定も

不正確であり、 日高山脈の「原生林分」は各種の自然林や原生林からなり、広大な

面積を被って山脈の植生を比類ないものとしているのに、林業的価値、すなわち針

葉樹大木が密生するかという点からしか評価せず、全体から見れば狭い面積を占め
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る針葉樹林にのみ限定してしか評価していないことが指摘されている。

また、道路の植物に対する影響範囲については、道路端を基点として2～18m

と過少に限定しているなど、環境影響評価としては極めて不十分なものとなってい

る。

その後、道は1984年に動植物の現況について報告書を作成したが、誤った植

物の同定を訂正した以外は、評価書の環境影響評価をそのまま追認するものでしか

ないことが指摘されている。

結局、道は不十分な環境評価のまま日高横断道路を着工した、 との批判を免れな

いのである。

また、工事が長期にわたっているため、部分的に工事が完了した区間がある。そ

こで、工事完了区間を中心に、環境に対する影響について事後モニタリング調査を

実施し、実証的に工事継続による全体的な環境影響を再評価することが可能である。

上述した日高山脈地域の貴重な自然に鑑みれば、むしろ、かかる再評価の実施が強

く期待されているというべきである。にもかかわらず、かかる再評価は全く実施さ

れていない。このため、道は事前の抽象的な影響評価のみで、工事の進展に伴なう

実証的な再評価を怠っているとの批判を甘受せざるを得ない。

平成14年9月に実施された北海道弁護士会連合会と札幌弁護士会の公害対

策・環境保全委員会の現地調査によれば、工事が自然環境に多大な影響を及ぼす恐

れがあると認められた。そこで、現時点で改めて環境影響評価を実施する意義は十

分にあると考えられる。

3第2に、日高横断道路によってもたらされる経済的効果が完成までに要する費

用を下回っているという点も見過ごせない。
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開発局は、 日高横断道路の内、開発道路区間の費用便益比を1．7、即ち、費

用に対し1．7倍の経済的効果がもたらされるとの分析結果を公表している。こ

の開発局の分析の基準年は平成11年度であるが、便益としての平成11年度

現在価値の合計額は916億円で、これに対する費用としての事業費640億

円及び維持費61億円の単純合計は701億円であり、平成11年度現在価値

は536億円と算定されている。

これに対し、道は費用便益比の発表すらしていない。それ自体問題であるが、

仮に便益の現在価値、費用の支出時期、事業費に対する維持費の割合を国と全

く同様と仮定すると、便益としての平成11年度現在価値の合計額は916億

円で、これに対する費用としての事業費880億円及び維持費84億円の単純

合計は964億円であり、平成11年度現在価値は737億円となり、費用便

益比は1．24になる。

このように、開発道路区間と道管理区間に分けて日高横断道路の費用便益比

を別々に算出した場合には費用便益比はそれぞれ1を超える結果となる。 しか

し、 日高横断道路によってもたらされる経済的効果は開発道路区間と道管理区

間を問わず同一であるから、公共事業の経済的効率を判断する上では、便益に

対する費用は道及び国支出分の合計額とすべきである。

このような視点から、道及び国の費用平成11年度の現在価値を1273億

円（国536億円、道737億円） と仮定し、 日高横断道路の費用便益比を算

出すると、 0．72という結果となる。つまり､ 日高横断道路は、全体として見

ると、そもそも費やした費用の7割程度の経済的効果しか見込まれない存在な

のである。

従って、 日高横断道路は経済的効率が非常に悪く、およそ経済的合理性のな
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い公共工事であると批判されてもやむを得ない。

第3に、開発道路指定の法的根拠の問題がある。

日高横断道路の国の施工区間約25kmは、道路法88条1項に基づく開発

道路に指定され、道路に関する費用の全額を国が負担（現在は道が20%負担）

している。同条項は、開発道路について、 「地勢、気象等の自然的条件がきわ

めて悪く、且つ、資源の開発が充分に行なわれていない地域内の道路で、政令

で指定するもの」 との要件を定め、これを受け建設省開発道路選定基準は、資

源開発のために必要であること、を開発道路の基準としている。

そして日高横断道路は、 1981年2月に、 「本路線の完成後は、 （本路線

の通過する）地域の基幹道路として、 （農業、畜産業、林業など第一次産業の）

資源開発、関連産業の発展に寄与する」ものとして、開発道路に指定された。

しかし、 日高横断道路の開発道路区間約25kmの沿線には農家、酪農家は

まったく存在せず、急峻な地形からして将来的にも存在し得る余地はない。ま

た、沿線の森林のほとんどは開発道路指定当時から森林施業を積極的に行なわ

ない水源酒養保安林であり、特に近年は森林保全をより明確にした「水土保全

林」 「森林と人の共生林」に指定された国有林であり、林業開発の余地もない。

従って、 日高横断道路の開発道路区間が今後も資源開発に寄与することはあ

りえず､建設大臣によってなされた当該指定は、そもそも法律の要件を充足し

ておらず、法治行政に違反する指定であった可能性が高いといわなければなら

4

ない。

5最後に、事業に関する情報公開と住民参加による道民全体での議論を道や開発
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局が尽くしていない、 という問題がある。

1992年の環境開発に関する国連会議における、いわゆる環境と開発に関

するリオ宣言では、その第10原則で、 「環境問題は、それぞれのレベルで、

関心のあるすべての市民が参加することにより、最も適切に扱われる。国内レ

ベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機

関が有している環境関連情報を適正に入手し、そして、意思決定過程に参加す

る機会を有しなければならない。 」 と定められており、札幌弁護士会では、 1

998年にパネルディスカッション「みんなで見なおそう公共事業一真の豊か

さと環境保全をめざして－」を実施し、時のアセスならぬ「民のアセス」を提

言した。それは、道の「時のアセス」 「政策アセス」も、 自然環境保全及び生

態系保護の観点とこれを議論するための住民参加及び情報公開のシステムとい

う観点からはまだまだ不十分であるという評価の上に立ち、 「時間」というも

のさしに加え、 「民意」 というものさしをアセスの仕組みの中に積極的に組み

入れていこうとするものであった。

本件日高横断道路については、前述のような日高山脈の広大な原生流域及び

その周囲の生態系の価値、事業の規模の大きさからみて、道民全体でこの道路

の持つ意味について議論すべきことは当然である。すなわち、 日高山脈地帯の

原生的自然の価値をどのようにとらえるか、そもそも事業を行うことが許され

るのか、道路の必要性はあるのか、環境に及ぼす影響をどう評価するかなどに

ついて、 自然環境を享有する主体で税の負担者でもある道民全体が、徹底した

情報公開と住民参加により議論を尽くすべきであった。

現に、川辺川ダム建設計画において、熊本県知事が国士交通省に対し「国は

説明責任を果たしていない」 と指摘し、熊本県独自で住民討論集会を企画開催
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しているという例もある。

ところが、 日高横断道路の評価について、知事が行う最終評価結果に至る過

程において公開されるのは、わずか特定政策委員会の意見表明の過程だけであ

り、情報公開がなされていない。

また、政策評価過程に住民参加がないばかりか、道民の意見を反映させる制

度的な保障もない。

従って、情報公開と住民参加の見地からは甚だ不十分な手続きにより実施さ

れているのである。

6，以上のとおりであるので、北海道弁護士会連合会と札幌弁護士会は、 日高横断

道路について声明するものである。
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静内町における日高横断道路についてのアンケートの分析

概要

北海道日高管内静内町と十勝管内中札村を結ぶため建設中の日高横断道路（道道静内中札

内線）についての地元住民の意識を知るためのアンケートを静内町住民対象に行ったこの

道路は18年前に工事が着工し，整備機関を含め完成までまだあと35～40年かかると言われ

ている．また2001年度までにかかった事業費は開発道路区間が約210億円，道路管理区間

が約280億円で，今後開発道路区間が約430億円，道路管理区間が約580億円かかると言わ

れている．

アンケートは静内町在住の279人から回答を得た．アンケート回答者の半数以上が日高横

断道路は「どちらかと言えば必要」または「必要」と答えた． しかし，アンケート回答者の

半数近くが十勝側へ行くことはほとんどなく，行く人も年に1．2回程度ということだった．

更に，全体の約60％，車所有者の4分の3近くが現在の狩勝峠， 日勝峠，伝馬街道，黄金道

路を使っての十勝側へのアクセスに不便を感じていなかった．

調査方法

このアンケートは2002年10月18．19日に「市民による時のアセス調査部」によって行わ

れた． 11人（19日は9人）の調査員が予め無作為に抽出した家を訪問し，アンケートへの協

力を依頼した．調査員は住民に調査目的を説明し,アンケート用紙を見せながら意見を聞き，

回答者の目の前で記入した．

調査対象者

調査前に静内町の610軒の家を調査対象とし，その中から279の有効回答が得られた．た

だし，設問によっては有効回答数が違うので，以下有効回答数はNで表すものとする．また

各グラフ内の（）内の数値は,有効回答数におけるそれぞれの項目のパーセンテージを表す．

年齢・性別

調査対象は20歳以上の男

女とした．今回の回答者と平

成12年度の国勢調査による

静内町のこれらの数を比較し

たものが図1， 2である．実

際の静内町の男女比より女性

の回答が多く，年齢別人口比

では高齢者の回答者が多かっ

た．
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アンケート回答者の静内町在住年

数を尋ねたところ， 21年以上30年

以内が最も多く56人（21.1％）で，

次いで31年以上40年以内が55人

（20.9％）であった（図3）．
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図3．アンケート回答者の静内町在住年数(N=266;単位：人）

職業

アンケート回答者の65.9％にあたる168人が主婦を含む無職で,29.6％の76人が第3次産

業従事者であった．実際の静内町の職業別人口と比べると，圧倒的に無職の人からの回答が

多かった（図4)．

※第1次産業：農業，林業，漁業など；第2次産業：鉱業，建設業，製造業など；

第3次産業：電気・ガス・熱供給・水道業，運輸・通信業卸売・小売業，飲食店，

金融・保険業，不動産業，サービス業，公務など
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結果

車・道路利用状況
車
い
値

回答者の76.6％にあたる200人（またはそ

の家族）が車を所持し，残り23.4％にあたる

61人が所持していなかった（図5）．

(76.6）

図5. rンケート回答者（またはその家族）の車の所持率(N=261;単位：人）

一方，アンケート回答者の4分の3以上にあた

る202人が現在の狩勝峠， 日勝峠，天馬街道，黄

金道路を使っての十勝側へのアクセスに不便を感

じておらず，わずか56人（21.7％）が不便を感

じていた（図6）．

不便

なし､1.202
(78-3）

既存の十勝側へのアクセスの利便性(N=258;単位：人）図6．
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58この傾向をアンケート回答者

の年齢別に分析してみたが，特記

することはなく，どの年代でも現

状に不便を感じていない人の方

が多かった（図7)．
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図7．既存の十勝側へのアクセスの利便性についての年齢別回答(N=247;単位：人）
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L一 また，車所有の有無と現状の十

勝側へのアクセスの利便性を比べ

ると，車を所有しているにも関わ

らず不便を感じない人が全体の半

数以上の140人(57.1％)になる．

これは車所有者の4分の3に上が

る（図8）．

■

》
、
一
や
’
一
‐
一

・5斗 －ヰ9

■二
一
一
一
一

(57.1ウ

不便感じる 不便感じない

|口車有り圏車無し’

図8．車所有の有無と既荏の十勝側へのアクセスの利便性(N=245；単位：人）
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アンケート回答者の半数近くにあたる

117人(44.8％)が十勝側に行くことはなく，

行く人も年に1．2回がほとんどであった

（それぞれ，41人§15.7％， 38人；14.6％）

（図9）．

図9．年間の十勝側への訪問回数(N=261;単位：人）
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十勝側へ行くと答えたアンケート回答者に

その理由を複数回答可で訪ねたところ,観光，

趣味などの余暇のためが回答数半数以上の

96（58.9％）で，親戚・知人訪問のためが44

（27.0％）であった（図10)．が

(3.7）

図10．十勝側へ行く理由(N=163;単位：人）

日高横断道路について

日高横断道路完成までの残りの予測期間と費

用を提示し，知っているか訪ねたところ，アン

ケート回答者の3分の2以上にあたる184人

（72.2％）が「知っている」と答えた（図11)．

●

､る，

図11．十勝横断道路建設の残りの費用と年月の知識(N=255;単位：人）
わからない，

アンケート回答者のうち半数以上が日高横

断道路は必要と答えた． しかし，明確に「必

要」と答えた人の3倍以上の122人(43.9％）

が「どちらかと言えば必要」という暖昧な回

不蠕

答だったのに対し，不必要と答えた人の中で

ははっきり 「不必要」と答えた方が多かった

（47人；16.9％） （図12)．

らかと

ま必要
22(43.9）

ち
訂
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ど
言

図12．十勝横断道路の必要筐(N=278;単位：人）
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上記で「日高横断道路は必要」と答えた

人のうち，ほぼ4分の1にあたる37人

（24.8％）が「地域経済活性化」を一番の

理由に挙げた．次いで「交流のため」を27

人（18.1％）が挙げた（図13)． 「その他」

には「途中で止めるなら最後まで造った方

が良い」というような意見があった．
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図13．十勝横断道路が必要な理由(N=149;単位：人）
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一方上記で「日高横断道路は不必要」と

答えた人のうち，ほぼ4分の1にあたる

17人（24.3％）が「既設道路で十分」を

一番の理由に挙げた．次いで「財政圧迫」

を16人（22.9％)， 「優先順位低い」を15

人（21.4％）が挙げた（図14)． 「その他」

には「生活上，必要性を感じない」という

ような意見があった．
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（24.⑳（229） （21.4） （18.6） （5.7） （28） （4.3）

図14．十勝横断道路が不必要な理由(N=70;単位：人）

自由意見

アンケート最後の自由意見記入欄には46人が意見を寄せた.それらを日高横断道路賛成派

と反対派に分けると，賛成派から26，反対派から20の意見があった．

賛成派はその約3分の2が男性から，また多くが60歳代以上からのものであった.意見に

は「今までの工事が勿体無い｣， 「中途半端よりは完成させた方が良い」や「将来的に必要に

なるだろう」というものが多かった．

一方反対派意見の4分の3は女性からで， 30．40歳代の若年層からも寄せられた． 「(日高

横断道路は）無駄な工事・必要ない」という意見や，特に十勝側へのアクセスに関しては「天

馬街道で充分」というものが3点あった．また，道路建設費用を他のものに優先して使って

ほしいという意見もあり，具体的には「老人ホーム｣， 「人づくり｣， 「静内には大学がないの

で高校すら札幌に行く人がいる．若い人が楽しめることにお金を．新規農業者を受け入れら

れる体制に！」などが挙げられた．
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考察

このアンケート結果を解釈し今後に活かすにあたって，アンケート作成，調査方法，結果

分析の3点を検討する必要がある．

アンケート作成

今回の調査にあたっては，アンケートの基礎事項，道路利用状況， 日高横断道路の質問事

項・分量は丁度良いと思われる． しかし，アンケートの設問ではその問い方と回答への影響

を考慮すべき点が二つある．

一つは「選択肢がよく選んで使われたか」で， これは十勝側へ行く理由と日高横断道路の

必要／不必要の理由の設問に当てはまる．アンケート作成時にこれらの選択肢が吟味されて

使われたか，またこれらの設問の回答が選択式である正当性を考えなければならない．選択

式回答は回答率を上げるかもしれないが,回答の自由･幅は制限されてしまうかもしれない．

もう一つは，残りの道路建設の期間と費用の知識に関する設問で予測期間と費用が提示さ

れていることである．実際の数値を与えられ「これを知っていますか」 と聞かれれば，大体

で知っているつもりになることもある．実際「報道は知っているが確定ではない」 という答

えがあった．今回の調査では多くの回答者が残りの道路建設期間と費用を「知っている」 と

答えた． しかしもし設問がおおよその数値を聞くものであれば，住民が正しい情報を得てい

るか，またそれによりどのような判断を下しているかが計れたかもしれない．

調査方法

今回はアンケート用紙を配布して後から回収するのではなく，調査員が聞き取りをするこ

とで調査依頼をしたところからの回収率は高かった．一方で本音が聞けたか，特に最後の自

由意見でどこまで聞けたかは課題である．

また，約10人の調査員が担当したことから回答の確実性も考慮しなければならない．アン

ケート設問への質問の説明の度合いは各々違い，それが回答に影響した可能性もある．そし

て今回で言えば，調査員の目の前で回答されたはずなのに無（効）回答が多かった．男女の

性別さえ不明な結果が出ていた．また， 日高横断道路必要／不必要の理由の設問が一つ選ぶ

ものなのに複数選ばれたことがあった． これは調査用紙を配布・回収するのであれば説明不

足からあり得るが，今回は調査員がいても何件かあり，無効回答としたので結果に反映でき

ずもったいなかった．

調査のタイミングも回答結果に影響を及ぼしていた可能性がある．今回の調査直前に日高

横断道路建設推進署名活動が行われたということである．そのため， この調査がその一部だ

と思われ，推進派に傾いた回答をした住民もいるかもしれない．また，その署名簿には道路

建設に関する期間・費用が記されていたということなので， これがこれらの知識の回答に影

響したことは考えられる．
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結果分析

今回の調査結果の数値だけでは静内町民が日高横断道路を必要としていることがわかる．

しかし上記にもあるようにその度合いは暖昧で，理由も比較的受身的なものが多い．特に，

自由意見でも「中途半端になるから」 （既にできた部分の活用方法がわからない）というもの

があった．

一方，不必要とする住民の意思ははっきり示されている． 自由意見からも道路建設以外で

の地域活性化への具体的要望，費用の使い方が示されている．また現実問題として，静内か

ら十勝へ行くことはぼんどなく，現在の道路状況にも不便は感じられていない． 「既存の道路

で充分」 という声がある．

静内町にとって十勝側や他の地域との交流を進めることは様々な効果を生み出すし，必要

とされることである．実際， 「地域経済活性化」と 「交流のため」が日高横断道路が必要な理

由の上位を占めている． しかしその場合，新しく道路を建設するのではなく，周りの市町村

と連携することによっても，既存の場への経済発展や観光振興は可能である． これが実現し

たら支庁全体，また支庁を超えた広い地域への様々な効果をもたらすのではないだろうか．

参考資料

「高規格道整備に重点：堀知事が日高横断道視察」 （2002年11月6日）北海道新聞, pp.3.

「ことばクリップ：日高横断道路」 （2002年11月6日）北海道新聞, pp､3.

平成12年度国勢調査市町村別主要指標．統計局統計センター(http:"www.stat.go.jp/).

谷川真弓子（北海道大学高等法政教育研究センター科学研究支援員）
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日高中央横断道路問題

｜
村
民
の
総
意
で
は
な
か
つ
だ
道
路
計
圃

日
高
中
央
横
断
道
路
計
画
は
こ
れ
ま

で
、
地
元
静
内
町
、
中
札
内
村
両
町
村

の
十
三
年
来
の
悲
願
で
あ
り
、
総
意
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
極
端
な

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
人
の
反
対

者
も
い
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
た
の
で

す
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
〃
本
当
に

・
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？
〃
と
い
う
素
朴

な
疑
問
か
ら
、
若
い
会
で
あ
る
帯
広
畜

産
大
学
自
然
保
護
研
究
会
が
、
中
札
内

村
の
意
識
調
査
を
行
な
い
、
こ
の
ほ
ど

そ
の
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
意
識
調
査
は
、
大
規
模
開
発

に
対
す
る
住
民
の
生
の
声
を
聞
く
と
い

う
点
で
、
さ
ら
に
、
十
勝
圏
に
お
け
る

中
札
内
村
の
生
活
、
勤
行
の
実
態
の
一

部
を
知
る
と
い
う
点
で
貴
重
な
資
料
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
開
発
は
、
そ
の
実
態
（
計

画
の
詳
細
）
を
知
ら
さ
れ
ず
、
た
だ
一

部
の
開
発
推
進
を
主
張
す
る
者
に
よ
っも

ゐ
、
凸

て
押
し
進
め
ら
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
力

多
か
つ
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
意
味

で
、
中
札
内
村
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り

ｌ
中
札
内
村
村
民
の
意
識
調
査
報
告
Ｉ

（
帯
広
畜
産
大
学
自
然
保
護
研
究
会
）

ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
運
動
に
と
っ
て
、

〃
知
る
こ
と
。
知
ら
せ
る
こ
と
〃
の
大
切

さ
を
改
め
て
痛
感
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
調
査
結
果
に
み
る
よ
う
に

反
対
者
が
一
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
も
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
道
路
計
画
に
つ
い
て
、

広
範
な
人
々
に
よ
る
、
時
間
を
か
け
た

論
議
の
必
要
性
を
感
じ
ま
す
。
一
見
あ

た
り
ま
え
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
種

の
民
主
的
話
し
合
い
は
、
今
日
ま
で
あ

ま
り
多
く
は
成
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
国

定
公
園
予
定
地
と
い
う
、
い
わ
ば
国
民

の
財
産
で
あ
る
日
高
で
、
道
路
計
画
の

是
非
を
含
め
十
分
な
論
議
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

（
編
集
部
）

II
日
高
中
央
横
断
道
路
問
題
が
道
内
は

も
と
よ
り
、
全
国
的
に
そ
の
是
非
が
論

じ
ら
れ
る
中
で
、
私
た
ち
は
本
計
画
に

対
す
る
中
札
内
村
村
民
の
意
識
調
査

（
戸
数
で
全
戸
の
四
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）

を
行
な
っ
た
。

▼
目
的

道
路
の
是
非
に
つ
い
て

中
札
内
村
は
、
こ
れ
ま
で
本
計
画
を

全
村
民
の
総
意
に
よ
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
必
要
性
を
叫
び
続
け
て
き
て
い
る

が
、
村
民
は
そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

受
け
と
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
道
路
の

必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る

の
か
。▼

調
査
方
法

期
間
Ⅱ
一
九
七
九
年
十
一
月
十
七
・

二
十
三
日
。
十
二
月
二
・
九
。

十
六
日
の
計
五
日
間
。

調
査
員
Ⅱ
の
べ
五
十
三
名

調
査
方
法
Ⅱ
戸
別
訪
門
に
よ
る
口
頭
質

問
（
地
域
無
差
別
）

調
査
内
容

仙
計
画
を
知
っ
て
い
る
か
。

②
道
路
の
ル
ー
ト
を
知
っ
て
い
る
か
。

⑧
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
か
。

側
現
在
交
通
に
不
便
を
感
じ
て
い
る

調
査
結
果
報
告

か
。

⑤
道
央
圏
・
道
南
圏
に
は
年
間
何
回

位
い
く
か
。

⑥
大
樹
・
浦
河
線
を
知
っ
て
い
る
か
。

▼
調
査
結
果

調
査
対
象
数
Ⅱ
四
二
二
人

男
Ⅱ
一
九
八
人
（
四
六
・
九
％
）

女
Ⅱ
二
二
四
人
（
五
三
・
一
％
）

年
令
構
成

一
○
代
Ⅱ
二
六
人
（
八
・
三
％
）

二
○
代
Ⅱ
四
八
人
（
一
五
・
三
％
）

三
○
代
Ⅱ
七
一
人
（
二
二
・
七
％
）

四
○
代
Ⅱ
六
七
人
（
二
一
・
四
％
）

五
○
代
Ⅱ
五
五
人
（
一
七
・
六
％
）

六
○
代
Ⅱ
二
八
人
（
八
・
九
％
）

七
○
代
Ⅱ
一
五
人
（
四
・
八
％
）

八
○
代
Ⅱ
三
人
（
一
・
○
％
）

職
業
別

主
婦
Ⅱ
一
三
人
（
一
二
三
％
）

農
業
Ⅱ
全
人
（
三
・
二
％
）

公
務
員
Ⅱ
吾
天
（
三
・
一
一
％
）

会
社
員
Ⅱ
空
一
人
（
己
菫
％
）

自
営
業
Ⅱ
三
一
天
（
八
・
二
％
）

中
高
生
Ⅱ
一
三
人
（
写
三
％
）

団
体
職
員
Ⅱ
舌
人
（
五
と
％
）

無
職
Ⅱ
三
人
（
写
二
％
）
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日高中央横断道路問題－

▼
調
査
結
果
の
概
要

㈹
の
質
問
に
対
し
て
、
知
っ
て
い
る

は
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
ほ
ぼ
全
体
的

に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
計
画
内
容
中
最

も
基
本
と
な
る
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
全

体
の
四
分
の
一
以
上
は
知
ら
な
い
と
答

え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
計
画
ル
ー

ト
・
目
的
・
社
会
経
済
効
果
・
自
然
環

境
に
与
え
る
影
響
等
、
多
く
の
村
民
に

理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

③
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
必
要
で

あ
る
と
答
え
た
者
三
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
。

否
と
答
え
た
者
一
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
っ
た
。
必
要
で
あ
る
か
否
か
の
断
定

的
な
意
志
表
示
の
他
、
ど
ち
ら
で
も
よ

い
、
な
い
よ
り
あ
っ
た
方
が
良
い
と
す

る
消
極
的
意
見
は
三
三
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
に
達
し
た
。
調
査
目
的
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
全
村
民
の
総
意
と

さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査

結
果
は
断
定
的
意
志
表
示
を
し
た
者
の

地
域
別

三一巨攪と
雪
三
百

う
ち
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
は
反
対
の
意
志

表
示
を
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い

す
る
。さ

ら
に
興
味
深
い
点
は
、
伽
の
項
で

現
状
で
不
便
を
感
じ
て
い
る
行
が
塁
鰹
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
。
感
じ
て
い
な
い
と
審

え
た
者
は
六
七
・
五
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
沙

ま
た
、
中
札
内
か
ら
道
央
閤
以
西
に
行

く
回
数
に
し
て
も
、
全
く
付
か
な
い
荷

が
三
三
・
九
ハ
ー
セ
ン
ト
御
三
例
未
満
で

は
約
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
、
日
常
の
生
活
圏
は
帯
広
市

を
中
心
と
す
る
十
勝
圏
内
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
調
査
結
果
か
ら
判
断
し
て
、

村
民
の
意
識
の
概
括
が
考
察
で
き
た
。

こ
の
調
査
結
果
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

地
方
自
治
体
が
計
画
す
る
開
発
行
為
、

あ
る
い
は
自
治
体
の
開
発
に
対
す
る
期

待
度
は
、
必
ず
し
も
村
民
の
意
志
の
過

半
数
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、

再
度
調
査
方
法
等
を
整
査
し
、
調
査
を

実
施
す
る
考
え
で
あ
る
。

ー

一一

計画を知っているか(1)－1 ？
●

1年に道央以西に行く回数(5)－1

全体

420人
全体 286人

男

198人

(回／年） 97人33.9％a: 0 2.0％

b: 1 未満

〃

〃

4.2％ 12人

61人c : 2 21.3％
ｰ

女

222人
d: 3 55人19.2％

18人e:4 6.3％〃

〃

〃

〃

以一卜

f :5 6人2.1％

13人4.5％g:6
酬
□

知っている

h:10 11人3.8％

知らない
i :10 4.5％ 13人

－119－

5.7彫

24人

a b C 。 e f 9 h i



日高中央横断道路問題

(3)－2／必要性を感じているか（職業別）

a b c d e fl"a c d e floo

(2)－1 どこまで通じるかを知っているか

、

關霧磯
2】 】粥 275筋 全体

250人

主 婦

109人
、、

、

、、
、

農 業

69人

男

124人

篭慶
鍛354

公務員

48人

女

126人

“知っている
｢－－~~--1知らない

会社員

33人

自営業

34人 (3)－1 必要性を感じているか

a b c de f

鷺
】58発

人 劃:卿
中・高生

19人

全体

400人

8

団体職員

20人
男

187人
８
２

霞,‘
64％80

】7

女

213人

無 職

17人

6

100
a"必要
bE二二コないよりはあった方がよい
c隠蕊鰯鬮不必要
dE二三コe, fに分けられない
e…どちらとも言えない
fⅢⅢⅢⅢどっちでもよい，無関心

(6)－1 大樹・浦河線が建設中であること

を知っているか(4)－1 不便を感じているか

全体

117人

全体

363人
、

、

男

162人

男
肌５

40.0％

20人

60.0鰯

30人

グ

夕
〃

／

洲
45女

67人

女

201人

噸知っている
I~一一1知らない

、感じている

｢一~--1感じていない
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座談会「登山者から見た日高」

山本裕之（札幌北稜クラブ）

乾飛鳥（帯広勤労者山岳会）

勝水啓子（札幌ピオレ山の会）

小山健二（札幌ピオレ山の会）

司会

出席者 神秀夫（札幌北稜クラブ）

長水洋（札幌登華倶楽部）

増田徹（札幌中央勤労者山岳会）

らで，夏道をあまり行ったことがないし，やっぱり

日高は沢が一番楽しいな． 日高の沢で一番面白いな

と思ったのはペテガリB沢です．キレイだなと思っ

たのはヌピナイの左股，熊の沢です．変化に富んだ

滝があって，それがいいなと思った沢です．

<乾＞ボクは北大水産学部の3年の時から山登りを

始めて，その時に日高山脈に惚れ込んでしまって．

これはしばらく山登りをちゃんとやりたいなと思

い,実は今，日高山麓の大樹町に職を持っています・

夏も冬も必ず日高に入ろうと，年に何回かは入りま

す．沢も冬もそれぞれ僕から見ると，すごく洗練し

ていると言うわけではないけど，独特の雰囲気が

あって，一部泥臭いところもあって，非常に好んで

登っています．

<小山＞日高の山に行かなくなって10年位経つんで

すけど(笑)，昔は日高に通った．通ったと言っても

サラリーマン登山ですからね，夏に1回，残雪期に

1回と，年に2回くらいしか日高には行けなかった

ですね． どうしても3泊とか4泊しないと思いっき

り日高の山に入れないし．昔，札幌労山の時に4カ

年計画というのがあって，札幌近郊の冬期の全山縦

走が終わった時点で会員の登山の力量がついたと言

うことで日高に入るようになりました．私は，現在

日高横断道路の工事をしている周辺の沢に結構入っ

ていますね．昔は今みたいにきちんとしたガイド

ブックもありませんでしたから，その当時日高にど

んどん入った北海岳友会などの人たちから情報をも

らって沢に入りました．一番記憶に残っているのは

ルベツネ直登沢で，難しくて楽しかったのを覚えて

います．

<長水＞僕が最初に日高に行ったのは1970年です．

<司会＞今日はお集まりいただきありがとうござい

ます．今回は， 「登山者から見た日高｣をテーマに話

していただこうと思います． 日高には現在， 日勝峠

の274号石勝樹海ロードと国道36号線の黄金道路，

日高横断道路着手後に設計・完成した国道236号線

の天馬街道， この三本の道路があります． 日高横断

道路は四本目の道路として，ちょうど日高のど真ん

中の地点， カムエクとコイカクシュサツナイ岳の間

に長いトンネルをつくるという計画で， 1984年，今

から18年前に着工されました.土砂崩れが起きやす

い地形のため非常に工事が難航していて，進捗立が

まだ全体の50パーセント程度ということです.当初

15年から20年という工期が18年かけてもまだ半

分も進んでいない．お金も予定よりも非常にかかっ

てしまっている．できあがってもあまり効果が見込

めないどころか補修費が毎年毎年上積みされる．そ

れよりは建設廃止の方向で道の方も考えているよう

です．今回集まっていただいたのは，原始のままの

自然を擁する日高山脈への憧れや想い，昔と今の日

高登山の変化とか，それから道路建設による日高の

自然破壊に対する登山者としての思いなどを討論し

ていただきたいと思ったからです．それでは，各自

の日高への思い入れなどを順にお話ください．

わたしが日高に行き始めたころ

く勝水＞北海道というと日高と大雪の大きな山塊,季

節だと夏尾根を登って広々とした景色を楽しむみた

いなイメージがあります． 日高はアプローチや山へ

の登り方に変化があって楽しい．夏道がほとんどな

いので沢で行くか，あとは積雪期に行くというカン

ジですよね．今まで日高に行ったのはほとんど沢か
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ポロ尻の方に行ったのが多分初めてだったと思う．

だから，日高に入って30年.でも,30年経つけどそ

んなに変わっていないんじゃないかな．道路もそん

なに変わってない．ただ，横断道の工事をしている

部分が大きく変わったと思いますね．僕は日高の，

山の名前に憧れたね．アイヌ語なのか， コイポク，

ペテガリとかサッシベチャリとか，そういう名前に

憧れていたね． 1970年頃って， さっき小山さんが

言ったけど，ガイドブックがないんで，僕らが使用

したのはもっぱら北大山岳部編の｢日高山脈｣．あれ

をもっぱら開いて， ともかく沢なら直登沢をめざす

ものだと思ってね(笑)．私自身が沢とか山とかをあ

まり知らなかったから，本を読んで日高の沢って言

うのは難しいな，難しいところにやっぱり行くべき

だな，と思った．今にしてみれば日高だけじゃない，

谷川周辺，飯豊山塊とか南紀とかに難しい沢が沢山

あるんですよ．でも日高の直登沢はエライ難しいも

のだという思い入れをしたんだな．それでそうとう

直登沢*'に行きましたね．直登沢を登って，沢でた

き火をしてプッシュこいで頂上へ行くというのが日

高の沢なんで．

<司会＞なぜ，直登沢へ？

<長水＞まっすぐ登るから(笑).頂上に向かってまっ

すぐ登る， きわめてダイレクトに頂上に出る沢， と

言うことだね.肩に出てからではなくダイレクトに，

しかも最短距離で傾斜がきつくて，だから岩っぽい

ところ必ず出てくる．

<司会＞一番良い直登沢は．

<長水＞いろいろあるけど……カムエクの直登沢は

徳田さんと行ったけど,きわめて面白かったですね．

100メートル以上の滝も出てきたし頂上までほとん

どまっすぐ，岸壁の中を登っていくように頂上にで

たからね．傾斜で言えば赤岩の西壁よりもちょっと

落ちたくらいかな．そんなカンジで階段を2～3

メートくらい登ってちょっと傾斜が緩んでスラブ

状*2が続いていたね．なかなかいい沢でした．あと，

いろいろ印象に残っている沢はありますけど．

<増田＞日高は一時期集中してガンガン登った時期

がありました．例えば今年はペテガリをやろうとす

れば年に3回も4回もペテガリ沢だ，西沢だ，積雪

期の縦走だと言うカンジで登ったりしました．最近

はあまり行ってません． 自分の日高の印象は，やっ

ぱりさっきからみんなも言っているように登山道が

あまりないから当然，入っている登山者の数も少な

い．だから気軽に入れるところではない．相当実力

なり経験のある人か，そういう人についていく形で

ないと入れない．そう言う意味で言ってみれば山や

の世界というイメージがあって好きです．それぞれ

に思い出はありますが，最初にこれはすごいなと感

じたのは1839*3の南面の直登沢サッシベチャリ川

に登ったとき．それは日・高に入り始めて間もない頃

だったけど， 日高のハイクラスの沢はスゴイものだ

というインパクトがありました．山として好きなの

もやっぱり， 1839です．山の形でどこから見てもわ

かる.あんまり山のことを知らないオレでも1839と

分かる（笑)．

<神＞長水さんの30年にはとうてい及びませんが，

北稜クラブの門を叩いたきっかけというのも日高の

沢に行きたいな,ということでした.入った年のゴー

ルデンウイークにエサオマンに連れて行かれ，それ

から日高に年に1， 2回は入っています．大雪には

ない，カールのきれいなお花畑があったり，熊がい

たりと自然たっぷりで，北海道に住んでいてもなお

かつ自然がいっぱいあるなと感じております． 日勝

峠から主稜線を歩くという計画で3年がかりで野塚

岳まで行き， もうちょっとのところです．何とかこ

れも達成したいなと思います．思い出の山行として

はコイカクから野塚まで二人でゴールデンウイーク

に8泊9日の予定で行ったことですけど，最初の5

日間くらいは人に会うこともなく，ああ， 日高って

良いなあと感じた（笑)．

<増田＞人嫌いだったの？

<神＞そういうわけじゃない（笑)．でも，人にあっ

たときは嬉しくて． 日高には年に1回か2回は必ず

入っているけどまだまだ知らないところばっかり

で， これからも入っていきたい， また，大事にした

い山だなと思います．

日高の印象と魅力

〈司会＞魅力に関してまだいっぱい話して欲しいの
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<長水＞僕ね,地図を見るのが好きなんですよ．日高

に行く前から日高の地図をよく見ていた．昔，地図

は五万分の一の地図を一枚二枚買ってきて，地図の

中で色んなゲームをやるんです．例えば一番等高線

が混んでいるところがどこかを地図を一杯に広げて

捜す．そうすると，なかなかこのあたりがすごいと

か， この辺の直登沢がすごいとか，地図から日高が

見えてくる．ぽこんぽこんという山並みではなくて

つながっている．つながっていて急峻．一見上マラ

ヤひだを思わせる急峻な斜面があるのが日高で，そ

れが地形図にも表れている．そう言うのを見ると，

ああ， 日高ってすごいなあと思う．そうやって見て

いるとカールも目に付くしね． これと似ている所に

は飯豊山塊があるね．でも日高とはイメージは

ちょっと違うかもしれない．飯豊はもっとたおやか

というか．そう言う点では日高は特異な山かもしれ

ない．

<司会＞長水さんは全国的に色んなところに行って

いるから．

<長水＞大雪じゃ出来ないね.沢が小さいから，下流

の方でも． 日高の沢って上へ行けば急峻だし，サツ

ナイ川でも下に行くと川幅が広くなって流れている

から倒木も多いし，明るいし．あと，釣りですよね．

ま，それも言っていいのかわからないけど．

<増田＞沢は天気が悪くなると閉じこめられちゃう

人が多いよね．何回か下山が遅れたと言うことで駆

けつけたことがあるんだけど，増水の仕方が他の山

域と比べて目立って急激．オレも何回か雨に当たっ

ているけど，確か名無しの沢に入って途中でテン

ばつた時は半端じゃない雨だったから，岩が流され

てくる音がこんなにすごいのかと．雷ががらがらと

四六時中鳴っているような，あのすさまじさにビッ

クリしちゃって． もう，明け方くらいから見る見る

水位が上がってくるんだよね．すぐにテン場*6を移

し，その次の日は停滞． ま，その代わり引くときも

一気にひいていくという．ある意味では短時間に増

水が過ぎて行く．知っていれば何と言うことないん

だけど，その時は増水のすさまじさにはビックリし

ましたね．つまり水の増え方が特徴的．それは当然

山の形に原因があるんだろうけど．いつだったか，

ですが，次に，他の山域例えば大雪山や積丹・ニセ

コと違ってこれが日高だと言うような，具体的に日

高の沢の特徴的な部分とか，冬の尾根や夏の尾根道

とか，何でもいいので他の山域との違いを話してく

ださい．

<勝水＞私， 日高に初めて入ったのはゴールデン

ウイークで，サツナイからエサオマントッタ， ピリ

カペタン，でした．稜線に出たらr山が深い，すご

く寂しい」と思ったんですね． こんなトコで絶対に

死にたくない,と思ったのが日高の最初の印象です．

<司会＞それは山が奥深いという……．

<勝水＞そう．他のところ，例えば大雪だと明るい広

がりがあって気持ちがいいみたいな．一度上がって

しまえばあまりアップダウンがなくて，広がりもあ

るから，女の子向けだよね，なんて言う話もしてい

ましたね．

<乾＞最初に行ってビックリしたのは,芽室岳の上に

立ったとき．冬の初めで非常に空気が澄んでいる中

で延々と続く山並み． きれいに見えているんですけ

ど，かすんで見えなくなるまでずっと山並みが続い

ているのを見て感動しましたね．あと，直登沢で象

徴されるような鋭い稜線が延々と続いているという

のにまずビックリしました．それがある程度広がり

を持って襟裳岬まで続いているというその大きさに

ホント，ビックリしました． このピークがって言う

より， きれいな沢を蓄えている山は好きですね． ピ

リカとか，ペテガリとか，そう言う良い沢を持って

いる山は好きですね．

<小山＞日高と他の山の違いは,日高はアプローチが

長くて，そのアプローチのほとんどが平らな林道歩

きだと言うこと．残雪期は特に奥まで車が入れない

から林道歩きが大変だ．山容は，稜線に近づくにし

たがって急峻になる．沢で言うと，稜線直下まで水

があって，稜線付近でも背丈の短いささで，薮こぎ

が楽だという印象ですね．

<司会＞カール*4はどうですか？

<小山＞日高は稜線が水のない山だけど,ちょっと下

ると水が出てくる．カールにも何カ所かテンばり*5

ましたけど，水場があっていいと言うことでしょう

ね．
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雨が降る中登っていて，相当上のほうまで来たから

もうじきに水が切れるだろうと思っていたら，本当

に源頭まで普通のように水が流れていて，水が切れ

た！ と思ったら稜線に出て． （笑)そんなこともあっ

たし．それから,気象条件的なことを言えば， 日高

の冬場は特に正月くらいはやっぱり天気がいいよ

れ．太平洋側ってことがあって．だいたい北海道の

内陸や日本海側に比べると平均的に天気が良くて，

正月は雪もそんなに多くないし，登りやすいし，良

い山域だという気がします．

<神〉長く入ったのはゴールデンウイークですが，

やっぱりアプローチが長いということがすごく印象

に残ってます・一年目， 1967*7から十の沢に，プラ

プーツ車8で渡渉*9をしながら山を降りて，エサオマ

ンの登山口にある車まで行かなくてはならなかった

ときは， 日高ってのは簡単に歩かせてはくれないな

あと思った．三年目の年に行ったときは，雪崩の音

が四六時中聞こえたんですね．ああいう音は大雪な

どに入っているときは聞こえないなあ．ほんとに合

唱のように聞こえて，その夏にやはり日高の沢に

行ったときに何でこんなに木があるんだろうと思っ

たら，それは雪崩が運んだ木だと分かった．そのお

かげでたき火ができるのかな， と．雪崩の力のすご

さが日高に入ってはじめてわかった．山の楽しさを

行くたびに味わわせてくれる，そういう山域じゃな

いかな・ トッタベツ本流のBカールと言うところに

泊まった時には，花がこんなに咲いているのかと驚

きました●稜線に出るのにどう歩いたらいいのか迷

うくらいお花がいっぱいあるし，魅力一杯の山だな

と思いました．

<司会＞神さんからアプローチが長いという話があ

りましたが， 日高のアプローチは特徴的ですね．ア

プローチが良いから日高がいいのか，林道がもっと

欲しいのか， 日高のアプローチに対する考え方，意

見や感じていることをお聴かせください．

そんなにそんなに長期休暇って取れない.お正月中，

天気が良ければ山中二泊くらいでおりて来られる．

この道がない頃はちょっと大変だったろうな， と思

います．あとはやっぱり，林道が深くて行くまでに

疲れますよね．いつも林道はどこまで入っているの

とか’林道の鍵はどうしたのと， 日高に入るときは

林道のことが絶えず頭にあって， どうやったら林道

をクリアできるか， と言うことがある．

<司会＞林道がなければあきらめがつく？

<勝水＞そんなわけでもない.あったら行けるところ

までは行きたいと．

〈乾＞色んな道があったら使っちゃいますよね(笑)．

でも,日高山脈の沢登りのしかたでは,長く沢に入っ

ているというのが一番好きなんです．一度十勝側か

ら入って， 日高側にのっ越して，沢を降りて， また

違う沢を登って，降りてくると，そう言う風にする

と結構長く山に入っていられる． ところがこれがも

し林道が無くても，下の方から一本の川を日数かけ

て楽しめるのになあといつも思っています．中ノ川

とかヌピナイの下の方とかはきれいな函があった

り，白い玉石が続いたり，それはそれでまた深みの

ある山行が出来るのにと． これはもう叶わないです

けど，林道がないときにも来てみたかったなあと思

いますね．

<司会〉今まで経験した中では一番長いところはど

こですか．

<乾＞アプローチでは冬の東尾根が長かったですね．

ペテガリの林道をずっと歩いたのが長かった.あと，

春先にカムイからペテガリに行きましたが，その時

アプローチはずっと林道歩きで，ペテガリを降りて

からもほとんど最後までペテガリの日高側をずっと

歩いて．最初と最後の林道歩きは相当長い距離歩き

ました．日高のイベントですよね,林道歩きは(笑)．

<勝水＞もれなくついてくる（笑)．

<小山＞奥まで車が入るなら林道を使っちゃいます

よね．今度の横断道路の日高側からコイボクにずっ

と入って， トンネルのところが完成すればカムエク

が多分日帰りできるんですよ．そう言う意味では道

路というのはサラリーマン登山にはありがたいので

はないかと.ぼくらが日高に入る前の日高の登山は，

日高へのアプローチ

<勝水＞お正月には天馬街道ができたおかげでてよ

かったなと （笑)． これが出来たお陰で野塚，オム

シャ，楽古に行きやすくなった．近い山になった．
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<長水＞横断道をやめて林道をもう少し整備して欲

しい．危なくないように（笑)．

<小山＞ゴールデンウイークは早く雪をどけてね．

<増田＞さっきも話したんだけど,アスファルトを剥

がして車がかろうじて通れるくらい道を残してくれ

れば，それが土砂崩れなんかでダメになったらあき

らめる．そういう形であとは自然の成り行きに任せ

る， ということでも良いんじゃないかなあ．道はあ

れば使う．なければ算段を考える．基本的にはそう

言うこと．ペテガリ小屋まで車で入るとサッシベ

チャリが行きやすいので結構好き． まあ最近なかな

か行けなくなったのでますます希少価値が高まって

注目されているという逆効果もあるけど．山自体の

価値って言うのはそんなにかわらないのかもしれな

いけど，行きにくいところに行くというひとつのお

もしろみでもあるから．あっちもこっちも行きやす

くしたらどうなのかな……．

<神＞まったく増田さんが言ったとおりで,簡単に行

けるところって山屋*'！さんは好きじゃないですよ

ね．困難があるから常にそれを目ざして，エベレス

トにも行く． 日高では高い山でポロ尻が2000m弱

ですか．それでも急峻で沢も困難なのがあって楽し

めるというのは北海道でも少ないと思う．天馬街道

も確かに非常に使わせてもらっているけど……．な

ければ豊似の方なんて行きにくかっただろうし，縦

走なんかも天馬街道に降りないとじやどこに降りる

んだということになる．楽古まで行かなくちゃだめ

なのかとか，下山道をどこにしたらいいのかとか，

日程が短いからいろいろ考える．考えることが増え

るのが楽しいんじゃないかな．そのことが中身を豊

かにしていく．すたすたと行っては登ったときの充

実感が少ないのでは．足がマメだらけだったとか，

帰りの林道歩きで擦り傷だらけになったとか，それ

はそれで思い出に残るんじゃないかなあ．林道は新

たにつくるのではなくて，今ある物を維持していく

のがいいと思う．

村から歩いて，林道があれば使うけれど，なければ

すぐに沢に入って登山していますから．当時の登山

は楽しかったのではないかと思いますね．坂本直行

さんとか日高の開拓時代はプラスチックとかビニー

ルのない時代で,米でも何でも濡れると重たくなる．

アプローチの長さもあって，まさにボッカカ*10がな

いと日高に入れなかった．残雪期は夏の間に登る

ルートの小屋がけをして，冬はその小屋に泊まりな

がら登る．冬にはハイマツの枝を切ってばんばん燃

やしたなんて言う．僕らが日高に入るようになって

からは今とほとんど変わらないですよ，アプローチ

は．ただその日高の山懐に行くまで， 日勝峠はずっ

と砂利道でしたからね．札幌から日高の登山道に行

くまでず－つと砂利道を走って行ったことを思い出

しますね．

<司会＞日帰りのカムエクって今までのカムエクと

比べたらラッキーでしょうかね，それとも価値が下

がるのか．

<勝水＞楽しみ方なんじゃないでしょうかね．わた

し，カムエクって言う山に行きたいと言うより八の

沢カールに泊まりたいと言うことが第一だったか

ら．

<長水＞僕らはおかげさんで林道をうまく使ったか

ら今まで結構行けて， これがなかったらあまり行け

てなかったな． さっき言った北大の記録では，静内

から入るメナシベツっていう川を，アプローチだけ

で4泊5日，油紙と味噌を持っていったという，ア

プローチだけだよ． トロみたいなところを魚釣りし

ながら行く，みたいなことが載っています．林道が

なきやそうせざるを得ないと思うけど，それも楽し

いよね，暇があれば．今はそういうわけに行かない

から．林道もアプローチのある程度のところまでだ

よね．それ以上林道をつけちゃうと登山じゃなくな

る．じゃ，どこが限界かって言うとわからないけど．

林道がまったくなきやないで何とか行く算段考える

けど，あればあったで使うかな．

<増田＞今は車社会だからどこに行くにも車がない

と行けないと言うか，車で行くのが当然．行けると

ころなら車で行くし，なければ行けないし，行こう

とも思わないし．

開発から日高の自然を守る

〈司会＞では,次の話題に移ります.日高山脈は1981

年に国定公園に指定されました.南北に100km,東
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西20km,総面積10万ヘクタールで, 2番目に大き

な琵琶湖国定公園を大幅に上回る巨大な地域です．

北海道はさらに日高山脈を「傑出した自然景観，特

異な氷河地形」と言うことで特徴づけて世界遺産へ

の登録を進めています．最近は，行き過ぎた開発と

言うことで車や道路は不用だという考えも出てきて

います．現在行われている開発から日高の自然を

守っていく意義，手つかずの自然を後世に残してい

く意義を，経験からお話ししていただければ．

<神＞林道がついているのって，木を切ったためで

しよ？

<小山＞木の伐採のための林道は大正時代から整備

されていたんだ．

<長水＞今回の日高横断道の取り付けでコイカク

シュ札内川の出合いにあった札内ヒュッテを移した

わけでしよ．札内ヒュッテのすぐ裏が札内川で，小

屋から覗くと崖の下がプチで， とても気持ちのいい

ところだったのに今はまったくなくなってしまっ

た．工事をすると当然なくなる．それからコイボク

に続く名無し沢も，以前は林道があって，林道から

きれいな名無し沢が見えていたの．林道からのぞい

た名無し沢は深くてきれいな沢だった．林道の工

事って言うのは土砂を下に落とすわけではない．け

れど今やっている（横断道路の）工事で名無し沢の

ほとんどが埋まってしまっている．土砂を下に落と

しているから． この工事が始まって， まだ入山でき

た時期にすでに名無し沢が半分くらい埋まってい

た． こんなにきれいな沢が埋まっちゃった， という

印象をボクは持っている.単なる林道をつけるのと，

今回のような大規模な道路をつけるのとは意味が違

う． よっぽど必要な道路なら生活もあるから分かる

けど，そうでないならやっぱり考えるべきだ．ほん

と貴重な自然が，少なくとも道路によって失われて

いるのは確かだ．

<神＞ゴールデンウイークに行くと必ず雪崩の跡で

埋まっているんですよね． もし道路を完成させると

すると， まず雪崩を止める工事をしなくてはならな

い．そこまでするとかなり自然は壊される．だから

工事をやめてもらうのが一番良い．天馬街道などに

比べると日高横断道路は地形的に道路を造りにくい

ところでしよ．未来永劫できるのか出来ないのか分

からないような道路をつくるような無駄なことはや

めて欲しい．他のところに手を加えて，自然を残し

てほしい．

<勝水＞どれだけ必要かってことですよね.こんなに

金かけてまた維持費がかかって．ホントに必要なら

ばお金をかけても良いけど．

<司会＞例えば静内で急病人が出て,帯広まで運ばな

ければならない， とか……．

<一同＞ヘリコプター，ヘリコプター1 今はドク

ターヘリの時代だよ．

<小山＞国定公園で総面積10万ヘクタールって言う

のは日本で最大なんだよね．大雪山国立公園が，十

勝も入れて30万ヘクタールで,特徴的なのは大雪も

日高も国有地がほとんど．私有地はほとんどない．

だから世界遺産にしやすい．大雪山は黒岳と旭岳に

ロープーウェイがあって，あの部分は世界遺産にで

きない．あそこを抜かしてとるか，ね．

<増田＞ロープーウェイがあるとダメなの？

<小山＞自然遺産ではダメ．

<増田＞道路は良いの？

<小山＞道路はいい．山小屋もいい．日高山脈で一番

特徴的なことは,登山道がほとんどないということ．

あるのは,十勝ポロだとかほとんど限られた山だけ・

登山道がない山並み．将来的には登山者が話し合っ

て， こことここに登山道をつけようとか，そう言う

のもあっていいし．ほとんど登山道のない山域が日

本国内に一カ所くらいあっても良いんじゃないか．

これからも登山道をつけない山域と言うことにし

て，当然自動車道もつけない．

<長水＞登山道はないけど，ほとんど行けるんだよ．

コイカクから1839なんてよかったよ．11月にね．コ

イカクは沢伝いに行って，登山道を使う．あと稜線

はずっと踏み跡なんだけど，いい道なんだ．ほんと

良いところ．山に浸れるね．

登山者と道路

く司会＞この日高横断道が出来たとして,便利になる

なあ，なんて言う点はありますか？

<長水＞山って言う意味で？ それはあまり変わら
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ない．今だって結構行けるから．

<増田＞今まであったところはちゃんと維持して欲

しい．

<長水＞札内川の道路なんてスゴイ立派な道路だよ

な．

<勝水＞ちょっと雨が降ったらすぐ閉鎖される.今年

も七の沢に行くのに札内ヒュッテに泊まり，朝起き

た時にちょっと雨だな， と思っているうちにすっと

ゲートが閉まって， うつそ－，何で？って．

<長水＞一時間あたりの雨量で決まるんだよね．

<勝水＞普通そこまで行って川を見てから決める

じゃないですか．見張り番までいて，おまけに登山

者に対して「雨のため…….」って説明をするんです

よ.あと何日くらいたったら空く予定ですからって．

<小山＞ペテガリまでの林道も道議会議員とか国会

議員の視察だとパッと開いてマイクロバスが通る．

<一同＞ええ－つ，通れるの？

<小山＞通れるのさ・通れるのに通れなくしている

何かがあるのさ・

<増田＞あそこは大雨が降ったら通行止めになるよ

ね．むかしから．

<小山＞もともとのペテガリ山荘までの林道は早急

に開けて欲しい．そう言う要請も登山者として付け

加える．

<司会＞登山者の側からすると自然保護団体が｢道路

建設反対だ！」と言うほど拳が強くないですね．

<長水＞そこまでは！ （笑）

<乾＞今の時点ではその部分を残しても良いんじゃ

ないかな．壊しても元に戻ると言うことはないです

よ．林道を一度つけたら，林道の切れたところから

崖崩れが始まったり上からの土砂が来たり． どうし

ても日高の岩盤はもろいですから．完全にきちんと

やるなら良いけど，やってしまったらもう元には戻

らない．ホントに必要があるならいいですけどそう

じゃなければさわらない方が良いと思う．

<長水＞まったく手を触れない自然保護とは違うと

思う，僕らはね．足を踏み入れて，自然と接して自

然を守るというスタイルだからまったく手つかず自

然を残すというのとは雰囲気違う．それだったら何

も出来ない．道路も登山道もすべてダメという風に

なっちゃうしね．

<司会＞自然とふれあってこそ自然の価値が分かる

ということですね．

<長水＞どっちかつていうと僕らはそうだよね.誰も

行かない自然なんて何なのってかんじ． ま，見るだ

けの自然っていうのもあるだろうけど．

<司会＞白神山地って世界遺産に指定されて人間を

シャットアウトしていますよね．あそこには縦貫道

路というのはあるんですか？

<小山＞いや，ない．青秋林道はやめたでしよ．日高

は温泉がないから観光開発が遅れたんですよ．あそ

こらへんも日高と同じで，開発が遅れて登山道もな

い．森林生態系保護地域に指定されたときに入山禁

止になったのですが，ほぼ同じ地域が世界遺産に指

定されて，入山禁止もそのままず－つと引き継いで

いる．入山禁止の根拠はないんですよね．

<長水＞オーバーユースは考えなければならないけ

ど,入山禁止は……．オレにはちょっと合わないな．

<小山＞うん，合わないね（笑)．

<増田＞世界遺産ってそんなにすごいことなの？

<小山＞やっぱり世界遺産はね.登録されると日本の

国内法では開発できないのさ．例えば水源管理保安

林に指定されているとするでしよ．そうするとここ

に道路をつくるとなれば知事の権限でそれを解除す

ることが出来る．だけど世界遺産に指定されると，

そこに道路が欲しいと言うことになっても解除が出

来ない．そう言う面では完全に国内法が適用されな

くなって開発が出来なくなる．

<司会＞ま，せっかく国定公園に指定されても，指定

されたあとにムダだと言われる道路が簡単につくれ

てしまうと言うのは不備ですよね．

<増田＞国定公園の意味が分からない．

<小山＞これ,国定公園に指定されたときには道路の

着工も決まっていたから， この道路は国定公園に指

定されていないの．

<一同＞ （笑）

<小山＞だからその部分は狭くなっているの.地図を

見ると分かるよ．

<一同＞へ－え．

<小山＞指定されているところはトンネルさ．
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<司会＞皆さんの一致した意見は,現状のままの開発

はとりあえずやめてあとは残しておくという考えで

良いと言うことですよね．せっかく作ったものは利

用しよう， と．

<勝水＞この道を利用したらどこに行けるだろう，こ

の道があったならどんな日数で， どんな山行が組め

るだろうかと考えます．あればあったでバリエー

ションとか色んなことが出来る．道路建設をこれ以

上進めてほしいとは思わないけど，あるところは維

持していきたい．

<司会＞去年オムシャヌプリに行ったときに,頂上か

ら天馬街道が見えて，車がスイスイ走っているのが

見えた．そうすると，せっかく日高に来たのに，札

幌近郊の山にいるような雰囲気で，興ざめしてしま

いました.来られたのは天馬街道のお陰なんだけど．

<乾＞僕はペテガリの林道も無いなら無いなりに,あ

の山域も頑張れば入れるし， どこか峠を越えて入れ

ばいいわけだし， コイポクだって沢から行けばいい

し，状況がそうなればみんな努力して入るんじゃな

いでしょうか．例えば今はコイボクに入る人は少な

いですけど,それは林道がそのうちつくかやめるか，

いずれにしてもペテガリ山荘まではいつか行けるよ

うになるからそれまで待ちましょうかということに

なる．ナシということなら，じゃあ，行きましょう

かということになる．それだけだ．それならそれで

対処のしょうがあるんだから，僕としてはより深く

その山域に入れることが魅力かなと言う気がする．

冬にペテガリに行こうとしてもなかなか行けない

じゃないですか．それは良さではありますね， 日高

の．登山者にとって魅力．やっぱり4日5日かけな

いとたどり着けない． 日高登山は大きな行事だとい

う想いがありますね．

<小山＞ボクもそう．乾さんが言ったように，日高の

ピークにはなかなか簡単には行けない.日程的にも，

ルート的にも．行けないって言う山域が僕たちの身

近なところにあるのも登山としてはいいんじゃない

かな．そういう登山が出来る山域があるってことが

ね．

<長水〉幸い日高は奥深いが故にオーバーユースの

荒波を受けないで済んでいる．やっぱりカムエクの

八の沢くらいが危ないかなというカンジはあるけれ

ど,ほとんどオーバーユースにはまだなっていない．

時間をかけないと行けない山もある．苦労しないと

山は行けないんだということも必要だから．山に行

くための道路ではないけれど，あんまりいらないん

じゃないか．道路はあれば使うけど，なければそれ

で良い.今までだってそうやってきているんだから．

<増田＞あるものを使うのは人間の性だけど,山に登

るということは苦労を惜しまず， 自分の足で稼いで

山に登ることの楽しみとか意義深さを身体で知って

いる．それとあるものは使うということとは矛盾す

るけれど，少なくともなくて困っていない現状をこ

とさら変える必要はない．現状以上のことは開発で

はしないで欲しい． 日高は自然がそのまま残されて

いる．北海道は開発が始まって100年といわれてい

るけれど，ちょっと前までは日高と同じくらい手つ

かずの自然があったのに，他のところが開発された

結果もう日高しか残っていない． 日高が特別ではな

くて， ここまで無神経に道路を延ばして山肌を削っ

て自然をぶつ壊してきた結果日高が取り残された．

決して日高が特別で，登山者のサンクチュアリにし

ようとかということではなくて．オーバーユースの

問題も含めて，身の回りに有る自然の状態がどう

なっているのかということを登山者という立場で見

つめていきたいと思います．

<神＞北海道というところは自然がいっぱいあって

良いところなんですが， これを私たちは子供達に伝

えて行かなくてはならない．自然は壊すと元に戻ら

ないと言われている．北海道は自然の宝庫．特に日

高あたりは未来永劫自然を残していく責任が私たち

大人にはある． 日高横断道路のように北海道のど真

ん中の自然に手を入れられると，何か自分の胴体を

もがれたような気がする．黄金道路の代替えと言わ

れている天馬街道も大部分確かに自然を破壊はして

いるが，横断道路に比べると少ないかな．私たちは

今,いろいろな日高を体験してけれど,このあとやっ

ぱり新しく山をやる人たちにも日高はこんなに良い

ところだということを登山者として引き継いでいく

必要が有るのではないかな．

<司会＞それでは皆さん,貴重な時間をありがとうご
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ざいました． ＊6 テン場……宿泊のためのテントを設営する場

所． 日高の山中では，指定されたテント設営場

所がないのでテントを設営できる平らな場所で

高山植物などに影響を与えない場所を探す．主

に沢の中の河原．

＊7 1967……山の名称.その名のとおり標高1967

rn.

＊8 プラブーツ……プラスチックで出来た登山

靴．主に冬に使用する．

＊9渡渉……沢の中を横断すること．

*10ボッカカ……荷物を背負う能力． 日高は入山

に日数がかかるため食料などが他の山域にくら

べ多くなる．

＊11 山屋……趣味が主に登山である登山者の俗

脚注

＊1 直登沢……沢の形状が直接山頂に突き上げて

いる沢．

＊2 スラブ状……一枚岩の岩盤が広がっている状

態．

＊3 1839……山の名称.「イッパサンッキュウ」と

よぶ.以前はその名のとおり，標高1839mだっ

たが，再測量の結果，現在の標高は1842m.

＊4 カール……氷河の頭部侵食で円形状に削られ

た谷．氷河期の産物．日高にはその跡が23ヶ所

ある．

＊5 テンぱる……宿泊のためにテントを設営する

称．こと．
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2002年11月旧日

北海道政策評価委員会

会長宮脇淳様

(社）北海道自然保護協

会長俵浩

道道静内中札内線（日高横断道路）の「特定政策評価」

に際しこの事業の妥当性・必要性などを客観的かつ厳格

に審議することを求める要望ならびに意見書

道道静内中札内線（以下、 日高横断道路という）について、当協会では1970年代の計画

当時から、この道路建設による自然環境への悪影響を懸念し、また道路の必要性に疑問を

抱き、反対を表明してまいりました。

とくに1998～99年、北海道による政策アセスメントおよび北海道開発局による道路事業

再評価で、日高横断道路を対象として見直し、ともに「事業継続」を決定したことを知っ

たので、その内容を検証したところ、この見直し制度は「時代の変化を踏まえた施策の再

評価」 （時のアセスメント）を継承、発展させたものであるにもかかわらず、両者ともに

「時代の変化の検証」を完全に欠落させるなど、不合理、不適切だったことが明らかにな

りました。そこで2000年2月以来、北海道知事および北海道開発局長（国土交通大臣）に

対し、抜本的な再評価のやり直しをするよう要望を重ねてまいりました。

その一方、当協会は2000年2月から2002年6月に至る間に、知事と文書による質疑応答

を8回にわたって繰り返し（8回目は未回答） 、また当協会が独自に現地調査を行い、関

連資料を発掘しながら、 日高横断道路の問題点を顕在化させてまいりました｡

したがってこの度、知事が日高横断道路の「見直し」を表明し、 「特定政策評価」とし

て貴委員会で審議されるようになったことは、望ましいことと考えております。

ただし知事は見直し表明に際し、 日高横断道路の「建設の意義は変わらないが、今後、

完成までに多額の事業費と長い期間を要する」ことを見直し理由にしておりますが、 「建

設の意義は変わらない」という認識は、当協会の見解とまったく異なります。建設の意義

が変わらないなら、財政状況が好転すれば事業を再開することが可能となり、問題の本質

的な解決にはなり得ません。

日高山脈の自然環境は日本に残された最大で最後の原始境であり、知事は日高山脈を世
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界遺産の登録も視野に入れた「北海道遺産」とする意向も示しております。その日高山脈

の心臓部を貫通させる道路建設を今後も継続することは、 21世紀の北海道にとって賢明な

選択とはいえません。

特定政策評価では、 (1)事業の必要性、 (2)事業の妥当性、 (3)事業の優先性、 (4)事業推進上

の課題、を評価の視点とすることにしておりますので、当協会もこの視点から下記項目お

よび別紙説明書のとおり意見を申し上げます。ただし日高横断道路は現在も建設工事が進

行中であるため、 (1)事業の妥当性、 (2)事業の必要性の順序といたします。

なお特定政策評価の対象は「道道静内中札内線（道管理区間） 」となっており、国が事

業主体の「開発道路区間」は直接の対象となっておりません。しかし日高横断道路は道管

理区間だけで機能するものでなく、全線101kmが1本の道路として機能するものであり、

また北海道は開発道路の事業費の2割を負担していることから、開発道路部分を切り離し

て評価することは不合理です。さらに開発道路が貫通する日高山脈襟裳国定公園内の開発

行為許認可などの管理は知事の責任です。したがって特定政策評価に当たっては開発道路

部分も含め、 1本の道路として審議すべきです。

日高横断道路の妥当性、必要性、優先性に関する当協会の意見の要点は、

(1)日高横断道路は、公式の開発道路指定理由が「資源開発」であるにもかかわらず、非

公式な「広域幹線」として運用される二重帳簿方式の、法令違反の疑いが強い事業で、し

かも貴重な自然環境を傷つけており、妥当性がなく、また開発道路は戦後日本の経済復興

のために設けられた過去の制度で、 21世紀に継続する意義がないこと、

(2)日高横断道路は、 日高山脈を横断する5本目の道路で、かつ公共事業としての費用対

効果が低いので必要性がなく、また高度経済成長時代の「苫東開発」に連動して計画され

た道路で、右肩上がりの開発優先時代が終わった現在では、その前提が消滅したこと、

(3)妥当性、必要性のないものは優先性がなく、また知事が自ら認めるように多額の事業

費と長い期間を要するものには、優先性がないこと、

したがって「直ちに建設を中止」し、 日高山脈の自然環境の特性を生かした21世紀にふ

さわしい在り方を、別途に検討すべきである、というものです。

当協会の意見の柱となる部分は、すべて客観的事実経過に基づいたもので、それを証す

る文書は説明資料として添付いたしましたので、また説明は長文となりますが、貴委員会

では、ここに提起された問題点を、 「時代の変化を踏まえた施策の再評価」 （時のアセス

メント）の精神を尊重し、時代の変化を踏まえつつ、特定政策評価実施方針にもとづき、

「客観的かつ厳格」に審議くださいますよう、お願い申し上げます。
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記

道道静内中札内線（日高横断道路）の特定政策評価にかかわる意見書（項目）

（各項目の説明および資料は別紙添付）

1 日高横断道路事業の妥当性（妥当性がない）

次の1－(1)から1－(8)までを総合すれば、 日高横断道路の建設を今後も継続する妥当性

が認められない。

その1 開発道路として執行される日高横断道路に妥当性がないこと

1－(1) 日高横断道路の主要部は開発道路として執行されており、行政は過去20年にわた

りこの道路の役割は「広域幹線」と説明してきた。しかし実はこれは非公式な運

用であり、裏には「資源開発」という公式な開発道路指定理由が隠されているこ

とが、新しく (2001年、当協会と知事との文書による質疑応答により）判明した

こと。すなわち日高横断道路は二重帳簿方式の不適正な公共事業であること

1－(2) 日高横断道路を建設しても、開発道路の公式な指定理由である「資源開発」 （沿

線の農業、畜産業、林業などの資源開発）にはまったく役立たず、無駄な公共事

業であること

1－(3) 開発道路は北海道の未開発資源を開発するために設けられた特例制度であるが、

日高横断道路の実態はこれに該当しないこと。それにもかかわらず建設を進める

ことは予算の目的外使用に当たり、限りなく法令違反に近い実態にあること

1－例開発道路は戦後日本の経済復興のため設けられた制度で、高度経済成長時代を迎

えたころには役割を終え「賞味期限切れ」となったこと。したがって日高横断道

路を21世紀に継続する意義はないこと

1－(5) 開発道路は高度経済成長時代に役割を終えたので、開発局は公式な「資源開発」

から「広域幹線」に変質させて運用したが、これは行政の裁量の範囲を超えた非

公式な運用であること。日高横断道路もその運用により「広域幹線」とされたが

非公式なものなので、公式には「資源開発」の理由をつけて大義名分を保つ二重

帳簿方式に陥っていること

1－(6) 開発道路としての日高横断道路は国の直轄事業であるが、北海道も事業費の2割

を負担しており、道道でもあるので、その適正な執行には知事も重大な責任を有

していること

その2 日高横断道路の環境アセスメントに妥当性がないこと

－132－



1－(7) 日高横断道路の環境影響評価では日高山脈の自然の価値が低く評価され、環境影

響の有無の評価も不備なまま、建設工事が進められていること

l、8） 日高横断道路の建設現場においては、評価書で触れられていない自然環境の衰退

が表れており、今後の道路建設による悪影響も懸念されること

2 日高横断道路事業の必要性（必要性がない）

次の2－(1)から2－(8)までを総合すれば、日高横断道路の建設を今後も継続する必要性

が認められない。

2－(1) 日高横断道路は日高山脈を横断する5本目（高速道路を含めれば6本目）の道路

であり、公共事業としての投資効果が期待できないこと

2－(2) 日高横断道路は周辺の道路密度が低いので、道路網の網の目を細かくし道路密度

を高めることが「事業の目的」だったが、その後に天馬街道が完成したことによ

り､道路密度が低いとはいえなくなっていること

2－(3) 日高横断道路は、高度経済成長の見通しのもと苫小牧東部大規模工業基地開発に

連動して計画されたが、右肩上がりの社会経済の実現は幻となり、 日高横断道路

の必要性は低下したこと

2－(4)道路のない「無車道地域」こそ自然保護地域として価値が高いという認識がある

が、その主張は開発優先社会で無視されてきたので、 これからは21世紀の環境共

存社会にふさわしい価値観への転換が必要となっていること

2－(5) 日高横断道路の公式な根拠は「資源開発」であり、 これらの資源開発は山脈の中

腹以下で行なわれるので、 日高山脈を横断して日高と十勝を結ばなくてはならな

いという論理は成立しないこと

2－(6) 中札内村は開発道路が必要な「開発必要地」ではなかったこと。それにもかかわ

らず開発道路事業が執行されるのは、不適正な運用を如実に示していること

2－(7) 日高横断道路を「観光道路」として活用すべきという主張があるが、日高横断道

路は日高山脈襟裳国定公園の「公園計画道路」に位置づけられていないこと。ま

た国定公園区域外の観光振興のため国定公園の心臓部を傷つけるのは、誤った観

光政策であること

2－(8)静内町と中札内村を中心とする地域住民が日高横断道路を望む気持ちは理解でき

るが、 日高地方と十勝地方は異なる「地域生活経済圏」を形成しているので、 日

高横断道路がなくても日常生活には支障をきたさないこと
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日高横断道路事業の優先性（優先性がない）

妥当性がなく必要性もない事業には優先性が認められないこと

今後、多額の事業費と長い期間を要する事業には優先性がないこと

北海道と開発局は1998～99年に日高横断道路の「事業継続」を決定したが、 これ

は不合理な見直しなので優先性が認められないこと

3

3－(1)

3－(2)

3－(3)

日高横断道路事業推進上の課題（今後の課題）

日高横断道路の建設は直ちに中止すべきこと

道民参加により幅広い視野から日高山脈の自然の特徴を損なわないで生かす、 21

世紀にふさわしい将来像を構築する必要があること

日高横断道路の建設中止に伴い、完成を望んできた地元町村に対して、別な地域

振興対策を講ずる必要があること

すでに整備が完了した部分および現在進行中の道路についての取り扱いを検討す

る必要があること

現在、道内では日高横断道路を含め18路線が開発道路として整備中とのことであ

るが、これらは日高横断道路と共通した制度上の矛盾点を抱えていると思われる

ので、それぞれの路線について再評価を行なう必要があること

前記(1)～(5)などを検討するため、例えば「21世紀の日高山脈のあり方に関する検

討委員会」など、課題に応じた第3者機関、行政チームなどの設置が必要なこと

4

4－(1)

4－(2)

4－(3)

4－(4)

4－(5)

4－(6)

以上
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北海道政策評価委員会

委員長 宮脇淳様
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はじめに

「七の沢は死にそうだ、日高横断道路建設工事による大破壊を中止して下さい」。十勝

の自然環境問題に深い関心をもつ十勝の団体として申し上げます。 日高横断道路中札内側

では、北海道担当区間においては札内ダム沿岸は付け替え工事によって整備済みですが、

その先の部分は、大半が既成林道のままで、 しかも崩落の危険箇所があるため50mの雨

が降ればゲートを閉鎖している状態です。また奥地の開発局担当区間においては急ピッチ

の工事が進むにつれ、 ． 「七の沢は今や瀕死の」状態です。険しさがなく工事がやりやすく

意外に工事が進んでいると言われる十勝側にも、実は建設工事がもたらす自然破壊の顕著

な例があからさまに示されています。これまでの北海道の再評価方法には、対象区域が開

発局担担当区間に及ばず、このような自然破壊についての視点が欠落して1本の道路とし

ての「妥当性」についての評価が適切になされませんでした。一方、道路の「必要性」に

ついても、今日的な意義はきわめて希薄になっております。

十勝自然保護協会は、この問題が生じた当初の1970年代から関わり、静内公聴会に

も理事及川が建設計画反対の意見陳述をしています。近年になってはこの3年間に、 15

回にわたり十勝側のルートの奥地まで専門家をまじえて踏査を繰り返し現場の最近状況を

把握する一方、 7回にわたるシンポジウムで学習した上で問題を投げかけています。静内

側も4回ルート踏査しました。その経験に基づきここに意見を述べます。

本
畳今

日湖

1．事業者・推進者の主張やマスコミの報道には無責任、事実の曲解があるのでいくつか

の点について正しておきたい。

（1） 「今中止したらこれまでの投資が無駄になる」という主張に対して。

残りの建設工事による自然破壊という負荷の回避、今後の1千億円に近い投資の

節約というものを考えれば「無駄」というのは当たらない。

（2） 「環境は大事だが、環境に配慮した工事をしてくれるなら」という主張に対して。

環境破壊の問題は事業者が貿任をもつのは当然だか、推進をいうなら地元も自ら
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この問題を具体的に論ずべきである。まして、 「今中止したらそれこそ自然破壊

だ」という主張に至っては過程の自然破壊を無視した居直りというものであろう。

（3） 「あと7キロだから」 「未着工は21キロ」と言う主張に対して。

われわれの全ルート踏査経験から「あと7キロ」という実感は出てこない。十勝

出身道議の要望書や自治体の口述人たちにも一様に「7キロ」とある。

そのような主張は、事情を知らない人たちに対して事実をゆがめた宣伝となって

おり、なんだそれならと思わせる世論誘導となっていることは看過できない。

「7キロ」とは3つのトンネルの未着手部分の距離に過ぎない。 これでは進捗率

を94／101と計算することになる。ではその余はすべて完成したのだろうか。

北海道担当区間において既成林道のままでトラックがやっと交差しながら通過す

るに過ぎない部分や、開発局担当区間において橋と橋との間の未整備部分などのキ

・ 口数を加えたならばどういうキロ数が出てくるか。点を線に言いくるめることは止

め事実に照らしてキロ数を計算し進捗率を云々すべきである。

また、 「21キロ」というのも開発局担当区間のことで北海道移管部分を引いた

キロ数であり、 80/101が進捗率ということではない。もちろん北海道はその

のことを熟知しているはずだが、一般人は鵜呑みにしかねない。

ただし、われわれは進捗率の多寡にかかわらず、日高山脈の自然的価値を重視し

環境に対する悪影響というものを危倶し、その実態を把握した上で、この建設工事

は中止すべきものと考えている。

（4） 「 （広域）道路ネットワークのため必要だ」という主張に対して。

日高横断道がなくとも、十分十勝の生活は成り立つ。日高側への交通路として黄

金道路、天馬街道、日勝峠および狩勝峠を利用しており、それでなんらの不自由も

感じていない。日高横断道で地域が活性化するなどというのは、現在の生活感覚か

らみても、広尾港の現況や苫小牧東部開発計画の破綻状況からみても根拠のない幻

想にすぎない。観光的価値についていうなら、覆道、橋梁、 トンネルの連続する道

路に観光価値はない。

2．建設工事による環境の破壊の現状と今後予想される破壊およびそれらが及ぼす影響に

ついて具体的な指摘をしておきたい。

七の沢の様子はすべてビデオ映像にしてあるので証拠資料として提出する用意がある

（十勝協会独自編集＝12分間） 。ここでは、主として十勝側について述べる。

（1） トンネル坑口予定地付近にはエゾナキウサギの生息地と風穴地がある。少なくと

もトンネル坑口予定地から30mのところにあり影響を与えることは確実である。

開発局の生息地把握は狭小化しており誤りであることを指摘しておく。 （なお、帯

広開発建設部がわれわれにこの資料を提供するのに1か月以上も待たせたことは引
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き延ばしの意図があったのではないかと疑う。この期間に七の沢でボーリンク調査

・建設工事が急ピッチで進んだ）また、 トンネル掘削による風穴地への影響は必至

である。 （このことでわれわれの調査報告を別途発表する予定である。 ）

（2）岩場や河畔を掘削して日高山脈特有の植物を含む植生を破壊している。

横断道路の十勝側の予定地で確認された植物は、 74科351種。そのうち絶滅

危倶IB類6種、貴重種10種、絶滅危慎Ⅱ類10種、希少種6種を含む。

例えば、 トンネル坑口予定地付近の二股渓畔には、オオサクラソウ （北海道の絶

滅危急種）が出現するが、今後の工事で消失する恐れがある。七の沢に出現する

オオイワツメクサ、イワブクロ、 ヒダカオトギリ、 トカチトウキ、ヤマガラシ、 リ

シリシノブ、キレハヤマブキショウマ、ケエゾキスミレ、 ヒダカトリカブト、湿岩

のアポイタヌキラン、エゾトウチソウなどの貴重種の高山植物は、消失したかもし

<は消失の恐れがある。

日高山脈の高山植生の特徴として、 「高山植生あるいは高山植物が渓流沿いに下

降する」 「低標高に下降する高山植物の自然な生育地として、自然裸地、河原、崩

壊地があげられ…雪崩道・岩場が重要である」 （佐藤謙・北海学園大学教授） こと

が指摘されている。渓流沿いに進む工事がこれらの植物の生育地をもろに破壊して

進んでいる。なぜこれらの現象に事業者が鈍感なのだろうか。それは、たとえ貴重

種であっても、広く日高山脈に分布しているから問題はないとか、道路端から18

メートルが影響範囲とかいう評価によって保謹責任を回避する事業者の「環境影響

評価書」等の欠陥が専門家によって指摘されているし、われわれが強く感じること

は、現場工事者がどれほど保護意識をもって工事に当たっているか疑わしいことで

ある。植物の保謹などとても手が回らぬといったあわただしい工事ぶりをわれわれ

は目撃している。

（3）掘削によって水脈の破壊を行い山地の保水作用に大きな影響を及ぼしている。

岩場の掘削によって惨み出た湧水を樋状に流す、そこが脆くなってさらに崩壊し

ていく、泥土さえ噴出するという現象を目撃している。

トンネル掘削も例外ではないことを断っておこう。 トンネルだから問題はないと

いうことではない。地中の水脈への影響は、千石トンネルですでに水との闘いが

始まっていることからも必至である。

さらにトンネルズリの処理も問題を引き起こすおそれがある。

（4）七の沢は国定公園第1種特別地域であるが、大規模な河畔林の伐採（樹齢80年

以上のハルニレを含む） と流木処理を行ったため、渓畔の植生と渓流景観など河川

環境を破壊した。このことによる生物への影響は深刻である。われわれはこの伐採

は重大問題であると考える。環境省および知事がどのようにこの伐採を許可したか

たずねたい。今後さらにトンネル坑口予定地で大伐採が行われ二股付近が破壊され

ることを憂慮している。
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（5）河川の汚濁による影響も深刻である。

七の沢は雨でもほとんど濁らない渓流であった。七の沢の汚濁の原因は雨をつい

ての急ピッチ駆け込み工事の排水（浄化装置が作動しているはずだが現に濁ってい

る） 、河床の掘削撹乱と盛土の土の流入によることを確認した。連鎖的に出合いの

札内川に土砂堆積が進み、かつ生活用水である川水が汚濁されている。北海道担当

区では油流出事故が発生した。水性生物への影響は深刻である。

（6）オショロコマの生息数が減少した。

手付かずの上流に比し、工事区間の下流ではオショロコマが確実に減少しつつあ

る。オショロコマの減少は河畔林伐採・流木の処理、汚濁が主たる原因である。

（7）昆虫生態系への影響について今年のシンポジウム(10月25日帯広）で発表した

（帯広畜産大学名誉教授堀浩二当協会の理事） ことを次に引用する。

「十勝側のルートには1343種の昆虫が記録されている（平成9～13年度調

査） 。実際はこの数10～百倍と考えてよいだろう。この中には、希少種としてカ

ラフトタカネキマダラセセリやオオイチモンジが含まれ、さらに札内側流域の固有

種と考えられているオクエゾトラカミキリが生息している。このような豊富な昆虫

種の存在は、豊富な植物相やその他の生物によって、さらに多様な微環境によって

支えられている。すなわち、この地域は原始性が保たれた生態系（高度な生物多様

性）を有する日本で残り少ない地域の一つである。アスファルトで固められた幅の

広い道路ができることで、この貴重な生態系はどう変わっていくのだろうか？」と

述べ「国連環境計画よる調査によれば、道路建設で5km以内のトナカイが減少し

た」例を挙げ、 「間接的には、微環境の変化によって影響は少なくても道路から数

キロメートルまで及び、生物多様性の低下（生態系の単純化）が起こり、やがては

広範囲に及ぶ自然崩壊が始まるだろう。 」と警告している。また、森林の中に林道

がつけられた後の変化として、 「林縁のセリ科の花に群がる無数の昆虫が、年月を

経るに従って数えるほどになっている」例を挙げ、 「このような現象は、生物多様

性の低下が道路の内部まで及んでいる一つの証拠を示している。 」と論じた。

（8）エゾサンショウウオが消失した。

ルート上には、エゾサンショウウオが主に春産卵する水たまりの5箇所の生息地

を確認したが、工事により埋没してしまった。

（9）橋梁等の大建造物により原生的渓谷景観は完全に失われた。

(10） これらの自然破壊の影響は日高山脈全域に及ぶであろう。

これらの破壊現象の影響は単に七の沢の渓谷だけに止どまるのではない。生態学

者の指摘するように、生態系は網の目のようなもので、一つの綻びが連鎖的に全体

に及ぶのである。横断道路が及ぼす影響は直接的に渓谷周辺に及ぶだけではすまな

い。 「1枚の吸い取り紙に1本の線を引くようなもの」 （植物生態学者鮫島惇一

郎）で間接的な影響はやがて山脈の広大な範囲に及ぶのである。
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2002年11月20日

北海道政策評価委員会

会長宮脇淳様

｢止めよう日高横断道路」全国連絡

常任委員長今野平支

道道静内中札内線（日高横断道路）建設に関する意見書の提出について

表記の件について、別紙のとおり提出致しますので、関係委員に至急配布頂きますよ

うよろしくお願い致します。

この意見書は平成14年9月20日に開催された評価委員会で、この道路建設につい

て意見が有る者の考えを聞き、委員会に反映させる。とした同委員会の意向により作成

したものです。

なお、意見は取敢えず文書にて送付致しますが、是非委員各位の前で直接申し述べた

いので、特段のご配慮をお願い申し上げます。

／
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日高横断道路に対する私達の見解
「止めよう日高横断道路｣全国連絡会

常任委員長今野平支郎

I. 21世紀は環境の世紀

1．北海道環境基本条例に示された精神

北海道環境基本条例前文には「北海道は、 さわやかな空気、清らかな水、広

大な緑の大地、そこに息づく様々な野生生物など豊かで優れた自然環境に恵ま

れた地域であり、…人類の存続基盤として欠くことのできない環境は、 自然生

態系の微妙な均衡の下に成り立つものであり、これまでのような大量生産、大

量消費、大量廃棄型の社会経済活動を続けていくことは、私たちを取り巻く地

域の環境のみならず地球全体の環境をも脅かすものであることが広く理解され

てきた。…私たちは良好で快適な環境の恵みを享受する権利を有するとともに、

現在と未来の世代が共有する限りある環境を、良好で快適なものとして将来に
引き継ぐ義務を有している」と謡っている。このことは北海道の環境政策の基

本的な精神を示しており、今後の環境政策を方向づけるものとして重要である。

2．環境破壊・自然の浪費から環境保全・自然保護へ世界の流れ
「北海道環境基本条例」は、 20世紀後半における世界の流れを汲んだもので

あることが明らかである。20世紀後半は、 1972年の国連が開催した人間環境会

議における「人間環境宣言（ストックホルム宣言)」の決議、 1982年の国連総会
における「世界自然憲章」の決議のほか、 「生物多様性条約」や「気候変動枠組

み条約」の提案など、環境保全や自然保護に関する国連レベルでの決議・宣言
や国際条約が次々と発表されてきた時代である。このような世界の動きは､”人
間の自然に対する行動の自己規制、そして各国政府と地方自治体に対しては環
境保全政策とその行動に最大限の責任を負うこと”を求めている点で特徴的で
ある。そのため、各国は、国際条約などを土台として国内法の整備を続けてお
り、それと連動して地方自治体は各種の条例を制定してきた。
このように環境保全、 自然保護が世界的に求められてきた背景には、地球温

暖化、オゾンホール、酸性雨、大気や海洋の汚染など、 20世紀に急速に深刻
化した地球規模での環境汚染と自然破壊がある。化石燃料を初めとする地下資
源、乾燥地帯における水資源、海洋と陸上における食糧資源などが殆ど無制限
に近い形で浪費され、森林は、木材資源とみなされ、あるいは「開発行為」の
名の下に、加速度的に伐採されてきた。現在、地球の「緑」は、毎年、九州と
四国を合わせた面積が失われ続けている。これら人類の存在条件を脅かしてい
る環境汚染と自然破壊を考えるならば、環境保全と自然保護は、緊急の重大な
課題となるのは当然である。

「たかが日高の自然」 と考えるべきではない。これまで「これくらいは…」

と言いながら自然破壊を加速してきた歴史がある。 21世紀は、このような考え
方そのものを改めることが求められている。 「世界自然憲章」が各国政府と地方
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自治体に対して「世界至るところで自然を残す義務」を求めていること、それ

をここに再度、強調するものである。

Ⅱ、 日高横断道路の建設理由は既に存在しない

1．道路建設の理由・目的について

1965年の「日高・十勝中央横断道路新設期成会（服部吟次郎静内町長)」によ

る要望書から、 2002年9月の「道道静内中札内線（日高・十勝中央横断道路）

の早期建設を願う署名簿（沢田静内町長)」趣旨に至るまで、道路建設の理由．

目的が以下のように繰り返されている。

①日高と十勝の両圏域の産業･教育･文化などの交流と発展が可能となり、

両圏域の住民の生命を守る『生命線』である。

②北海道全域の交通ネットワーク形成上、重要である。

③自然を利用した観光

④災害時の国道代替道路（この目的は最近になって加えられた）

これらの主張について、以下に概括的な吟味を試みる。

（1） 「産業・教育・文化などの交流と発展」 と 「住民の生命を守る生命線」に

ついて

総延長約101kmの日高横断道路は､大半が脆い地質と急峻な地形に特徴があ

る山岳部にあり、そこには人家が一軒もなく、畑作や牧畜など農業に適した平

地や緩傾斜地もない。山岳部は殆ど天然林に被われているが、水源酒養、土砂

流出防止などを目的として保護されているので、林業は殆どできない。地下資

源の開発については、 1965(昭和40）年の静内町による陳情書に「金、銅、アン

チモニー、石灰岩、石炭」などを対象とすると書かれているが、産業として成

り立つほど埋蔵量があるという研究報告は一つもない。

両圏域の交流による発展については、それぞれの圏域が帯広や苫小牧・浦河

などの都市を中心に発展しており、 日高山脈を通って反対側に行かなければ産

業・教育・文化の発展が望めないとは決して言えない。町民にとって「日高横
断道路はどうしても必要なのではなく、あった方が良い」程度と聞いている。

この程度の必要性で日高横断道路が「両圏域の生命線である」 という主張は、

明らかに誇大なものといわざるを得ない。

（2） 「北海道全域の交通ネットワーク形成」について

日高山脈を通過する道路として、 2002年現在、既に、狩勝峠を越える国道3
8号線、 日勝峠を越える国道274号線（樹海ロード)、浦河から大樹に抜ける国
道236号線（天馬街道)、ならびに山脈南端の襟裳岬を通る国道336号線（黄金
道路）の4本がある。このような現状から判断すると、 日高横断道路を建設す
る目的の一つ、 「交通ネットワーク形成」は既にその価値が極端に薄れてしまっ
ている。

日高横断道路に関する北海道の環境影響評価書（1979年）には、十勝圏域か
ら「苫小牧東部開発地域」に農産物や工業用原材料を運ぶという目的が挙げら
れている。しかし、この開発計画は既に破綻しているので、そこに挙げられた
目的も現在では成り立たないことが明白である。現在では、 日高山脈を通過す
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る交通ネットワークの形成はほぼ完了していると判断される。その状況の中で、

効率の悪い道路が建設されることは、まさに「税金の浪費｣、 「無駄な公共事業」

と言わざるを得ない。

（3） 「自然を利用した観光」について

①と②に示された産業道路や広域幹線道路という目的が相応しくないと批判

されたところ、 「観光」が次の目的として大きく浮上してきた。堀知事は、 2000

年7月の道議会において道路の目的として「観光に役立つ」 と答弁し、 2002年

に佐藤静雄国士交通副大臣がヘリコプターで空から現地を視察した際「この道

路は観光に役立つ」 と述べている。

日高横断道路は日高山脈襟裳国定公園の心臓部を貫通する道路だが、国定公

園の計画道路に組み込まれていない。即ち国定公園として必要のない道路であ
る。国定公園が必要とせず、国定公園区域外の刊行振興を図るため、国定公園
の心臓部を傷つける道路を建設することは｢観光立国｣を宣言した北海道の観光

政策として愚策としか言いようがない。

2002年10月､超党派の国会議員による｢公共事業をチェックする議員の会(中
村敦夫会長、 105名)」の会長以下5名は、 日高横断道路の現地視察を行なった
その足で、山口北海道副知事と面会した。その際、 「日高の自然は貴重、保存す
べき」ことが伝えられたのに対して、山口副知事は「日高には行ったこともな
いし、 日高の自然は良く知らない」 と答えたが、これだけ問題になっている日

高山脈について国定公園管理者としての認識の無さを示している。

（4） 「災害時の国道代替道路」について

日高山脈は、地質の専門家によって、今でも隆起を続ける、生きた山脈であ
り、崩壊しやすい地質からなることが指摘されている。現に、 日高側の完成部
分という場所で頻繁な斜面崩落が続いている現状にある。そのため通行止めが
続き、年間の通行可能日は1996～1999年に0日であり、 2000年は32日に過ぎ
なかった。

このように崩落が著しい道路は、台風や地震などの災害時には、既存の国道
に先駆けて崩落し不通になるものと、素人目にも、明白に予測できる。この道
路を「国道の代替道路」 として使用するという主張には、大きな無理がある。
堀知事も「代替道路」 という目的を繰り返して述べているが、この点について
は現地確認に基づいて発言すべきである。
事業者が完成したという道道において崩落に対する補修工事が続けられてき

たが、その費用は、 2000年度に11億6千万円、 2002年度には9億5千万円と
なり、この数年間の年平均費用が約10億円に及んでいる。この数字は、無駄な
公共事業であることともに、 日高横断道路が国道の代替道路にならないことを
明確に示している。

以上、 日高横断道路の建設目的挙げられた4点を吟味した結果、すべてが否
定された。しかも、それらの目的には当初から、机上で考えられた架空の絵空
事が含まれ、また時代とともに失われたものがある。従って、道路の建設目的
は既に失われている。

堀知事による「道路整備の意義は変わらないが…」 という最近の発言は、 日
高横断道路に関する過去の経緯に捕らわれており、承伏しかねるものである。
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堀知事は、現実を正確に捉えて認識を新たにし、 日高横断道路を中止すべきで

ある。

2．道路建設による自然への影響の過小評価

道路建設を推進する主張には、 自然の価値、 とくに日高山脈のもつ特別の価

値に関する考慮がまったく認められない。その主張はまた、 日高の貴重な自然

を守る必要性があるにも関わらず、当初からそれを考慮しなかったことが極め

て重大な問題となる。 日高横断道路計画が具体化し始めた1965 （昭和40）

年当時は、環境汚染や自然破壊に対する問題意識がやや希薄であったかもしれ

ない。しかし、世界的に環境保全や自然保護が重視されている現在、 日高の自
然とその保護について何ら語られないことは奇異にすら感じる。

地元や事業者による主張のほかに、環境影響評価（環境アセス）の問題があ

る。 日本の環境アセス体制は、そもそも第三者ではなく事業者が行なう 「事業

アセス」であることから、環境影響評価委員会ですら事業の目的については是

非を判断することができず、工事を容認する方向の中で自然環境への影響を少

なくすることが論じられる傾向が強い。そして殆どの環境アセスにおいて、 自

然への影響は軽微であるとの結論がまかり通っている。 日高横断道路に関する

環境影響評価では、 とりわけ杜撰な方法によって影響が少ないと結論づけられ

ている。このように、日本では環境アセスの存在意義が問われている。しかし、

環境アセス体制の不備は別にしても、 日高山脈の自然環境に対する影響は、今

なお科学的に厳密に評価される必要がある。現在、市民サイドや学会による科

学的な評価によると、 日高横断道路の自然に対する影響は計り知れないほど大

きいと判断されている。

以上、道路建設を推進する主張には、架空の目的を重視すると同時に、 自然

の価値を低め、あるいは無視する重大な問題が認められる。私達国民は、どの

ような立場の人々であっても、本来は、道路建設の目的に関する社会科学的な

ﾛ今味と自然への影響に関する自然科学的な吟味を根拠にして、道路建設を冷静

に判断すべきである。 ところが、地元も事業者も、そこから遠く離れて、もは

や存在しない目的・理由を主張しており、まことに残念な状況にある。

3．道民と地元住民の意識について

日高横断道路は、道道であり一部開発道路であることから、その建設の財政

負担は道民と国民が担っている。この道路は、出入り口となる地元、静内町と

中札内村だけのものではない。また、 日高山脈の自然は、その多くが国定公園

に指定され、災害防止、生物多様性保護などの公益機能を重視した国有林に含

まれることから、道民・国民すべての共有財産として貴重である。この点から、

道民・国民は日高の自然を損なわないように維持する義務を持っている。従っ

て、地元で集約された意見のみならず、道民・国民の道路建設に関する意見が

尊重されるべきである。

2002年9月25日、 UHBテレビは、電話の聞き取りによる、この道路に対する

道民の意識調査結果を放送した。その結果は、道路建設継続に「賛成28％、反

対72％」であり、道民が「日高横断道路の建設継続を支持していない」ことを
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明白に示している。政策評価委員ならびに堀知事は、この調査結果を厳粛に受
け止めるべきである。

2002年3月28日、 日本生態学会は、第49回大会総会において、この道路が
日高の特徴ある自然に計り知れない悪影響を及ぼすことから工事中止を求める
決議をしている。この決議は、全国の専門家による意見がまとめられたもので
ある。

2002年11月14日、北海道弁護士会･札幌弁護士会の日高横断道路声明では、
自然破壊に加え、法理的に問題があることが指摘されている。

これまで中札内村と静内町が要望した内容には「道路建設は住民の一致した

要求である」 と書かれている。住民が一丸となって要望している姿は、被請願
者である北海道に大きなインパクトを与えるものと思われる。しかし、これら
地元からの要望が本当に「一致した要求」であるのだろうか。
堀知事は、住民の意見として町村によって集約された要望だけではなく、地

元住民・道民・国民の意見を広く、かつ深く聞き取ることが必要である。
最近の地元町村の主張は、 日高横断道路は「あと7kmを残すだけ」 という
宣伝を繰り返している。しかし、完成までに1000億円以上の経費と35～40年
の歳月を要することがまったく無視されている。 また、事業者は、過去の林道
規模の路幅で曲がりくねったままにある日高側の長大な道路について、崩壊を
繰り返す実状にあるにもかかわらず、 「完成した道道」 と述べてきた。上記の地・
元による主張は、 この事業者の主張と連動した、極めて恋意的な宣伝であり、
事実とはまったく異なっている。

Ⅲ無駄な公共事業を止め、素晴らしい自然を残そう

1．無駄な公共事業の再評価について

北海道は、2002年9月20日、基本評価等専門委員会に対して、 日高横断道路
に関する①必要性、②妥当性、③優先性、④事業推進上の課題、について再評
価を行なうことを付託した。北海道が、特に日高横断道路を同専門委員会に持
ち出した背景は､事務局の前田室長による挨拶に現れている。この挨拶の中で、
（1）道の財政状態が苦しい、 日高横断道路のうち道が管理している道路にお
いて今後580億円の費用と35～40年の年月がかかる、 (2) 日高横断道路は効
率性に問題がある、 （3）道が行なう事業には重点化が必要である、主にこれら
3点の説明がなされている。

（1）財政の危機について

2002年現在の道財政は、約5兆円の借金を抱えている。これは、道民一人当
たりに換算すると、 88万円の借金となる。この状態では、無駄な事業の継続や
新期事業の開始は無理と考えられる。 ところが、北海道は、このような借金状
態にありながら様々な事業を継続しており、 日高横断道路もその一つであった。
従って、今回の再評価は当然であり、その上で、今後莫大な費用と長年月を要
する日高横断道路建設は、直ちに中止すべきと考える。
（2）妥当性･必要性について

北海道開発局は、既に本道路の「費用対効果」を1 ： 1．7であるとして、その
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数値を事業継続の前提条件としてきたが、その数値計算自体に大きな誤りが含

まれていた。従って、今回、北海道が日高横断道路に妥当性の問題があると意

識したことは、高く評価できる。改めて妥当性を問題視することは、事業に効

果が少ない、つまり 「無駄な公共事業」であると懸念したことになる。

公共事業を無駄と判断する視点は、目的・必要性・妥当性を吟味しないこと、

吟味しても説得力ある根拠が認められないこと､すなわち、お金を使う工事を

要求できない構造的欠陥がある点を確認すべきであろう。そして、箱物を無制
限に造る公共事業が、国ならびに道における財政圧迫、赤字財政の大きな原因

となってきた視点も重要である。ちなみに、静内町におけるアンケートにおい

て、 日高横断道路を必要と答えた方の多くは、第一の理由として「道路建設が
地域経済の活性化につながる」ことを挙げている。そこでは、道路の建設目的
が工事そのものの経済効果であると考えられており、正面切って掲げられた目

的とは一致しない。それでもなお､公共事業は、地域への経済効果よりも地方

自治体の財政に大きな負担を強いてきた側面がある。

従って、公共事業は、当然、妥当性の観点から詳細に吟味され選択されるべ
きであり、無駄なものは直ちに中止されるべきである。

（3）事業の重点化について

堀知事は、2002年11月5日に日高横断道路を視察した際、北海道が行なう事
業の重点化について、 「あれもこれも整備するより、選択と集中をした方が効果
が上がる」と発言している(11月6日付、北海道新聞)。この発言は、 日高横断
道路よりも日高自動車道（苫小牧一浦河間）や北海道自動車道（十勝清水一夕

張間）を優先したものであり、 日高横断道路の必要性を否定した訳ではない。
従って、この発言には全面的に賛意を述べることができない。

日高横断道路は、 日高山脈の国定公園地域とそれを取り巻く広大な地域にお
いて、貴重な自然を破壊する点で大きな問題となる。堀知事は、他の道路計画
との間で優先性を述べるのではなく、 「自然に大きな傷をつけ、しかも効率が悪
い道路であるから日高横断道路を止めたい」 と明言すべきである。

2．ハコモノ公共事業に依存しない、 自然の保護を考えた地域の活性化を1

堀知事は、 日高横断道路の代わりに別の道路を優先するよう提案しているが、
この方法では道の財政状態は改善されず、その将来展望も見えない。現在、北

海道では日高横断道路を含む開発道路が18本に及び、大規模林道計画も多くが
残されている。これら大規模な道路工事は、 自然を破壊しながら膨大な赤字財
政を生み出す点で大きな欠陥がある。堀知事が財政困難を言うのであれば、別
の道路についても「踏みとどまって考え直す」ことが必要である。

日高山脈の自然について、北海道知事は世界遺産に登録することを考えてい
る。その観点から言うならば、 日高山脈の自然をあるがまま永久に保護する方
が地域の活性化につながる。 自然保護を考えた地域の活性化が必要である。そ

うするためには、まず日高横断道路が中止され、現在まで工事によって破壊さ
れた静内川上流域、 とくに河川周辺における自然回復策が必要である。最初に
述べたように、 21世紀に生きる私達は自然を残す義務があり、国および地方自
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治体にはそれを推進する義務がある。私達は、この方向を押し進めることを
e

目指している。

以上の意見と提案は、北海道政策評価委員と北海道知事に、そして道民の皆

さんに、広く訴えるものである
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2002年11月19日

日高横断道路建設中止を求める要望書

北海道知事堀達也様

札幌市中央区北3条西5丁目加森ビル6F。(社）北海道自然保護笛会内

ナキウサギふあんくらぷ ．_唖鳥_
"･･ ...Qザ弓

代表市川利美" ':fi.，
6 P ′

'~。一一タグ

連結先TEL O11-281-3343

FAXO11－281-3383

私たちはエゾナキウサギの保護とその天然記念物、絶滅危倶種への指定を求めて活動し

ている団体です。

私たちは、現在才臨道および北海道開発局によって建設が進められている道道静内中札

内線（日高横断道路）の建設工事の中止を強く求めます。

道道静内中札内線は、 日高山脈の原始の自然を破壊する不要の公共事業であるとして、

すでに多くの国民や自然保護団体から批判を浴びています。特に北海道開発局が工事を担

当している「開発道路｣の部分は、面積において日本最大の国定公園であるばかりでなく

手つかずの自然が残る原生流域の広さでも日本一を誇る日高山脈襟裳国定公園の心臓部を

貫く道路ですが、そこにはヒグマが生息し、ナキウサギの生息地も広範に認められていま

す（斗臨道「野生動物分布等実態報告書」 1991年)。

氷河時代の遣存種であるエゾナキウサギは、「その地史的､生態的側面だけから見ても学

術的に貴重な動物」でありながら、「その分布は相互に孤立分散しており、加えて近年地域

的には生息情報が減少するなど絶滅が懸念されている地域もみられて」います（斗臨道・

前述)。ナキウサギは環境に適応する生理的な能力が低く、また移動､分散する龍力も低い

ので、仮に道路建設によって生息地が分断されたり環境が変化したりすると、その個体群

を維持していくことが困難になることが予想されます。本来手厚く保護されるべきナキウ

サギの生息地をこのように大規模な工事で破壊することは、日本の自然にとって重大な損

失になるでしょう。

私たちは今秋二回にわたって、札内川上流の静中トンネル建設予定地周辺のナキウサギ

生息地を調査し、予定地の周辺一帯にナキウサギが生息していることを確認しました。ナ

キウサギ研究の第一人者である小島望氏も、そのナキウサギ調査報告書側途添付）にお

いて、北海道開発局が行ったナキウサギ調査は、 1調査方法が不備で調査精度も低いこ

と、2生息範囲が過小評価されていること、 3実際にはトンネル坑口予定地により

近接した地点にナキウサギ生息地があるという問題点を指摘すると同時に、静中トンネル

の建設はエゾナキウサギに多大な影響を与えることは明白である旨指摘されています。北

海道開発局がこのようなおざなりで窓意的な調査に基づいてナキウサギの生息には影響が

ないとして工事を強行するのは重大な誤りです。

知事は本道路建設について年内中に見直しをする旨表明しておられますが、貴重な自然

に対して取り返しのつかない結果をもたらす前に一日も早く中止を表明されることを要望

いたします。
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資料1－(1) 日高横断道路は「広域幹線」と知事が説明

「資源開発」にはまったく言及していない

2000年4月10日北海道知事から北海道自然保護協会への回答

道道静内中札内線につきましては、 日高管内の中心都市の一つである静

内町と十勝管内の中札内村、帯広市を結ぶ広域幹線道路であり、物流・観

光など地域経済の発展や、両地域間さらには道央圏と道東圏の交流・連携

に寄与するとともに、災害時等における国道の代替ルートとしての役割を

果たすものと考えており、地域の強い要望も踏まえ、開発道路区間は北海

道開発局により、その他の区間は北海道が連携を図りながら整備を進めて

いるところであります。

資料1－(2) 日高横断道路は「広域幹線」と開発局が説明

「資源開発」にはまったく言及していない

1999年1月北海道開発局による事業再評価の説明資料

・日高圏～十勝圏の通行不能区間の解消

･道東～道央間の交流促進及び物流効率化

･地域活性化の支援

静内中札内線は、延長101kmの主要道道であり、日

高管内の中心都市の一つである静内町と中札内村及び帯広

市を結ぶ座藝壁錘篁童です｡この内､昭和56年2月、日
高山脈中央部(24. 5km)が開発道路に指定されてい

ます。

本路線は両圏域の地域間交流や物流効率化の促進を図る

とともに、地域プロジェクトを支援し、地域の活性化に寄

与します。
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日高横断道路は二重帳簿方式の不適正な公共事業

道民には「広域幹線」 ・役所内部では「資源開発」

資料2－(1) 日高横断道路は「資源開発」と知事が回答

開発道路は「資源開発」のための制度（資料6）なので、日高横断道路は

開発道路失格と批判したら、知事は「資源開発のため必要な道路」と回答

2000年12月28日北海道知事から北海道自然保護協会への回答

4また、当該道路については、選定基準の第4の「地域開発計画が決定された地域

内の道道で、資源開発のため必要であり、しかもその新設又は改築に当って最小限
一

度の工事規模が大なる道路」に該当し、開発道路に指定されたものと承知しており

ます。

資料2－(2) 日高横断道路は「沿線の農林業資源開発」のため必要
資源開発の具体的内容が不明と再批判したら、 「沿線の農・畜産・林業の

資源開発」が開発道路指定の公式理由だったことを初めて明らかにした。
これは事業の根拠となる最も重要な情報なのに20年間も隠し続けてきた。

2001年5月30日北海道知事から北海道自然保護協会への回答

また、本路線のうち開発道路区間については、昭和56年2月に、次の理由により、開

発道路の選定基準（昭和29年道企発212号）の第4に合致することから、開発道路に

指定されたものと承知しております．

（指定理由）

「本路線の通過する地域は、農業f畜産業、林業などの第1次産業を基幹として発展し

て来た地域であり、新北海道総合開発計画においても、これら産業の発展、助長が指向さ

れるべきものとされており、本路線の完成後は、この地域の基幹道路として、これら蜜源

開発、関連産業の発展に寄与し、合わせて日高支庁と十勝支庁を短絡する地域間幹線とし

て沿線の森林資源、十勝方面の農業生産物の流通などに重要な役割を果たすもの｡」
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｢一般道道静内中札内線（仮称）環境影響評価書」 （北海道1979）から
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日高横断道路沿線の国有林の機能類型区分
日高森林計画区と十勝森林計画区の「施業実施計画図」から簡略化

(沿線は木材生産を主目的としない「水土保全林」と「森林と人との共生林」で

「木材資源開発」ができない）
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業地域」に該当せず､地域住民の築落も存在しない国有林地帯である．そのような地域に

日商横断道路を開削、整備することによって、なぜ、どのような農案､畜産業の資源閲発

が可龍となるのか、具体的な根拠を示して、明感に脱明すること．

2002年6月5日

北海道知事

堀達也橇 鰯
適
切
、
訓
誌
頚
降
謡
逃
説
劇
〃
箙
・
珊
師
・
誹
維
ｓ
泌
誼
謡
纈
萱
副
叶
小
加
喜
罫

舜
魅
溢
餅
引
叫
片
Ｊ
升
与
浄
潤
理
螂
（
曽
畠
補
の
血
、
、
）
。
で
営
昏
筥
珊

琶
印
Ｓ
回
噸
再
舜
ｒ
・
宮
捌
口
聖
混
引
需
両
謡
ｕ
パ
ラ
ぴ
っ

(社）北海道自

会長俵 2国有林のr水土保全林」と「森林と人との共生林」地帯で､なぜ林粟(木材)の貴認

開発が可能なのか、具体的な根拠を示すこと．

日高横断道路が計画された当時の7麺区間の大部分は国有林地裕で､その沿趣の国有林

の機龍類型区分は､大部分が木材生産を主目的としない『水士保全楠と「森林と人との

共生林』である。そのような国有林地帯で､①なぜ林業(報)資源の閲発が可龍となる

のか、②また沿線の主な沢沿いには日高横断道路計画当時から既存の林道が存在していた

のに、なぜ林業資源の開発のために、日高横断道路が新たに必要となるのか、具体的な根

拠を示して、明砿に硯明すること．

H離瀧附値鋤帆噸)禦噺跡肋る
潮確り放鮒碩龍噸問）

本年ユ月22日および2月26日づけで質問したこのことについて、 5月10日づけで知事か
ら回答をいただきましたが、この回答は、どの質問事項に対しても、肝心な部分を答えて
おらず『すれ違い」になってい室す．したがって下肥について、再度の質問をいたします
ので、具体的で明砿な脱関を加えた麺回答をくださるようお函い申しあげます．
なお前回の質問に際しては、緯合企画部政策推進呼価照長、建設部土木局長、建設部道

路計画醸長をはじめとするスタッフに対し、質問の趣旨を直接に脱明する機会をいただき

ましたが、一方通行で賎霞をしておりません．そのことが「すれ違い」の原因と思われま
すので、この再質問の文替回答に先立ち、前回レベル以上の責任者の方と意見を交わし、
麓鴎を深める鯛を設定してくださるようお願い申しあげます．この再質問は日高撰断道路
事業の目的、必要性、効果の根幹にかかわるものであることに鱈み、よろしくご配恵くだ
さるようお顕い申しあげます．

3沿總の錘、畜産梁、棒の賀源開発は、日高山鴎の中慰以下で行われるのに、その

資琢開発を目的とする通路が、日高山賑を横断して日高と十露を結ばなければならない

必鵠健はどこにあるのか、明砿な根鍵を示すこと。

日高山脈周辺において農業、畜産業が可姐となる立地条件は山麓であり、同じく林業が

可飽となる立地条件は中腫以下である．したがって鐸、畜産桑、林桑の資源開発のため

に必要な日高横断道路は、中腹以下の益儲で椴能を充たすことが可能で、日高山脈を貫通

させなくてはならない必然性がない．それにもかかわらず知事は日高槙断道路事案を継鏡

させ、日高山脈を貫通させようというのであるから、農業、畜産業、林業の資源開発のた

め日高山駅を貫通させ、日高と十露を結ぶ必然性はどこにあるのか、具体的な柤拠を示し

て、明砲に醜明すること．

ｌ
』
蟹
Ｉ

肥

l. 「開発道路指定理由」との関係

今回の知事回答によれば、日商横断道路（道道醗内中札内鋤は沿線の農業、畜産業、
林業などの資温閲発のため必要な道路という「開発道路指定理由」が、 「現時点において

:謡謡蝋簔篭隠鑿譲る･した藻って次の3歳に，

Ⅱ 「開発局による再評価」との関係

今回の知事回答によれば、北海道開発局が実施した再評価で「癖継娩との判断Jをし

たことを、知事が是露しているので、次の2点について、なぜ適切なのか、項目ごとに明

砿な根拠を示して脱明いただきたい．

4第三者委員会に開発逝路の指定理由である『資源開発」を璽して再評価したことが、

なぜ適切なのか明確な根拠を示すこと．

知事回答では『学激経験者等で樽成される第三者委員会の遼見も伺い、事桑捜綻との判

1 土地利用計画の「農業地域」に該当せず、地域住民の築落も存在しない国有林内で、
なぜ農業・畜壷案の資源開発が可能なのか、具体的な根拠を示すこと．

日高横断道路が計画された当時の75肋区間の大部分は、北海道土地利用基本計画の『農

一



資料6開発道路は「資源開発」のため設けられた特別な制度

資源開発に役立たない日高横断道路は限りなく法令違反に近い

道路法道路法施行令
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１
１

開発道路の選定基準 (建設省、 1954)

開発遮路とは、 「近道および北海道の区域内の市町村道で建設大臣が北海道開発のために時に

必要と麗め､あらかじめ道知事の意見を聞いて路級名および区間を告扇することによって指定し、

新股・改築・維持修繕および災害復旧などの管理に関すること.を本来の道路管理者に代わって行

うこと。」と定義きれる。随路法第88条，法施行令第32条，同33条，同34条)ここで建設大臣が

北海道開発のため特に必要と題める篭箪は、 「昭和29年遭発第212号道路局長から北海道開発局

長あての開発道路の遺定基準について」により定められている。

開発道路の選定基準

道路法施行令に規定する「道道および道の区域内の市町村道で建股大臣が開発のため特に必要

と函めて指定するもの」の選定塞準は次のとおり。

①開発能力が低く未開発資源豊富な町村(以下これらを開発必要地という)を2つ

以上連結する主要道道で、未開発資源の内その主目漂となるものを運殿するた

めに必要な幹綴道路。

②開発必要地内の道道および町村道で未開発資源の内その主目標となるものを運

搬し、その新設藍たは改築を必要とする支綴道路。ただし、これらは公共性の

強いものに限る。

③開発龍力が高く特に未開発資源豊富な町村内の遺道および町村道で、未開発資

源の内その主目標となるものを運撤するために必要であり、 しかもそれらの新

股または改築に当たって量小限度の工事規模が大なる道路。ただし、これらは

主目禰となる資源の開発が特に緊急を要する溺合に限る｡

④地域開発計画が決定きれた地区内の道道で､資源開発のため必要であり、しか

もその新股または改築に当たって職小限度の工率規模が大なる遠路。

⑤開拓団地に達する開拓幹箆適路。
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資料7開発道路は戦後日本の経済復興のため設けられた制度

とっくに「賞味期限切れ」 、21世紀に継続する意義はない

「北海道道路史行政・計画編」 （北海道道路史調査会、 1990）

4－11 開発道路の計画

戦後の日本は多くの領土と海外権益を失い、当面する食糧問題の解決､資源開発と再建の目は

残ぎれた未開の地北海道に大きく向けられ、農地開発、石炭・木材・水産物などの増産体制が大

きくクローズアップきれて、北海道は国の最も希望する地として開発の緊急性が叫ばれてきた。

この重要使命を果たすため、まず開拓道路と資源開発、生産増強に必要な道路造りが各地で実施

され、開発道路が鍵生したわけである。

資
料
８ W粥の開雑掛の整紡針(昭和41年('966)当時の北海道開発局資料）

ﾉ、開綣道路のあり方

患に簡単I二連･副ぐた禄に，雅逮並の開発'二は北迩遺認砿萱（国

特）支弁にざつz旧道路漬時代4，革沌方道街で町村遮の新散を
行なっZ戦機を通え，賂和島D犀以降にっ11ZE,険きれた国

土の内，人口艇憲侭力のある堤，背添開稔必要性のある無上し

て引・き蕊童国営細ｵ野､ごれて新通蘋洩制之の時左迦えたの．‘,必

曾9

新法簾"8糸に頬たきｵLZあるr赦道等にお可芯涛例」は』

まだ時例な設定ぜ狐I響北海蓮lf何時まで屯後進畑環'二止3純

防ぐ目訪も有LZ(1たちのz隠れれる。 しj､しﾎボ！ら，薪浅削

良検ﾉ0識昇を経過した今凰‘北海道間捲の翌伶も当時些噂及瞳

高
度
経
済
成
長
期
に
開
発
道
路
は
存
続
の
危
機
に
陥
っ
た

「
な
お
暫
ら
く
現
行
制
度
を
存
続
さ
せ
た
い
」
と
し
て

「
資
源
開
発
」
か
ら
「
広
域
幹
線
」
に
逸
脱
し
た

「
北
海
道
道
路
史
概
説
と
国
道
開
発
の
変
革
年
誌
・
第
二
巻
第
一
部
」

勺乏泉て群') ，碑検討を罫*る蒔期'二重句zいると云え誤る。

』上懲逢,ざ内泡両軍謬雨嘉雷”極く道診恵段も狩って
L1る亨懸先に進ぐと通りがあり 』之を－8北早4恂池府県遊謀

'二Lペルァップさ亡萄對には，蝋方負治棒〃私の力では到磨毬

勺が政4，猫看らくの間，夏杼制戎を藤脆さ憧たいと職ラもの
資
料
９ であ.､る，

L訓Lなぶ､ら‘

とLこ進められて

漁開篭近･魂』

、含毒化.摺威I開
発
局
が
策
定
し
た
「
開
発
道
路
選
定
基
準
（
案
）
」

こ
れ
は
非
公
式
な
も
の
。
公
式
な
も
の
は
資
料
６
。

絵笈の是逗が､重穂さ礼も今日，脊雰間捲と笑'二池磯圃湛，蝿堪

鐘鵠幻急め野線と跡i二K裁藍致し此ぃど忌参もの．ごあ葱．

（
北
海
道
開
発
局
一
九
七
六
）

急開播遥路還定捲竿（紫）

ノ）間諾l蚤瑳趣内又I争開諾必墓地を2以埠建拷L,．省域焔痩信

おけ肴.遡諾寶雛の開発上必婆な幹,鯉鰭(_趨堂鋤
笠鐘

Z]国又は北海並開稚庁'二ぉ11~Z飽鐵師拾計画ｩ《宍奨された迩
賞箪内を撰雷･し，或,ま当談地歩･と亘糺に鼠嵯な岡孫'二ある迩

敷鑪捨し,鰹l職域､:時'亀必冨嚇綜通路蝿淡開
諾辞擦）

3)主要他電ｽ胴道相互間を壌鯵し,蛍は凰迦_些萱となり，
るた〃艦要な幹錬通路(連綣

－

童盤上

－156－



資料10開発道路の選定は1970年代以降、 「資源開発必要地」ではなく

行政の裁量の範囲を超え、 「広域幹線」に逸脱した

｢北海道道路史行政・計画編」 （北海道道路史調査会、 1990)

3）開発必要地について

「開発必要地」は開発能力が低く、かつ資源の豊富な町村をいうのである。以上のことから

「開発龍力が49,0"円/ぱ以下の町村で､その未開発資源量が1億円以上で､がつ資源密度180千円

／賦以上または資源量が1億円以下で、かつ姿源密度720千円/瞳のもの」ということになる。

このよう.な町村は99町村あり、今後合併により新たに開発必要地の資格を具えたものについて

は､その都度補正することにし､また合併により新たに市になったものについては、既成市と同様

開発道路の対象地区から除くことを原則とするが､開発能力が低く49,000円/腿以下の場合には、

特例として従来の町村並に考慮することにした。

昭和29年7月1日時点の開発必要地は､全町村数262のうち1市を含めた100市町村であった。

このような開発必要地を2以上連絡する主要道道で、未開発資源のうちその主目標となるものを

運搬するため必要な道路は開発幹線と考えられるので、これらを第一に採り上げたのである。開

発必要地は、その後逐次基準の数値を更正して昭和37年には67町村、40年には66町村､43年には

61町村、47年には52町村、58年には50町村と改訂きれ、今日に至っているが40年代中頃からは事
一

実上、第2項の開発必要地よりも地域開発計画が決定された地区の大規模道路を選定する方向に
ー

ある。
一

資料12 日高山脈は日本最大の『原生流域」

「原生流蜘とは「面積1000ha以上の、道路など人工構造物

および森林伐採などの人為の影響の見られない集水蜘

「環境白書」 （平成13年度版）

原生流域面積の大きい保全地域上位10

資料：環境庁『第4回自然環境保全基礎調査｢河川鯛査｣』

－157－

職

灘
Q二L屯

６
７
８
９
扣

奥早出栗守門県立自然公園

十和田八幡平国立公園

中部山岳国立公園

白山国立公園

知床国立公園

４
３
２
４
３

9,950

5,600

5,441

5,310

4,870

、
４
４
■
Ｐ
Ｐ
ｈ

１
２
３
４
５

日高襟裳国定公園

大雪山国立公園

白神山地自然環境保全地域

磐梯朝日国立公園

越後三山只見国定公園

釦
７
４
７
４

47,820

16,930

12,648

12,520

10,762



ヨヒ ら宴道壽千談闘〔シチa) 昭和55年(Z980飼5月2日〔金曜日）

堂
垣
内
知
事
さ
ん

さ
き
ご
ろ
静
内
で
開
か
れ
た
壷
這

鱈
圃
中
札
内
録
Ｆ
わ
ゆ
る
中
謡
日
高

撞
断
違
路
）
褒
境
影
響
評
価
公
魂
今
琶

で
、
私
は
あ
な
た
の
摺
名
に
よ
る
公
述

人
と
し
て
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。
こ
の

問
題
の
重
要
住
に
窪
み
、
本
転
を
お
か

り
』
し
再
び
見
涛
を
述
べ
、
あ
な
た
の

英
断
に
翫
え
た
い
と
思
墜
子
．

日
商
山
脈
は
謹
裳
岬
か
ら
狩
跨
峠
ま

で
壷
南
北
一
四
○
鼓
、
東
西
三
○
欲
に

わ
た
り
、
は
げ
し
く
裡
曲
し
た
古
い
時

代
の
岩
石
か
ら
な
り
、
ア
ル
プ
ス
に
匹

砥
す
る
識
曲
山
脈
で
、
そ
の
北
へ
の
延

長
嫁
言
い
時
代
の
地
腫
に
お
お
わ
れ
つ

つ
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
窪
に
い
た
り
、
文
字

通
り
北
渥
道
の
背
骨
を
な
し
て
お
り
ま

す
。
深
く
刻
ま
れ
た
渓
谷
、
鋭
く
尖
っ

た
壼
諒
、
氷
河
に
え
ぐ
ら
れ
た
カ
ー
ル
。

美
事
な
演
潅
に
雲
思
す
る
氷
河
時
代
の

生
き
た
化
石
ナ
キ
ウ
サ
ギ
を
蛤
め
擦
之

な
動
物
。
ま
さ
に
北
這
這
に
窪
臺
れ
た

最
鍾
の
原
始
境
で
あ
り
ま
す
。

崩
壊
し
や
す
い
地
質

中
部
日
茜
横
断
適
路
は
こ
の
背
骨
の

ど
冥
中
を
ト
ン
ネ
ル
で
亜
き
、
日
満
の

静
内
と
十
勝
の
中
札
内
を
全
塞
七
五
哉

の
遠
路
を
も
っ
て
結
ぼ
う
と
す
る
も
の

で
、
道
と
開
発
局
は
そ
の
工
事
謹
進
の

薑
鱈
と
し
て
、
郡
厚
い
曼
澆
影
窪

評
価
報
皆
書
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ

の
資
料
を
詳
し
く
検
酎
し
た
私
は
、
問

題
が
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の

一
つ
は
、
そ
も
そ
も
こ
こ
に
巨
大
な
国

麦
を
便
い
、
道
路
を
つ
く
る
べ
き
社
会

的
、
暹
済
的
必
然
筐
が
あ
る
の
か
と
い

う
問
題
、
も
う
一
つ
は
道
路
を
つ
く
る

鰯
合
、
↓
一
む
識
境
へ
の
影
響
の
評
価
問

題
で
す
。

墨
一
議
経
塵
看
に
求
め
ら
れ
る
の
は

銭
の
問
題
で
す
」
と
い
う
当
屋
の
要
望

で
皇
子
こ
の
評
価
謹
墓
の
検
討
内

容
露
述
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は

地
形
、
地
愛
、
植
靭
、
動
物
、
‐
自
慾
暴

観
等
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳

麺
な
謂
査
が
行
わ
れ
、
這
れ
に
も
と
づ

い
て
現
状
分
析
が
な
さ
れ
て
い
宰
穿
発

地
賃
の
部
門
で
は
、
日
高
山
脈
が
童
か

；
臓
謹
二
ｍ
訓
蘇
壁
耐
謂
Ｓ
理
国
雌
覇
菅
、
蠅
簸
剴
武
〆
Ｓ
吾
咽
ロ
囲
悶
識
映
酋
禄

三

ら
西
に
、
裁
大
な
圧
力
で
お
さ
れ
、
擢

成
す
る
粘
板
岩
や
結
晶
片
岩
な
ど
が
、

多
数
の
断
暦
や
破
砕
誇
に
よ
っ
て
切
ら

れ
、
た
い
へ
ん
崩
壊
し
や
す
く
、
土
石

流
を
起
こ
し
や
す
い
こ
と
も
摺
摘
さ

れ
、
崩
姪
危
険
地
域
の
分
読
図
な
ど
も

つ
く
ら
れ
て
お
典
ま
た
動
植
物
に
つ

い
て
も
注
目
す
べ
き
種
目
の
調
塞
な
ど

も
ひ
ろ
く
行
わ
れ
、
一
応
現
沃
分
祈
と

し
て
は
崇
と
ま
っ
て
い
ま
す
。

ｌ
届
函
Ｉ

こ
の
評
価
琶
罰
提
と
上
這
塵
の
建
設

計
画
を
進
め
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
危

倶
を
畷
ぜ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
さ
ら
に
第
一
の
問
題
に
立
ち

入
っ
て
考
え
て
見
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
す
で
に
日
高
を
横
断
す
る
日
勝
道

路
と
現
窪
建
詮
中
の
浦
河
１
大
掻
線
が

あ
り
、
国
峡
石
崖
鐸
が
霊
嚇
き
れ
て
も
、

な
お
か
つ
巨
霊
を
饗
じ
て
薪
這
を
開
発

す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
石
油
桔
渇
蒔

代
を
目
前
に
し
て
、
車
中
心
の
交
通
巷

い
か
に
考
え
る
べ
き
か
、
過
重
を
救
う

の
に
は
、
一
本
の
道
路
で
は
な
く
、
地

道
な
一
次
塗
薬
の
援
興
蓬
検
討
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
垂
術

結
醗
を
導
い
て
く
る
と
い
う
、
当
然
あ

る
べ
き
鏡
理
的
な
す
じ
尋
ち
が
ど
う
読

ん
で
も
浮
び
上
が
っ
て
来
な
い
の
で

す
。
こ
れ
は
実
に
疵
く
べ
き
こ
と
で
す
。

つ
ぎ
に
、
仮
り
に
現
窪
の
最
高
の
水

進
の
撞
術
に
よ
っ
て
、
自
然
を
あ
ま
り

調
う
こ
と
な
く
こ
の
雲
路
が
完
成
し
た

と
し
て
も
、
永
琴
に
わ
た
り
多
数
の
人

び
と
や
車
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
蕊
塩
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か

と
い
う
評
価
ｌ
こ
れ
こ
そ
が
実
は
璽
要

な
の
で
談
が
１
に
つ
い
て
は
一
震
の
記

述
も
あ
り
ま
せ
ん
ｆ
た
と
え
ば
エ
法
に

左
程
の
問
題
の
な
か
っ
た
富
士
山
の
ス

バ
ル
ラ
イ
ン
や
琴
ケ
婆
の
ピ
ー
ナ
ス
ラ

イ
ン
で
も
、
多
箏
の
間
に
如
何
に
生
物

蕊
澆
に
忍
る
べ
篝
影
響
を
与
え
た
か

は
、
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
重
要
な
点
を
報
告
書
は

避
け
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
遺
憾
な
が
ら
こ
の
報

告
蚕
は
き
わ
め
て
不
儲
な
点
が
多
く
、

大自然こそ国民の雫

保護具体策示さぬ評価書

関
係
の
方
々
と
鯰
ず
る
と
、
ヨ
こ
ん
な

大
所
商
所
の
謹
鈴
は
も
つ
と
上
の
方
で

や
っ
て
も
ら
い
た
い
』
と
い
う
答
え
が

い
つ
も
返
っ
て
采
ま
玄
．

知
議
さ
ん
。
こ
の
よ
う
な
茜
い
レ
ベ

ル
の
問
題
を
考
慮
し
、
適
切
な
判
断
を

下
す
の
は
、
ま
さ
に
あ
な
た
の
任
誘
で

あ
り
葦
す
。

後
世
に
残
る
英
断
を

冒
頭
に
も
述
べ
ま
し
だ
よ
う
に
、
日

富
山
脈
は
わ
が
国
に
ま
さ
れ
た
駁
銭

の
、
錘
大
の
原
始
境
室
の
り
、
ま
た
自

霊
量
王
の
価
値
か
ら
見
て
も
、
当
然

国
定
公
画
と
し
て
保
謹
さ
る
ぺ
き
に
か

か
わ
鐸
旱
名
そ
の
揖
定
が
永
年
に
わ
た

っ
て
実
現
し
な
い
の
は
、
圭
こ
と
に
遼

憾
で
す
。
こ
こ
を
這
路
で
頓
断
す
る
こ

と
は
、
そ
の
も
つ
緬
腫
を
半
減
せ
し
め

幸
子
。
こ
の
原
始
の
宝
庫
を
完
全
な
ま

ま
の
形
で
、
次
の
世
代
の
国
民
に
つ
た

え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
私
達
の
責
誘
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
墨
近
冷
泉
家
の
永

年
の
努
力
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
き
た
古

文
書
の
中
か
ら
、
日
本
文
学
の
ル
ー
ト

芝
さ
ぐ
る
愛
重
な
発
見
が
な
さ
れ
、
私

達
を
深
く
感
激
さ
せ
ま
し
だ
が
、
愛
重

な
自
然
も
ま
た
国
民
ｇ
言
し
て
永
く

保
存
さ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
あ
な
た
は
大
雪
縦
童
道
路
計

画
に
対
し
、
大
雪
の
自
然
を
守
る
こ
と

に
断
を
五
局
ま
し
た
。
国
に
臺
禄

け
蛮
境
影
響
評
価
条
例
を
つ
く
り
、
今

回
の
堀
合
に
も
そ
の
準
用
を
は
か
る
な

ど
、
そ
の
先
見
の
歪
勢
は
壷
く
評
価
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。

知
籟
ざ
ん
。
百
尺
竺
頭
一
歩
乏
逵
め
、

あ
な
た
が
英
知
と
勇
断
巷
も
っ
て
、
日

這
這
路
計
画
を
白
紙
に
戻
し
、
こ
の
か

け
ぎ
お
な
い
日
高
の
大
自
然
を
守
る

べ
く
、
国
定
公
園
担
定
へ
の
努
力
さ
れ

る
こ
と
琶
心
か
ら
望
警
手
一
。

（
北
大
名
苦
數
邊
・
北
謹
這
自
然
爆
謹

沼
今
副
会
長
）



資料13環境アセスメントの不備

｢環境と正義」2002年8．9月号（日本環境法律家連盟）

（
前
号
の
ま
と
め
）

植
物
的
自
然
の
特
徴
を
価
値
評
価
と
し
て

ま
と
め
る
と
、
表
三
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
縦

軸
の
植
生
（
植
物
群
落
）
と
植
物
相
（
種
と
遺

伝
子
ゞ
横
軸
の
自
然
性
・
希
少
性
・
生
物
多
様

性
の
価
値
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
植
物
的
自

然
に
対
し
て
六
通
り
の
評
価
が
可
能
に
な
る
。

前
号
に
述
べ
た
日
高
山
脈
の
植
物
的
自
然

は
、
こ
の
六
通
り
の
評
価
い
ず
れ
で
も
高
く
評

価
さ
れ
る
。

種
の
希
少
性
の
価
値
に
関
し
て
み
る
と
、
近

年
発
行
さ
れ
た
環
境
省
（
二
○
○
○
）
と
北
海

道
（
二
○
○
二
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
プ
ッ
ク
は
、

い
ず
れ
も
日
高
山
脈
か
ら
一
○
○
種
余
り
の

希
少
種
・
絶
滅
危
倶
種
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
す
で
に
植
物
相
の
項
で
特
記
し
た
植

物
種
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
希
少
群
落
に
つ
い
て

は
、
日
高
山
脈
に
固
有
な
群
落
の
他
、
日
高
山

脈
の
中
南
部
で
未
発
達
な
針
葉
樹
林
と
小
規

模
に
発
達
す
る
風
穴
植
生
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
希
少
種
ま
た
は
希
少
群
落
に
多
数
の

普
通
種
や
普
通
の
群
落
を
加
え
た
、
種
ま
た

は
植
物
群
落
の
多
様
性
、
す
な
わ
ち
生
物
多

様
性
は
、
非
常
に
高
く
評
価
で
き
る
。

他
方
、
自
然
性
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
既
述

の
内
容
か
ら
「
山
脈
に
お
け
る
ず
ば
抜
け
て
自

然
性
が
高
い
価
値
」
が
特
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
環
境
ア
セ
ス
の
根
拠
と
な
る
各
種
法
令
で

植
物
的
自
然
の
評
価 〆

日
高
横
断
道
路
に
み
る
植
物
的
自
然
の
評
価
と
環
境
影
響
評
価
の
問
題

は
、
こ
の
自
然
性
の
価
値
は
あ
ま
り
重
視
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
価
値
は
、
自
然
環
境
保
全

法
に
よ
る
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
や
自

然
環
境
保
全
地
域
、
自
然
公
園
法
に
よ
る
特

別
保
護
地
区
や
第
一
種
特
別
地
域
な
ど
、
文

化
財
保
護
法
に
よ
る
地
域
指
定
に
お
い
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
地
域

指
定
は
、
特
殊
な
狭
い
面
穂
に
限
ら
れ
る
傾

向
が
強
い
。

日
高
山
脈
全
体
も
道
路
予
定
地
も
、
そ
れ

ら
の
自
然
性
の
価
値
が
高
く
評
価
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
道
路
予
定
地
の
多
く
が
国
定

公
園
か
ら
外
さ
れ
、
公
園
内
で
あ
っ
て
も
普

通
地
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
・
こ
れ

は
、
北
海
道
が
国
定
公
園
指
定
と
日
高
横
断

道
路
を
同
時
進
行
さ
せ
な
が
ら
、
後
者
を
重

視
し
て
先
行
さ
せ
た
結
果
で
あ
り
、
負
の
遺

産
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
道
路
予
定
地
は
ほ

と
ん
ど
全
域
が
、
今
後
、
自
然
性
の
観
点
か

ら
法
令
に
よ
る
保
護
地
域
と
し
て
指
定
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

価
値
評
価

前
項
で
述
べ
た
法
令
に
よ
る
指
定
の
実

態
か
ら
、
自
然
性
の
価
値
は
、
環
境
影
響
評

価
で
は
無
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
本
道
路

計
画
の
環
境
影
響
評
価
誉
（
ア
セ
ス
書
）
で

も
、
日
高
山
脈
の
自
然
性
の
高
さ
を
評
価
せ

ず
、
あ
る
い
は
低
標
高
地
で
林
業
が
行
わ
れ

て
き
た
こ
と
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
山
脈
に
は

も
は
や
原
始
植
生
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
否

定
的
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
事
実
と
異
な
る
の
は
、
既
述
の
通
り
で
あ

う

（

》

◎

ア
セ
ス
書
に
お
け
る
希
少
性
の
価
値
評
価

は
、
希
少
群
落
と
し
て
山
脈
中
部
で
少
な
い

常
緑
針
葉
樹
林
と
セ
ノ
沢
二
股
の
風
穴
植
生

を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
雪
崩
道
、
河
床
面
、

崩
壊
斜
面
に
成
立
す
る
高
山
植
物
が
主
体

と
な
る
諸
群
落
、
日
高
山
脈
に
固
有
な
エ
ゾ

ト
ウ
ウ
チ
ソ
ウ
・
ア
ポ
イ
タ
ヌ
キ
ラ
ン
群
落

な
ど
他
の
希
少
群
落
を
無
視
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
ア
セ
ス
書
で
は
と
り
わ
け
小
面
積

の
希
少
群
落
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

他
方
、
希
少
種
に
つ
い
て
は
、
環
境
庁
（
一

九
七
六
）
の
貴
重
植
物
一
六
種
を
取
り
上
げ

な
が
ら
、
逆
に
そ
れ
ら
が
山
脈
に
広
分
布
す

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ

れ
ら
が
貴
重
植
物
で
は
な
い
と
暗
に
述
べ
て

い
る
の
で
、
希
少
性
の
価
値
を
事
業
者
み
ず

か
ら
窓
意
的
に
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
。
既

存
法
令
で
は
な
く
実
態
に
基
づ
こ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
綿
密
な
現
地
調
査
お
よ
び
文
献
調

査
に
よ
っ
て
、
植
物
相
の
項
（
前
号
）
で
特
記

し
た
植
物
種
す
べ
て
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な

そ
の
二
自
然
の
評
価
と
環
境
影
響
評
価

北
海
学
園
大
学
教
授
佐
藤
謙事

業
者
に
よ
る
環
境
影
響
欝
価

本
来
、
事
業
対
象
全
域
に
わ
た
る
価
値
評

価
に
基
づ
い
て
保
全
目
標
を
決
め
、
そ
の
上

で
、
環
境
影
響
評
価
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
本
道
路
の
ア
セ
ス
書
は
、

種
々
の
価
値
の
う
ち
希
少
性
の
一
部
だ
け
評

価
し
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
く
環
境
影
響
評

価
も
自
然
の
ほ
ん
の
一
部
に
限
っ
て
い
る
。
そ

の
上
で
「
事
業
に
よ
る
自
然
へ
の
影
響
は
少

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
事
業
者
に
よ
る
ア
セ
ス
書

は
、
自
然
の
特
徴
・
価
値
を
正
当
に
評
価
し
な

い
で
恋
意
的
に
判
断
す
る
点
、
ま
た
「
貴
重
な

自
然
が
少
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
点
で
、
そ
れ

ぞ
れ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

本
道
路
の
ア
セ
ス
書
は
、
さ
ら
に
調
査
対

象
を
全
長
約
一
○
○
ｋ
ｍ
の
う
ち
約
二
五
ｋ

ｍ
の
範
囲
、
主
稜
線
の
両
側
付
近
に
限
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
北
海
道
が
、
自
ら
国
定

公
園
指
定
を
予
定
し
た
範
囲
に
限
っ
て
ア
セ

ス
書
を
作
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ア
セ

ス
書
は
、
自
然
の
価
値
評
価
で
も
環
境
影
響

評
価
で
も
、
日
高
山
脈
全
体
あ
る
い
は
最
低

限
必
要
な
道
路
予
定
地
全
線
を
対
象
と
し

て
い
な
い
・
こ
れ
は
、
事
前
に
、
低
標
高
地
の

自
然
に
は
価
値
が
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
に

な
り
、
重
大
な
欠
陥
と
言
え
る
。
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痩三．植物的自然の評衝
な
い
、
あ
る
い
は
回
避
で
き
る
」
と
し
た
結
論

は
、
当
然
、
信
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ア
セ
ス
番
に
関
し
て
、
一
九
八
○
年
、

当
時
の
北
海
道
環
境
影
響
評
価
審
儀
会
評
価

書
検
討
会
繊
は
、
「
山
地
に
手
を
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
る
地
勢
や
生
物
、
水
へ
の
影
響

と
土
石
流
な
ど
の
危
険
性
の
配
慮
が
不
足
、

車
の
排
ガ
ス
な
ど
の
影
響
予
測
が
な
い
」
な
ど

の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
対

し
て
も
事
業
者
か
ら
未
だ
に
回
答
が
な
い
の

で
、
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
は
、
今
に
継
続
し
て

い
る
。対象、基軍 1)自儲性 2)粘少性 ])生駒多機性

・自侭度

i人掛の影■度合い）

冊化串

(母化杖駒の割合）

①核生 粘少扉鳶 6稔な枝物群落すべて

（生画系の多犠性）

野生枝駒の■団すべて

（苗の多犠性と

遺伝子の多機性）

@校物相

圃

遺伝子

圃
群

供
体

種
危
倒

少
減
少

輸
絶
希

f

蒲
工
後
二
○
年
近
く
を
経
た
現
在
、
斜
面

崩
壊
が
頻
繁
に
生
じ
て
い
る
。
こ
の
事
実

は
、
ア
セ
ス
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
低
標

高
地
で
特
に
顕
著
で
あ
り
、
工
事
が
低
い
進

捗
率
に
あ
る
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る

ア
セ
ス
害
で
は
、
道
路
の
植
物
に
対
す
る

影
響
調
査
と
し
て
、
既
設
林
道
に
沿
っ
て
林

縁
か
ら
林
内
に
至
る
種
組
成
や
種
類
数
な

ど
の
変
化
を
調
べ
た
結
果
、
「
道
路
端
を
基

点
と
し
た
影
響
範
囲
は
二
～
一
四
ｍ
で
あ

り
、
直
接
的
な
人
為
の
影
響
部
分
を
除
く
と

林
内
側
二
～
四
ｍ
に
止
ま
っ
て
い
る
」
と
の

結
論
を
導
い
て
い
る
。
し
か
し
、
林
道
と
は
異

な
り
、
大
規
模
で
安
全
性
が
求
め
ら
れ
る
車

道
に
お
い
て
、
工
事
中
お
よ
び
工
事
後
の
植

生
へ
の
影
響
を
林
道
の
状
況
か
ら
判
断
す
る

こ
と
は
誤
り
と
考
え
る
。

実
際
、
工
事
が
進
め
ら
れ
た
範
囲
で
頻
繁

に
生
じ
る
斜
面
崩
壊
は
、
片
側
一
○
○
ｍ
に

も
及
ぶ
よ
う
な
大
規
模
な
法
面
工
事
を
余

儀
な
く
き
せ
て
い
る
。
低
標
高
地
に
お
け
る

斜
面
崩
壊
を
見
る
と
、
山
脈
核
心
部
へ
の
工

事
を
先
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
生

物
へ
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
安
全
性
の
観
点

で
も
、
予
測
で
き
な
い
影
響
が
今
後
に
継
続

し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
な
る
影
響

「
自
然
の
奥
深
さ
と
原
始
性
」
が
特
徴
と

な
る
日
高
山
脈
核
心
部
に
、
長
大
な
横
断
道

路
が
一
本
通
さ
れ
る
と
、
そ
の
自
然
は
ど
の

よ
う
な
影
響
を
被
る
の
だ
ろ
う
か
。

鮫
島
惇
一
郎
氏
は
、
一
九
八
四
年
、
こ
の

横
断
道
路
建
設
の
影
響
に
つ
い
て
「
一
枚
の

吸
い
取
り
紙
に
イ
ン
キ
で
一
本
の
線
を
引

く
よ
う
な
も
の
」
と
比
嶮
し
、
横
断
道
路
が

日
高
山
脈
の
大
自
然
を
分
断
す
る
こ
と
に

対
し
て
「
一
カ
ラ
ッ
ト
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を

二
分
の
一
カ
ラ
ッ
ト
二
個
に
、
ま
た
四
分
の

一
カ
ラ
ッ
ト
四
個
に
す
る
価
値
を
下
げ
る
愚

策
」
と
比
職
し
て
、
横
断
道
路
は
日
高
山
脈
全

体
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
懸
念
し
て
い

る
。
上
記
の
比
噛
を
補
強
す
る
と
、
日
高
山
脈

は
日
本
最
大
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
例
え
る
の

が
良
い
。

こ
の
比
聴
を
良
く
説
明
す
る
生
態
学
的
事

実
が
「
保
全
生
物
学
の
す
す
め
（
プ
リ
マ
ッ
ク
．

小
堀
一
九
九
七
ご
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
本

の
道
路
の
影
響
は
、
道
路
で
直
接
破
壊
す
る

範
囲
に
止
ま
ら
ず
、
生
息
地
が
分
断
化
さ
れ

る
ほ
ど
「
エ
ッ
ジ
効
果
」
が
増
加
し
、
予
想
外
に

広
い
範
囲
に
及
ぶ
事
実
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

エ
ッ
ジ
効
果
と
は
、
日
照
な
ど
の
物
理
的
環
境

の
変
化
、
新
た
に
侵
入
す
る
生
物
に
よ
る
影

響
、
在
来
種
の
生
息
地
分
断
な
ど
、
種
々
の
内

容
が
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
ジ
効
果
は
、
生
物
の
種

類
ご
と
に
異
な
る
の
で
、
道
路
を
取
り
巻
く

環
境
影
響
評
価
は
、
生
物
種
ご
と
の
生
態
学

的
鯛
査
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
状
で
は
、
日
高
山
脈
の
多
様
な
生
物
種
に

対
し
て
一
本
の
道
路
が
及
ぼ
す
影
響
は
全
く

予
測
さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
、
計
り
知
れ
な
い

多
大
な
影
響
が
危
倶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

本
道
路
工
事
は
、
日
高
山
脈
全
体
お
よ
び

道
路
予
定
地
に
お
け
る
わ
が
国
一
級
品
と
な

る
自
然
の
価
値
と
そ
れ
に
対
す
る
影
騨
の
大

き
さ
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
中
止
す
べ
き
で
あ

る
。

他
方
、
日
高
山
脈
襟
裳
国
定
公
園
は
、
現
状

で
も
、
わ
が
国
最
大
の
国
定
公
園
、
国
立
公
園

を
合
わ
せ
て
も
全
国
第
八
位
の
面
積
を
持
つ

山
岳
自
然
公
園
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
価

値
が
「
自
然
性
の
高
さ
」
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
価
値
は
、
国
定
公
園
の
外
側
に
ま
で
広
く

潔
め
ら
れ
る
。
道
路
計
画
を
持
っ
た
北
海
道

は
、
当
時
、
林
業
対
象
を
固
持
し
よ
う
と
し
た

国
有
林
と
と
も
に
、
公
園
指
定
範
囲
を
狭
め

た
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
道
路
に
影
響
さ
れ
た
国
定
公
園
の
指

定
範
囲
だ
け
が
大
切
な
の
で
は
な
い
・
こ
の

こ
と
は
、
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
観
点

で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
高
山
脈
全
体
の
自
然

を
正
当
に
高
く
評
価
す
る
方
策
、
例
え
ば
国

定
公
園
の
拡
大
、
国
立
公
園
へ
の
昇
格
、
日

本
最
大
の
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
指
定
、

あ
る
い
は
世
界
遺
産
登
録
な
ど
、
考
え
得
る

最
良
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
と
考
え

る
。

日
高
横
断
道
路
は
、
日
本
を
代
表
す
る
大

自
然
に
対
す
る
直
接
的
な
影
響
だ
け
で
は

な
く
、
国
の
自
然
保
護
政
策
に
ま
で
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
点
で
、
大
き
な
問
題
と
な

る
。
そ
れ
故
、
な
お
さ
ら
に
、
こ
の
道
路
は
工

事
中
止
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

｡
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日高横断道路が影響を及ぼす
範囲を考える：エッジ効果について

として日照などの微環境が変化し、植物に露する範囲は遊路の増から500mと妃述している。現在進行

中の工事では、事前の予測とは全く合致しない、幅1mmに及ぶような溢地や崩壊斜面電の法面工事が行

われており、植物から見た”範囲は、その法面の蛸からざらに500mとすると、適路の両側に合計1域

以上の幅を持つと予想できる。

過去の林冠に被われる場合が多い狭い規格の林道から、今後の森林が完全に分断される広規格の車道

への変化は、急峻な地形が卓越する日高地方では大がかりな法面工事を伴うので、動物を含んで、生物

の菰類ごとにエッジ効果が大幅に期大することは確実である。とくにダム湖や河川に近い場所での近路

建設によって、水辺の生‘哩地が分断され、エッジが地えると生息地を減少させる動物が多数いるように

予想きれる。日高横断遡路に関して、このような影辱時価はいまだに鯛在も柾明もきれず、飴儀されて

いない。

先の文献では、エッジに沿って新たに侵入する生物、生息地を拡大する生物も記述されている。例え

ば、エゾシカをそれに該当させることができるように思われる。エゾシカは、とくに遺央や逝東におい

て、近年ほど車適わきの外来牧草で被った人工的な法面で採食する姿を見かけるようになった。30年ほ

ど前には大西山の車道や日高山脈の林遊で希に見かける程度であったエゾシカは、現在では交通事故が

心配されるほど遼遇の槻会が頻繁になっている。このことは、エゾシカの急墹自体にも原因があると思

われるが、一方でエゾシカが森林の泊まり場と草原の採食地がセットになった場所を好むので、背後を

森林に囲まれ、栄養価の高い牧草が生えている道路の人工的法面が絶好の生息地になるからと考えられ

る。日高横断道路では、広規格の通路が延長するにつれて、法面も延長されるので、エゾシカが奥地ま

で高密度に生息していくことが予想される。適路によって森林が分断きれエッジとなる人工的草原を造

ると、エゾシカは生息地を拡大する生物と考えられるのである。また、外来牧草に混じった帰化植物、

外来牧草を食べる昆虫類、それを食べる鳥類など、元々生息していなかった生物も法面に沿って侵入し

てくるであろう。このように、エッジ効果によって新たに侵入してくる生物、生息地を拡大きせる生物

についても、迦路の影塀として考慮しなければならない。

日本最大の国定公園、しかも奥深い自然にあふれた日商山脈核心部を通過する近路は、エッジ効果の

観点からも、その価値を失わせる大きな影辱が危倶されるのである。

鰯
謹
豆

佐藤 謙

「自然の奥深さと原始性」が特徴となる日高山脈核心部に、長大な横断道路が一本通きれると、その
自然はどのような影靭を被るのだろうか。鮫島（1984）は、この道路建股の影辱について「1枚の吸い
取り綴にインキで1本の銀を引くようなもの｣、横断遮路が日高山脈の大自然を分断することに対して
「1カラットのダイヤモンドを2分の1カラット2個に、また4分の1カラット4個にして価値を下げる
愚策」とそれぞれ比唆して、横断道路は日高山脈全体に大きな影響を及ぼすと危倶している。上妃の比
喰では「2分の1カラットのダイヤモンド」の値段が1カラットの半値以下になるので、それが「2個」
あったとしても1カラットの値段に届かなくなる。だから「愚策」なのである。なお、この比嘘を補強
すると、日高山脈は国内最大級のダイヤモンドに例えるのが良い。
この比輸と深く関連する内容が、最近良く腕まれている本、プリマック（1997）の「保全生物学」に

書かれている。図のAに示すように、一辺が1,Omm(1m)、面積1"池の保護区を考え、仮に野良ネコ
が保護区の塊界から100m入って森の中を歩きまわるとして、森に棲む鳥が営巣し雄を育てることができ
るのは、この境界部分の面稜361m(900m×100m×4)を除いた64haになる。この境界部分をエッジ効
果と呼ぶ。

他方、図のBに示すように、この保硬区に南北に幅lOmの道路を建股し、東西に幅10mの鉄遡を引き、
保護区を四等分すると仮定すると、この道路と鉄通によって失われる面積はわずか2%(2ha=1,000m
XlOOm×2)に過ぎない。しかし、495m×495mの面積に四分割きれた保護区では、野良ネコは車道や
鉄逝からも侵入するので、境界部分（エッジ効果）は面積395m×1"m×4となる。その結果、烏が生
息できる面稜は約8.7ha、保震区全体としては34.8haとなり、図Aの64haから大幅に減少する。この例で
は、わずか2％の面積に影専を与えるとした行政側の予測に対して、保護区の分断化とエッジ効果によっ
て、およそ65％の面稜への影靭を及ぼす結果となっている。

このように、生息地が分断化されるほどエッジ効果力輔し、単純な予想以上に、生息できる面積が大
幅に減少してしまう。ただし、生物の麺類によってエッジ効果の及ぶ範囲が異なると考えられるので、
道路や鉄道による分断化が及ぼす影秤範囲については、上記の野良ネコと烏の関係のように、麺類ごと
に研究・検討・呼価していかねばならない。

生息地の分断化とエッジ効果については、都市に残存した自然林や二次林のように、とりわけ分断化
された自然において注目されている。それは、緊息に、それらの研究とその後の対策を薄じなければ、
分断きれた場所では生息できなくなる種、絶滅する菰の急湘に結びつくからである。従って、人為の影
尋が多い地域では、その解決策として畷の回廊づくり」が考えられている。
醒騨哩噸Lて､ただ'本の道路による影尋は少なくないという非科学的な声もある｡また日

高横断道路に関する環境影尋呼価報告番では、植生から判断した通路周辺に及ぼす影靭範囲が道路鎧を
起点とした2～14mであると断定して、周辺への影尋の少なきを強関している。しかし、エッジ効果は、
約100kmに及ぶ道路の両側に、相当の幅で作用するものと考えられる。先に挙げた文献では、エッジ効果
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図．分断化とエッジ効果による生息地の減少（プリマック1997）
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資料15開発局が「継続｣を決めた事業再評価（1999）の費用便益分析

費用便益比計算のC=536億円は北海道担当部分の事業費を除外して計算、

北海道担当部分を加えればC=1000億円以上となり1.0を下回ること確実。

、傅恭

･･･ (B)

ロ費用

･･･ (C)

ロ算定結果

－162－

盃 ﾛ費用便益分析の結果

路 線 名 主要道道静内中札内線．

延 長 25.3km

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
合 計

基準年 平成11年度

基準年におけ

る現在価値
856億円 57億円 4億円 916億円

事 業 費 維持管理費 合 計

基 準年 平成11年度

単純合計 640億円 61億円 701億円

基準年におけ

る現在価値
523億円 13億円 536億円

費用便益比(CBm

B/C=

便益の現在価値の合計(B) 916億円

＝＝

費用の現在価値の合計(C) 536億円

＝ 1．7



資料16開発局の事業再評価に対し新聞からも鋭い疑問が提起された
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鯖2節事業の目的および概要

1． 事業の目的

北海通の平均道路密度は0.9句侭と極めて低い水“にあって，全国平均密度と比較すると，その約給にすぎない。これを都道府県道以上の幹線道路密度でみても，全国平均水単の約

蛤にとどまって.いる。とくに国遊など幹線道路網を補って生活圏の活動の拡大，広域化に必要な道路網体系の中核となる道々等の幹線通路網の不足，あるいは地域的な偏在が大きい。

国土利用としての生活圏の形成は，孤立期，集溌拡大期，広域化期，分散期の各発展過程を経て，社会機能の各面で拡がりと相互関連を強めていく。これを具体的に可能とするもの

は，道路網の整備，配面等の社会資本整備である。北海道の幹線通路網が低位にある理由は，国遺等の主要幹線が明治期に設定された粗い幹線網をペースに･してきたことと，一方，近

々等は散在する生活拠点から外延的に拡大する形をとってきたが，広大な面稜， 自然条件に阻まれて完全な幹線網の成熟（生活圏相互を結ぶ幹線化）に達していないことにある。本州

においては，網的充足をある程度率たし， さらに質的需要対応に転換しつつあるが，広大な面積に展開する開発必要地をもつ北海道では，網形成が未成熟の既存道々等から選択的に伸

長・連結詮はかって幹線道路網の増配歴をはかる必要がある。

幹綴遺路網の配國にあたっては，既存網の分割効果，長距離幹線効果等を勘案することとなる。北海遊では，幹線通路によって囲まれた網内面萩をみると，平均的には約1.200側程

度のレベルにようやく達しているが， 日高・十勝を筆頭に1,500域を超えるゾーンが数多くある。これらはゾーン内の開発のネックであるとともに，当該ゾーンによって隔てられた生

活圏間の幹線連絡の障害となっている。道路整備， とくに北海通の道路網充足の重点はこれらの解消であり，網内面稜が特に大きい各ゾーンは地方道整備の重点地区となっている。日
一

高・十勝圏を含む北海道中央南部の地域は道路密度が特に低く，主要幹線道路が北と南に側り，両生活圏の交流が阻害されているとともに道央道東間の要路のネックとなっている。網
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内面積が最大であるこの地域においては，苫小牧～浦河～釧路を結ぶ幹線網の一部として，すでに主要逝々浦河・大樹線が建股されているが，将来の北海道の産業中軸となる道央圏南

部（胆握， 日高）と道東（十勝）を結ぶ幹綴遺路配睡が必要とされるところである。ここに一般遺々静内中札内線（仮称）の不通区間を整備し，道々網の整側促進をはかるものである。
－

1－1 －股道々除内・中札内線（仮称）の意羨

日高圏・十勝圏は，単に隣接する生活圏であるの承ならず，社会・経済の面での連関の狼テンシャルが高い。しかし，歴史的にはその自然条件によって隔絶され，今日でも国道274

号， 236号がそれぞれ北蝋，南端に位歴するのみである。

(1)広域的意賤

日高・十勝圏は逝東～東央の連関の上で重要な位固にある。たとえば，道東の特産物である農．林．酪隠生壷品の域外移出の4割が道央，あるいは道央経由道外への移出である。こ

れを反映し’一般逆々静内・中札内線（仮称）の計画は， 日高．十勝圏を経由する道央～道東交通量の2割に対して転換利用を促すものと見込まれている。特に，道央圏の磯能分散配

脛によって，将来， 苫小牧を中心とする太平洋岸に産業．流通の拠点が形成されることが見込まれており，道央圏南部と道東の帯広．釧路．北見を結ぶ幹線を形成するうえで腫要であ

る。

（2） 生活圏における意莪

現在， 日高生活圏には浦河町・・静内町を中心に9つの1次生活拠点があり，十勝生活圏には帯広市を鉦頭に20の1次生活拠点がある。計画路線はこれら拠点間の相互リンクの3割

に対して距離短縮を及ぼすものである。因みに， 日高圏・十勝圏間の物流は両圏間が地理的に隔絶されていることから，現立地産業の必需品目の股小限に止っている。しかし，両圏を

直接結ぶ計画路線が配証されると，経済効果の熟ならず社会的な交流を含めた生活圏の広域化が進められる。

以上の効果をもとに，将来の交通瀦要量を推計すると，約1,200(台／日）に達する見込みであり， これは現在までに道内の各生活圏際に配匝されてきた主要道々の平均交通冠に相当

するものである。



資料19 日高横断道路は高度経済成長の見通しの中で計画された

「日高山脈中央部地域、とくに静内町・中札内村における産業

開発の基本構想に関する提言」 （奥地開発道路協会、 1977)

結 語

1976年，産業櫛造審醸会が発表した産業構造長期ピジ園ソによると昭和60年の北海道は人口690万人，工

業出荷額7兆7千億円（昭和45年の5.2倍）という予測になる。 また北海道の新長期計画（昭和53年～昭和62

年)樺よると繕人口は翼崔蝿和50年)の533万人から620万人(昭和62年ル遊内の鱸業(第1次.第2次．

第3次産菜の合計)は5兆1,513億円(昭和49年)より12兆1,280億円(昭和62年)となり, 10年間における伸

ぴは現在の25倍に予測されている。

静内町．中札内村においては，いずれも過疎対策としても第1次産薬の充実とともに第2次・第3次産業の

握與による人口増加が期待されよう。

資料20日高横断道路は苫小牧東部大規模工業基地開発と連動して計画された
「日高山脈中央部地域、とくに静内町・中札内村における産業

開発の基本構想に関する提言」 （奥地開発道路協会、 1977)

IM産粟開発

産業開発は鋪1.次産業の農(畜産・酪農を含む)・林'水産,第2次産業の鉱業など原材料の生産を増大し，これ

らを加工する製造業･工業の援興，流通の近代化さらに観光レクリエーシ国ンなどきわめて広範囲の分野がある。

最近,苫小牧市東部に規模の大きな港をつくり，北海逆と本州・賭外国からの物資の流通をはかると同時に，

この地帯に広大な工業地帯を形成する開発計画が進められている．このことは遊央室たは道南地帯と遊東地帯を

結ぶ太いパイプ役的な役割りを果たすことになるだろう。換言すると両地域の拠点である苫小牧と帯広を結ぶ路
一

線の整備によって両地域の開発が速度を増して進むであろう。
■■■■■■■■

これらの開発は静内町・中札内村ともに大きなシェーアをもっており， とくに両町の背後にある地域近路股

置の地域開発に及ぼす意義は大きい。

資料21道路網は土地利用を無視しても必要･国家プロジェクト先導に開発道路を
開発優先思想に支えられた「開発道路選定の方法論」

「北海道道路史行政．計画編」 （北海道道路史調査会、 1990)

4－11－4開発弛鑛壁備の基本的な考え方

次に、この基本的な考え方に立ちながら開発道路選定の方法飴を展開すれば、第一に幹線道路
一

塑墜壁してとらえることができる。

昭和29年以来開発道路として指定された路線(開拓道路を除く)をみると、きわめて幹線性が強

く現在までに国道および主要道道に昇格した路線延長は、国道昇格および道に引継いだ延長約

2,300地のうち約1,900mに達しており、開発道路は幹線道路網の充実に大きく寄与している。

主要幹綴網で囲まれている網内の道路密度(一般道道･市町村道)は土地利用・産業構造･人口

などの相違により道路密度に差が出てくるのは当然であると思われるが、国土の骨格を形成する

主要な幹線道路は､ある広登り国土面稜に対しては､土地利用力塙度であると否とにかかわらず、

錘一定堂は最低配値される性格のものであり詞国土面積に比例して必要となるものである。全

国土の約20%を有する北海道の幹線道路の整備・拡充に努めることも、国としての重要な施策で

あろう。箪二に､国家的な開発プロジェクトに対して先導的な道路整備の必要がある場合には､塾

備すべき道路の性格、工事規模などを勘案して開発道路の制度を活用してゆく必要がある。

－166－



I

開発優先思想から脱却し福祉・環境が主張できる社会の構築を

｢社会アセスメント・公共事業評価の手法と総合化」 （三菱総合研究所、 1999）

資料22

‘雨社会的価値の主張手段

これまでの特に戦後日本を振り返るとき、マーケットで評価されるも
-- 言一一

のの価値を霞大にすることが、企業行動においては当然のことながら、

経済運営政策、国土開発政策などの公共政策においても共通に容誕され

た規範であった。このような開発優先社会にあって福祉政策や環境保渡
一

政策には補完的な位腫づけしか与えられなかったが、そのこと自体は社

会のニーズとしてウェイトが小さかったからであると解釈できる。問題

は、マーケットで評価する手法が唯一であったために、福祉や環境は自

らの主張方法を政治的手段以外にもっていなかったということである。

産出髄や利益を増やす、あるいは財の質の向上など、市場価格を上げ

るための行為は説得力をもつが、そのような経済価値に睡き換えられな

いアウトプットを生むための福祉政策のような政策は、社会的に認めら

れるための客観的手段をもっていなかった。環境対策についても、経済

活動のレベルを低下させることに見合う価値が主張できない。大気汚染

抑制で洗濯代・治療代が減るとか、河川水質の向上で漁獲が増えるとこ

ろまでは評価の土俵にのるが、住民のアメニテイーとか河川環境の保護

に対しては評価手段がなく、たとえば政府でいえば予算がついていなか

った。また、このように経済価値ではない価値について社会的な説得手

段が不十分だったために、極端な政治力とか時にマスコミに煽られる情

緒的パワーによってのみ、その供給がなされてきており、適正な供給を

行うための仕組みが欠如していたという指摘もできる。

したがって、社会アセスメントを手法として確立する意義は、社会的

に望ましいという主張がきちんとできるように価値計測の尺度を与える

ことである。
一

◆政策的実現･･･事業予算配分の変化、新規公共事業の創出

◆市喝実現”･マーケットによる選択、企業供給可能性の増加

－167－

社会アセスメン1，の
意義
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資料25 日高地方と十勝地方は異なる「地域生活経済圏」を形成

日高横断道路がなくても日常生活に支障はない

｢平成14年度政策のあらまし」 （北海道総合企画部政策室、2002）

可能性を引き出し、活力とゆとりある地域をつくる

地域生活経済圏の基本的な考え方

北海道では､地域の自主性と創意工夫により、地域の特
色や可能性を生かした、活力あふれる地域づくりを進め
るため、 6つの地域生活経済圏の形成を進めています。
これらの地域生活経済圏を形成するため、中核都市圏

と地域中心都市と農山漁村の結びつきを強め、 ともに発
展することをめざしています。
また、交通や情報のネットワークにより地域間の結び

つきを強めるとともに、 日本海地域など圏域をこえた取
組や青函経済文化圏の形成など道外との交流、さらには
海外との結びつきを強めるなど個性的で調和のとれた北
海道をつくります。
また、地域の自主性と創意ある取組を推進する地域重

視の政策を進めます。

子

‘

、
、
Ｌ

庁
庁
庁
庁

宗谷支庁

ｵﾎｰﾂｸ閥｡．…･網走支庁

十勝圏･…･･＋腸支庁
翻路・恨室圏……釧路支庁、根室支庁

－170－



資料26開発局はこんな理由で日高横断道路の事業継続を決めた

｢平成ll年度継続箇所再評価結果」 （北海道開発局、 1999)

①対象区間に交通不能区間が存在…道路のない地域に計画された道路にI交通

区間」が存在するのは当然。これでは完成するまで継続する以外に選択肢がな

②隣接市町村の役場間が30分を超える…静内と中札内間は101皿ある。そこで

以内をクリアするには「時速200血以上」で走行しなければならない。非常識

③静内駅前町づくりを支援…静内駅前の活性化を支援するため、数十発も離れ

塵になぜ遣盤が泌専？何の説得力もない理由。

■ ﾏ

－171－
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８
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８ 事業継続



資料27 北海道は日高山脈の自然の価値を認め「自然遺産」とする構想

それなのに日高山脈の心臓部を貫通させる道路を建設。矛盾した

北海道新聞1999年5月8日

矛盾した道政。
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炭
鉱
跡
な
ど
の
産
業
遺
跡
を
「
北
海
道
遣
崖
と
し
て
保
全
し
、
そ
の
中
で
も
世
界
的
に
貴
重
な
大
雷

山
系
周
辺
地
鐵
知
床
半
島
地
鐵
酬
割
削
剥
蜘
劉
劉
道
罷
域
湿
地
濤
道
南
の
縄
文
文
化
遺
跡
群
の
五
カ
所
に
つ
い
て
は
、
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学

文
化
機
関
）
の
世
界
遺
産
登
録
霞
目
指
す
方
針
を
固
め
た
。
六
月
定
例
道
議
会
の
補
正
予
算
案
に
、
北
海
道
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
連
予
算
を
盛
り
込
む
．

炭
鉱
跡
な
ど
「
道
遺
産
」
で
保
全

な
政
策
立
案
に
民
間
と
道
職
員

で
取
り
組
む
赤
レ
ン
ガ
・
政
簸

検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
北
の

世
界
遺
産
推
進
方
策
検
討
チ
ー

ム
（
座
長
・
辻
井
達
一
北
星

学
園
大
教
授
）
が
政
策
の
具
体

化
を
検
討
し
て
き
た
。
同
チ
ー

ム
は
同
日
、
最
終
報
告
害
を
堀

知
事
に
提
出
。
知
事
は
「
実
現

し
て
い
き
た
い
」
と
答
え
た
。

世
界
遺
産
は
、
地
球
上
の
自

然
や
文
化
の
中
か
ら
際
だ
っ
た

価
値
葎
持
つ
も
の
を
人
類
裳
通

の
財
産
と
し
て
登
録
し
、
保
全

し
て
い
く
制
度
．
国
内
で
は
現

在
、
白
神
山
地
（
青
森
、
秋
田

両
県
）
、
原
爆
ド
ー
ム
な
ど
九

件
が
登
録
さ
れ
て
い
る
ロ
道
内

五
地
域
の
登
録
に
は
、
地
元
の

運
動
の
盛
り
上
が
り
、
保
全
対

策
の
具
体
化
な
ど
が
必
要
で
、

道
は
学
術
調
査
や
国
へ
の
働
き
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か
け
を
通
じ
て
地
元
を
支
掻
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
．

北
海
道
遺
産
は
、
世
界
遺
産

の
北
海
道
版
．
道
内
の
有
遥

無
形
の
財
産
を
掘
り
起
こ
し
、

本
道
の
価
値
を
再
認
識
し
北
海

道
再
生
の
起
爆
剤
と
す
る
の
が

狙
い
●
報
告
書
は
自
然
歴
史
、

産
業
・
開
発
文
化
、
生
活
の

五
分
野
で
計
百
三
十
カ
所
を
候

補
に
リ
ス
ト
ア
ッ
一
宅
さ
ら
に

道
民
か
ら
遺
産
候
補
を
募
っ
て

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
く
る
．

中
で
も
報
告
蕾
が
犀
意
対

魔
惣
豊
に
影
も
墜
蕊

遺
産
．
赤
平
市
の
住
友
赤
平
炭

砿
第
一
立
杭
な
ど
の
炭
鉱
関
連

施
設
、
一
九
二
五
年
矢
正
十

四
毎
建
設
で
現
在
も
操
業
す

る
れ
ん
が
造
り
の
滝
ノ
上
水
力

発
電
所
（
夕
張
壷
な
ど
を
候

補
に
挙
げ
、
「
北
海
道
の
成
り

立
ち
と
存
在
を
解
読
す
る
重
要

な
記
鱈
と
し
て
、
保
今
蕾
求

め
た
．

道
は
、
今
後
の
具
体
的
な
取

り
組
み
を
民
間
組
織
に
ゆ
だ

ね
、
行
政
が
側
面
支
鐙
す
る
仕

組
み
を
つ
く
る
方
針
で
、
補
正

予
算
案
で
は
民
間
組
織
発
足
経

費
、
北
潅
道
遣
琶
才
ｌ
タ
ベ
ー

ス
開
発
費
、
世
界
遺
産
登
録
に

関
す
る
鯛
査
蒙
な
ど
を
予
算
化

す
る
こ
と
に
な
り
を
う
だ
。
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(第3回自然画境保全舞礎閏査結果より作成）

凡例（国立・国定公園共通）

■■日然度10．9《自然立願、ロ悠躰） 四日錠度5.4

溌靭自悠度8.7 （二次林） 函自然度3.2

厘ヨ日銭度6 （週林地） 仁．自銭度l

注：綱成比には、水面・包鐘裸地等は含忠ない

(二次草厘）

《農餅地）

(市街地等）

(第3回自然現境保全基廼鯛査結果より作成）
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‐両生砥を使用してい表す


